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子どもの虹情報研修センターは、おかげさまで設立からちょうど15年となり、研修事業をはじめ、研究事業

や専門相談事業、また専門情報の収集と提供など、多くの皆さま方のご理解、ご協力を得て着実にこれらの事

業を進めてまいりました。あらためて、皆さま方にお礼申し上げたいと思います。

また、こうした取り組みの一つとして、ここに紀要第14号を発刊することができました。多忙の中、快く執

筆を引き受けていただいた先生方には、心より感謝申し上げます。

さて、児童福祉をめぐる今年度の大きなトピックとして、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が全会一

致で可決、成立したことがあげられます。本改正では、昭和22年の法律制定後初めて、児童福祉の根本原理と

される総則部分が改正され、冒頭の第１条には「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」という表現が加

えられました。児童が権利の主体者であること、児童の最善の利益が優先されること等が明確にされたものと

して、歴史的な意義を持つ改正になったと言えるのではないでしょうか。

また、児童虐待について、発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等を図ること、子育て世代

包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の措置など、さまざまな

角度からの大きな改正も盛り込まれました。

こうした法改正が実現するについては、平成27年８月28日に出された「社会保障審議会児童部会児童虐待防

止対策のあり方に関する専門委員会」の報告書、及び平成28年３月10日に出された「社会保障審議会児童部会

新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」の報告（提言）が、大きな役割を果たしたわけですが、

紀要には、両委員会でいずれも委員長を務められた松原康雄先生に、その経緯などを含めた論文を寄稿してい

ただきました。法改正の背景などを理解する上で、大変貴重なものとなっているかと思います。

ところで、今回の改正では、種々の研修を担っている子どもの虹情報研修センターにとっても、直接業務に

かかわる内容がありました。すなわち、児童相談所の体制強化や市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強

化を狙いとした、（スーパーバイザーを含む）児童福祉司や調整機関に配置される専門職等に対する研修の義

務化です。児童虐待対策において、専門性の向上や人材育成という課題が大きく取り上げられたことは、それ

らを重要な業務として位置づけてきた虹センターとして身の引き締まる思いであり、今般の改正を自らの課題

として捉え、15年間の歩みをふまえつつ、それに見合った内容の充実を図らなければならないと考えていると

ころです。

私たちは、研修参加者や講師をお願いしている先生方の声に耳を傾け、企画評価委員会や運営委員会でのご

助言などを生かしつつ、今後もより一層、皆さま方のご期待に添えるよう取り組みを強めていく所存です。今

後とも引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

■ 発刊にあたって ■

子どもの虹情報研修センター紀要第14号発刊にあたって

子どもの虹情報研修センター長

川　﨑　二三彦



■ 目　次 ■

子どもの虹情報研修センター紀要 No.14
目　　次

発刊にあたって  川﨑二三彦

  

論　　　　　文 ・子どもの命と成長発達を守る 松原　康雄 1
   ― 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する
 　　専門委員会報告書と児童福祉法等改正を踏まえて ―  

研修講演より ・講義「虐待を受けた子どもの 内海　新祐 13
   　　　回復と育ちを支える生活の中の支援」

 ・講義「多機関コーディネートのあり方」 宮島　　清 30

 ・講義「虐待ハイリスクケースの親グループ支援」 鷲山　拓男 49

実　践　報　告 ・ひとりひとりの主体的な自立を支えるために 早川　悟司 69

 ・退所後に抱える困難とアフターケアの現状 高橋　亜美 97

 ・子どもの性問題への対応 山口　修平 110

 ・特定妊婦への支援における 荻田　和秀 122
   保健・児童福祉司・医療の連携

エ　ッ　セ　イ ・つなぐ願い 増沢　　高 127
   ― 第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーを終えて― 

事　業　報　告 ・平成27年度専門研修の実績と評価  139

 ・研究部研究概要紹介  145

 ・平成27年度の専門相談について  148



■ 論　文 ■

1

　１　報告書作成の経緯と成果

「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書（以下、「報告書」）は、平成28年３月に公表

された。この「報告書」が基盤となって、平成28年５月27日には児童福祉法等の一部を改正する法律案が成立

し、６月３日に公布された。施行は、公布日と平成28年10月１日、29年４月１日とに区分されている。「報告書」

が実際の法改正に結びついたことは、同委員会のメンバーとして高く評価したい。また、条文の整理に力を注

いだ厚生労働大臣及び厚生労働省の関連職員、さらには国会議員に敬意を表したい。

さて、「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」は、児童虐待対策をめぐる国が設置したこれ

までの委員会での一連の議論を背景としている。被虐待児童について親子分離後から家族の再統合を意識した

社会的養護に関する諸委員会は継続的な議論を積み重ね、ケアの小規模化や家庭的養護の推進を提言してきて

いる。一方で、虐待の予防から対応という全体的な虐待対応施策についても検討がなされてきた。「新たな子

ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」は、この流れのなかに位置づけることができる。同委員会設置の

前には、児童部会に「児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会」での議論があった。この委員会は、平

成26年９月に第一回会合を持ち、平成27年８月まで計12回の会合を持ち、報告書案が取りまとめられている。

この委員会の議論経過で特徴的であったのは、12人の委員会構成でスタートした議論に第11回より９人の委員

が新たに参画したことであった。委員会終盤にあって、新たな委員が加えられたことは、その後の「新たな子

ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」への継承準備であったと解釈できる。ここでは、まず「児童虐待

防止対策のあり方に関する専門委員会」報告書の内容を再確認しておきたい。この報告書では、９本の論点を

あげている。すなわち、（１）妊娠期からの切れ目のない支援、（２）初期対応の迅速化や的確な対応のための

関係機関の連携強化、（３）要保護児童対策地域協議会の機能強化、（４）児童相談所の機能強化、（５）緊急

時における安全確認、安全確保の迅速な実施、（６）児童の安全確保を最優先した一時保護の実施、（７）親子

関係再構築等のための取組、（８）被措置児童のケア改善、（９）退所者の居場所づくりである。

「児童虐待把防止対策のあり方に関する専門委員会」報告書の内容は、多くが「報告書」にも引き継がれ、

法改正でも実現することになる。例えば、（２）では児童相談所から市町村への事案送致が提案されている。

また、（３）では、要保護児童対策地域協議会運営にかかわる職員の高い専門性の必要性が指摘され、この部

分も「報告書」に継承された。（４）では、弁護士の児童相談所へのかかわりの必要性や児童相談所の機能分

化などがとりあげられ、議論が継続されていくことになる。なお、児童相談所が正確な情報を迅速に入手でき

る仕組み作りの必要性も指摘された。支援の対象となる子どもの年齢についても課題としてこの報告書で記載

されている。

「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」は平成27年９月７日にスタートしている。「報告書」は、

平成28年３月に公表されているが、実質的な議論は平成27年12月の第４回まであったから、約３ヶ月でまとめ

られたことになる。委員は、31名で構成された。委員に十分な発言の機会を付与することを意識して、この委

子どもの命と成長発達を守る
－新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告書と児童福祉法等改正を踏まえて－

松　原　康　雄

（明治学院大学）
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員会には二つのワーキンググループが設置されることになった。ひとつは、新たな児童虐待防止システム構築

検討ワーキンググループであり、いまひとつは新たな社会養育システム構築検討委員会である。委員構成は、

「親」委員会メンバーを各ワーキンググループに割り振るのではなく、委員の希望に応じてワーキンググルー

プの座長を含め、いずれかのワーキンググループ、あるいは両方に参加する方式をとった。いずれのワーキン

ググループも計４回開催されている。したがって、約３ヶ月の間に８回というかなりつめた議論を行ったこと

になる。「報告書」は、その後関係省庁との調整や児童福祉法等の改正を視野に入れて文言調整が行われ公表

されることになった。前述したように、報告書の内容を踏まえて児童福祉法等が改正・施行（一部は10月と29

年４月）された。

なお、児童福祉法改正を踏まえて、平成28年７月には社会的養育を見直すための「新たな社会的養育の在り

方に関する検討会」と「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組の利用促進の在り方に関する検討会」

が厚生労働書雇用均等・児童家庭局が実施する検討会として設置され、議論がスタートしている。

このような専門委員会や検討会で作成された報告書は、国レベルであれば法改正や運用面での改善に結びつ

く必要がある。「報告書」は、その意味で児童福祉法等の改正をもたらしたことから、大きな成果をあげたと

評価されてよい。一方で、議論を集中的に行い、多くの意見が反映されたとはいえ、議事録を参照すると明ら

かなように、意見を巡ってのやりとりに十分な時間を割くことができなかったことや、完全に意見が一致する

ところまで議論をつめることができなかった論点もいくつかある。この点は、後述するなかで、残された課題

としてあげてみたい。しかし、多くの観点と議論すべき点について、委員全員の完全な意見一致を待つことは、

現実的ではなかったと考えている。迅速な子どもの虐待予防と対応の改善を考えると、委員のおおよその意見

が反映されたことをもって報告書として取りまとめられたものと評価したい。「報告書」は、それまでの報告

書が「漸進的改革」を目指したものであったことに比較すると、施策のパラダイム転換を求めるとともに、実

施時期も含め「急進的改革」を内容とするものであったといえる。理念の転換が実質的な養育支援や子ども虐

待対応となるよう、今後、児童福祉法等の改正が各現場で実効性をもって実現されていくことが、最終的な評

価をもたらすことになるであろう。

　２　「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告書」の内容

「報告書」は、これまでの子どもの保護中心の理念から「養育中心」に力点をおいた子ども家庭福祉の構築

を目指すべきであるとの前提のもとに、子どもの主体的権利を認めるとともに、必要な権利擁護を社会が行う

こと、しつけを理由として必要な範囲を超えて子どもを懲戒しないこと、子どもの最善の利益を保証すること

などをあげ、以下の基本的考え方を示した。すなち、子どもの権利に関する明確な位置づけ、家庭支援の強化、

国・都道府県・市町村の責任と役割の明確化、地域における支援機能の強化、各関係機関の機能強化、子ども

への適切なケアの保障、継続的な支援と自立の保障、司法関与と法的・制度的枠組みの強化、職員の専門性の

確保・向上と配置数の増加である。このうち子どもの権利擁護と国・都道府県・市町村の責任と役割の明確化

はそれぞれ項目として独立させ、その他は新たな子ども家庭福祉の整備に組み込まれている。制度及び法改正

にむけての理念が記述されている点にも着目しておきたい。

なお、報告書作成のなかでは、そもそも何歳までを子どもとして対象とすべきかという議論もなされ、この

点についても基本的考え方が示されている。議論のなかでは、子どもという概念そのものを20才未満にまで引

き上げるべきとの意見もあったが、影響を受ける制度や施策が多岐にわたるためと、対象年齢に対する委員間

の考え方の相違もあり、全体的合意が得られなかった。しかし、親子分離された経験を持つ子どもや在宅養育

支援を受けた家庭の子どもについては、その自立をこれまで以上に重視すべきとの観点から、「少なくとも、
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不適切な養育を受けた子どもや家庭基盤が脆弱な子どもに限っては、現行制度の下で成人年齢に達する20 歳

未満を支援の対象とすべきである」との記載がなされた。

ここでは、「報告書」の内容について、確認しておくべき基本的事項と後述する今後の課題に即してその内

容を確認しておきたい。

１）　子どもの権利とその擁護

子どもの権利に関しては、「児童の権利に関する条約」締結国であるわが国が条約の精神や条文に対応した

施策をとるべきであるとして、権利主体としての子どもを中核として、意見表明権や最善の利益の保障をあげ

るとともに、権利擁護システム構築を提言している。「子どもの権利擁護」に関しては、それは児童福祉領域

にとどまるものではない、子どもの生活全般に及ぶものであるから、これを字義通り保障するシステムを構築

するためには、厚生労働省所管の事項だけではなく、関係省庁全体の理解とシステムへの参画が必要となる。

今回専門委員会の日程ではそれを実現するためには、あまりにも時間的制約があり今後の課題とせざるを得な

かった。この事項で論議となったのは、子ども福祉だけに限定しない相対的な権利擁護を担う機関の設置につ

いてであった。議事録にも残されているように委員のなかには、この考え方にそって「独立した第三者機関」

設置を求める意見もあったが、現実的な状況判断のなかで都道府県児童福祉審議会を活用する提案となってい

る。なお、子どもの権利の総合的な擁護機関設置を目指すべきとの記述がなされている。

２）　国・都道府県・市町村の責任と役割

「児童の権利条約」前文にもあるように、子どもを養育する基礎的集団は家族である。同時に社会は家族に

よる養育の支援を行う義務がある。各行政体も民間活動とならんで、様々な支援や必要な措置をおこなう必要

がある。これまでは、国と地方公共団体の責任と役割として提示されていたものを、３つに区分したのも、「報

告書」の特徴であろう。市区町村を都道府県と区分した理由は、子どもや家庭に最も近い基礎的な地方公共団

体であるからである。虐待予防や在宅支援の実施を考えると、それは子どもや家庭の生活圏域のなかで展開さ

れてこそ利便性が高まる。都道府県は、虐待対応に関して市町村と協力しながら、必要に応じて専門的な助言

を行い、さらには児童相談所設置自治体として、子どもの措置にかかわる業務を担うことになる。国は、全国

の子ども家庭福祉の質を担保するとともに、専門職の資格認定や養成研修と全国統計の集積・分析に基づいた

施策の充実が役割となる。今回の報告書が、虐待予防と在宅支援をも視野に含めたことから、家庭の養育を支

援する構想を持ったことは必然の流れであったろう。

３）　新たな子ども家庭福祉体制の整備

これまで述べたように、養育支援は身近な基礎自治体、すなわち市町村の役割とされ、通所・在宅支援の積

極的活用が提案されている。保育所等による全般的養育支援と課題を抱えた親子の地域での支援が求められて

いる。そのための拠点として「地域子ども家庭支援拠点」が提唱されている。また、従来児童相談所が行って

きた業務のうち、分離を伴わない養護相談、育成相談、措置を伴わない非行相談はこの「地域子ども家庭支援

拠点」が、保健相談は市区町村保健センターが担うという体制再編が報告書では提案されている。また、障害

相談は市町村の児童発達支援センターの活用、療育手帳については医療型児童発達センターや都道府県の児童

相談所以外の機関で担う可能性が示された。特定妊婦を含む、出産前からの切れ目のない支援は母子保健分野

施策との連携が求められており、年長児については次の支援ステップへの円滑な移行が必要であるとされて

いる。

児童相談所機能の見直しは、児童相談所を機能によって分割する案も含まれ、その内容が「報告書」でも記

載されることになった。すなわち、子どもを保護する機能を担う機関と子ども・家庭支援のマネージメント機

能を担う機関である。さらには、初期段階でのトリアージ機能を担う機関も設置の可能性が示唆されている。

この点は、議事録でもわかるように結論としてまとまっていない部分がある。
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児童相談所については、設置自治体の拡大も提案されている。中核市に加えて、特別区にも設置を認めるこ

とが盛り込まれている。議論のなかでは必置化も検討されたが「５年を目途として、中核市や特別区が児童相

談所を設置することができるよう、国として専門職の育成等の必要な支援を行うべきである」との表現となっ

た。児童相談所設置自治体に関する議論は、児童相談所機能の分割に関する議論や児童相談所と市町村との役

割分担などが関連し、委員間でも完全な意見の一致をみることはできなかったが、報告書としては、前述のよ

うな表現となった。この議論の背景には、児童虐待対応の第一線機関である児童相談所への期待と、一方で児

童相談所がかかわっていながら子どもが死亡する事例が毎年存在することや、期待されている役割が十分に果

たされていないケースが少なくないという児童相談所への関係者からの批判的見解が存在したと考えられる。

児童相談所については、前述した二つの機能に加えて一時保護機能の整備の必要性が取り上げられている。子

どもの危機的な状況からの待避に加えて、アセスメントを的確に行うことが重要である。また、子どもの生活

という観点からは、一時保護所環境の整備や第三者評価の導入が提唱されるとともに、里親やファミリーホー

ムへの委託が望ましいとされた。

虐待の早期発見については、運用が開始されている通告・相談電話である「189」における相談と通告とを

分離する必要性や従来の通告先に関する位置づけなどの議論がなされた。発見から初期対応については、トリ

アージ機能との関連もあり、十分な議論を積み重ねる時間的余裕がなかった。

４）　子ども家庭福祉への司法関与

児童相談所が行う一時保護は、行政権限としては親権の制限と子どもの行動制限をともなうものである。こ

れを、所内の会議は経るにしても行政機関のみの判断に委ねてよいかという議論はこれまでもなされてきたと

ころである。また、この権限を行使することで、親や場合によっては子どもと児童相談所との対立構造が創出

されることが少なくなかった。そこで、一時保護についても親権者の同意を得られない措置の場合と同様に司

法の判断を求めるべきだとの意見が出された。この意見をめぐっても、緊急時の対応に支障が出る可能性や関

与を導入することによって児童相談所が必要な一時保護をためらう懸念が表明され、関係機関との調整を速や

かに行うべきだとの記載を行うことになった。また、在宅の保護者へ支援を受けることを義務づける裁判所命

令制度を創出すべきだとの意見をめぐっても賛否双方の議論が出され、その旨を記載することにとどめた。こ

の他にも、裁判所命令の範囲や対象、臨検捜査プロセスの簡素化など、多方面にわたる意見が出されたが、多

くの事項については、委員会として結論が出せないだけではなく、関係省庁・機関との調整が必要であること

から、意見の紹介とそれへの懸念、双方を記載し、さらなる検討を促す提案をすることとなった。

５）　職員の専門性

制度の変更は、併行して業務を担う人の確保と専門性の向上があってはじめて達成される。「報告書」では、

児童福祉司については「一定の基準に適合する」研修受講を義務づける提案がなされた。また、児童福祉司の

配置基準も児童虐待対応件数を考慮する方式の導入が求められた。また、スーパーバイザーの配置についても、

先行的に実施している自治体もあるが、全国的にその配置を行うこと、児童心理司数や医師または保健師の配

置についても法律上明記することが求められた。また、新たな役割を担うことになった市町村についても、こ

れに従事する職員の配置基準や任用資格の明確化が必要であるとの判断から、最低１名は児童福祉司任用資格

を有するものの配置が提案された。

さらに、市町村にあって指導的役割を担う職員については、国家資格化することが提案されている。この資

格については、「①一定の基礎資格を有する者であって、②５年程度の児童福祉に関する実務経験（児童相談所、

市町村、児童養護施設ファミリーソーシャルワーカー等）を有するものが、③試験（単なるペーパーテストで

はなく、ケースレポート等を含む。）に合格した場合に付与する」という案である。一定の基礎資格としては、

社会福祉士、精神保健福祉士、心理師・保健師などが例示されている。
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６）　社会的養護の充実強化と継続的な支援

「報告書」は、地域での支援や対応に加えて、親子分離による社会的養護についても議論を行った。社会的

養護の充実強化では、これまでも逐次推進されてきたケアの小規模化と家庭と同様の環境での代替的養育の実

現を基本的枠組みとして論議がなされた。具体的には、児童福祉法等にこの考えかたを反映した条文を盛り込

むこと、児童相談所の機能強化や民間団体・施設との連携強化をおこなうなかでの里親制度の充実強化の必要

性が述べられている。また、特別養子縁組にも児童相談所がかかわるべきとの意見も記載されている。また、

現状施設でのケアもなされていることを踏まえ、施設ケアの充実として、小規模化のインセンティブを強化す

るとともに、職員の配置基準の見直しが提言されている。

社会的養護における代替的ケアを受けた子どもについては、自立支援の継続性の必要性が増大してきている

ことから、20歳までの措置延長を超えて22歳に達した年度末までの支援の継続が提案され、自立支援計画の充

実の必要性が指摘された。

最後に統計・データベース等の整備の必要性が述べられてこの「報告書」がまとめられた。

　３　児童福祉法等の改正

「報告書」は、児童福祉法等の一部改正案に結実し、第190回通常国会後半に提出され、会期末に成立・公布

された。ここでは、児童福祉法等の一部改正について、平成28年６月３日の雇用均等・児童家庭局長通知（雇

児発0603第１号）「児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について」、及び６月17日と８月４日に開催され

た全国児童福祉主管課長・児童相談所所長会議資料を参照しながら、その内容を報告書に記載された事項と対

比しながら確認しておきたい。

１）　児童福祉法の理念の明確化と家庭での養育

権利主体としての子どもの位置づけの必要性は、「報告書」で国レベルの委員会として明記されたことに意

義があるが、今回改正では児童福祉法第１条及び第２条で反映されることになった。すなわち、「全て児童は、

児童の権利に関する条約の精神にのっとり適切に養育されること」（第１条抜粋）、「児童の年齢及び発達の程

度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され」（第２条抜粋）と規定された。子ど

もが家庭で養育され、それを社会が支援することは児童の権利条約にも規定され、報告書でもその必要性が確

認された。児童福祉法改正では、第３条でその旨が記載されており、国・地方公共団体が子どもの養育支援を

行う責任を負うとともに、「児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては児

童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう」つとめることが規定された。

この改正は理念を明らかにするだけではなく、子どもの社会的養護の将来像や子どもの意見表明権保障や子ど

もの権利擁護の実質化にも及んでくるものとなっている。児童福祉法の内容部分の改正もさることながら、「報

告書」を反映させて、第１条から第３条部分の改正がなされたことは画期的であったと評価できる。

また、しつけを名目とした児童虐待への対応については、「児童虐待の防止等に関する法律」の第14条に「民

法（明治29年法律第89号）第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはな

らず」という文言が追加された。地方公共団体については、都道府県と市町村の役割をかき分けた点（同３条）

にも着目すべきである。

２）拠点整備

「報告書」で記述された地域における養育の支援については、二つの改正がなされた。ひとつは、母子保健

法の改正であり、子育て世代包括支援センター（法律上の名称は母子健康包括支援センター）が法定化されて、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援が提供される。いまひとつは、児童福祉法第10条の２に、市町
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村が支援拠点を整備することが規定された。この拠点は、子育て世代包括支援センターを兼ねることも可能だ

とされている。「報告書」では、「地域子育

て支援拠点」が提案され、「分離を伴わない

養護相談、育成相談、措置を伴わない非行

相談」を担うとされ、保健相談は保健セン

ターが担うという内容であった。

全国児童福祉主管課長・児童相談所長会

での説明資料では、子育て世代包括支援セ

ンターは子育て家庭全体を対象としたポ

ピュレーション・アプローチを行い、それ

とは別個に要保護児童等に対する支援拠点

と児童相談所が示されている。

取り扱う相談内容の区分や子どもの対象

年齢については、今後の運営の中で固まっていくであろうが、住民の混乱や混同、各機関間に「谷間」が生じ

てしまわない工夫が必要となってくる。報告書との対比では、概ね実現されているが、非行等の扱いはまだ確

定していないと考えてよいだろう。

３）児童相談所

「報告書」では、児童相談所の機能毎の分割も論議されたが、報告文では児童相談所の充実強化の必要性が

指摘されていることも事実である。今回の法改正では、児童相談所体制の整備についていくつかの改正がなさ

れている。まず、児童相談所設置自治体については、中核市に加えて特別区による設置が可能となった。報告

書作成段階では中核市・特別区には「必置」という意見もあったが、前述したように「必置」ではなく、設置

できるように条件整備を国も行うという表現になった。これを受ける形での法改正であった。

児童相談所については、多くの法改正がなされた。職員配置関連は児童福祉法12条から13条の改正で以下の

内容であった。児童福祉司は、人口４万人に１人配置と増員され、さらに平均より虐待相談対応の発生率が高

い場合には、業務量（虐待相談対応件数）に応じて上乗せされることになった。児童心理司は従来から児童相

談所に配置されてきたが、この任用要件が法定化され、増員も行われることになった。今後、児童相談所運営

指針が改訂され、児童心理司は児童福祉司２名に１名以上配置されることになる。また、医師あるいは保健師

を１人以上配置することも義務化された。スーパーバイザーの配置も法定化され、「他の児童福祉司が職務を

行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司」とされた。児童福祉法施行令改正により

参酌基準として児童福祉司５人に１人配置が予定されている。児童福祉司及びスーパーバイザーについては必

要な研修が義務付けられた。弁護士は、一部の児童相談所で常勤あるいは非常勤として雇用されていたが、今

回法改正では「弁護士の配置又はこれに準ずる措置」を行うこととなった。なお、後半部分の「これに準ずる

措置」とは、「例えば、都道府県ごとに、区域内の人口等を勘案して中央児童相談所に適切な数の弁護士を配置」

することであるとの説明が厚生労働省からなされている。

このほかに、一時保護の目的、すなわち「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の状

況把握」を図るという規定がなされた。臨検・捜索手続の簡素化も行われ、再出頭要請を経ず臨検・捜索が実

施できることになった。「報告書」では、「児童相談所が行っている立入調査、臨検捜索などの強制的な業務に

ついて、過誤なく実施できる専門性を持ち、迅速に対応できる体制を整備する必要」という表現であったから、

具体的に一歩前進する改正となっている。一方、関係機関の調査協力については、「児童虐待防止対策のあり

方に関する専門委員会」でも「報告書」でも「報告を求める」ことができるよう提言していたが、「提供できる」
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規定にとどまった。

児童相談所における指導措置については、通所又は在宅における指導が、市町村等に委託できることになり、

その場合事案送致できることになった。この点は、「報告書」でも議論がなされたところであり、行政措置を

当面想定しないような家庭への支援は市町村で行うことが提言されている。

４）　被虐待児童の自立支援

被虐待児童について、親子分離を行った場合でも、親子関係の再構築支援が必要である。改正は、これを児

童相談所だけではなく、児童福祉施設や里親にも求めるともに、措置解除にあたっては、児童相談所が指導・

助言を民間団体に委託できるようした。また、アフターケアも法上に位置付けられた。里親委託の推進は、「報

告書」でも提言されたところであるし、これまでの社会的養護関連の提言の流れにそうものであった。関連し

て養子縁組に関する相談・支援、養子縁組里親の法定化も実施された。18歳以上の者に対する支援については、

報告書作成過程でも論議が集中した事項のひとつであった。法改正では、20歳未満の者のうち、施設入所や一

時保護等の措置が採られている者に必要な支援が継続できるようになった。これに関連して、自立援助ホーム

利用者については、「大学の学生等であって20歳に達した日から22歳に達する日が属する年度の末日まで児童

自立生活援助の対象とすることとなった。

５）　児童福祉審議会・情緒障害児短期治療施設

子どもの権利擁護機関をどのような組織として想定するのかは議論のあったところである。「新たな子ども

家庭福祉報告書」では、当面それを児童福祉審議会とした。今回法改正でも児童福祉審議会が関係者に対し、

必要な報告等を求め、その意見を聴くことができるようになった。関係者のなかには、児童やその家族が含ま

れる。情緒障害児短期治療施設については報告書では言及がなかったが、社会的養護のあり方を検討する専門

委員会では検討課題とされており、通称で使用することが認められていた名称である「児童心理治療施設」に

変更することになった。

　４　残された課題

「児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会」から始まり、「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専

門委員会」に引き継がれた諸論点は、2016年５月の児童福祉法等改正という成果をもたらした。しかし、まだ

議論が続いている論点が存在するとともに、法改正部分でも今後の進展が課題となる部分が多い。「漸進的」

改革を目指した提言ではなく、急速な改革を求めた内容であったために各現場が混乱や困惑していることも理

解できる。ここからは、報告書が法改正に結び付いたという理解のもとに法改正後の実施体制の課題について

考察していきたいと思う。

この考察を始める前に、「報告書」とりまとめに関する課題を専門委員会委員長であった筆者として３点ほ

どあげておきたい。第一に、委員数が多かったという制約があったにせよ重要な論点について討議の時間を豊

かに確保できなかった点である。委員会では、各委員から書面での意見も寄せられており、時間を延長してで

も議をつくすべき点もあったかと思う。しかしながら、国会審議日程との関連で現実的な法改正を目指すとい

う立ち場からはタイムリミットを設定することはやむをえなかった点もある。第二に、報告書では改革に向け

たロードマップを作成するという方式をとったが、おおよその期限を提示することはできたものの、そこに至

るまでの過程を詳細に示すことができなかった点である。この課題は、現在市町村を中心に不安をもたらす遠

因となっていると理解している。第三に、現在新たな委員会が立ち上げられているように、最終的な結論に至っ

ていない論点を残したことである。特に司法の関与については、「報告書」で大きなスペースを割くことになっ

たものの、委員会での議論がまとまっていない事項や関係省庁との調整の必要性から、多くの事項について結
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論を積み残す結果となってしまった。これらの課題は、新たな委員会設置を通じて、また今後の施策の展開で

解消できる可能性のある課題ではあるかと思うが、考察を始める前に確認しておいた。

１）　児童福祉法理念の明確化と家庭での養育

戦後児童福祉法成立過程では、一時期児童福祉の理念が前文として記載される案も存在した。敗戦後、街に

は戦災孤児、母親の栄養状態が悪く十分な授乳を確保できない新生児が多数認められ、母乳に代わるミルクの

欠配、遅配も続いた。このため、とりあえず戦災孤児、戦後混乱期における家族の崩壊などによって居所を失っ

た子どもへの緊急対応が当面の施策として実施されることとなった。これらの、施策のなかではいわゆる「か

りこみ」と称された戦災孤児等の一斉保護なども実施されている。

一方、戦後混乱期の緊急対応ではなく、次代を担う子ども全般の養育を保護者と社会が担う包括的法律を制

定しようとする動きも始まった。しかし、この動きも法制定に至る議論のなかで次第に形作られたものであり、

当初は子どもが抱える特定のニーズへの対応が意識されていた。昭和21年11月４日には、児童保護法仮案が作

成されている。これ以降、子どもの養育と福祉を中心とした内容となっていく。昭和21年11月30日には、　児

童保護法要綱案が作成されている。ここでは、法の目的を第１「この法律は、保護を要する児童を、その資質

及び境遇に応じ保護して、児童及び社会の福祉を増進することを目的とする」している。昭和22年１月６日に

は、はじめて児童福祉という用語が用いられた児童福祉法要綱案が策定されている。この案の特徴は、後の児

童憲章の一部ともなる内容が前文として挿入された点にある。実際の法成立時には第１条から第３条で反映さ

れることになった。児童福祉法は、多くの改正が積み重ねられてきたが、今回の改正が第一条で「児童の権利

に関する条約」を明記する内容となったことは、まさに画期的なものであった。一方で、この理念をどのよう

に実現していくかは、現場「智」と「実践」にかかわる課題である。

虐待死亡事例検証報告書は、権利侵害によって命を奪われる子どもが恒常的に存在することを示している。

死亡に至らないまでも、児童相談所が把握する子どもの虐待件数は毎年増加していることもまた事実である。

虐待把握件数の増加を、社会的支援が及ぶ子どもの数が増えたと読み替えることができる体制づくりが今回改

正の大きな課題となっている。もちろん、この前提として家庭での養育が地域社会で支援され、虐待予防だけ

ではなく、豊かな子育てが実現することが必要である。地域での子育てを支援することに関する課題は後述す

ることとし、児童福祉の理念について課題をあげておきたい。

「児童の権利に関する条約」は、権利主体としての子どもを明確に位置付けるとともに、状況と子どもの成

長発達に応じた権利擁護の必要性も位置づけている。子どもの意見表明権は、子どもが安心して自分自身の状

況を話し、希望を述べることができる環境整備が課題となる。「報告書」でも、その必要性が述べられ、法改

正にも盛り込まれた児童福祉審議会が直接子どもの声を聴く体制確立は、画期的であるにしても、それをどう

現実のものとしていくかは、今後の関係者の努力や工夫に待たなければならない。なかなか本音を語ろうとし

ない子どもの存在は無視できない。また、施設内虐待の場合などは、これまで行政担当者は当該施設の子ども

全員に確認作業を行ってきている。このような丁寧さを失うことになれば、今回改正も画餅に帰する危険性が

ある。

関連して、子どもの虐待対応のいくつかのステップで家族の意見を聴くことも、同様である。対象となる家

族には、積極的に助言を求める層も存在するが、行政や児童福祉審議会に対して、拒否的な対応をすることも

想定される。ちなみに児童福祉審議会がどのような存在であるか理解していない人々も相当数存在するであろ

う。拒否は、積極的拒否と消極的拒否とに区分できる。積極的拒否は、相手に対して攻撃的、あるいは排斥的

に応じるパターンであり、消極的拒否は非協力、本音をいわないなどのパターンである。前者は社会的つなが

りの一表現の可能性もあり顕在化しやすいが、後者は埋もれてしまう可能性がある。このような子ども、家族

に対応するなかで「声」を聴くことは、まさに体制整備に伴う現場実践の課題といえるだろう。
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家庭での養育は、子どもにとって何よりも求められる状況である。「報告書」でも、養育支援の必要性が各

制度変更に関する提言の前提となっている。この点についての課題は、次項考察することとし、ここでは親子

分離する場合に第３条の２で「家庭と同様の環境における養育」が行われるよう必要な措置を講じることを国・

地方公共団体の責務としたことについて課題を考察しておきたい。「家庭と同様の環境」は、これまで進展し

てきた施設の小規模化の延長線ではなく、里親を基軸にし、その養育を支える各種施設という構図が想定され

る必要がある。「報告書」でも述べられたように、特に就学前児童に、このような養育環境を提供することは

子どもの成長発達にとっても重要であると考える。特別養子縁組制度の利用促進は今回改正で検討規定とされ

た。一方で、我が国の里親登録者及び委託児童数は徐々に増加してきているが、それでも社会的養護のもとに

ある子どもの15％程度に過ぎない。里親の開拓と委託率の向上が課題となる。

今回の法改正で児童相談所による里親支援・委託の推進が実現したことは重要である。里親のなかには、児

童相談所の訪問があると、なにか自分に「落ち度」があるのではないかと緊張するとの「声」も少なくなく存

在する。この点も、体制変更にともなう実践面での課題となる。今回改正では、養子縁組里親の法定化もなさ

れた。ここで、筆者が課題としてあげたいことは担い手の社会的位置づけである。児童福祉施設における養育

の担い手である職員は勤務員として報酬や労働時間は労働関係法令の枠内にある。一方、里親は里親手当が「報

酬」であり、労働時間等は労働関係法令の枠外にある。また、養子縁組をした場合には、手当も支給されなく

なる。資格要件も、児童福祉施設の場合は保育士や児童指導員資格が求められるが、里親の場合には研修の受

講が義務付けられているのみである。社会的責任の問われ方も、児童福祉施設と里親では異なる。担い手のあ

りようがある意味まったく異なる環境に、同一ニーズの子どもが生活することの意味も考える必要がある。実

親との調整も含めて、里親による養育の支援と社会的養護としての位置づけをより明確にする関係機関のかか

わりが求められることになる。

施設機能等の見直しのなかで、入所施設の役割機能を明示し、社会的承認を得る作業がなされなければ、施

設は「セカンドベスト」の位置も確保できないことになる。里親による養育は、子どもの養育自体が複雑化し、

対象となる子どもの生育歴も困難性を深めている中、里親が孤立してしまえば、子どもの養育が十分に展開で

きなくなるだけではなく、権利侵害に結び付く危険性もある。たとえば、乳児院における宿泊訓練やレスパイ

ト、医療的ケアを含む専門的ケア等の開発推進などが各施設に求められることになるであろう。子どもに「家

庭と同様の環境における養育」を保障するためには、委託の推進のみならず、その支援が重要であり、児童相

談所や里親支援機関の関係や活動の見直しが必要となる。

２）　拠点整備

養育の支援は、なるべく小地域単位で提供されるべきであるとの考えは、「報告書」で述べられたところで

ある。児童福祉法等の改正でも、それが実現されている。2004年の児童福祉法改正では、子ども・子育てに関

する相談の第一義的窓口が市町村となった。この時点での改正は、時間的には一定の猶予はあったものの、財

源や担い手の確保が十分に担保されず、第一義的相談窓口の児童相談所から市町村への移転がなされた。児童

相談所による「後方支援」も実質的なものとはいえない事例が少なくなく存在した。この認識のもとに、「報

告書」作成段階では、ロードマップ策定を前提に財源や人の手当を確実にすることが企図された。しかし、前

述したように時間的制約のなかでロードマップの詳細を示すことができず、養育支援拠点の整備を求めること

になった。

法改正後、基礎自治体のなかには、また児童相談所業務の多くが市町村に都道府県から「下りてくる」とい

う不安や不満を持つところもあるようである。今後、どのような形で地域子育て支援拠点が整備されるか、国

や都道府県の財政的支援が鍵となるだろう。また、地域子育て支援拠点が子育て世代包括支援センターを兼ね

るのか、あるいは別機関として設置されるかは各自治体の判断によるところとなるだろう。昨年度スタートし
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た子ども・子育て支援新制度のなかでも、地域子育て支援拠点事業が「地域の実情に応じた子育て支援」の一

つとして挙げられている。地域住民にとって、特に子育て中の家庭にとって、わかりやすい拠点整備が課題と

なる。特にそれぞれが別機関となる場合には、双方の「ノリシロ」部分を想定しておかなければ支援の谷間が

生じる懸念もある。児童相談所からの市町村への「送致」も体制整備が完了してからの運用が望ましい。

市町村が設置する拠点は、自治体の規模や面積にもよるが、おおよそ小学校区か中学校区にひとつが利用の

利便性を考えても目指すべき姿であろう。また、この支援拠点では、ワンストップで養育支援へのアクセスが

できるシステムが構築されていれば、利用も促進され、制度的谷間も解消される。最終的には、家族における

養育、教育、介助・介護等に総合的に対応する機関へと展開されていく道筋も検討すべきと考える。

担い手の確保と養成は、支援拠点整備でも焦眉の課題である。今回改正における市町村が設置する要保護児

童対策地域協議会の調整機関への専門職配置に加えて、支援拠点にも保健師や保育士に加えて、ソーシャルワー

カーの配置が必要となってくる。検討規定にも、関連業務に「従事する者の資質の向上を図るための方策」の

検討が記載されている。小規模自治体の場合、専門職の確保は全体的な職員確保の課題とも連動することにな

る。人員増が見込みにくいなかで、職員配置構成の見直しや、必要な増員をしていかなければ、この課題は解

決できないであろう。

先にあげた図にあるように、子育て支援拠点は、子育て家庭全般を対象とする子育て世代包括支援センター

とは異なり、特定の支援を必要とする家庭を対象とすることになる。したがって、前述した拒否層への対応も

必要となってくる。このことは、子育て世代包括支援センターだけではなく、児童相談所との差別化を明確に

し、それを地域住民が認識できるよう広報していく課題を提起していることになる。

３）　児童相談所

児童相談所については、多くの事項で法改正がなされた。「報告書」でも、児童相談所については、論議が

集中したことは前述のとおりである。児童相談所をいくつかの機能別に分割する案は、「報告書」では「７　

新たな子ども家庭福祉に関する見直しの要点」のなかで「（７）　児童相談所の強化のための機能分化」という

タイトルがつけられていることから、その論議が一定の方向性を示していたことがわかる。児童相談所業務の

在り方検討も検討規定のなかに含まれている。しかし、児童福祉法改正では、中核市に加えて特別区による児

童相談所設置が可能となったこと以外は、２年以内の検討規定はあるものの、現行の児童相談所体制を前提に

した改正になっている。今後、児童相談所が機能分化を進め、機能ごとの組織体になるかどうかは現状では議

論がわかれると評価している。確かに報告書では、分割が方向性として示されてはいるが、現場から参加した

委員のなかでも議論は多様であった。また、児童相談所がいくつかの機関に分割されるなかでの連携不足や「縦

わり」の障害も懸念される。

児童福祉司の増員は、「報告書」だけではなく、これまでの諸委員会等で指摘されてきた事項であり、児童

心理司の位置づけと並んで意義ある改正であった。また、スーパーバイザーの配置も同様である。児童相談所

においても、市町村における子育て支援拠点と同じく、担い手の確保・養成が課題となる。現行、新卒採用で

あっても、一定期間の公務員としての初任研修が終了すれば、即日職員としてそれぞれの立場から子どもや親

に向き合うことになる。児童心理司資格も今後精査されていくことになるだろうが、児童福祉司同様、子ども・

家庭福祉分野に特化した養成は大学や専門学校でもなされていない。児童虐待防止対策のあり方に関する専門

委員会報告書では児童福祉司の国家資格化が検討事項として提起されていたが、今回改正ではその点の変更は

なかった。公務員としての初任者研修に加えて、児童相談所勤務に向けて一定の期間を職場内外での研修に振

り向けることも検討課題となる。

スーパーバイザーの配置については、児童福祉司としておおむね５年以上勤務した者という規定になってい

る。スーパーバイザー研修とあわせて、経験年数としては妥当なものかもしれない。しかし、現在の児童相談
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所をめぐる人事ローテーションの中で、児童福祉司５人に一人のスーパーバイザーを確保することはかなり困

難であると考えざるを得ない。いわゆる「不人気職場」の解消にむけては、人員のゆとりと、キャリアパスの

確立、研修内容の改善などが必要となるであろう。

弁護士の配置も今回改正で実現した。これまでも児童相談所は、弁護士に協力を求めてきていた。今回改正

では、弁護士を常勤として配置する内容となっており、児童福祉司や児童心理司、スーパーバイザーの配置と

ならんで、あるいはそれ以上に達成にむけて解決すべき課題が存在する。なによりも、人材の確保である。子

どもの権利擁護に関心と熱意を持ち、かつ児童相談所勤務が可能である弁護士を一定数確保できる児童相談所

設置自治体はむしろ少数ではないかと考える。弁護士会との連携に加えて、児童相談所設置自治体における司

法職としてのキャリアパス創設も必要となってくる。

児童相談所は、今後児童虐待対応に特化した機関にむけて推移するのか、そうだとして機能による分化を行っ

ていくのか、最終的な判断が示されるべき段階に来ている。市町村との相談種別の区分けも含めて、児童相談

所のあり方が急速に変化していく可能性がある。これまで地域住民が有してきた児童相談所イメージの変遷も

含めて動向を注視していく必要があろう。関係機関からの児童相談所に向けられてきた期待が大きい反面、批

判も無視することはできない。まさに迅速な対応と的確な措置を可能にしていく道筋を明確にすることが課題

となっている。

４）　被措置児童の自立支援

被措置児童の自立支援については、これまで開催されてきた社会的養護のあり方を検討する専門委員会等で

も議論されたところであり、多くの課題が提示されてきた。「報告書」の特徴であり、法改正でも結実したこ

とは、社会的養護のもとにある子どもの対象年齢の引き上げであったと評価してよいだろう。論議の過程では、

子どもの年齢を一律20歳未満とする案も提示されたが民法における成人年齢の検討状況や、年齢引き上げに

よって生じる他制度・法律への影響を勘案して今回の改正内容となった。

児童虐待把握年齢をみると、乳幼児と小中学生で全体の８割を超える。しかし、高校生年齢以上の被虐待児

の状況も深刻である。また、乳幼児期以降に把握され、18歳前後まで家族再統合を行えなかった子どもの状況

も同様である。社会的自立の年齢自体があがってきているなかで、自立に向けて乗り越えるべき課題の多い子

どもたちへの支援が原則18歳までで切れてしまうことは現実のニーズから乖離している。法改正前でも実践例

が数多く存在し、また自立援助ホームなど自立生活支援事業のなかには18歳以上の子どもがいるケースがあっ

た。支援を、20歳にせよ22歳にせよ一定の年齢で切ってよいのか、子ども・若者支援制度や一般的な生活支援

事業につなげていく必要はないのか、こうした点も議論を詰め切れなかった課題である。

高校生年齢以上になって把握された虐待は、それがその時期に新たに生起したものでないかぎり、発見にお

ける課題をわれわれに提示してくることになる。また、事態が深刻であれば継続的な支援につなげていくまで

の間、一時保護も検討することになる。今回法改正では、一時保護についても20歳までの延長を実現したが、

この制度変更についても、一時保護所が子どもの生活環境の確保、通学や場合によっては通勤・アルバイト継

続のニーズに応える必要性が生じてくる。また、この年齢からの一時保護委託を受けることができる里親の開

拓も課題となる。近年、子どもシェルターがいくつかの地域で開設され、児童相談所との連携も進んできてい

る。子どもシェルターの場合には通学や通勤も実現できる可能性がある。しかし、自立生活支援事業として活

動を継続させていくためには、財政的な困難や慢性的人手不足を解決する必要がある。

５）　産前産後母子ホーム

「報告書」では、特定妊婦への支援策として、母子生活支援施設、乳児院、助産所、産科医療機関、NPO 法

人等において、特定妊婦や飛び込み出産に対し、入所・通所によって支援を行うことができるよう、モデル事

業として「産前産後母子ホーム（仮称）」を創設することが提案された。今後、モデル事業が開始されるのか、
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設置主体はどの種別が担うのか、特定妊婦のニーズに応えうるものとなっているかを検証して本格実施にむけ

てさらなる法改正を検討することも課題としてあげておきたい。

　５　おわりに

子どもの命と成長発達を守るためには、子どもの意見表明権の尊重と実現、それがかなわない年齢や状況で

あれば「代弁」が社会的責務である。今後、法改正が現実の制度として実施されていくなかで、また残された

課題について、解決策を見出す過程において、子ども自身から意見を聴く機会が、あらゆるレベルで設定され

る必要がある。

「報告書」と児童福祉法等改正が、2004年以降でもっともドラスティックなものであったために、地方自治

体や現場のとまどいも大きいものがあると考えられる。現実によって改革を「糊塗」し、形骸化させてしまう

のではなく、改めて時間をかけた検討と考察、その結果としてのネクストステップを期待したい。
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講義「虐待を受けた子どもの回復と育ちを支える生活の中の支援」

内　海　新　祐

（川和児童ホーム）

Ⅰ．生活への着眼

１．はじめに

ただ今ご紹介にあずかりました内海と申します。

児童養護施設の心理職をして15年ほどになります。

本日は「虐待を受けた子どもの回復と育ちを支え

る生活の中の支援」というテーマでお付き合いいた

だくことになりますけれども、このテーマは基本的

には皆さんにとっては釈迦に説法の話であろうと思

います。私が今日お話しさせていただくことは、毎

日の生活が子どもたちの回復と成長にどんなに重要

な意味を持っているか、ということに尽きます。皆

さんは直接処遇の方ばかりで、そして指導者層にな

るほどのキャリアを積まれた方ですから、それはも

う十分ご存知のことと思うんですね。

ですから、心理士の私などが生活の重要性をお話

をするというのは釈迦に説法だろうと思います。た

だ、家事や育児というものは、毎日繰り返し手を染

めていると、ともするとその意味を問わずに流れて

しまうものかもしれないとも思います。なので、日

頃皆さんがやってらっしゃる実践、あるいは皆さん

が指導されている職員さんの日頃のさまざまな場面

が、心理士からするとこんな意味を持っているよう

に見えるということを提示させて頂こうと思いま

す。それによって「こんな見方もできるのか」とい

うようなことが皆さんのなかで一つでも二つでも生

じれば、私は今日の自分の責任を果たしたことにな

るのかな、と思っております。

２．精神科病棟での経験から

自己紹介を兼ねて少し私についてお話をさせてい

ただこうかと思います。私は先ほど申しました通り、

児童養護施設の職員は15年目になります。それ以前

は大学院に通いながら、総合病院の精神科や精神科

クリニック、それから学生相談や地域の作業所なん

かにふらふら出入りして、研修や仕事をしたり、あ

るいはボランティアで活動したりしておりました。

心理士としては20年くらいやっております。ご存

知のように、心理士にはいろんな職域があります。

スクールカウンセラーや心理教育相談員、病院やク

リニックなどのカウンセラー。心理職と聞いてぱっ

と思い浮かぶ職域はこんなところでしょうか。私は

そういう数ある職域の中で、この児童福祉の分野を

選んで来た、という意識があります。

どうしてこういう分野に来たのか、ということが

私を語ることになると思いますし、今日のお話の内

容にもつながると思いますので、少し話をさせてい

ただきます。私はもう20年以上前ですけれど、まだ

学部学生の時に、たまたまあるある病院の精神科病

棟に行くところから自分の研修をスタートさせまし

た。何故そこに行ったかというと、それは本当にた

またまだったのですね。私の先輩たちが代々その病

院に出入りしていて、私が研究よりは実践の分野に

関心があるということを先輩が知って誘ってくださ

り、それでその病院に行くことになったわけです。

精神科の病棟というのは大抵、成人の方、もう長

らく統合失調症を患われて20年30年と経た方が過ご

すところが多かったんですけれど、そこは珍しく、

児童思春期の患者さんが７割もしくは８割くらいを

占めるような病棟でした。何故そういう患者さんが

集まっていたかというと、そこを取り仕切っておら

れた精神科部長の先生が、著名な児童精神科医の先

＊　平成27年度「児童養護施設職員指導者研修」での講演をまとめたものです。
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生で、その先生の主導で積極的に児童・思春期の患

者さんを受け入れていたからでした。私はそういう

著名な先生がいらっしゃるというのは全然知らず

に、先輩に誘われるままに行ったわけですが、入っ

た初日から、なんの前置きも説明もされず、「まあ

とにかく病棟に行ってください」と言われ、名札だ

けもらって、普段着のままいきなり病棟に放り込ま

れる、そういう形で始まったのです。

心細い気持ちできょろきょろして、椅子に座った

りふらふら歩いたり、そういう時間がしばらくあり、

やがて患者さんのほうから「新しい研修生ですか？」

と声を掛けてくれて、バドミントンをしたり、キャッ

チボールをしたりというようなことが始まりま

した。

そこの病院では医者が白衣を着ていなくて、看護

師さんも白衣を着ている人がいたりいなかったりで

した。患者さんも研修生もはたから見るとあまり見

分けがつかないようなところで、私の先輩などは、

「あの人は自分が東大生だと思っている、という妄

想を持った患者なんだ」って患者さんの間でうわさ

されていたみたいです。

研修と称する時間のなかで私は何をやっていたか

というと、病棟内に「フリートーク」「体操療法」「お

茶会」など、曜日ごとの行事プログラムがさまざま

あって、それに一緒に参加していたほかは、患者さ

んとキャッチボールをしたり散歩をしたり、ソファ

でおしゃべりしたり、そんなことしかしていません

でした。しばらく経つと特定の患者さんの勉強を見

てくれと医者に言われて見るようになったり、それ

からある小学生の患者が外出するのに付き合ってく

れと言われ、毎週その子が外出する時について行っ

て、近所のお店のゲーム機でゲームをやるのを傍で

眺め、しばらく付き合って帰ってくるというような

ことをやったりしていました。

病棟の研修生はいろいろな大学からいろいろな学

生さんが来ていて、私のような心理の人間もいたし、

福祉の学生さんもいたし、看護師さんもいた、とい

うようにいろいろな方が入り乱れていました。それ

ぞれその研修生の持ち味、個性、あるいは得意技で

関わっているようなところがあって、歌のうまい研

修生は患者さんに歌を教えたり、一緒にピアノを弾

いて歌ったり、そういうことをしていました。勉強

が得意な人は勉強を見て、運動が得意な人は一緒に

走って、それぞれの関わり方をしている病棟でした。

そんなふうに過ごしていたんですけれど、２年、

３年と経つうちに、私も学部学生だったのが大学院

に進むようになり、少しは専門っぽいことも勉強す

るようになりました。しかし病棟でやっていること

と言えば相変わらず患者さんと遊んだり散歩したり

キャッチボールしたり、それから運動会や納涼祭な

ど時々の病棟の行事に参加したり、そういうことば

かりだったわけです。そういうふうに過ごしながら、

胸のうちではずっとある思いが去来していたように

思います。ずっとと言っても断片的なもので、強く

なったり弱くなったりしながら体のどこかにあった

ような感じのものでしたが、それは要するに、「自

分はこんなことでいいんだろうか、せっかく精神科

の病棟に研修に来ているのに病気のことや治療のこ

とを何も学んでいないじゃないか」といった不安み

たいなものでした。少し腰の定まらない気持ちに

なって、ナントカ療法とか、そういったものを学ば

なくていいんだろうか、そんな気持ちでした。

３．ある呪文：「理想の精神科病棟とは、治療など

　　何もない病棟」

そんな折に、ふとある文章を目にしたのですね。

それはそこの精神科部長だった方が、ある本の座談

会で語っているもので、それを文字で目にしたわけ

です。「自分が理想とする精神科病棟というのは、

治療など何もない病棟だ」と。小倉清先生という先

生が、『子どもの心身症』という本の中でおっしゃっ

ていた言葉です。私は当時「治療について全然教わっ

ていない。こんなことで自分は研修をやっているこ

とになるのだろうか」という心もとない思いになっ

ていたものですから、なんだかほっとするようなと

ころがあったのですね。

「理想の精神科病棟は治療など何もない病棟」。そ

れに続けて、「ただご飯を食べて、もそもそ動いて、

寝て、患者同士でけんかをしたりとか仲直りしたり、

そういうことをしている間に治ってしまうような病
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棟。薬物療法や、心理療法、精神療法などというの

は何もなくて、そういうふうにそこで生活してるだ

けで良くなってしまう、それが理想なんだ」という

意味のことをおっしゃっていました。病棟という

かっちりとした構造に守られながら、児童期・思春

期の患者さんがそれまで得てこなかった体験をそこ

でして、その中で自然に良くなっていく。その目で

見ると、どんな経験がこの患者さんにとっていい変

化をもたらすのだろうか、どういう関わりが、誰と

の関わりがそれにつながるんだろうかというような

ことを、病棟の医師や看護婦さんは、よくよく考え

ていたことに気づかされていきます。「自然に」と

いっても、そこには病棟生活の中で「治療的」な体

験が生じるような、さまざまな考えや観察、配慮が

あったわけです。

そんなこともあって、子どもの育ちとか良い変化、

そういうものに関係するものはなんでも「治療的な

時間」だとか「治療的な関わり」だとか、そんなふ

うに見る癖がついてしまったように思います。生活

の中のいろいろな出来事、出会う人が、人をよい方

向に動かす。「専門的」な病棟であっても、特別な

体裁をとるものが「治療」とは限らない、というの

が原体験にあって、それが私にこういう、生活全体

を視野に入れる児童福祉の分野を選ばせたのだろう

と思うのです。

４．人を救う「心理療法」以外のもの

でも、そもそも私はなぜ、「理想の精神科病棟は

治療など何もない病棟」という、いわば“呪文”の

ような言葉に共鳴したのだろうか、という問いは残

りますね。それを考えていくと、結局、私自身は心

理療法というものを受けることによって、いろんな

困難を乗り越えてきたり、救われたりしたわけでは

ないからなのだろう、ということに行きつくような

気がします。

人生を語るなど、私にはまだまだ早過ぎるとは思

いますけれど、それでも、それなりに年数を生きて

いれば、「ああ、あのまま進んでいったら自分はず

いぶんまずい状態になっていたな」と、振り返って

思うことはあります。自分が今、職場で見ている子

どもたちの辿ってきた道と自分のそれを比較する

と、自分は相当幸運な星の下に生まれてきたと考え

ざるを得ないわけですけれども、それでもなお、そ

ういうことってありますね。

子どもたちと関わっていると、自分はこの年齢の

ときにはこういうことを考えていたなとか、こんな

ことは考えなかったなとか、いろいろ思います。皆

さんも考えますよね？　でも、分かれ道となるよう

なポイント、分岐点となるような時期に、心理療法

によってこっちに行かずに済んだとか、ここから救

われたというわけでは必ずしもなかったろうと思う

のです。生活の中で出会う人とか、ちょっとした誰

かの一言とか、そういったもので軌道修正が図られ

ていったところがある。少なくとも自分では３カ所

ぐらいそういうことを思い出せます。けれども、本

当は３カ所どころではなく無数にそういうのがあっ

て、でもその都度いちいち精神科医や心理士のとこ

ろに人は訪れないですよね。日常の中で出会うさま

ざまな人や出来事によって救われている。そういう

ことをどこかで思っていたがゆえに、その“呪文”

に惹かれたのかなと思います。ウンベルト・サバと

いうイタリアの詩人が、ある詩のなかで「人生ほど

／生きる疲れをいやしてくれるものは、ない」と書

いていて、もちろん人間は生活の中でいろいろな傷

を受けて、病を得たり調子を崩したりするものでも

ありますけれども、「人生ほど／生きる疲れをいや

してくれるものは、ない」というのもまた確かな一

面かと思います。まずこのことを申し上げたいと思

いました。

Ⅱ．虐待を受けた子どもにとっての生活の意味

１．「生活が治療的になる」とはどういうことか

そんなことを申し上げた上で、本題の「虐待を受

けた子どもにとっての生活の意味」になるわけです

けれど、ここでは主に「治療的な意味」について考

えたいと思います。「治療的」というのは、ここでは、

その子どもが生きる元気を得たり、ちょっとは頑

張って生きてみようという思いになれたり、あるい

はそれまでより生きやすいスタイルを多少なりとも



■ 研修講演より ■

16

作れたり、まあそのくらいの意味で使っていますが、

生活が治療的になるとはどういうことか。なぜ治療

になりうるのか。

これは結局、その子がどのような世界を今現在生

きているかによるのだろうと思います。そして、そ

の子がどのような世界を生きているかは、その子が

どのような歴史を背負っているか、どのような経験

をしてきたか、あるいはしてこなかったか、という

ことが大きく関係しているはずですね。皆さんも今

ここで私のお話をお聞きになっていて、それがどの

よう経験になるかというのは、もちろん私の話の質

にもよりますけれど、皆さんがこれまでどういう経

験をしてきて、どういう体験を子どもとの間でして

きたかということが大きく関係しいてますよね。そ

れと同じことで、ある１つの出来事や１つの関わり

が、その子にとってどんな意味を持つかは、その人

がどういう歴史を持っているかに大きく依存するは

ずです。

２．虐待を受けた子どもが生きている世界

それで、虐待を受けた子どもがどんな世界を生き

ているかということになるわけですけれども、これ

はもう皆さん重々ご承知のことだと思います。虐待

と一口に言っても時期や程度はさまざまですが、基

本的には、発達早期に体験されるはずの、特定の大

人との継続的で細やかな情緒的な体験が与えられて

いなかったり、いびつな形で与えられていたりして、

要するに、生きていくための糧そのものの剥奪やゆ

がみの中で培われた世界を生きていると考えられる

わけです。統合失調症や鬱のために思うような養育

ができなかった親御さんも結構いますし、経済事情

が厳しかった場合も多い。そういった、難儀な事情

が様々あって、結果として、乳幼児期のこころの発

達課題をうまく獲得できずにいた子たちだろうと考

えられるわけです。それはどんな世界か、というこ

とです。

（１）安心感・安全感

乳幼児期のこころの発達課題とは、要するにごく

基本的なことです。１つには自分がいる場所は安全

なんだ、自分は大丈夫なんだ、ここにいて大丈夫な

んだという安心感や安全感です。これはどんなふう

に培われるかというと、生まれ落ちたその瞬間、もっ

と言えば、生まれ落ちる前の準備状態からもう始

まっています。赤ちゃんは、生まれ出てくるときに、

ものすごいストレスを経験すると言われています。

胎内の環境は、一定の温度や、そう大きな変化のな

い状態に守られています。しかし、出産ともなれば、

急にお母さんの中にホルモンの変化が起きて、収縮

が起きて、そして狭い産道を赤ちゃんはうねるよう

にして頭蓋骨をずらしながら何時間もかけて出てく

るわけです。それだけでもすごいことですけれど、

出てきたらその時には、お母さんのおなかの中では

経験しなかったものすごい光とか、音とか、臭いと

か、そんなものが一斉に襲ってくる。赤ちゃんにとっ

ては、これはすごい変化で、もう何がなんだか分か

らない状態だと想像されます。その中で、「ああ、

生まれたねー」というような声とか表情とか、そう

いう歓迎する空気の中で抱き止められ、落ち着かせ

てもらうことで、なんとか「やれやれ助かった」と

いう感じに赤ちゃんはなるわけです。

でも、それは１回で済むわけじゃないですね。１

回やれやれと思ったら、自分にはよく分からない不

快な身体感覚が生じて、「わあー」ってまた泣かざ

るを得ない。泣いたことによって一生懸命お世話し

てもらい、それで「ああ良かった」と落ち着く。そ

の繰り返しを何百回も何千回もやって、その中で「自

分は大丈夫なんだ、ここは安心なんだ」という感覚

を身に付けていくわけですね。

（２）世界に対する信頼感

それから、「怖いときには守ってもらえるし、世

界というものは自分が必要としているものを与えて

くれる、大人が自分に与えてくれるものはいいもの

なんだ」という、世界や他者に対する信頼感。これ

は主に養育者、特定の養育者によって媒介されて育

つものです。怖くてたまらない、不安でどうにもな

らない、寂しくてしょうがない。そういうときに守っ

てくれる、自分をなだめてくれる人がいる。そして、

空腹や体温の変化、そういったものに対して欲求を

出せばそれに応えてくれる。そういったことによっ

て、「ああ自分は望むものを望んでいいんだ、大人
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が自分に与えてくれるものはいいものなんだ」とい

う感覚を身に付けていくわけですね。

（３）自分への信頼感

それが根付いていくなかで、「自分はそうしてもら

うに値する大事なものなんだ、価値ある存在なんだ」

という信念も育ってくる。自分への信頼感とか自尊

感情というものですね。自分が望んだものを的確に

理解してもらって返してもらう。自分が望んだこと

に対して叱られたり怒声を浴びせられたりするので

はなくて、的確に応えてもらう。その繰り返しによっ

て「自分はそうしてもらうに値する人間なんだ」と

いう自分に対する価値の感覚をつくっていける。

（４）能動感・自律性

それから、「自分の力で状況は変えられるんだ、

なんとかできるものなんだ」という能動感ですね。

今は寂しくて、寒くて、怖くてしょうがない状態で

も、自分が一生懸命訴えればその状況はなんとか変

えることができるんだ、と。赤ちゃんは初めは単に

受身的に、漠然とした不快な感覚を養育者に取り除

いてもらいますが、養育者に的確にかかわってもら

うなかで、やがては自分の不快の中身を分化してと

らえ分けることが可能になり、泣き方、訴え方の違

いによって効率的にその状況を変えることができる

ようになっていきます。「自分の力で状況は変えら

れるんだ、なんとかできるものなんだ」と。それが

能動感です。

そして、それらがベースになって、「自分が信頼

している人、好きな人たちに認めてもらいたい。自

分もあの人たちのなかでうまくやっていきたい。あ

の人たちと同じようにやりたい。自分にはそれはで

きるはずだ。だから、嫌なことでもちょっと頑張っ

てみよう。今すぐやりたいことでもちょっと我慢し

てみよう」という意志が芽生えてくることになりま

す。外からの強制力によって自分を律するのではな

く、内側から自分をコントロールする力ですね。そ

れが自律性と呼ばれるものです。

（５）基本的なこころの発達課題が培われないと

こういったものが、乳幼児期の心の発達課題と考

えられるものです。いかがでしょう、皆さんも自分

たちの施設にいらっしゃるお子さんたちを思い返し

てみて、この辺りのことが十分根付いていないお子

さんは多いと思うのですけれど。

ある小学生なんですけど、たまたま昨日カンファ

レンスをしていて、この子はやはりそのあたりの根

付きが弱いのかなと思いました。日頃、本当にささ

いなことで担当者とぶつかってけんかするらしいの

ですね。例えば、前にお風呂に入った子がバスマッ

トを使った。次に自分がお風呂に入って上がってみ

るとバスマットが濡れている。だから取り換えてく

れと担当者に言う、とか。担当者が「いや、これは

まだ１人しか使ってないし、そんなに濡れてもない

からまだ使いなよ、大丈夫だから」と言ってもごね

て使わない。その子が何かを要求して、担当者がそ

れなりに筋の通った考えや理由から「いや、それは

…」と断るような形で必ずけんかになるって言うん

です。けれどたまに、その子が「こうしてよ」って言っ

たことを、担当者が、「ああいいよ」とあっさりオー

ケーすると、「えっ、いいの」というふうにすごくびっ

くりしたような顔をするというのですね。

その子はどんな赤ちゃん時代を生きていたのか。

母子手帳がなかったり、養育者が乳幼児期のことを

十分に語れなかったり、不明な点は多いのですけれ

ど、状況から察するに、赤ちゃん時代はネグレクト

の状態だったようで、情緒的に反応しない親御さん

だったと推測されます。児童期には虐待も受けてい

ました。それを下敷きに考えてみますと、この子は

何か自分が要求を出すときに、もう、断られるとか、

応えてもらえない、というところまでをどこかで予

期しているのではないか。もっと言えば、ひと悶着

起きる、というところまで。そもそも、受け入れる

のが無理そうなことばかり言ってくるのですって。

つまり、願いとか要求というのは、それが実現する

とか叶えてもらえるということを期待しながら言う

のが普通ですよね。けれども、その子は自分が要求

する時の予期の中に、、断られるだろうとか、受け

てもらえないだろうということを含み込みながら

言っている。だから、たまにすんなり自分の要求が

受け入れられるとびっくりするのではないか…そん

なことを昨日、皆で話していました。

この辺りのことは、いわゆる乳幼児期に養育者と
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愛着（アタッチメント）関係を築く中で培われるも

のです。世界や他者を信頼して、自分を好きになって、

自分が頑張ればいいことが起きるんだという、そう

いう信念に関わる領域ですね。そういったものがな

いと、なかなかこの世の中で生きていきづらいわけ

ですが、そういう根本的な感覚や信念自体が損なわ

れていると考えられている子は結構いますよね。

そういう世界にこの子たちはいる。もっと言えば、

それとは逆の感覚を身に付けてしまっている。つま

り、自分がいる場所は不安定で怖い所なんだ、いつ

何があるか分からないんだ、という感覚だったり、

自分は必要なものを望んではいけないんだとか、自

分は望んだものをかなえてもらうに値しないんだと

いう感覚だったり。そうすると、人とうまく生きて

いくための言動をなかなか取れないですね。その現

れが、われわれにとっての「困った行動」や「症状」

なわけです。

そういう信念にかかわる領域や、言動として表れ

る領域もそうなんですけど、最近では、脳神経回路

や副腎皮質、視床下部、脳下垂体、あるいは交感神

経・副交感神経など、神経・生理学的な所でも深く

ダメージを負っていて、体温や心拍数など体内の状

態を一定に保つような領域に深く影響がある、とい

うことも言われています。

そんなふうに、基本的なところが身に付けられて

いない、そういう世界を生きている子たちが、虐待

を受けた子どもたちであるといえるわけです。そう

いった基本的な部分の問題は、いわゆるトラウマ以

上に大きく厄介なことです。外傷的な体験が大きな

ダメージとなって長く影響を及ぼし続けるかどうか

も、この辺りの感覚が大きく関与しているとも言わ

れています。

３．毎日の生活の地道な繰り返しによってのみ培わ

　　れるもの

（１）大切かつ難しいのは、維持すること

ですから、こういう子たちにとっての治療という

のは、その感覚とか信念を体を通してつかんでもら

うことにほかならないわけです。これは本来、乳幼

児期、もっと遡れば胎生期からの課題ですよね。体

を通してつかんでもらうということですから。あな

たが大事だよとか、ここは安全なんだよといくら

言っても、この子たちにとってはピンとこないわけ

で、実際に安全な生活や大事にされる体験を通して

つかんでもらうほかない。毎日の丁寧な生活の繰り

返しを地道に維持することを通して培うしかない課

題だろうと思います。ただ、それは結構難しいです。

生活というものの一番の難しさは維持することだろ

うと思うのです。一定水準の生活や良い関わりを、

瞬間的に、あるいは一定の短い期間やるのはさほど

難しいことではないかもしれません。けれど、それ

を維持することは難しい。そういった地道な繰り返

しによって培われるものというのは、結局、「人は

大事で、自分は大事で、この世の中で何とかうまく

やっていきたい」という、そういったつながりの感

覚にほかなりません。これは本当に根気仕事で、時

間がかかるし手間もかかることです。

（２）つながりを壊すこと――深く人を損なうもの

けれども、壊すのは意外と簡単かもしれないです。

そして、人とのつながりや、自分と他者の尊厳を壊

すような働きかけは、深い部分で人を損なってしま

う。一つの例として、もう30年前近く前の映画です

けれど、スタンリー・キューブリックという監督の

『フルメタル・ジャケット』という映画があるんで

すけど、ご覧になった方いらっしゃいます？　ベト

ナム戦争を描いた映画ですが、前半部分は海兵隊の

新しく兵隊になった人の訓練です。その訓練の中で、

卑わいな言葉とか粗野な言葉、乱暴な言葉を日がな

兵に言わせるんですね。相手を人間と思わないよう

な、私が昼日中、こういう所で言うには聞くに堪え

ないような暴力的で粗雑な言葉を絶えず口にさせ

る。人間って、相手を自分と同じ人間と思うとなか

なか攻撃できないものでしょうけど、人間を人間と

思わないような、そういう訓練をまず受ける。

これは、きちんと原典に当たって調べたわけでは

ないんですけれど、中井久夫先生という精神科の先

生がおっしゃっていた、ということの又聞きなんで

すが、他の本でも同じような話を聞いたことがある

ので、細かな数字はともかく、概要としては間違い

ないと思うのでお話しします。ある時期まで、戦時



■ 研修講演より ■

19

中において人と人とが向き合って実際に発砲できる

率というのは、実は１割半に満たなかったそうです。

どういうふうに調べたのか分かりませんけれど、そ

のくらい人間というのは、同じ人間同士が面と向

かって殺し合うというのは実はなかなかできないも

のなのだということです。

しかし、それに気付いたアメリカの軍首脳部が、

相手をより効率的に射撃できるようにするための訓

練をさせる。それが映画に描かれていた訓練かもし

れませんけれど、とにかく相手を人間を思わないよ

うな卑わいな言葉、粗雑な言葉、それを絶えず起き

ている間ずっと言わせる。映画の中では海兵隊の訓

練を受けた人の中には、次第にそのストレスに耐え

きれなくて自殺してしまう人も出てくる。そのくら

い、人が人の尊厳を壊すというのは苦しいことだと

思うのです。

それから別の例で、スタンフォード大学で「監獄

実験」というものが行われたのですね。これは、40

年くらい前の実験ですけれど、新聞広告で被験者を

ランダムに募集して、それからメンタルチェックも

して、最初から疾患や異常性がないことをチェック

した上で、実験的に、大学の構内に牢獄を見立てた

場所を造って、そこで被験者を看守役と囚人役とに

分けて２週間暮らさせる。ルールとして、囚人は自

分の名前を呼ばれない。名前を呼ばれず番号で呼ば

れる。それから、看守役の命令には絶対服従する。

ご飯を残しちゃいけない…とか、要するに、相手と

自分は違うものだと徹底させる。そういったルール

があって、その中でどんなことが起きるかという実

験です。

その結果、２週間の実験予定だったのが、最初の

３日目くらいで、もう精神に異常をきたす人とか、

混乱する人が出てきてしまった。看守役はどんどん

粗暴になっていき、囚人役は闘争心や反抗心を失っ

てげんなりしていく。それで、実験は５日目か６日

目くらいで中止になったという話です。人工的につ

くられた、人と人とのつながりを分断する状況の中

で、人は普段とは違った性向を示すようになり、時

には精神に異常をきたしてしまう。そういう結果と

なったようなのです。

こういった実験や映画からの連想ですが、これま

で出会った子どもたちの中に、親の命令で弟がお兄

ちゃんのことを殴るとか、妹がお兄ちゃんのことを

サランラップの芯でたたくとか、そういう生育歴を

持つ子がいました。この場合、どちらの方がより深

く人間として損なわれてしまうんだろうか。それは

なかなか答えの出ないことかもしれません。もちろ

ん、殴られる側のきょうだいもずいぶん尊厳を傷つ

けられる。屈辱を味わうし、大事な何かを壊されて

しまうのでしょうけれど、やらされているきょうだ

いの方は、より深く傷ついて損なわれているかもし

れないですね。

４．「治療的なこと」とは「生活的なこと」、「育て

　　ること」

そんなことを考えていくと、この子たちを治療す

るということと、この子たちを育てるというのはだ

いたい同じことで、私たちが出会う子どもにとって

の「治療的なこと」というのは、最も「生活的なこ

と」だと考えられるわけです。人工的な設定によっ

て簡単に壊れてしまうような、そういう尊厳の部分

をつくるのは、地道で地味な生活的なことのの繰り

返し以外にはない。それが治療になるのだろうと思

います。

専門的な治療機関でも、この基本原理は変わらな

いようで、子どものレジデンシャルケアをやってい

る機関というのは、業種や専門度の違いにかかわら

ず、この「育てる」という意識をどうも持つものの

ようですね。児童自立支援施設や少年院なんかもそ

うでしょうし、それから、子どもの入院機関も「育

てる」という意識を持つようです。

たまたま７月にある学会があって、私もひょんな

ことからそれに参加したのですが、そこで神奈川県

立こども医療センターの先生が発表なさっていまし

た。発表の冒頭で先生がおっしゃっていたのは、「自

分たちがやっているのは基本的には子育てだと思

う」ということでした。そして、入院治療でできる

ことは、子どもを損なう要因を減らし、得られなかっ

たものを与えること。そうする中で、もともとあっ

たものが出てきてて、それを育てる。そして、それ
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を子どもとともに喜ぶのだ、と。これに加えて標準

化された治療や薬物療法も行うけれども、基本はこ

ういったことになるとのことです。われわれ児童養

護に携わる者が出会う子どもより症状が激しくて、

入院治療が必要になるような子どもに対しても、「基

本的には子育てなんだ」と専門機関の先生がおっ

しゃっていて、やはり原理的には同じなのだとあら

ためて思いました。

施設に入ることの意味には、消極的な意味と積極

的な意味があると言えるでしょう。消極的な意味と

は、自分にストレスを与え続ける環境からとにかく

離れるということですけれど、もっと積極的な意味

としては、新たな文化に身を浸すことがあります。

殴られたり怒鳴られたり、放っておかれたり無視さ

れたり、そういう文化とは違った文化に身を浸し、

かつそれが維持されるということです。そう考える

と、施設における心理治療というものは、心理職の

専売特許ではなくて、それどころかむしろ、生活の

直接的なお世話に当たる大人たちが実際の治療の担

い手であると言えると思います。そうすると、「心

理療法担当職員」という名前で導入されたはずの心

理職はなんなのだということになってしまいますけ

れど、でも、そうですよね。

５．「生活が治療的となる」ための心理職の役割

心理職の役割に関して少し触れると、一つは生活

の中で自然発生的に生じる、無意識的でさりげない、

けれども意味のある行動や関わり、あるいは毎日接

していると逆に気づかないような変化を発見して価

値づけることだろうと思います。もちろんこれも心

理職の専売特許ではなくて、どの職種も独自にそれ

ぞれやっていることだろうとは思います。けれど、

心理職は心理職で見方の癖みたいなものがあります

から、その癖が逆に、こんな視点もあるのか、とい

うことになるかもしれないということですね。

例えば、家ではおねしょをすると殴られていた子

に対して、ある職員が淡々と服とシーツを替えてい

る。その直接処遇の方は特に意識せずに、ごく普通

にやっていたのかもしれないですけれど、それがそ

の子にとってはすごい意味を持つということがあり

ます。夜眠る時の安心感を保障されること、ただで

さえ恥ずかしい自分の失敗を受け止めてもらえるこ

と。でも、これがどんなに大きな意味を持つことか、

誰かが価値づけないと、ひょっとすると根気が続か

なかったりいつの間にか沙汰止みになって叱るよう

になったりするかもしれないですよね。そういった、

意味づけや価値づけです。まあ、心理職に限らずで

しょうけれど、そういう意味ある場面を発見したり、

さりげない行為の意味づけや価値づけをおもに心理

学的観点からするのが心理職の役割の一つかなと思

います。

　

Ⅲ．「生活が治療的になる」ために

先ほどより申し上げている通り、基本的には毎日

の生活のケアの体験そのものが治療になる。そして、

そこに携わる直接処遇の人たちが実際の治療の担い

手と言えるわけですけれど、では、生活が治療的に

なるためには具体的にはどんなことが必要で、どん

なことに気をつけていけばいいのか、ということを

考えていきたいと思います。

これはいろんな局面があって、以下は思いつくま

まに挙げました。

１．入所という局面の重要性

（１）子どもにとって入所とはどんな体験だろうか

まず入所に当たって、その子がどんな体験をして

いるのかに思いをはせることがすべての基本になる

だろうと思います。子どもにとって施設入所はどう

いう体験になるのか。まず第一に言えることは、理

不尽で理解不能な別れという側面が基本的にあるだ

ろうということです。特に乳児院から措置変更で

やって来るような子の場合にそういうことが言える

と思います。よく分からないけど、慣れ親しんだあ

の場所から離れなければならない、大好きだった人

と別れなければならない。大人は自分に何やら一生

懸命説明をしてくれたり、新しい養護施設に連れて

行ったりしてくれたけど、なんで住む場所が変わら

なきゃならないのか、あの人と別れなければならな

いのか、実のところは分からない。子どもにとって
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はそういう体験だろうと思います。

それから、一応理解はできるけれども、やはり納

得はしきれない「諦め」という側面があると思いま

す。これは主に一時保護所を経ての入所の場合です。

最近では、施設に行くかおうちに残るか、ワーカー

さんも聞いてくださいます。措置とはいっても子ど

もの意向を聞くということをずいぶんやってくだ

さっています。それで、もう家にはいられない、施

設に入りたいというふうに選んだ格好になっている

ことも、最近はそれなりにありますね。けれども、

そういうプロセスを経て、選んだことになっている

場合もあるけれど、ほかに選びようがないから選ん

でいるというところがやはりあります。

それで、ほとんどに見られる心情としては、不安

がありますよね。世間的な基準からすれば多少いび

つでも、あるいは殴られても、またご飯は三度三度

出てこなくても、慣れ親しんでいた場所や人と離れ

て生活するわけですから。一体自分はここで何をし

たらいいんだろうか、何をすると良いとされること

なんだろうか、どうやっていけばいいのかという不

安がある。

また、一度入ると生活スタイルの変更を余儀なく

される、ということがあります。それぞれの子ども

にはそれぞれの家庭の中で身に付けてきた文化があ

りますよね。施設の文化に適応していくというのは、

例えてみれば異文化間闘争という側面があると思う

のです。これが結構大変なことは、まあ、結婚生活

を営まれている方は分かるのではないでしょうか。

それぞれ似たような階層の、似たような経済事情の、

似たような学歴の人たち同士が好き合って結婚して

も、結構これは難しいわけですよね。ましてや、ず

いぶん感覚の違う所にやむを得ず移って来て、そこ

で適応していくのは。だから、異文化間闘争に例え

られると思うのですが、これは子どもにとってはお

およそ敗北を要求されるわけですよね。「ここでの

やり方に合わせろ」って。そうしないと施設の中で

はなかなか生きていけないところがありますから。

そういうふうに文化的に移行していった方がやがて

は暮らしやすくなったり、生きやすくなったりする

わけですけれども、お風呂の習慣とか、ご飯で何を

食べる・食べないとか、またその作法とか、そうい

うちょっとした部分の蓄積、つまり文化として根付

いてきたことを移行させなければならない大変さが

あります。

まあしかし、上に述べたようなことはさまざま

あったとしても、少しは希望や期待もないわけでは

ないかもしれない。それが子どもにとっての施設入

所だろうと思います。

（２）生れ出てきた状況との近似性を意識しながら

いずれにせよ、好き好んで来たわけではないとい

うところはどうしてもあるだろうと思います。生き

る場所と相手は選べない。もっとも、施設に入る子

どもだけではなくて、子どもというのはそもそもそ

ういう存在…「子どもである」とはそういうことで

あるのかもしれないですけれど…。

ともかく、そういうふうに選びようもなく、余儀

なくされた受け身的事態、この理不尽感に対してど

のようなケアをするか、どんな話をするか、またそ

のための下準備が一つの治療になるのだと思いま

す。これはある意味、赤ちゃんが生まれ出てきた状

況と似ているようにも思うのですね。必ずしも自分

が望んで選び取った状況ではない、そういう意味で

は受け身的な事態なわけです。でも、その受け身的

に与えられた事態をどう能動的に、主体的に引き受

けられるようになるか。そういう普遍的な、人生全

体の課題にも通じる場面だろうと思うのです。

（３）それまでの歴史に思いを馳せて準備すること

具体的にどんなことをするか。私たちがやってい

るのは、児童記録票の読み合わせです。それを基に

職員で「どんな子だろうか」「こんな子かねぇ」と

いう話をしたり、それから、これは必ずしも入所前

にできるとは限らないですけれども、以前いた機関

に訪問したり。例えば乳児院だったらその乳児院に

行って、その乳児院で実際にお世話していた先生の

お話を聞くとか、一時保護所からくる場合は一時保

護所の職員に会って話を聞くとか、措置変更だった

ら措置変更前の機関に話を聞きに行くとか。

それから、その子が大事にしていたものを把握し

て入所の時に持って来てもらう。また、入所する日

はその子の好きな食べ物、おやつとか夕食で迎える。
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それから、入所してからは日用品を一緒にそろえる

とかですね。要するに、そんなふうにその子に対し

てあれこれ思いを馳せて、準備をするということで

す。ある施設では、新しく子どもが入ってくるとい

う情報が得られると、陶芸の好きな職員がその子用

の茶わんを焼くんだとおっしゃっていました。それ

で、その茶わんでその子を迎えるということです。

（４）子どもを迎える日にどう出会うか

当日の面接も大事ですね。施設ごとにやり方は

様々かもしれませんけれど、大事だと思います。自

分が入職したばかりの頃、施設長が、ある子どもの

入所面接をするのに一緒に居るようにと言って、入

れて頂いたことがあるのですが、その子は、中学校

に入って間もない頃、近所の悪い仲間たちとバイク

を乗り回して、ひったくりみたいなことをして、そ

の流れの中で人にけがを負わせてしまったという子

でした。でもその子は気が弱くて、むしろ優しくお

となしい感じの子で、仲間に引きずられてやったの

であって、非行性は高くないという判断で児童養護

施設に来たわけです。

それで、入所した日に施設長が園長室で、「君さ、

そうやってバイクをがんがん乗り回すのは自分の性

に合ってると思う？」と聞いたんですね。「もしそ

ういう方面が性に合っていて、一旗揚げてやろう、

これが自分の生き方だ、というのだったら、それは

それでいいけど、君はどう思うの？」と聞いたら、

その子はちょっとしゅんとして、自分には合ってな

いと思うと言いました。「だったらここで面倒見る

から、守ってあげるから、ここで暮らしなよ」とい

うような、そういう面接をなさったんですね。その

面接に同席させていただいて、その子の体がふ

わぁっとほぐれていくのがすごく感じられて、“こ

こでやっていこう”という感じが、えも言われぬ雰

囲気から見て取れたのです。どういう経緯の子で、

入ってきたときにどんな言葉を掛けるか、どういう

面接をするかというのがすごく大きいな、と思った

瞬間でした。

（５）子どもと大人の時間感覚の違い

それにしても、子どもが施設に入るというのは、

何年やっていてもなかなか計り知れないなと思いま

す。最近、ある小学生と面接をしたのです。私は、

入所当日はただでさえいろいろな大人が囲んでいる

ので、一緒に加わらないことが多いんですけど、ひ

と月ばかり経った頃に、「どう？ここでの生活には

慣れた？」とか話を聞かせてもらうことにしていま

す。それで、ある小学生と話をした時に、「赤ちゃ

んから今までででいつが一番大変だったかな？」と

聞いたら、小学校１年生の時だったと言うんですね。

それで、「１年の時にどんなことが大変だったの？」

とか、「その大変だった中、誰が支えてくれたんだ

ろう」とか、そんな話をしていたわけです。そして、

その流れで、これからここで暮らしていくのに、ど

んなことを感じながら今いるのかな、いつぐらいま

でこの施設で暮らしてるイメージを持っているのか

な、と聞いたら、９歳までと言うのです。要するに、

半年ほど先。

こちらとしては、少なくとも中学校を卒業するま

で、もっと現実的に言えば高校卒業するまでを視野

に入れているのですけれど、子どものタイムスパン

というのは、そうじゃないのですね。その子も小学

校低学年ながら、もうおうちにはいられない、施設

に行くと決めて入ってきたのですけれど、生活が安

定してくると、おうちに帰りたい、もうおうちが帰

れる状態になってるはずだと思ってしまう。それで、

９歳になる頃には帰りたいと言う。「早く帰りたい」

という願望の表れという面ももちろんあるのでしょ

うが、でも確かに、このくらいの年の子にしてみれ

ば、中学校を卒業するまでというのは、ほとんど大

人になるまでと一緒かもしれないとも思って。タイ

ムスパンがずいぶん違うんだな、とあらためて思い

ました。

（６）あくまで個別的な体験として

それから、昨今児童養護施設といえば被虐待児が

入るというイメージがあって、それは否めないとこ

ろではありますけれど、まれに、ある程度裕福な環

境の中にいて、近親者が次々と亡くなって入所する

というケースもあります。そういうケースを経験し

て、被虐待児とはまた違った感覚の中で施設に入っ

てくるのだな、と思ったことがあります。先日ある

カンファレンスをしていてスーパーバイザーの先生
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がおっしゃっていたのですけれど、ある程度の裕福

な生活をしていて、ばたばた近親者が亡くなってし

まうということになると、そういった事態は、自分

にとっては全然あずかり知らぬわけです。虐待を受

けてきた子は、施設の生活を一方では不満だらけな

んだけれど、一方ではどこかまだましだと思ってい

る節もある。でも、こういう子たちにとっては、施

設入所は本当に何か落後していくような、すごく落

ちてしまったような感じを持つんじゃないか。

子どもによって、入ってくるときの感覚は違うの

だろうなと思わされた例ですけれども、そういった

個々の事情に即して話をすること、あるいはそれ以

前に、そこをおもんぱかるということが必要だと思

います。それ自体が一つの治療になるのだろうと思

うのです。

２．毎日の生活の中で

入所して実際の生活が始まってみて、それがどん

な意味を持つかですけれど、これも思い付くままに

挙げてみました。私は、生活の端々にその子の人と

なりや価値観、世界観を知るきっかけ、そして治療

的な契機があると思っています。ただし、速効性の

ないものばかりですけれども。

（１）生活の枠

まず、生活の枠というものがあるだろうと思いま

す。枠というのは、いわば予測可能性ですね。だい

たい１日はこんなふうに流れていくんだという見通

しがあること。あと、しかるべき制限があること。

これはやっちゃいけないことだよとか、ここまでや

るとまずいんだよとか。これをめぐっては、絶えざ

る闘争というか、対決がありますね。特に中高生。

大人として、施設として、譲っていい事柄と譲っちゃ

いけない事柄とがあると思います。それぞれの決ま

り事に、どういう意味や必然性があるのか、大人と

しての見識や柔軟性が問われますね。「この子には、

特にこれは譲っちゃいけない」というふうに、いわ

ゆる見立てが問われる。そういう生活の枠というも

のがまずは大事なものだろうと思います。

（２）建物・空間の扱い

それから、居住空間のたたずまい。建物を大事に

使っているかとか、壊れたあとどうするかとか。建

物をどういうふうに使うか、掃除や草取りなど誰が

どう手を掛けているか。ちょっとした季節の花なん

かが窓辺にあるかとか…そういったことが自分たち

の暮らしに与える影響はすごく大きいだろうと思い

ます。

以前、子どもが穴を空けたあとの壁が殺風景にそ

のままになってることについて、子どもに忘れさせ

ないためといって、そのまま直さずにいるようなこ

ともあると聞きました。でも、やはり、ひとたび穴

が開いたまま放っておかれると、ますます穴って空

くものだと思います。

また、これも以前お聞きした話ですけれど、施設

内でいろいろ性的な事故が発生しますよね。それで

昨今、性教育プログラムを各施設で外国の情報を取

り入れながら開発しています。その中で、あるプロ

グラムが功を奏したということで、ある学園の方が

全国から声がかかるようになってあちこちで講演し

て回っている。そんなふうに行脚のように講師をし

ていらっしゃる方からお聞きしたのですけれど、そ

の方は、いろいろな施設に呼ばれて行くうちに、建

物がきれいに使われてるか、大事に使われてるか、

そういうところを注意深く見るようになった、とい

うようなことをおっしゃっていました。

性教育プログラムというのは、バウンダリーの問

題とか、良いタッチ・悪いタッチとか、プライベー

トゾーンとか、日頃使わない言葉を使ってあれこれ

やりますけれど、最終的に子どもに伝えたいことは、

「あなたは大事な存在で、簡単に人から自分の大事

な領域を侵されてはいけないものなんだ」というこ

とです。そして、「あなた自身も、人のことを大事

にしてほしい」と。そういうことが中核的なメッセー

ジになります。そうですよね？　そのことを伝える

のに、その人を包む建物というのが大事に使われて

いるか否かも大きく影響する。足を踏み入れた時点

で殺風景な施設というのは、いくらプログラムを

やってもやっぱり定着が悪い。そんなふうなことを

おっしゃっていました。私たちの施設でも、窓辺に

小さな花を置いてくださるのは、掃除や調理補助の

おばさんたちで、そういう小さな心づかいと手間に
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施設の殺風景さがずいぶん救われてると思います。

（３）秘密の問題、秘密の扱い

それから、秘密の問題。例えば、自分が施設で暮

らしているという事実を誰にどこまでどう話すか、

あるいは話さないか。子どもにとってはこういうこ

とも大事だろうと思います。ある事実、秘密をどれ

だけ話して大丈夫なのか、この人に話しても大丈夫

なのか、などです。それはつまり、自分というもの

をどういうふうに人と分かち合えるか、ということ

に通じる問題です。のべつまくなしに宣伝するよう

ではちょっと考えものですが、かといってまったく

すべての人に対して閉ざしているというのも不自然

でぎこちないですね。どう自分を分かち合えるかと

いうことは、人を適切に信じる力も問われるわけ

です。

そのためには、「自分」という大事な領域の感覚

がそもそもなくてはならないわけで、精神科領域の

指導者的立場にあった土居健郎先生という方が、秘

密という観点は、精神の健康を考える上で非常に重

要だとおっしゃっていました。考えてみれば、自分

の考えていることが他人に筒抜けになってしまって

いるというのはすごく怖いことですよね。統合失調

症の方の、ある一時期の経験にはそういうものがあ

ります。自分の考えてることがどんどん人に伝わっ

てしまっているとか、あるいは逆に人の考えてるこ

とが自分に入ってきてしまうとか。だから、自分に

は人に知られない秘密があるということは大事だと

思います。

施設の中に死角をつくってはいけないということ

はよく言われますよね。性的な事故などが起きたと

きに特にそれが言われて、再発防止策などで必ず盛

り込まれます。それを否定するわけでは全然ないの

ですけれども、一方で、大人の目の届かない領域、

人には知られない自分だけの時間、秘密の時間と場

所を持つということは、大事ではないかと思うので

す。これは本当に兼ね合いの問題でして、だから死

角があってもいいとか、死角を作ろうとかいうこと

ではないのです。けれど、実際、私たちが自分自身

はどんなときに落ち着くか考えたときに、やはり人

には知られない時間を持つことは大事ではないで

しょうか。それによってそれぞれずいぶん日常の中

で救われてるのではないか、という気がするんです

ね。なので事故が起こらないために死角をなくす一

方で、その人だけの時間、１人になれる時間をどう

つくってあげれらるかというのも考えどころだと思

います。

（４）多角的な人間関係の体験

子どもたちの生活を考える上では人間関係が大き

な軸になります。多角的な人間関係ですね。いろい

ろな人間関係があると思いますけど、やはり職員と

の関係が重要で、なかでも担当の職員との関係が

もっとも重要だとは思いますが、担当者以外の方々

との関わりもすごく大きいですね。

私たちの施設には、児童福祉の勉強や訓練をな

さってない地域のおばさんたちが調理補助の職員と

して出入りしていて、そういう方たちが、子どもた

ちとのかかわりをすごく彩り豊かにしてくださって

いると思います。例えば、もうこの施設で30年近く

やってらっしゃる方で、古希を過ぎた職員さんがい

るのですけれど、その方があるとき、ある幼児さん

が乳児院から措置変更になって来た日の別れの場面

にたまたま遭遇して、その子が乳児院の職員と別れ

て泣き叫んでいるのを目の当たりになさったんです

ね。「あれは嫌だわ、何度見ても嫌だわ」ってしみ

じみおっしゃっていました。それで、じゃあ、自分

にはいったい何ができるのかと一生懸命考えられた

らしいのです。そして思いついたのが、「とにかく

その子の顔を毎日見に行く」ということだったので

す。毎日、５分、10分ですけれど、担当者のところ

に晩ご飯の足しにと、ちょっと漬物を持って来て、

そのついでにその子の顔を見に行く。「近くの道端

でこのお花を取ったから活けといて」と言いながら

立ち寄って、その子の顔を見に行く。とにかく毎日

毎日その子の顔を見に行くことをなさったのです。

それによってその子がどう落ち着き、どのくらい

適応が良くなったかとか、そういう意味でのエビデ

ンスはないです。でも、そういったこころ遣いによっ

て担当者もずいぶん支えられましたし、その子もそ

の職員の毎日同じ顔が来るというのを感じるように

なった。そんなことがあります。いわゆる専門的な
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訓練を受けた人ばかりではない、そういう人が出入

りして、そういう人たちに対して担当者とは違う感

覚で子どもがしゃべったり、付き合ったり、そうい

うことが非常に重要ではないかな、と思います。

人間関係の中にはもちろん子ども同士の関係もあ

りますね。ほかの子どもの様子を見て、子どもがわ

が身を振り返ることもあります。子どもと保護者が

外出して、帰ってきて別れ際に子どもが泣いてる。

それを見ていた先輩の子どもが、ああ、俺ももっと

小さかった頃ああだったよなとか、ああいう時こん

な気持ちだったなとか、ぽろっと職員に言ったり

する。

このほかにも子ども集団と大人の関係などもあり

ます。でも、結局、大人同士の関係が何より治療的

なのかもしれないと思います。子どもは大人同士の

関係をよく見ていますね。それで、人は協力し合え

るんだとか、ちょっといがみ合ってるようだけど、

どうやら仲直りしたようだとか、何か目標に向かっ

てやってるようだとか、一生懸命やってるようだと

か、そういうことを感じるのではないでしょうか。

ある施設から措置変更されてきた子が、「ここの大

人たちはなんか楽しそうに仕事してるよね」って

言ってくれたことがあるんですけど、それは施設の

職員にとって一番のありがたい言葉のように思いま

す。それは、自分たちが大人になったときに、大人

同士で仲良くやってくことができるのだという、そ

ういう肯定的な将来への具体的な展望にもなり得る

わけです。人と人はこんなふうに仲良くやれるもの

なんだということを示すことが、、大切な治療的な

意味を持つと思います。いがみ合い、傷つけあうよ

うな関係ばかり見て来た子たちですから。

（５）食と食卓について

あと、食は重要です。食については散々言い尽く

されているかもしれませんけど、今、学習院大学に

いらっしゃる滝川一廣先生が書かれたものがとても

示唆的です。滝川先生は精神科医で、児童福祉領域

や社会的養護についてもたくさん論文やご発言がお

ありですけれど、一番最初に書かれた論文は摂食障

害に関するものでした。その論文は、もう40年くら

い前の論文ですが、最近読んでも全く古びない、重

要なことが多く書かれているものだと思います。ぜ

ひご一読いただきたいです。

摂食障害は、食物を食べることの障害で、どんど

ん痩せていってるのにご飯を食べないとか、大量に

食べては吐いてしまうことを繰り返すとか、現象的

にはそういう障害ですけれど、その論文の核は、患

者は必ずしも「食物」や「食べること」自体を拒否

してるわけではないというところにあるのです。つ

まり、あるものは食べられるし、あるものは食べら

れないとか、ある場所では食べられるけど、ある場

所では食べられないということが往々にして見られ

る。この患者たちが拒否してる…というか、うまく

受け入れられないのは、家族との三度三度の食事、

「食卓」という状況なのではないか。そういう観察

なのですね。

食卓というものが表してるものは何か。これは家

族全体、そこで暮らしてる人の関係性全体ではない

か。食卓状況が表象する、その家族の関係性をうま

く受け入れられないことが、食べることの障害につ

ながっているのではないかという考察です。当時、

摂食障害の背景としては、成熟拒否や女性性の拒否

など難しい要因が議論されていたのですけれども、

シンプルにそういった観点を出されたわけです。「食

卓」とは何かが考察されているので、社会的養護の

中での食卓を考える上でもとても意味を持つと思い

ます。

この食卓という場は、当たり前のことがごく当た

り前になされていると気付かないですけれど、その

当たり前のことがなされていないと、妙に気になる

ものです。例えば、自分のところだけお茶わんと箸

が用意されていないとか、コップが用意されてない

とか、途端にムッとしますよね。当たり前のことが

当たり前になされると素通りしてしまうけれども、

ひとたび剥脱されるとその大事さがすごく分かる。

そういうものだろうと思います。

（６）物、お金、時間への姿勢――その背後にあるもの

それから物の扱い。自分に与えられたものを大事

にできるか、大事にしているかどうか。自分のもの

を大事にすることができるかどうかは、大事な観点

だと思います。ここの子どもの虹情報研修センター
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の顧問をなさっていた四方先生が、あるカンファレ

ンスで、「物を大事にできるっていうのは結構高級

なことなんや」っておっしゃっていました。その時

にはよく分からなかったのですが、今思うに、自分

のものを大事にできるためには、「他ならぬこのタ

イミングで、こういう思いを込めて与えられた」と

いう経験が必要なのではないかな、と。そういう経

験がなくて、単に物質としてだけ与えられていると、

なかなか物を大事にできない。同じような意味で、

お金への姿勢もそうですね。単なる金銭なのか、思

いのこもったものとして受け取れるのか。

時間への姿勢、態度もそうですね。時間や約束を

守ることの意味をどれだけ深く感じ取れているか

は、人との関係性の深まりや根付きを表すように思

います。時間や約束というのものは、その背後にあ

る人や人の思いを感じるからこそ守るわけです。私

も今日ここに時間どおり参りましたけれど、それは

単に言われたからではなくて、私がここで話をする

という場、機会を与えてくださった先生方の思いと

か、会場に集まって待っておられる方がいるとか、

そういうものを「約束」の背後に感じるからですね。

だから遅れちゃいけないと思って一生懸命来るわけ

です。約束というものは、１カ月前にしたものでも

半年前にしたものでも、時間を超えて意味を持つん

だとか、重みを持つんだという感覚があって初めて

成り立つと思うのですが、子どもたちを見ていると、

ぺらぺらっとその場限りで言って、あとは守らない

ということがしばしば見られるような気がします。

時間を超えて重みを持つという感覚も、人とのつな

がりを基盤においているのだと思います。

（７）身繕い・お風呂、部屋という宇宙

身繕いやお風呂。これも単に習慣とか清潔とかい

う以上に、自分をどれだけ大事にできるか、大事な

自分というのを人の前に提示したいかということに

かかわってくるものかなと思います。

それからお部屋。今、どの施設もわりと個室化が

進んでいますけれど、そのお部屋をどんなふうにレ

イアウトしてるか、どんなふうに物を並べてるかと

いうのに、その子の個性がすごく表れるように思い

ます。的場由木さんという、東京の山谷などで生活

困窮者の支援をなさっている方がいます。その方は、

知的に問題があって、犯罪も犯してしまって、生活

困難に陥ってしまった方が多数いるような街で生活

支援をなさっておられるのですが、その支援施設に

おいても、部屋それぞれにそれぞれの方の宇宙があ

る、というようなことをおっしゃっていました。こ

れは、子どもの部屋についても言えることだろうと

思いますね。入り口のすぐ近くにバリケードのよう

に箪笥を置いたりしているような子を見るとそう思

います。

（８）夜眠り、朝目覚める時間に表れるもの

夜眠る時間、寝ている時間、朝起きる時間。それ

らをどんなふうに迎えているか、過ごすことができ

るかというのは、こころの安定とつながっていると

思います。夜眠る時間の迎え方は、明日が来るとい

うことをどんなふうに感じているかによってずいぶ

ん変わりますよね。明日が不安で、明日も何かいい

ことがあると思えないと、なかなか安らかな眠りに

つけないものです。夜というのは、だんだん静かに

なっていって、周りの子たちの声も聞こえなくなっ

て、何かひっそりと自分に向き合わなきゃならない

ような、そういう時間帯でもあります。そういった

時間に耐えられるかどうか。だから、夜、安らかに

眠りにつけることをお手伝いするというのはとても

大事なことなのだろうと思います。

また、寝てる時に伸び伸びと体を伸ばしているの

か、すごく縮こまっているのか。昔、身体的な虐待

を受けてきて、頭に数針縫う怪我を２、３回した揚

げ句に入所してきた子がいたのですけれど、その子

は夜寝ていると、だんだんうつ伏せになってダンゴ

ムシみたいに丸まってしまうんです。毎日のふとん

の上でのみならず、キャンプ中、寝袋で寝ていても

丸まってしまう。また、ある先生は、日中満ち足り

た子は、寝顔も真ん丸でお月さまのようだとおっ

しゃっていました。本当かなー、家に帰って自分の

子どもの顔を見たらずいぶん悩ましげな顔で寝てい

るので、大丈夫かなーと思ったりもするのですが、

寝顔とか、どんな姿勢で寝ているかにも、安心感や

充足感は表れると思います。

それから、朝起きる時間ですね。これは１日をど
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んなふうな気分で迎えるか、今日という日に何か楽

しみを持てる期待や展望があるかが関わってきます

よね。ごく普通のサラリーマンだってそうで、休み

明けというのは非常に嫌なものですよね。村上春樹

の翻訳書の書名で、もともとはブルースの歌詞に、

「月曜日は最悪だとみんなは言うけれど」という一

節があって、歌詞になるくらいだから、月曜日の朝、

一週間が始まるということは一般的に言っても気が

重いものなのでしょう。だとすれば、日中なかなか

人とうまくやっていけず、学校でもいい成績を取れ

ず、人から認められもしない、そんな経験ばかりし

てる子にとっては、朝を迎えるのは非常に重たいこ

とだろうと思います。「さあ、起きるぞ」という理

由がなかなか見つけられないと、朝起きのるは大変

ですよね。

（９）学習は何とつながっているか

それから学習の問題。これは、前半に申し上げま

した、大人が差し向けてくるものを子どもが「いい

もの」として受け取れるかどうかということとも深

くつながってることだろうと思います。小学校２、

３年くらいまでの学習は、将来役に立つからやると

か、役に立たなさそうだからやらないとか、そうい

うことはあまり関係ないですよね。大人が「とにか

くこれはいいものだ」と言うからやる、というもの

でしょう？　できるとうれしいとか、自信になると

か、そういうものである以上に、文化の共有や世界

とのつながりを作っていく、そういう側面があるだ

ろうと思います。

この間、ある小学生男子とおままごとをしたので

すけれど、すごく不思議なことがありました。私が

お客さん役で、その子がお店屋さん役。で、ある人

形が98円だと言うので、私はおもちゃの100円玉を

渡した。そうするとお釣りは２円ですよね？　けれ

どその子は、98＋100とやったのです。それで198円。

それをカード払いですることになった。「カードで

払うと30円安くなります」というのでカードを出す

と、それは－30とできるんですね。で、168円。そ

れで、お釣りは「168に近いのは…」と言って、

200。200円のお釣りをくれた。

これ、皆さん、何が起こったか分かります？　私

はいまだに謎が解けないです。学校での純粋な数字

の計算や操作はそれなりにできます。だけど、こう

いうおままごととか、文章題になると途端に困惑し

て変になってしまう。よく施設で暮らす子について

言われる、お買い物経験の少なさなんかもあるで

しょうけれど、他の子はできますからそれだけでは

説明がつかない。その子は乳幼児期ネグレクト環境

にあった子で、広汎性発達障碍、ADHDとも言われ

ていましたが、貨幣という抽象化された価値による

等価交換といった、人類が歴史の中で培ってきた約

束ごとが自然には入ってこないようなのです。まあ

確かに、こんな小さな円形の物質が、この大きくて

魅力的なお人形より価値が上で、しかも交換できる

だなんて、あらためて考えると不思議ではあります

よね。逆に、なんで私たちはそんなことを疑いもな

くできてしまうのか、という疑問だって成り立ちま

す。まあ、それはともかく、学習、学ぶということ

は、単に知的な能力を培うだけのものではなくて、

文化とつながっていくことですね。

（10）やり取りの感じ、歩く時の感じ、排泄

もののやり取りも興味深い瞬間です。ある時、あ

る子どもと人生ゲームをやっていたのですけれど、

「どうぞ」と差し出したお金をパッとひったくるよ

うに持っていったのですね。普通、お金などを受け

渡しする時には、「どうぞ」って渡したものは、「あ

りがとう」って、渡した人と受け取る人の間で「間

（ま）」の調節のようなものが働くと思うんですけど、

そういうものがまったくなくて、ぷいっとひったく

る。悪意があってやったわけではなくて、そういう

ふうな間が本当に分からずにやっているような感じ

だったのです。間（ま）の調節とか呼-応する感覚は、

授乳やクーイング、バブリングをめぐるやりとりと

いった、乳幼児期のやりとりに起源をもつ、深い身

体性に根差したものだと思います。ですから、人生

ゲームでのこういう場面も、この子の体験してきた

世界が垣間が見えるような気がするのです。

それから、一緒に歩くとき、どんな感じになるか。

子どもの通院に付き合うことがあるのですけど、一

緒に歩いてるという感じが持てなくて、すーっと幽

霊のように歩いていく子もいれば、なんとなく守っ
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てもらうようにして歩く子もいる。一緒に歩くとき

の感じで、その子が人とどういう関係をもつのかが

感じられるときもありますね。

それから、排泄ということと。これは本当に、そ

の時々の安全感とか安心感と非常にかかわってくる

ことだと思います。そうですよね？　安心して出せ

るのかどうか。

（11）遊び

それから遊び。最近どうなんでしょう、皆さんの

施設で子どもは隠れんぼして遊んでいます？　昔、

病棟で、ある子が隠れんぼをするようになると、「こ

の子はずいぶん良くなってきたな」って看護師さん

がよく言ってたのですね。隠れんぼは、ひとたび隠

れたら見つけてもらえないんじゃないか、自分とい

うものがなくなってしまうんじゃないか、という恐

怖や不安をともないます。だから、隠れていること

に耐えきれないで出てきちゃう子が結構いるんです

よね。ちゃんと隠れて、見つけてもらえるまで待て

る。それを信じられる。先ほどの秘密の問題ともか

かわりますが、自分がここに隠れてるという秘密を

しっかり持って、見つけられないようにしながら、

でも、見つけてもらえるまで信じて待つ。ただ、最

近読んだ本の中に、虐待などの病理ではなくても、

最近の子ども一般が隠れんぼに耐えきれなくなって

るという話もありました。

このほか、子ども同士で即興のルールを作り出し

たり、妥協ができたり、楽しみを持てたりするか。

隠れんぼに限らず、そういったことも遊びを見る際

の一つの観点かなと思います。

３．退所に際して

退所に際してどんなふうに送り出すと治療的にな

るのか。これは、私どもの施設でもずいぶん手薄だ

と思っていますけれど、子どもの虹情報研修セン

ターの増沢先生が以前教えてくださったのは、退所

が近くなった時に、「君はこの時期にこんなふうだっ

たよな、こんなことしたよな」って、ぱらぱら記録

をめくりながら一緒に施設での生活を振り返って、

「今後こういうふうにやっていくんだぞ」などの話

をする、ということです。そんなふうにしっかりと

見送ることが大事なのだろうと思います。気持ちを

強く持って踏み出せるために、職員個人としてもそ

うですけれど、施設として送り出す。ちょっとふざ

けて、「もう来るなよ」なんて言ったりもしますけど。

でも、そのときの気持ちは、「いつでもおいで」と

いうことです。言葉の上では正反対ですけれど、見

送るときの心情はそういうものです。

あとは、「こういうときには連絡してきなよ」とか、

「何月に連絡しておいで」とか、具体的なことを言

うと、子どもたちもちょっと連絡しやすくなって、

足を運びやすくなるように思います。そういうベー

ス感覚のない子たちばかりですから、そういったこ

とを積極的に保証する。どう保証するかが治療的に

なるかどうかにかかわるのだろうと思います。

Ⅳ．おわりに

生活の中の端々にアセスメントや治療的体験の契

機がある…まあ、「治療的」なんて言葉は使いたく

ない方は使わなくて全然良いのですけれど…という

話をして参りましたが、日常の中のささいな一こま

が大事だということを考える上で、最後に児童文学

者の清水眞砂子先生の書かれていたことをご紹介し

ます。『ゲド戦記』という文学作品はご存じですか。

アニメの映画のもありましたけど、清水先生はその

原作を翻訳された方です。

その清水先生が短大の先生時代に、決まって学生

さんたちにこういう質問を投げ掛けたそうなんです

ね。「子ども時代の大事な思い出は何か」、それを挙

げてくださいと。そうすると、どこどこに連れて行っ

てもらったとか、何々を買ってもらったというよう

なことばかりが返ってきた。それで清水先生は、い

や、でもこんなはずはない、子ども時代の大事な思

い出というものが、どこかに連れて行ってもらった

とか、何々を買ってもらったということだけで彩ら

れているはずはないと思った。それで、友人に相談

したそうなのです。

そうしたら、「そんな答えばかりが返ってくるの

は聞き方が悪いんだ」と言われた。「何か買っても

らったとか、どこかに連れていってもらったとか、
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そういうことを除いて、子ども時代の大事な思い出

は何か」と聞くべきなんだとアドバイスをもらった

そうなんですね。それでまた再度、「子ども時代の

大事な思い出は何か。ただし、どこかに連れていっ

てもらったとか、何かを買ってもらったとか、そう

いうことを除いて」というふうに学生さんたちに投

げ掛けてみた。そうしましたところ、１つ１つがす

ごくストーリーになるようなお話が返ってきた、と

いうことなのです。

ある学生さんは、自分のおばあちゃんが入院して、

おじいちゃんと一緒に見舞いに行くときに、その電

車の中でおじいちゃんが、幼い自分のひざをとんと

んとんと叩きながら、おばあちゃんの見舞いに連れ

ていってくれた。あのとんとんとんっていうリズム

に支えられて自分は生きてこられたんじゃないかと

思う、という。またある学生さんは、自分が学校か

ら帰ってくると、お母さんが「お帰り」と言うだけ

じゃなくて、「お帰り、○○ちゃん」って、名前ま

で呼んでくれた。それが自分はうれしくて、それが

今支えになってると思う、と。また、ある学生さん

は、自分が幼い時にお母さんが靴下を履かせてくれ

た時に、足のくるぶしの部分をクルっとちょっとな

でてくれた、そういったことが自分にとっては、今

とっても大事な思い出になっている…というような

ことが次々出てきたのだそうです。

生活の小さな局面が子どもにとって大事なのだと

思えるためには、私たち自身が、自分を励ましてく

れるものはなんだったのか、自分にとっての子ども

時代の大事な思い出は何か、ということに思いをは

せることが大事なのではないかな、というふうに思

います。皆さんの場合はどうでしょう？。　

これで私のお話を終わりたいと思います。ご清聴

ありがとうございました。

　　　　　　　　＜了＞
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講義「多機関コーディネートのあり方」

宮　島　　清

（日本社会事業大学専門職大学院）

おはようございます。皆さんは、３日目の研修で

もうかなり疲れているのではないかと思います。そ

のような中、私が最後の講義を務めるので良いのか

なという心持ちですが、与えられた役割ですので務

めたいと思います。

自己紹介をさせていただきます。教員になって10

年になりますが、もともとは公務員でした。大学を

出て埼玉県の福祉職職員として採用され、24年間務

めました。最初は知的障害児施設で児童指導員をし

ました。それから児童相談所へ異動しました。その

後概ね３年か４年毎のサイクルで、川越児童相談所、

熊谷児童相談所、所沢児童相談所という３カ所の児

童相談所で児童福祉司として計14年間働きました。

他に一時保護所の児童指導員を３年間、県の本庁で

児童相談所・児童養護施設・里親制度のことなどを

担当した３年間がありました。児童福祉以外の職場

としては、県立のリハビリテーションセンターで介

護の仕事に３年間携わりました。現場の仕事は大変

でしたが好きでした。でも年齢が進むにつれて、な

かなか自分でケースを担当することができなくなり

ました。わずかな人数ではあってもまとめるという

立場になると担当の人に、より良い仕事をしてもら

うという役回りしなければならなくなります。

つまり、同じ組織の中でさまざまな人が力を合わ

せて仕事をするためのコーディネートの仕事、管理

的な仕事をしなければならなくなるわけですけど、

私はこれに限界を感じました。自分でやるほうが

よっぽど楽だ、人に動いてもらうというのはなかな

か難しいものだと思ったわけです。これをするため

には、どうしても忍耐力が必要です。私自身は要求

水準が非常に高いほうで、他人に仕事をしてもらう

という役回りをすることが、とても難しいのだと気

づきました。それで、私には、これは向かないな、

限界だなと思ったときに、「専門職大学院というの

があって、そこに実務者教員という枠がある。今度、

募集があるので応募してみないか」と声をかけて頂

いて、今の仕事をするようになりました。ですから、

このような私が、今日のこのようなテーマの講義を

するのは、まことに似つかわしくないということで

あります。

片や、児童虐待事例への支援という点では、現場

感覚とかけ離れてしまってはいけないと思っており

ますので、今でも現場で行われる事例検討会には、

おおむね月に２～３回は出かけさせていただいてい

ます。ですから勤務の中で行うものを合わせれば事

例検討は、年間30回を超える回数に参加していると

思います。

私がさせて頂く話は、そういった自分の経験と事

例検討等を通じて、考えたりしていることを皆さん

にお伝えして、皆さんはどう考えますかというもの

です。なお、教員になって10年を超えましたので、

厚生労働省や自治体に置かれた検討会や審議会の委

員も務めさせていただく機会が出て来ました。そこ

で見聞きする内容についても、そうだなと思ったり、

本当にそうだろうかと考えたりすることもあります

ので、そのようなお話しも加えてさせていただきと

思います。

更には、今日皆さんに学校の広報チラシを配らせ

ていただきましたが、学内でゼミの方々と意見交換

する中で、教えていただいたり、考えたりしたこと

＊　平成27年度「市町村職員研修」での講演をまとめたものです。
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も加えさせて頂きます。私の勤務する学校は、現場

の人が集まって学ぶところで、木曜日の夜と金曜日

の夜と土曜日が授業になります。幸い今年度も、ゼ

ミにはおもしろい方がたくさんいます。今日の研修

会に参加されている方と同じ自治体の職員の方も通

学されています。児相職員、市役所で生活保護を担

当している方、市の児童福祉主管部署の方、児童養

護施設の職員、スクールソーシャルワーカー。そう

いったゼミに属する方々と話し合ったり教えても

らったりしていることを通じて、こういうことはあ

るかもしれないな、言えるかもしらないなというこ

とを申し上げたいと思います。

まったく学問的ではない、経験やそういった交流

の中から申し上げることですので、断定的なことは

言えません。私はこう考えますが、皆さんはどう思

いますか、というスタンスでお話をさせていただき

ますので、そのつもりで聞いていただきたいと思い

ます。できれば意見交換ができたらありがたいと思

います。前置きがとても長くなりましたけど始めさ

せていただきます。

基本はお配りしました印刷資料と同じスライドに

沿ってお話をしますが、何コマか、印刷後に付け加

えたものがありますので、お許しください。それら

は、改めて思いついたことや、資料を事務局に送っ

た後の動きに対応したものです。

最初はレジメには無いものからはじめさせて頂き

ますが、まずは、国に設けられた社会保障審議会児

童部会新たな家庭福祉の在り方に関する専門委員会

の報告書案についてです。ここにお示しした資料は、

ご覧になりましたでしょうか。昨年度から厚生労働

省の社会保障審議会児童部会の中に児童虐待の対応

のあり方を検討する専門委員会が設けられました。

そこでずっと検討されてきて春を過ぎて、一度夏に

報告書が出されましたが、さらにそれを、児童虐待

だけではなくて、新たな子ども家庭福祉のあり方ま

で踏み込んで検討しますよということで、それまで

のメンバーの大方の方が引き続いて参加されて、一

部委員の入れかえとか追加があったと思いますが、

そのようにして新たな専門委員会ができました。

最初の検討は９月だったでしょうか。その次に10

月だったか11月になってからでしょうか、ここに来

て急遽複数回の会議が開かれて、12月10日にここま

での最終回（４回目）の検討が行われる予定だと伺っ

ています。この専門委員会も、配付資料については

その日のうちに厚生労働省のホームページにアップ

されています。議事録はまだ先ですけど、先週の金

曜日の11月27日で配られた報告書案の内容を見る

と、すごく踏み込んだ内容がたくさん書かれている

なあと感じます。この中で、この報告書をご覧になっ

ている方、ちょっと手を挙げていただけますか。̶̶

ありがとうございます。まだ少ないようですね。で

も、これは、見たほうが良いと思います。皆さんの

お仕事のあり方に直接影響を与えることばかりのよ

うに思います。

私もこの報告書案を、やっと読んだところですけ

れども、この辺はとても踏み込んだ内容になってい

ます。このあたりです。いま児童相談所は都道府県

と政令指定都市に設置義務があり、中核市も設置し

ていいと法律上はなっているわけです。けれど、現

状では中核市で児童相談所を設置しているのは横須

賀市と金沢市の２カ所だけです。ここに参加してい

らっしゃる方の中でも中核市の方がいっぱいいそう

だなと思いますけど、この報告書によれば、中核市

にも児童相談所の設置を義務づけるという方向性が

出されていたようです。

ただ、このことについては委員会の中でも異論が

あって、市町村の自由度が損なわれるという反対意

見もあったといいます。そこで。その次のところに、

すぐには義務化しないけれども、準備を整えて２年

後には設置義務を負わせることも検討すると書かれ

ています。これと並んで、東京都の23区については

基本、希望するところでは設置するという方向性が

書かれているようです。

中核市にも児童相談所を設置してもらう。そして、

その一方で、市区町村の守備範囲を広げる。そうし

たときに、それ以降の児童相談所はどうゆうことを

するのかというと、強制力等が必要なケースへの対

応、子どもの保護機能や一旦保護した子どもの支援

をコーディネートすることに特化することがイメー

ジされているようです。そうすると、市町村が９割
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を超える在宅のケースへの支援をほとんど一元的に

担うことになる。この場合、施設入所している子ど

もの家庭調整なども市町村が担う。報告書案を読む

限り、そのような制度設計が考えられているように

思われます。東京都の市区町村には、子ども家庭支

援センターという東京都独自の機関がありますけれ

ど、それと同じような形がイメージされるというこ

とで、報告書案には東京都の子ども家庭支援セン

ターに関して触れられている部分があったように思

いました。

このような動きを報じる新聞などの記事には、介

入と支援を分けるようにするということが報道され

てもいましたすけど、どうもそういう説明とは一致

しない。むしろ、強制力を伴う介入は都道府県が行

い、そうでない通常の社会福祉でいう介入と支援は

市町村で一元的に担うというイメージ̶これは私の

解釈が入っていますから正確どうかは、皆さん自身

で読んでみて、そうかどうかを点検していただきた

いと思います。

また、今年の７月１日から始まった児童相談所等

への緊急ダイヤルの189を一元的に管理して、189の

連絡を受けるところが、このケースは児童相談所、

このケースは市町村、このケースは警察というふう

に振り分けるようなセンターを設けますというよう

なことも書かれています。

確かにそれができたらいいと思う面もありますけ

れど、私は私が見聞きしてきた経験からすれば、「子

どもと家族が抱える困難さというのは電話だけでは

分からない。一回会ったとしても、安全確認のため

の面接を一回しても、おうちの生活やその子どもの

様子、ご家族の人柄、その相互の関係性、あるいは

歴史を見ないと分からない。最低２回の面接をして

みないと、きちんとした聞き取りしないと分からな

い」というのが私自身の確信です。今日もそういう

話をするのですけど、それを電話で振り分けられる

ものなのかどうか、私はかなり疑問に感じます。

ましてや、警察と児童相談所と市町村とでは命令

系統が違うわけです。警察には警察のトップがいる。

市区町村は市区町村長の下に部局がある。都道府県

は都道府県知事の下に部局があるわけです。政令指

定都市や中核市の場合であればトップが同じなので

良いのかも知れませんが、知事と市町村長って、も

ともと包括的な地方公共団体と基礎的な住民に近い

地方公共団体ではあるけれども、自治体としては同

列。一方が包括的な地方公共団体で、片一方は住民

に近い基礎自治体であるという役割の違いであるわ

けですけれど、それは上下という関係ではないとい

うのが今の地方自治の考えのはずです。それをセン

ターが受けて、こっちでやってください、あっちで

やってください、そういう命令の仕方が果たしてで

きるのかどうか。

東京都の児童相談所と市区町村の子ども家庭支援

センターとの関係を定めた「東京ルール」の場合に

は、都が各市区町村へ財政的な支援をかなりしてい

ることもあり、このルールに基づいて、こういうルー

ルでやりましょうという合意が成り立っているのか

もしれませんが、他の都道府県の場合でも、これが

成り立つのかどうか。私は疑問でなりません。

私は、この報告書案については、このような様々

な期待と心配の両方を持っています。今までのこん

なにも立ち遅れたこの国の子ども家庭福祉の体制を

抜本的に変えるぐらいのインパクトや内容がこの報

告書案にはあると思いますけど、これが本当に実現

できるのかどうか。厚生労働大臣がリーダーシップ

をとって進めようとしているようだとは聞いていま

すけれど、でも、これは、法律改正をきちんとしな

ければ話にならないでしょうし、財政的な裏づけが

なければできないだろうし、それに基づいて人の裏

づけがなければできないだろうと思います。そう

いったことを踏まえて、報告書案の中にも、工程表

とかタイムスケジュールと言ったことも書かれてい

ますけど、本当にしっかりしたものが実現できるか

できないか。そのようなやきもきした気持ちをいだ

いています。

本当に必要なものなら我々は本気になって実現の

ために動かなきゃならないと思いますし、勢いがあ

るときには間違いも進みますので怖いとも思いま

す。みんなが「いい、いい」「大事だ、大事だ」と言っ

ているときには、ひょっこりと妙なものが入り込ん

だり、後から考えるとおかしな方向だったりという



■ 研修講演より ■

33

ことがあるかもしれませんので、現場レベルでその

辺に対して、ここは気になるのだ、ここはどうなの

かという議論をしていかないといけないなと思って

います。

今日予定している私が大切だと考える内容は、専

門委員会の報告書案が描いている内容とは、少し違

うかも知れません。私が今日話す内容は、現行法で

どうなっているかということに基づいて、従来から

考えて来た内容でお話しさせていただきます。大事

なことはどのようになっても変わらないとは思うん

ですけど、それでも報告書が示す内容とは違ってい

る面があるということを最初にお断りした上で内容

に入っていきたいと思います。

予定外の内容が、とても長くなってしまいました

が、中身に入らせていただきます。内容を、全部で

五つぐらいのパートに分けてお話しさせて頂くつも

りです。一つ目は、市町村職員である皆さん、市町

村の児童福祉主管部署の方が多いと思いますが、そ

こはどういうポジションなのだろう、どういう役割

が与えられているんだろう、どういう法的位置関係

にあるんだろうということを押さえておく必要があ

ると思いますので、そのことをまずは申し上げます。

公務員時代に、研修で何度も何度も、あなた方は

法律に基づいて仕事をしているんですよ、ちゃんと

法律を読んで自分の仕事について考えなさいよと教

えられました。しかし、正直なところ福祉に関して

いえば、今のように法律を意識して仕事をするよう

になったのは今から20年余り前からであるように思

います。それは児童虐待の仕事が、本格的に児童相

談所の業務に入ってきてからではないでしょうか。

福祉は人を助ける仕事なのだから熱意と思いと優し

さが重要で、法律をそんなに見なくても良いという

ような風潮が、それまでの頃にはあったように思い

ます。残念ながら、そういった考え方が、今も一部

には残っているかもしれませんが、やっぱりきちん

と法律を根拠にして、市町村にはこういう役割、機

能が与えられているということを確認しておく必要

があるだろうと思います。

二つ目です。コーディネートのあり方を考えたと

きに、こうあるべきとか、これがいいよというのは

なかなか難しい。最悪このようなことはやってはい

けない、これは避けなければいけないということを

まずは押さえることが大事だと思っておりますの

で、そういうことを、お話をさせていただきます。

人が人を支援する、援助するというのは、その方

の今の生活や人生を豊かにするために関わりを持つ

ということだと思いますけれども、同時に、その人

の人生をゆがめたり、不幸に陥れたり、場合によっ

ては人の人生を思いもよらない方向に変えてしまっ

たり、そういうことが福祉という仕事にはあると思

います。特に行政という立場で福祉に携わる時、そ

ういったことをしてしまう可能性は、決して小さく

はないと思います。コーディネートもそうで、いい

ことを目指すのはもちろん大切ですけど、最悪を避

けるということは、何よりも優先することだと思い

ます。なので、最悪を避けるという視点でコーディ

ネートはどうあるべきなのかということを一緒に考

えたいと思います。

三つ目です。私にはあまり大層なことは言えない

のですが、実際にいろんな機関やいろんな人々の力

をかりてそれを調和させて、全体としてレベルアッ

プするためには、こういうことは頭に置いておいた

ほうがいいんじゃないかということも、各論となり

ますけど、幾つかは申し上げたいと思います。

そして、最後にそういった大事なことを実現する

ために、それぞれの担当者や担当部署はこういう力

量を持っていなければいけないのではないかという

ことを申し上げたいと思います。時間内でおさまる

かわかりませんが、努めたいと思います。

それでは１番目のところです。市区町村児童福祉

主管課。皆さんがいらっしゃるところ。今日来てく

ださっている方々の所属のポジショニングについて

考えたいと思います。

まずは、市町村は権限を相当程度持っているとい

うことをきちんと認識すべきだということです。こ

れについて近年ようやく意識や理解が進んできたと

思いますが、まだまだ意識が不十分であるというか、

あやふやな例が見られるように思います。所属の大

学院で私のゼミに所属した方のうち、市区町村で児

童虐待対応にあたっている方のほとんどが、数年前
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までは、このことを必ずと言っていいほど、言って

おられました。

それはこういうことです。都道府県は、すなわち

児童相談所はたくさんの権限を持っている。でも、

私たち市区町村には権限がない。権限がない中で虐

待の対応をすることは本当に難しい。こういう言葉

を非常に多く耳にしました。これが本当なのかどう

かということです。確かにそういうふうに感じるこ

とには無理がない、そうだろうと思います。でも、

それは事実なのかということを問い直してみること

が、市区町村で児童虐待に対応する上では不可欠だ

と考えております。

なぜ市区町村の方々が、自分たちには権限がない

とお感じになるかということですけれども、それは

こういった構造があるためではないかと思います。

当然のことですが、市区町村の児童福祉主管部署で

は、児童相談所と自分たちとを比べる。そして自分

たちには権限がないと考えてしまう。これは当然の

ことだと思います。児童相談所は施設入所の措置を

行えますし、強制力を持った調査ができます。何よ

りも一時保護ができます。子どもを預かるというこ

とが児童相談所ではできる。でも、私たちにはでき

ないとなります。また、行政機関ではないその他の

関係者に対しても、医療、病院とか、あるいは裁判

所、法律家・弁護士、こういう人たちは、普通の人

が持っていない極めて高い専門性を持っている。で

も、私たちにはそれがない。だから、私たちとは違

うんだ、私たちには何もめぼしいものがないと感じ

てしまうようです。

次のようなこともあるように推測します。同じ市

区町村の部署であっても、児童福祉以外の部署は、

かなりいろんな権限を持っている。生活保護ではお

金を出せる。お金を支給するという立場で命令や指

導ができる。障害者福祉担当部署なら、さまざまな

在宅サービスが充実してきるので、そのサービスの

あっせんをして当事者に提供できる。それらのサー

ビスの実施を自ら決定してゆくことができる。でも

我々にはない。児童福祉を主管しているといっても

児童虐待の対応を行う部署は、保育所関係の事務を

所管している部署とは別であることが多い。保育を

担当していれば、保育所に入所させるという具体的

な手立てを自ら打てる。市では母子保健の業務を

担っていますが、多くの市町村において、これも児

童福祉とは別組織です。母子保健は、保健師という

専門性に基づき、いろんなことができる。それに照

らして私たちには何もない。こういう受けとめ方が

生じる構造があるのではないでしょうか。

当事者に対して何とか力になりたいという気持ち

はある。けれども、他の部署と比較したときに自分

たちには何もない、そして権限もないと思ってしま

う。このような思考に陥ってしてしまうということ

があるのではないでしょうか。市区町村の方の言葉

を聞くと、このような考え方の中に深く浸ってし

まっていて、みずからが持っている可能性、権力性、

影響力を見失い、過小評価しているのではないかと

感じます。

同じ市区町村職員でも、許認可に関わる事務や事

業者等に対して行政指導をされて来た部署から異動

されてきた方々はそうでもないかもしれません。で

も、公立保育所や福祉の他の部署から来られた方に

はこのような受け止め方に陥る傾向があるように思

います。

権限を持っている、持っていない。この自覚や認

識が誤ったものであると、当事者に不利益を与えて

しまいかねないと思います。これを考えるために、

児童相談所が持っている権限や機能と、市区町村が

持っている権限や機能、このそれぞれを整理するよ

うにして次の図で示させていただきました。

児童相談所は、一時保護機能、立ち入り検査の権
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限、施設入所・措置解除の権限、家庭裁判所に申し

立てができる権限などを持っている。だから市町村

から、児童相談所にこれをやってほしいと求める。

なのに、児童相談所が全然受け取ってくれない。「ま

だ地域でやってほしい」とつき返されてしまう。そ

のため、「まったく頭にくる！」というのが、市町

村の方がしばしば体験することですし、正直な思い

だと思います。そういった体験をすることは決して

少なくないと思います。

しかし、市区町村の児童福祉担当部署が動いてく

れないということで、周りの部署がいらつくという

こと、市区町村の皆さんが児童相談所に対して抱く

ような不満、「悔しいけれども、それを言われてし

まったら、黙るしかない。」ということを体験する

ことが同じようにあるように思います。

最初にも申し上げましたように、私は現場の事例

検討には定期的に行かせていただいています。それ

は、自分の感覚がおかしくならないようにチェックす

る機会にもなっています。児童相談所が主催の事例

検討、市区町村の児童福祉主管部署が主催する事例

検討、保健センターや教育相談センターが行う事例

検討、児童養護施設での事例検討。これらに参加さ

せていただくことは、バランスを失わないことや、相

手側からの視点を持つ上で重要な機会になっていま

す。この中で、保健センターの事例検討へ行くと、

児童福祉主管部署が事例を受け取ってくれない、あ

るいは動いてくれないといった訴えを頻繁に耳にしま

す。そのために、行き詰まっているという事例が検

討対象に上がるこことが少なくないように思います。

もちろんそこで語られる内容が、客観的にみても

そうであるかどうかはわかりません。自らすべきこ

とや出来ることがたくさんあるにも関わらず、それ

らを何ら行うことなく、丸投げをしてしまってよい

はずはありません。でも、事例検討の協議の中で耳

にする範囲の内容から判断する限りでは、言われて

いることはもっともなことだな、ここでは力をかし

てもらえるといいのにそれができないのだなあと思

う内容がしばしば見受けられます。

もう少し具体的に挙げればこういうことです。要

対協の対象ケースにしてくれるか、してくれないか

というのは、皆さんの判断でほぼ決まってきてしま

うのではないでしょうか。この事例について悩んで

いる、非常に心配な状況が起こっている、ましてや

赤ちゃんだ、個別の事例検討会をしてほしいという

危機感を抱いている。でも、「個別事例検討会はま

だ早いんじゃないですか」とか、或いは、「そちら

のほうでこの辺とこの辺のことをもう少しやってほ

しいんだけど」ということを言われてしまって、な

かなか聞き入れてもらえないというようなことが起

こっている。要対協の対象事例にするか、個別事例

検討会を行うか行わないかは、皆さんの実質的な権

限になっているんじゃないかと思います。

その前に、もっと重要なこととしてよくあるのが、

市区町村は児童虐待の通告や相談の第一義的な受け

皿、あるいは通告先になっていますが、通告を受け

たという事実があるにもかかわらず、自分たちは住

民の方の支援を行う機関である、だから、通告を受

けたということを告げないで、「近くまで来たんだ

けど」とか何らかの理由をつけて、家庭訪問はする

にはするけれども、そしてそのときに「私たちは支

援をする機関だから何でも相談してくださいね」と

いうようなことを言ってパンフレットだけを置いて

帰ってくる。それで、子どもの姿を「ちらっ」とだ

け見て安全確認をしたと、対応したということにす

る。そういった例が、今でも見られるのではないで

しょうか。果たしてこれでいいのかどうか。私は、

このような点について「違うな」という疑問を持っ

ています。

市区町村は、通告を受ける機関であるということ、
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そして通告を受けた市区町村は、子どもの状況の把

握を行うということが法律に明記されています。皆

さんは市区町村の職員で、支援はあくまでもその方

への応援で任意の同意に基づくものだという受け取

りがあるかもしれませんけど、任意の同意を前提と

していたとしても、そして、それがどんなにソフト

な言い方であったとしても、これは公権力の市民が

営む私生活への介入だというふうに私は考えます。

ですから、説明責任を伴うものだというふうに考え

ます。

もちろん虐待があったと決めつけていくというこ

とではなくて、また、どこからかということは告げ

られないけれども、子どものことを心配する無視で

きない連絡があった、その内容からしてそのままや

り過ごすことはできない。真面目な内容で、子ども

を心配した内容だと受け止めた。だから、決めつけ

ることはできないけれども、こういったことを告げ

知らせる連絡をうけた行政機関としては、子どもの

状況を把握するということをしなければならない。

そう法律上明記されている。だから、それを判断す

るための内容についてはお聞きしなければなりませ

んということをちゃんと説明して、子どもの状況を

把握する必要があると思います。

子どもの状況の把握とは何かということですけ

ど、子どもの顔を見るだけでは状況の把握にはなら

ないと思います。ちゃんとその子の全体像をつかむ、

その子の生活の全体像を知るということがなければ

だめだと考えます。子どもだけでは生きることがで

きないから子どもであるわけです。大人、保護者の

保護のもとで生活が組み立てられ、今までの生活も、

今の生活も、これから先の生活も、営まれるわけで

すから、保護者がどういう方で、どういう家族なの

かということも聞くことが当然のこととして、子ど

もの状況の把握の内容には含まれると考えます。

ですから、そういったことをちゃんとしなくては

いけない。そういったことをするということの責任

がある、権限があるというふうに考えます。市町村

は、そのことを行う主体であるということを改めて

しっかりと確認しておく必要があるのではないで

しょうか。

児童福祉法の条文には、子どもの状況を把握した

上で市町村が必要に応じて対応すべきとする内容も

書かれています。その中には、このケースは判断が

難しいなという場合には、これは判定を要するとい

うことですから、「これを児童相談所に送致するこ

と」という「措置を採らなければならない。」と書

いてあります。そこで使われている表現は、判定を

受けるために送致することができるじゃなくて、送

致するという措置を採らなければならないという書

き方です。義務規定になっています。しなきゃいけ

ないと書いてあるにもかかわらずそれをしないとい

うことは、行政上、皆さんが行うべき責任を果たさ

ない不作為を問われるということです。やはりこれ

はしなきゃいけないんだと思います。

確かに部署は違うかもしれないけれども、同じよ

うに通告された子どもと家族があって、その子ども

にとって保育が必要な状況があれば、あるいは入院

助産̶お金のない人に、病院に入院して出産するこ

とを保障する、その実施ですね。あとはお母さんと

子どもをともに保護するという母子保護の実施。こ

れは福祉事務所が行うべきことですが、皆さんとは

違う部署が担当するということなのかもしれません

けど、福祉事務所を設置する市区町村は、これをき

ちんと行う必要がある。それが法律上明記されてい

る。これは相当の権限だと言って良いと考えます。

機能であると同時に権限だと思います。

次に参ります。皆さんは、本当にたくさんの事例

を抱えていらして、実施体制の整備が進んでおらず、

スーパーバイザーの配置についてもなされていない

というのが現実だと思います。しかし、そうではあっ

てもスーパーバイズの必要性について触れておかな

ければなりません。

どんなに一生懸命やっても、面接の中では聞き落

としが生じます。家庭訪問でいろいろなことを聞か

なきゃならないとしても、緊張して、そのうえ保護

者からどなられたりしたら何も確認しないで帰って

しまうということになるわけですから、そういった

状況をも受けとめた上で、でも、この点とこの点は

確かめておかなきゃ危ないなという判断をしなくて

はならない。当事者は、困難な中で、何とか生き延
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びようとしています。そのためには、当然のことと

して、都合の悪いことは隠そうとします。一見関係

ができたと思われる場合にも、そして一定の信頼を

実際に寄せてくれてはいても、職員の方に対して、

本当に都合が悪いことは言ってくれないということ

が当然起こるわけです。

そういったことについて、これを当事者が悪いと

か、ずるい人だというふうに言うべきではなくて、

人間はそういうものだと思いますので、いい報告し

か聞いていない、それをそのまま、いい報告として

全部受けとめているとすれば危険です。「よくよく

考えてみたら、ちょっとこれは前とは違う何らかの

変化が起こっているかもしれないよ」と、報告を受

ける皆さんは、それに気づいて、その担当職員に対

して、「もしかしたら巻き込まれているかもてもし

れない」、「ちょっと気になるんだけど」ということ

を言わなきゃならない立場にある。スーパーバイズ

をするかしないか、機能させられるかどうかは力量

にもよりますけど、担当職員とそのスーパーバイ

ザーの役にある方との間で、「嫌でもちゃんと報告

をしてもらう」「報告は受ける」という契約が結ば

れているかどうかということによって、大きく違っ

てくるのではないかと思います。そういった約束事

そのものがなかったり、自覚がなかったりすること

は、実はとても危険なことだと思います。

このことは、何度も何度も繰り返しになっていて

恐縮ですが、母子保健や保育の現場とのやりとりで

も、同じように、この確認という作業がとても重要

なのだと思います。母子保健や保育の現場で、直接

子どもや家族に接している皆さんは、子どもの危険

や子どものしんどい状況を肌で感じ取るわけです。

だから、反応する。でも、その反応しているものが

何かということを言語化することがあまり上手くで

きなない時がある。心配だ、心配だと言って来てい

るのだけど、何が心配なのかがはっきりとしない。

そのときに、例えば電話で、「心配だ」と言って来

ているときに、「まだ早い」とか「何かあったら、そ

のときには連絡して来てください」というふうには

言わないで、「やっぱり一度、ちゃんと話を聞いてみ

よう。」「肌で感じている心配が、どんなことなのか

を確かめてみよう。」いうことができるかできないか

が分かれ道になるときがある。本当に心配しなけれ

ばならないものか、そうでないものかということの

選別はとても必要ですが難しいことだと思います。

このことは、赤ちゃんのケースに関わっていて、

心配な状況を肌で感じ取っている保健師さんとの関

わりにおいて特に重要だと思います。続けて保健師

さんに関わってもらうにしても、児童福祉の方で、

枠組みを設けて置くことが、その支援を充実したも

のとするために、どうしても必要だということが少

なくないのではないかと思います。これは、市区町

村の児童福祉主管部署として設定できる枠組みなの

か、あるいは児童相談所によって設定すべき枠組み

なのか。内容によって異なって来るとは思いますけ

ど、その枠組みを設定していただいた上で、母子保

健の方に丁寧に子どもと家族にかかわってもらうと

いうことがとても重要だと思います。母子保健と児

童福祉、市区町村の母子保健と都道府県の児童相談

所との間で対等な関係を結ぶことは非常に難しいこ

とではありますけれども、ケースの対応においては、

これがとても重要です。特に小さな赤ちゃんの命を

守るためには、「関係」だけではなく「枠組み」が

とても重要になるからです。

現実からするとたくさんのことに追われていて、

なかなか困難ではあるとは思いますけれども、法律

の上では、こういった場合には、協議の場を設けて、

そのうえで、保護者と支援者との間に、枠組みを設

けるというような責任や権限が市区町村にはあると

いう認識をちゃんと持っておく必要があるというふ
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うに思います。

このようにお話しを続けていると、市区町村の方

が求められている役割の多さや大きさを考えると、

ため息が出て来ます。私は最初に、自己紹介でも触

れたように、もため息ばかりついていて、もう限界

かなと思って教員になったんですけど、自分のいた

ところの悪口だけをいうことで終わりにはしたくな

い、少なくともソーシャルアクションだけでは一生

懸命しようと思っています。行政に身を置いた上で

ソーシャルアクションをするって難しいですよね。

首長とか上司の了解を得ないで、起きていることの

実際を外に出すこと、発信するということはして良

いことではないと思います。でも、だからこそ、市

区町村や児童相談所の実務にいる方が、許されるや

り方で文章を書くとか、実践報告をするとか、その

立場で行える機会や方法を通じて出していくこと

が、求められていると思います。

ここでお示しした図は、市区町村の児童福祉、市

区町村の母子保健、そして市区町村の教育、そして

児童相談所との狭間に、当事者である子どもと家族

を陥らせない、そのことが大切だということを書き

表そうとしたものです。今日申し上げてきたこと、

市区町村の法律上の役割をちゃんと押さえる。皆さ

んは市区町村の児童福祉主管部署の方が主であると

思います。皆さんと同じように子どもに深くかかわ

る市区町村の母子保健担当、そして同じ市区町村の

教育の担当。この３者が協力したうえで、同じ児童

福祉だけだけれども強制的な権限や子どもを保護す

る機能を持っている都道府県の児童相談所とが力を

合わせる。ほかにも大切な機関は、数多くあるにし

ろ、この主要４カ所でちゃんと「のり代」をつくっ

た上で協働する。そうして、子どもと家族の利益を

損なうことがないように、当事者たちを谷間に落と

さないようにする。このことがコーディネートの一

番の役割だろうと思います。

これ以降の内容も、大方は、スライドの図に沿っ

てのものとなりますので、それを見ていただきなが

ら、説明させていただきたいと思います。これ以降

は、今までお話ししたことより、さらに、実務的な

対応の方法に、比重のある内容になると思います。

この図と次の図は、今回お話しをさせていただく

ために、春に同様の研修会の講師をさせて頂いたと

きにはなかったものですが、新たに加えさせて頂き

ました。ここに示させていただくことが、今、とて

も重要なことだと考えています。と言いますのは、

さまざまに言われていることがありますが、かえっ

てそこで言われていることによって、ともすれば、

対応の現場を混乱させ、間違った対応を拡げてし

まっているのではないかと考えるからです。

皆さんも、良く耳にしたり、目にしたりすると思

いますが、死亡事件が発生して、特に加害の内容が

悪質で、しかも行政の対応が不十分であったために

そのような結果につながったというような事案が発

生すると新聞等に必ず躍る言葉があります。そのよ

うなときに、必ず言われることの一つが、「情報の

共有がなされていなかった」「不十分だった」とい

うことです。

でも、誤解や批判を受けることを承知で申し上げ

ますけれど、果たして、情報の共有を、シラミ潰し

のようにすることが可能なのか、果たして、もしそ

れが可能だとしたとしても、そうすれば本当に、子

どもと家族を救うことができるのかと私は思ってし

まいます。実際には、情報だけはたくさんあって、

たくさんの情報の中で溺れそうになっているのでは

ないか。情報を集めることに追われて、必要な対応

がなされていないということが起こっているのでは

ないか。３歳児健診を受けていなかった、１歳６カ

月健診を受けていなかったのになぜ注目しなかった

のかと批判されたりします。でも、人口が10万人を
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超える、更には数十万人もいるような大きな自治体

だったりすると、１歳６カ月健診を受けていない子

どもは相当数にのぼる、３歳児健診を受けていない

子どももいっぱいいる。そのような子どもの一人一

人を追跡して行くということは、とても大変なこと

です。もちろん、今の時代は、コンピュータがあっ

て、データベースを作ればデータはいっぱい集めら

れるのかも知れません。しかし、果たして、それに

人間の判断や動きがついていけるものなのかどう

か？集められたデータを実際のかかわりに、どれだ

け反映できるだろうかどうか。こういったことの方

に、私の疑問はむきます。

自分に届くメールの返信もなかなか書けないよう

な生活を自分自身が送っていますし、スマホで検索

したり、フェイスブックから入ってくるニュースを

読んでいるだけで時間が足りなくなってしまって、

ああ、こんなの読んでいたために時間がなくなっ

ちゃったよと思うことを体験していることに照らす

と、情報が多いということは、逆にいろんなものを

見失わせたり、落としてしまうことにもつながるん

じゃないかと考えます。そして、それが、虐待対応

とか児童福祉の分野でもあるのではないか。「情報

の共有、情報の共有」と繰り返しと言うことは、い

かがなものかなというふうに思ってしまいます。

いま起こっていることは、この図の左側に記した

ようなことではないでしょうか。何かの事案が発生

した。だから、きちんと情報の共有に基づいて役割

分担をしなさい。情報を共有した上で担当する機関

を決めなさいと言われています。このような構造の

下で、機関同士が、互いに、どちらが主担当機関に

なるかという押しつけ合いが生じて、結局のところ

は漏れや対応のおくれ、かかわりの中断が生じると

いうことが起こっていのではないかなというように

感じます。この左側に記した、「情報を共有して役

割分担をする」というあり方を強調することを、国

を挙げて、あるいは研究者も含めて、みんなが言う

ことによって、なおさらおかしなことになっている。

いうならば、国を挙げての間違った方向を向いてい

るのではないかと思っています。

本当に大事なことは、もっと大切なことは、事案

が発生したときには、その事案に触れた人間や機関

が、何とかこの子どもを救おう、この家族を何とか

しようという価値ですね。子どもの利益というと

かっこうが良すぎますけれど、この子どもの危険、

人生、命、安全を、何とか守ろう、そのために力を

合わせようよという「意志の共有」をすることこそ

が、大事だと思っています。

最初に情報の共有ということが言われ過ぎるから

厄介なことになっている。事案が発生したときに、

まずきちんとその事案に出会うということが大事

だ。その上で、その事案の子どもと家族を何とか救

おう、その子どもと家族の福祉を向上させよう、そ

のためには今どんな情報を持っているの、あるいは

どんな情報が足りないの、分析の結果、持っている

情報とこれから得なければならない情報としてはど

んなことが考えられるのか、この子どもと家族に対

して何が必要なのかというふうに考えを出し合った

上で、役割分担をするということが重要なんじゃな

いかと思います。

役割分担が先にあるからもめる。この子ども、こ

の家族にとって何が必要かということが明らかに

なったときは、役割分担というのは、意外にスムー

ズに、あるいは適切な判断ができるのではないかと

思います。この左ではなく、右の流れにしていくこ

とがとても大事なのではないかと思います。　

役割分担が決まらないために時間を費やし、消耗

することが非常に多いのではないでしょうか。何々

を「すべき」「べき論」で論じれば、必ず衝突が起こっ

て漏れが生じると思います。事例が発生するときに
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は、何かがあるんですよね。誰かによってそのこと

が、気づかれたり、もたらされたりするわけです。

それは当事者からの相談である場合もあります。ど

なたかが通告してくださるかもしれません。あるい

は既にかかわっていた人々の、ちょっと心配なんだ

けどという「気づき」によるのかもしれません。

何らかの端緒がある。その端緒があったときに、

それを活かす。そこで生じている状況をきちんと把

握していく。きちんと話を聞き、その人の心情に寄

り添う。次に質問を、会話の流れに注意を払いなが

らして行く。その方の語る様子や生活ぶり、あるい

は今まで起こった出来事を大事にしながら、同時に

観察するということですね。このようなやりとりを

通じて、今、何が起こっているのかを明らかにして

行く。このようにして既にわかっていることを確か

め、まだ押さえられていないこと、それらを調べて

行くことが大事だと思います。

このとき、基本情報を把握したうえで、そのほか

の情報を肉付けして行くことが非常に重要です。残

念なことですが、現場での事例検討に参加させて頂

いたときに、これがしば漏れていることに出くわし

ます。父母が何歳かという情報が漏れていたり、い

つ頃から今の家に住むようになったのかということ

が漏れていたり、子どもの体重が減ったといっても、

保育所に入園した時の体重が何キロで、５か月後の

今の体重が何キロなのか、そういったことが案外抜

けているものです。そういった基本情報をきちんと

押さえていくということが、調査ということにおい

てとても大事です。

その上で、こうやって得た情報に基づけば、こう

いったことが言えるかもしれないなという仮説を支

援者は立てる必要がある。でも、仮説は一つであっ

てはいけないと思います。最悪であった場合、危険

を前提とした仮説と、少し強みに着目して、こうい

うことがあったから大丈夫なんじゃないかといった

楽観的な仮説と、そして、これらの両方の中間の状

況であった場合の仮説、最低限この三つの仮説を

持って取り組む必要がある。これが、大事なことだ

と思います。

深刻な仮説だけで進めれば、多くの場合は過剰な

対応になりますし、強みだけに着目して楽観的な仮

説だけを採用したのでは、大丈夫だから先延べしよ

うとか、あるいはこの強みに着目すれば、お母さん

やお父さんが頑張ってくれるだろうということで他

が見えなくなってしまう。実際にそうだったとして

も、良い状態がずっと持続できるとは限らない。やっ

ぱり複数の仮説を持って、一つの仮説に絞り切らな

いということが大事だと思います。

複数の仮設を持ち続けながら、その上で、実際の

ところを検証し続けるということです。かかわる中

で、本当はどういうことなんだろう、子どもと家族

の状況はいつも変化しているわけですけれども、今

のコンディションはどうなんだろうということを確

かめ続けていく。そのためには、やはり当事者にき

ちんとかかわっていくことが欠かせない。実際は当

事者抜きの事実の把握なんてことはあり得ないので

す。このためにも、だからこそ説明責任を果たす必

要があるわけで、「子どもの状況を把握する責任が

ある。あなたは関わりを望まないかもしれないけれ

ども、我々にもこの責任があるのです。」というこ

とをちゃんと伝える。そのときは、「私たちには、

決めつけることはできません。でも、こういう危険

があるのではないか、こんな可能性はないのか。こ

ういったふうに私たちは感じます。」ということを

率直に申し上げていく。ある意味、そういったやり

とりを通じてこそ信頼を得ることができる。当事者

家族、子どもと家族のことを、きちんと理解してい

こうとするかかわりの延長線上にだけ、続けて関わ

らせていただくということの合意が得られる。こう
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いった具体的な関わりの中で支援というものがどう

いうものかが初めて理解される。そのようにしてで

きる当事者と皆さんとの関係の中に、力を借りたほ

うが良いさまざまな関係者に入っていただく必要も

合意されて、協働するチームによる支援が展開でき

るようになるのだと思います。

このように私は考えるので、支援も介入も、かか

わりの端緒から既に始まっているもので、きちんと

した介入があって支援が成り立つ、介入と支援とい

うものは重なっているものだと思います。スライド

には、介入のところにも、支援のところにも、括弧

をつけて「広義」と書き入れました。あくまでも生

活する人、暮らす人、その親子、家族に、公の責任

を持つ皆さんがかかわらせていただくということ

で、市民の生活に公権力が介入するという意味での

介入。どんなにソフトであろうと介入性を持つんだ

と。支援というものは権力的なものだということを

自覚して、きちんと説明を果たす。その意味での介

入です。

さて、次に、これだけはやめましょうという点を

幾つか申し上げておきたいと思います。自分もやっ

ちゃったなという反省も込めて幾つか挙げていこう

と思います。

このスライドでは三つの例を挙げてあります。

コーディネートするということが、この３つである

かのように捉えられている例は少なからずあるので

はないでしょうか。１つは「割り振ること」、もう

１つは「関係者を支配すること」、そしてもう１つ

が「自分では動かないで人に仕事をやらせようとす

ること」です。これらは危険で、とても残念なこと

だと思います。でも、こういったことが意識的では

ないにしても、はたから見れば、そういう内容になっ

てしまっていることがあるように思います。　

この図の左側の３つの項目には、それぞれ線が引

いてあります。割り振ることだけ、支配することだ

け、みずから動かない、こういうことをやめていく

という意味です。

具体的には、「乳幼児だから母子保健が中心にか

かわってください。私たちは、事務分掌にある養育

支援訪問事業の適用の手続きだけします。」という

ような児童福祉を担当する部署での対応例を伺うこ

とがあります。当事者の側が、サービスを利用する

力が十分にあるという場合には、これで良いのかも

しれませんが、「助けは欲しいが、厄介なことは退

けたい」といった家族の事例に、母子保健が危険を

察知して、ようやく関わりを続けているというよう

な例では、児童福祉主管課に求められる役割として

大きいことは、その親子が関わりを拒むようになっ

ても関わり続けられるための「枠組み」を設けるこ

とだと思います。前にも申し上げましたが、そのこ

とが重要です。

２つ目の例は、次のようなものです。要保護児童

対策地域協議会の調整機関を担当する職員が、ス

クールソーシャルワーカーに対して、保護者にかか

わることを制限したという例を伺って記したもので

す。実際に動きを抑えることが必要となる場合もあ

るでしょう。しかし、親子に関わる様々な機関が、

その機関のポジションに基づき、責任をもって、よ

りよい関わりをしようとしているものを、要保護児

童対策地域協議会の調整機関だからということを

もって、「勝手に動くな」「うちの了解を得てから動

け」などということを言い出してしまったら、支援

の働きは、それこそ不活発なものになってしまうこ

とでしょう。他の機関の動きを制限することは、そ

れぞれの事例において、個別的に、なぜそうなのか

の妥当性を示すことができて初めていえることだと

思います。

３つ目の例は、施設入所がからむ例には市区町村

は関与しないといった例です。たとえ、子どもを施
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設に預けたいということを言ってきたとしても、よ

く話を聞いてみたら、保護者の方々はそういうふう

に思い込んでいたけれども、さまざまな地域のサー

ビスを利用することで地域にとどまり親子での生活

が十分やっていける場合もあるわけですから、まず

は、おいでになった保護者の方の話を丁寧に聞いて

いただく必要があると思います。

市町村によって、施設に入所した子どもと家族へ

の関わりの姿勢や取り組みには、かなり違いがある

ように思います。施設に入所した時点で、その子ど

もを要対協の名簿から外してしまうところもあれ

ば、ある市区町村では、施設入所したのちも、その

子どもと家族に責任を持ち続けようという姿勢を

はっきり打ち出しているところもあります。

先ほどは、子どもを施設に預けたいと言って来た

場合にことを申し上げましたが、子どもを施設に預

けている保護者が、市役所に来たという場合のこと

も、もしその方が役所に来たのでしたら、とりあえ

ずはその人の話に耳を傾けてほしいと思います。

家庭引き取りを認めるか認めないかは、児童相談

所が決めることです。でも、いったん家庭に引き取

ることになれば、それからの生活は地域で営まれま

す。行方不明だった母親が、その地域に戻って来て

子どもの居場所を探して市役所に来た。このような

場合には、その窓口、そして児童相談所で、そして

子どもが預けられている施設において、３回同じこ

とを聞く面接をしても良いはずです。そうすること

によって、本当のことがわかる、空白となっていた

期間のことがわかる、引き取ったあとにしなければ

ならない支援の中身がわかるのだと思います。

割り振ることがコーディネートじゃないというの

が私の主張です。仕事がいっぱいありますので少し

でも軽くしたいという気持ちはよくわかります。し

かし、この仕事というのは、割り振れば仕事が軽く

なるかというと、そうではない。むしろ割り振ろう

と思うと、抵抗も受けますし、反発も受ける。いざ

こざも多くなるので、かえってややこしくなるとい

うことがある。

本来のコーディネートは、やはり子どもと家族、

当事者の幸せを何とか実現するという価値を共有し

て、当事者と皆さんが何とか力を合わせて、しかも

いろんな人、いろいろな機関、もちろん当事者のご

親族などの力をも全部動員して、この目的、目標を

一緒に実現しましょう、私たちはチームになりま

しょうというイメージで組み上げるものなのだろう

と思います。このような考え方は、「ターゲットシ

ステム」を作るというという言われ方で、ソーシャ

ルワークのテキストにも紹介されているような基本

的なものです。

コーディネートというと、どうしても複数の関係

機関や関係やとの関係を調整することだと思ってし

まいがちですけど、重要なことは、そのこと以上に

目標を共有すること、価値を共有すること、その上

で我々にはチームとして何ができるかという発想に

持って行くことです。当然のこととして、みんなが

忙しい、またみんなどの機関も限界を持っているわ

けですから、お互いの間でお互いのことに目をむけ

れば、ややこしいことやいざこざが起こる。それを

乗り越えることができるためには何が必要かという

ならば、やっぱり目標を外部化して、そこに向かい

ましょうという構造をつくり上げることだと思い

ます。

次のスライドをご覧ください。いま、当事者の利

益を実現するためにチームになっていくことが大切

だということを申し上げたわけですけど、これは、

三つの事例でこれを再確認しようとしたものです。

一つ目の事例です。放浪していた、一時保護した、

そして一時保護所からの引き取りを実現した。児童

相談所では、保護者に念書を書いてもらって、もう



■ 研修講演より ■

43

こういった放浪が二度と起きないように注意してく

ださいというふうに児童相談所のワーカーが話した

という事例です。要対協の実務者会議に出てきそう

な事例ではないでしょうか。

皆さんは、市区町村の職員として、児童相談所か

ら、そのような報告を聞かされたら、どうでしょう、

どのように対処するでしょうか。黙って、その報告

を聞くのでしょうか。それとも質問をするでしょう

か。質問をするとすれば、どんな質問をするでしょ

うか。質問をするだけではなく、引き取りを決める

児童相談所の面接への同席を求めたり、引き取り後

の家庭訪問に同行することを求めたりということを

するのでしょうか。そのようなことをせずに、ただ、

児童相談所からの報告があった。「念書を書かせて

引き取らせました。あとは地域で支援してくださ

い。」と言われても、どう支援したらいいかわから

ない。そのようなことにはならないでしょうか。

一時保護を経たのであれば、引き取りを決めるた

めの面接に１時間か１時間半の時間をかけることに

なるでしょう。その面接において、その子どもは、

どういう子どもなのかとか、今までどんなことにお

母さんは取り組んで来られたのかとか、したいと思

いながらできなかったことはどういうことだったの

かとか、そういうところについて聞いてもらい、こ

れへのお母さんの応答を聞いて見なければ、どのよ

うな支援が組み立てられるかは分かるはずはないと

思います。

今年の10月に実父に対する判決があった厚木市の

死亡事例だってまさにそのような事例だと言えると

思います。朝４時半の真っ暗な中、３歳半の子ども

がＴシャツと紙おむつと裸足でまちをふらふらして

いた。だとすれば、引き取りの面接のときには次の

ようなことを聞かなければなりません。「どうして

そういうことが起こったのでしょうか。」「お子さん

のことを心配しているのはお母さんでしょうから、

こういうことを聞くのも失礼ですけれども、お母さ

んは子どもをご主人に託して出かけられて、帰れな

くて翌日帰ってきたということですけれども、ご主

人はおうちにいて子どもが家から出てきたのでしょ

うか。あるいは、お父さんは子どもを置いたまま、

朝早くのお仕事へ出ていってしまったのでしょう

か。」「どうやって朝の４時半の真っ暗いところに、

子どもが裸足でＴシャツと紙おむつで出て来ちゃっ

たんでしょうか。」「お母さんはどう思いますか。あ

るいは、そういったことは以前にもあったんです

か。」と。

「お母さん、子どもが児童相談所に保護されたと

いうことを聞いて、びっくりしたでしょうね。でも、

発見されてよかったと感じたでしょうね。今日はお

母さんだけでお迎えにいらしたわけですけども、来

られる前に、お父さんとはどんなやりとりをしまし

たか。お父さんは何とおっしゃっているんですか。」

ということも聞く必要があります。

そういった流れの中で、「これはお父さんの話も

聞かなきゃならない。引き取らせることは適切だと

しても、２～３日後か１週間後でもいいんですけれ

ども、お父さんがいるときに家庭訪問をして、お父

さんからもお話を聞いて、子どもの状況の把握をさ

せていただく。それが必要です。」という判断になる。

このように、子どもの状況の把握がなければ支援は

組み立てられません。

真ん中に挙げた事例も、数年前に起こった死亡事

例です。この事件の発生を報じた報道を見た限りで

は、やれることがあったのかどうかわからないと

思っていますけれども、教訓としては受け取ってお

くべきことがあると考えています。この例では、健

診の際に、お母さんが２歳の子どものことについて

発達障害があるんじゃないかと繰り返し相談してい

たそうです。健診の際ですから、たくさんの人がごっ
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た返す中だったはずですから個別の時間はとれな

かったと思います。でも、もし、20分程度でも、も

し、このお母さんと個別の面接ができていたら、支

援者はどのようなことに注意して、どのようなこと

をお母さんから聞き取るべきなのでしょう。報道に

よれば、実際には子どもには発達障害はなかったと

いうことです。そうなると、「大丈夫ですよ」とい

うことで終わってしまう可能性が高い。でも、お母

さんの心配は晴れなかった。この事例では、その後、

お母さんが、心配のあまり、自宅で子どもの息を塞

いで、命を奪ってしまったのです。

よくよく報道の内容を見てみると、この死亡事例

では、子どもは２歳で、お父さんとお母さんとの間

では10歳以上も年齢が離れていて、しかもお母さん

は41歳で、子どもが２歳になる前に離婚していると

いう状況だったようです。これらのことを踏えれば、

子どもに発達障害があるかないかだけに着目するの

ではなくて、家族全体のこととか、前に「心配ない

ですよ」と言われたことをお母さんがどう受けとめ

て、心配だった気持ちについてどう変化したのかと

いうようなことが聞けるか聞けないかがポイントに

なってくる。

３つ目は、家庭引き取りの事例です。残念ながら、

家庭引き取りになって、１年弱が経過した時点で、

妹の方が死んでしまったという事案です。お母さん

が外国籍の方で、赤ちゃんと小学生を置いて出て

いってしまって、２年間帰ってこなかった。しかし、

そのお母さんが現れた。この事例では、児童相談所

と児童福祉施設がかかわって家族再統合プログラム

も実施しています。しかし、下の子の家庭引き取り

を決めるときには、要対協での情報のすり合わせや

協議が十分にはされなかった。春に引き取られた３

歳の妹の体重は、その年の夏には春のときの体重よ

り２キロも減っていた、そして、さらにその半年後

の冬に餓死してしまったということなのです。

お母さんには２年間の行方不明の期間がありま

す。お母さんが戻って来たときに、この２年の間、

どうしていたのかということがどれくらいわかって

いたのか、そこが良くわかりません。家族再統合プ

ログラムに乗せる前のこと、「聞き取り」をするこ

とがすごく大事なわけだし、お母さんが家庭引き取

り後はこうしますという見込みが本当に実現できる

かどうか、それが地域生活の中で行えるかどうかと

いうモニタリングが重要なはずです。そのためには、

引き取り後も関わらせて頂きますという、お母さま

との「契約」が必要だと思います。この事例では、

家庭引き取りの条件であった保育所への通所は数か

月も続かずに退所になっていたといいます。

まず、当事者の考えや事情を聞き取った上で作戦

を立てて、それを実行するためにかかわらせていた

だく。次はいつどのように会うのか。定期的に会う

のか、１カ月後に会って、その日に次の予定を決め

るのか。そのあたりのことまで決めておかなければ、

実際の支援は展開できない。また、具体的な役割分

担も決められないのではないか。そのように考え

ます。

次に、要保護児童対策地域協議会、特に、個別事

例検討会のことについて述べさせていただきます。

個別事例検討会をどう位置づけるか。これをどのよ

うに開いて行くかが大切なことだと思います。

代表者会議と実務者会議、それに個別事例検討会

とがありますが、どれが最も大事かというようなこ

とを言うと、語弊が生じるかもしれませんが、あえ

てそれを承知で言えば、一つ一つの支援事例に対し

て、より的確に援助ができるように目指す個別事例

検討会が最も重要だと考えます。この個別事例検討

会が活発に行われて、きちんとしたものになるため

に実務者会議がある。さらには、そのようなことの

前提を合意するために代表者会議がある。個別事例
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検討会を、実務者会議と代表者会議が下支えすると

いうような要対協のイメージをつくっていくことが

必要であろうと思います。　

自分の機関、市区町村のポジショニング、この他

に他の関係機関のポジショニングをきちんと押さえ

ていく必要がある。これは常に合意を新しくしてお

かなければなりません。これを代表者の間で合意し、

実務者会議のレベルでも具体的に確認するという作

業はやはり必要です。しかし、実際にこれを進める

ということは、抽象的なやりとりをしていても実現

できるものではありません。

関係機関、多機関とのコーディネートのあり方が

今日のテーマでありますけれども、果たして、いろ

いろな機関との信頼関係なり、協働の関係はどのよ

うにしたら実現できるのでしょうか。正直なところ、

ここで求められているもので、しかも、その本当の

ことは、やっぱり会議だけでは実現できるものでは

ないんじゃないというのが私の実感です。会議では

大方のことを合意していくことができる。例えば枠

組みについての合意は得ることかはできるのかもし

れません。しかし、本物の信頼関係、たいへんな状

況でも、負担が増えるような場合でも、「それはう

ちがやるよ」とか、「これは私どもがやるよ」とい

うような関係を実現するためには、実際のケースに

かかわって一緒に汗を流して、「これ、うまくいっ

たね」とか、あるいは「これはうまくいかなかった

ね」という実際の体験の共有があって、初めて本物

の協働の関係というものが成り立って行くのではな

いか。それなしにはあり得ないと思います。

困難で厳しい仕事わけですから、互いに嫌な思い

や行き違いもある。でも、それをなんとか乗り越え

ていく。そのためには、自制と忍耐が求められます。

いったん感情的になってしまって、せっかく積み上

げた信頼関係や連携の関係を壊わしてしまうことも

起こってきます。そのために、何度も失敗を重ねた

ことを思い浮かべます。関係機関がしてくださって

いたことに対して、「こんなのだめです。」みたいな

ことを言って文句つけて、後から、それまでやって

頂いていたことをしてもらえなくなったという経験

が幾つも思い返されます。

さて、協働してやっていかなければならない重要

なことして、支援状況のモニタリングと進行管理の

ことを述べさせて頂きたいと思います。このことに

おいても、改めて、要保護児童対策地域協議会の実

務者会議と個別事例検討会との関係について考えて

みることになると思います。

要対協で進行管理されている事例数は、死亡事例

の検証の委員会でも、その対象となった事例を管轄

する自治体の状況が調べられています。これによる

と、全国に渡りますが、平均で100件あまり、１回

の進行管理の会議にあてられている時間は平均で約

２時間半ということです。１回の会議に、３時間、

４時間という時間をかけているところもあり、この

ようなところの例も含めての平均ですから、実際に

最も多いのは、約２時間ということではないでしょ

うか。とすれば、進行管理すべきケースが100件、

会議時間が２時間ということですから、１事例に対

して１分ちょっとの時間しか当てられないというの

が現実なのだと思います。そこでは、「見守り。」「見

守りをして行きましょう。」「変化がありますか。な

ければ次に行きます。」というやりとりの繰り返し

が、実際には多くなるというのが現実なのだと思い

ます。こうなれば、メンバーであっても、会議への

欠席も増えて来るということが起こってきます。こ

ういった会議では、本当に意味のある吟味は難しく

なります。やはり、このような会議で、進行管理が

できるのかどうか。それは本当に正しいのかという

ことを問わなければならないでしょう。

複数機関で行われている支援の状況を把握して、

これの全体の進行管理をちゃんとしなきゃいけな

い。これがとても大切で、そのことがコーディネー

トの中核的なところなんだという言い方をすれば、

それを誰も否定はできないでしょう。そして、その

ことを私もここで言わなければならないのだとは思

います。しかし、それは、本当にできることなのか。

実際にはどうしたら良いのか。この正しいこととさ

れていることによって広がっている「間違い」や「歪

み」がないのか。私は、そちらの方を、ここで申し

上げなければならないと思います。

正直に言えば、私は要対協の実務者会議で進行管
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理を行えるということを、あまり信用していません。

かなり疑問を持っています。本当に進行管理をやら

なきゃならないのは直接かかわっているそれぞれの

機関であるのに、それが見失われ、忘れられるよう

になってしまったのではないか。「要対協」「要対協

での進行管理」ということが言われるようになった

ばかりに、かえって、このあたりまえののことが、

曖昧になってしまっているのでははいないか。関

わっている機関のそれぞれが、自らの機関のかかわ

りの進行管理を行うということの前提が見失われて

いる。これは、とても危険なのではないか。そう思っ

ています。　

要対協では、「主担機関」ということが言われます。

これによって生じている誤解や誤りにも注意を向け

なければいけないと思っています。これが　どうい

うことかというと、主担当以外は、相対的に自分が

主担当じゃないという緊張感の薄れた状態が生じて

いないかということです。複数の機関や関係者が、

ある子ども、ある家族に関わっていれば、関わる全

ての機関が、その子どもと家族に対して、それぞれ

の立場や関わりに応じて責任を持たなければなりま

せん。どの機関も、かかわるすべての機関や人たち

が、その子ども、その親子、その家族の担当なので

す。自分のかかわり、自分の機関の支援、自分の機

関の介入に対して、それぞれのところで進行管理を

ちゃんと行わなければならない。このような、それ

ぞれのところで行われる自らの機関の関わりについ

ての進行管理があるという前提に立ったうえで、あ

る事例に対して、共に関わっているグループとして

の進行管理がある。そしてそのような２つの進行管

理があった上で、要対協としての、要対協の実務者

会議か、それの一部に進行管理だけを行う特別部会

というような位置づけを与えている例も多いと思い

ますが、その市区町村の全体について見て行く総括

的な進行管理がある。このような、進行管理の多層

的な、或いは重層的なあり方を忘れてはいけないと

思います。

それが、そのようには捉えられず、要対協のほう

で進行管理をしてくれている、主担当機関が進行管

理をしてくれているというような間違った理解や体

制が広がっているのではないかと懸念しています。

このことを、図に示した事例で見てゆきます。図

の左上に書いた事例です、この事例では、男の子が

いて、その子どもが保育所に通っていて、お母さま

に精神疾患の既往があります。この例では、この子

どもが在籍する保育所が、保育所に在籍する子ども

や保育所と保護者とのかかわりを通じて支援を行っ

ています。これに対して保健センターは、お母さん

の病状や受診援助を行っています。そして、この事

例については、子どもの年齢が低くて、今は落ち着

いているにしても、今までの出来事やお母さまの具

合が悪いときのこと、子どもに関わりが難しいとこ

ろがあるなどのことがあったために、定期的に個別

事例検討会を行って、それぞれが得ている情報をす

り合わせて関わりの仕方についても調整して行きま

しょうということになっています。この個別事例検

討会には、市の調整機関も加わっています。ここで

は、保育所と保健センターでの進行管理と３者から

なるグループでの進行管理と、これらを前提とした
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要対協での包括的な進行管理の３つがあるというこ

とになります。　

下に記した、この市役所の実施例では、年間６回

の進行管理部会を市役所の児童福祉主管課と児童相

談所とで行い、その内の３回に母子保健の担当部署

に加わってもらい、もう３回に教育委員会の担当者

に加わってもらうということが行われています。こ

れらの間に、「代」「実」「研」と書きましたのは、

それぞれのタイミングで、代表者会議を年１回、実

務者会議の全メンバーに出てもらう会議を年１回、

それに、これらのメンバーとともに、地域内の保育

所や学校の先生や民生・児童委員さんなどにも参加

を呼びかける研修会を年１回開くというあり方を落

とし込んでいます。どんなに活発に行ったとしても、

年間にこれだけのことを行って行くということにな

れば、相当に大掛かりで、大変な事務量になるので

はないかと思います。

最後に、一つの図をお示しして、それを見ながら、

もう一つ、今日色々なことを申し上げましたけど、

それらの全体を振り返って整理したスライドを一枚

示させていただいた上で、わたくしの話を閉じさせ

て頂きたいと思います。　

これは、野球のグラウンドと、そこを守る各選手

の守備位置を記したものです。ここで内野手を例に

とっていえば、例えば二塁手の定位置はここですが、

守備位置は、大体この辺からこのあたりまでとなり

ます。これに対してショート（遊撃手）というのは

この辺が守備位置ですが、このあたりからこのあた

りまでのボールを拾いに行きます。サードにはサー

ド（三塁手）にも、ファースト（一塁手）にはファー

ストに、それぞれの守備位置がありますが、それぞ

れ、そこだけを守っているわけではない。野手と野

手の間にボールが落ちないように、間に飛んできた

ボールを逃さないように、自分の守れる範囲をどれ

くらい拡げられるか。優秀な選手であることの条件

の一つは、守備範囲がどれくらい広いかということ

にあると思います。　打たれたボールは正面にだけ

飛んで来るわけではありません。打球の多くは野手

と野手の間に飛んできます。そのようなボールを、

それぞれがとりに行って、そのうえでどちらかが

ガッチリと受け止める。そういったものだと思いま

す。この野球の例のように、児童虐待の対応の場合

でも、のり代や自分以外のところのカバーやバック

アップに入るということがなければ、確実な支援は

できません。勝利を収めるためには、監督やコーチ

だけがスーパーバイズをするわけではない。ピンチ

になれば、野手がマウンドのところ集まって、どう

しようかと話しあったり励ましあったりする。これ

と同じようにすることが、支援者同士で行う相互の

スーパービジョン、或いはグループスーパービジョ

ンなのではないかと考えます。いかがでしょうか。

今後、児童福祉法や児童虐待防止法の改正が行わ

れて、市町村と都道府県の役割分担が、どのような

かたちなるかはわかりませんが、見直しが何らかの

かたちでなされるのだと思います。しかし、どのよ

うに見直されるにしても、「のり代」と「重なる部分」

があるんだということを前提としなければ支援は成

り立たないと思います。



■ 研修講演より ■

48

そして、これを実際に行ってゆくときには、コミュ

ニケーションの力や忍耐が必要だのだと思います。

厳しい仕事ではありますが、みなさんには続けて取

り組んでいただきたいと思います。

ずっと長々と話をさせていただきましたけれど

も、これで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

（終了）
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講義「虐待ハイリスクケースの親グループ支援」

鷲　山　拓　男

（とよたまこころの診療所）

Ⅰ　はじめに

１　母子保健の虐待予防と親グループ支援

母子保健の虐待予防について、親を援助する精神

科医の立場から諸原則を論じたうえで、その援助方

法のひとつとして、なぜ虐待ハイリスクケースの親

をグループで支援することが大切なのかを説明し

ます。

ハイリスクアプローチの虐待予防の観点から、重

症度の高い虐待の世代間連鎖についてあらためて理

解したうえで、次世代への連鎖を防ぐ方法のひとつ

としてグループが有効であることを示します。「子

どもを自力で安全に育てることができない私であ

る」ことと折り合いをつけるプロセスをグループは

提供するのです。

また、わが国に特有な、母親に子育てを押しつけ

る「母性神話」が虐待を悪化させる因子のひとつで

あり、その呪縛を解く方法としてもグループが有効

であることを示します。「支援を利用してもよい、

子どもをあずけてもよい」と思えるようになること

が、虐待を予防します。

後半では、グループの実際について、集団療法の

理論や文献を示しつつ説明します。

（なお、本稿に登場する事例は、多くの実事例を

もとに個人情報を排除して筆者が再構成した架空の

事例です）

２　子どもの虐待（child abuse & neglect,

　　maltreatment）を予防の観点からとらえる

児童福祉の領域では、子どもに生じた有害な結果

から虐待という問題を定義するのが通常ですが、母

子保健の虐待予防においては、有害な結果がまだ生

じていない、あるいは子どもがそもそもまだ生まれ

てもいない段階で支援していきます。予防の観点か

らは、子どもの虐待を「子どもの安全に発育する権

利」の侵害ととらえた方が実際的です（鷲山，

2004）。子どもには安全に発育する権利があり、そ

れを守り実現するのが虐待予防であるならば、虐待

予防は母子保健の本来業務です。

３　親治療と親への援助

筆者は1990年代より、母子保健行政と連携して子

どもを虐待する母親の治療に取り組んできました。

親の治療は、薬物療法、精神療法、家族療法、集団

療法などを組み合わせて行いますが、最も重要なの

は母子保健の援助関係を軸とした、育児負担や生活

ストレスを軽減する生活援助です。

早期に改善できる問題をまず改善します。薬物療

法が有効な場合もあります。親グループに参加して

「子育ては人の力をかりていいんだ」と思えるよう

になることで改善することもあります。数ヶ月でか

なりの改善が通常可能ですが、それで解決ではあり

ません。短期では改善しない問題には中～長期の援

助計画を立てます。どの程度子育てを本人にゆだね

てよいのか、どのくらいの支援を継続するか、一例

一例の見立てが大切です。

子どもの安全な発育と、世代間連鎖を断つことが

目標です。世代間連鎖を断つためにどのような支援

が必要であるかは、すでにさまざまな研究がありま

す。世代間連鎖を断つ方向への援助ができているか

＊　平成27年度「保健研修」での講演をまとめたものです。
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どうかを援助者、治療者が意識していくことが大切

です。

子どもの虐待では、援助関係を形成して親の孤立

を解き、親を援助することが予防につながります。

その方法のひとつとしてグループを併用します。

４　子どもの虐待をめぐる社会的否認と1990年代

　　からの虐待防止の取り組み

子どもの虐待は、その存在を長く社会的に否認さ

れてきました。Kempe, C. H. ら（1962）の論文によっ

て米国で虐待の存在が明らかにされてもなお、わが

国では否認がつづきました。一方で、1990年に大阪

で児童虐待防止協会が設立され、1991年には東京で

筆者が評議員をつとめる子どもの虐待防止センター

が設立されました。

大阪府の保健師が家庭訪問をくりかえし、危機に

は保健師が児童相談所につなげて施設入所させる、

在宅では保健師が親や福祉事務所を説得して保育園

入所を実現し、関係機関をあつめて事例検討会を行

い連携するなどの取り組みが効果をあげ（小林，

2009）、1990年代後半には筆者が非常勤医をつとめ

る練馬区などの都内自治体でも同様の取り組みが始

まり、その取り組みのひとつとして親グループ支援

が行われるようになりました。

５　虐待ハイリスクの親への援助の方法（指導では

　　なく支援）

Kempeら（1978a）は、虐待が生じるには、親自

身の被虐待歴や情緒的剥奪体験、親にとって失望さ

せられる子ども、生活上の危機、親の心理社会的孤

立の４つの条件がそろっているとします。Kempe 

らが述べているように、われわれは、親たちの生育

歴に根差す歴史の長い問題を簡単には取り去ること

ができないし、可愛くない子どもが可愛く見えるよ

うに変えることもできません。しかし、援助関係を

形成して親の孤立を解き、危機への援助を始めるこ

とはすぐにもできます。親への援助の方法は、

① 　誰かが親の相談相手になることで親の心理社

会的孤立を解く

② 　その援助関係を軸に親の生活ストレスの実質

的軽減を図る

③ 　子どもの心身の健康を他の大人が子どもに直

接関わることで改善する

④ 　これらの援助で親の負担が軽減した後で親の

育児を変える働きかけを行う

という順序が大切です（小林，2007）。虐待ハイリ

スクケースの親グループが行う援助は、①から③で

す。④は、結果として実現することはありますが、

主たる当初目的とはしません。

Kempeら（1972）は保健師による家庭訪問を有

用な援助方法として推奨し、保健師は援助にあたっ

て、批判的（critical）でないこと、判断的（judgemental）

でないこと、自身を治療的因子（therapeutic agent）

として活用する用意があることが大切であり、育児

の方法（"how-to" advice）を教えるよりも親の話を

共感的に聴く（sympathetic listening）ことに大幅

に重点を置くべきであるとしています。親に横並び

で寄り添う援助関係を形成し、孤立を解き、相談に

のり、「信頼に値すると親たちが実感できる援助関

係」として、保健師は自らを親たちに処方します。

健康問題だけでなく、心理的、社会的な困りごとを

「この人になら、相談できる」と思えることが虐待

を予防します。虐待ハイリスクの親への援助におい

ては、育児指導ではなく育児支援が大切です。「深

く生育歴に根差す親の育児の改善には一般的指導は

効を奏しない（小林，2015）」という認識が援助者

に必要です。

６　援助者が保健師であることの意味

Olds, D. L. ら（1986）による研究で、10代、未婚、

低所得などのハイリスク初産妊婦に妊娠中および出

生から２年間、看護職が訪問することで虐待の発生

率が低下しました。Oldsらはさらに、この訪問の長

期予後調査を行い、15年予後調査で子どもへの虐待

やネグレクトが有意に減少していたこと（Olds et 

al., 1997）、女児が19歳になった時点で逮捕されたり

有罪判決をうけている可能性やすでに出産している

（初産10代になってしまう）可能性が大幅に減るこ

と（Eckenrode et al., 2010）を実証しました。

この訪問は、地域保健または母子保健の経験のあ
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る看護職が行うと大きな効果が示されますが、準専

門職が行った場合は事前の訓練と十分な指導体制が

あっても効果が低く限定的となる（Olds et al., 

2002）ことが示されています。

個人のみでなく「地域生活を営んできた家族」を

事例としてその生活史（history）を把握し、生活史、

現症、長期予後を20年前、20年後というライフサイ

クルの時間軸のなかで見立て、予防のために今何を

すべきかと考え、援助関係を形成し、予防医学的に

有効な援助をしていくことは保健師の専門性です。

虐待ハイリスク事例の長期予後改善（世代間連鎖を

断つこと）を目標とした虐待予防には、このような

保健師の専門性が重要です。

養育能力の低い傷つきやすい親たちが、看護職の

訪問にはより多くドアを開けます。この違いの背景

には、看護職がその業務をとおして得てきた信頼の

積み重ねがあります。来てくれた看護職は助けてく

れるしその能力があるという暗黙の約束事（implicit 

promise that they will help）への親たちの信頼があ

るとOlds（2013）は指摘しています。わが国の母子

保健の乳幼児健診が９割台の高い受診率を維持して

いることもまた、保健師が歴史的に獲得してきた信

頼のあらわれでしょう。この信頼は、損なうことな

く大切にしていかなければなりません。わが国で保

健師が母子保健の場で行う親グループもまた、この

信頼に立脚しているからこそ機能するのです。

Ⅱ　ハイリスクアプローチの虐待予防

１　世代間連鎖型Bertieの症例

「優しいよい母親でありたいという、とても強い

意識的願いにもかかわらず、患児の母親が自分が母

からされたのと同じことをしてしまったのは明らか

であった。」（筆者訳）

Kempeら（1962）の論文The battered-child syndrome

の本文中に出てくるCASE１．は、のちに“The Battered 

Child”の初版（Steele & Pollock, 1968）、２版（再録）、

５版（Steele, 1997a）にも登場するBertieの症例です。

この症例を用いて世代間連鎖の病理を説明します。

母に口答えしようものなら半殺しにされてきた重

篤な被虐待歴のある Bertie が健忘（amnesia）状態

で生後３ヶ月の長女 Cindy に重傷を負わせました。

Bertie は一見全く正常に見え、「子どもを虐待する

なんてあり得ない」ようにみえます（Steele & 

Pollock, 1968）が、生活史を保健師が少しきくこと

ができれば「虐待ハイリスク」と判断できるでしょ

う。一週後に、Bertie は Cindy に重傷を負わせた

のは自分であると悟り、大量服薬自殺企図して搬送

されてきます。

保健師は母子手帳交付で、産科医療機関からの紹

介で、あるいは新生児訪問で、わが国の優れた母子

保健システムのおかげで事故を起こす前のBertieに

会うことができます。そして、事故を予防する役目

となります。「訪問をくりかえしてすみやかに援助

関係を形成し、育児負担を大幅に軽減しつつ、子ど

もを預けていいんだと思えるように支援し、延長保

育つきの保育園にCindyを預け、BertieとCindyが１

対１になる時間をゼロに近づける」ことができれば

事故はおそらく予防できます。さて、「よい母親で

ありたいと強く願っている」Bertieに「子どもを預

けていいんだと思えるように」どうやって支援すれ

ばよいでしょうか。

CindyはBertieとふたりきりにならない条件での

退院となります。よい母親でありたいと願うBertie

に必要なのは、Cindyを虐待してしまう自分である

という現実を生きていけるように「折り合い」をつ

けることです。

２　非現実的な期待（unrealistic expectations）と

　　世代間連鎖

Steele, B. ら（1968）によれは、虐待する親の病

理として、子どもへの非現実的な期待と現実の度外

視、その背景に知覚の歪み（misperception）があり、

この歪みは世代間連鎖でもたらされます。この知覚

の歪みは、まだ寝返りもうてない乳児の泣き声が掟

破りのならず者とされてしまうような現実検討の歪

みを含み、解離性健忘や自己同一性の障害などの重

い病理と関連しています。

Azar, S. T. ら（1984）は、Steeleらが力動精神医

学の用語で記述した虐待する親の子どもに対する非
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現実的な期待について、行動療法家の立場からの研

究でその存在を実証しました。Azarらはまず、同

じ地域に住む一般の虐待していない母親を対照群と

して、虐待する母親の子どもに対する非現実的な期

待の存在を実証します。Azarら（1986）はさらに、

虐待が生じた家庭の、虐待していない母親（パート

ナーが虐待者である事例）を対照群とすることで、

この非現実的な期待は虐待が生じた家族環境の影響

で発生したものではなく、虐待する親個人の素因で

あることを明確にしました。セルフケアができ、きょ

うだいの世話ができ、親を助けることができて当然

だという、子どもの現実の能力に不相応な期待の存

在が高い相関で実証されました。

Bertieは親から半殺しにされないために完全な服

従によって適応しようとします。Steeleらは、子ど

もが親からの非現実的な期待に即座に完璧に応える

ことで殴られないようになった場合も、心理発達の

歪みをつうじて虐待の世代間連鎖に至るとしていま

す。殴られたかどうかよりもむしろ、非現実的な期

待に応えることを求められつづけることによる心理

発達の歪みが次世代の虐待につながるのです。子ど

も時代の重篤な被虐待歴は、子どもはどうあるべき

かについて非現実的な期待を生じさせます。苛酷な

被虐待環境で自分の感情を抑え一切口答えしないこ

とを習得して育ったBertieにとっては「子どもはそ

うあるべきもの」であり、子どもの自然な感情表現

や自己主張に共感も対処もできず手に負えなくなり

ます。

３　自己同一性の混乱

「Cindyが私に似ている」という同一視に、子ど

もへの歪んだ認知と歪んだ自己像が重なります。

Bertie自身が、かつての被虐待体験において「生き

る価値のない」「手に負えない悪い子ども」という

低い自己評価と歪んだ自己像をうえつけられていま

す。悪い子どもだから罰をうけていると理解するこ

とで不条理を生き延びます。子どもを「手に負えな

い」と感じるや否や、この「手に負えない悪い子ども」

だったかつての自分自身の「化身（reincarnation）」

（Steele, 1997a）を子どもの中に目の当たりにしま

す。この不条理を生き延びる方法をBertieはひとつ

しか知りません。かつての加害者に同一化して自分

自身の化身を罰することです。

「私は、あの親であり、私であり、この子である（“I 

am my parent, myself, and my child."）」（Steele, 

1997a）

このような３世代病理が、かつて被虐待児であっ

た親が子どもを産んで育て始めたことで出現し

ます。

よい母親であろうと人一倍努力すること自体が、

しばしば病理的な怒りを産みだします。なぜこの子

だけこんなに優しくされるのかという妬みと憤怒

が、子どもに愛情を注げば注ぐほど、正体不明の怒

りとしてたまっていきます。

４　世代間連鎖についてのEgelandの研究

Egeland, B.（1988）は、貧困、若年、未婚、望ま

ない妊娠などのリスク要因のある出産267例の女性

を12年間、前方視的に追跡し、世代間連鎖について

調査しました。子どもへの虐待やネグレクトが生じ

た割合は、性的被虐待歴が最悪（46％）であり、次

いで、被ネグレクト歴（38％）と身体的被虐待歴

（34％）でした。一方で、被虐待歴があっても一部

の母親は子どもを適切に養育（Adequate care）で

きていました（性的被虐待歴では８％、被ネグレク

ト歴では25％、身体的被虐待歴では30％）。身体的

被虐待歴が最も連鎖が少なく、それでも不適切な養

育、適切な養育、どちらともいえない、が約３分の

１ずつです。

Egelandら（1988）はさらに、次世代への連鎖を

止める要因を調べ、

① 　虐待的でない大人からの情緒的なサポートを

子ども時代にうけとることができた体験

② 　時期を問わず、１年以上の期間の治療

③ 　安定した、情緒的に支えになる、安心させて

くれる配偶者

の３つをあげています。①が子ども時代に重要とな

ります。親以外の大人の援助の手が“子どもに届く”

ことが次世代への連鎖を予防します。

たとえ、次世代で虐待が生じた場合でも、治療予
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後が大きく改善します。虐待的な親との関係以外に、

「親戚、隣人、学校の教師など、誰でもよいから、

自分を理解してくれ、可愛がってくれると感じた人」

が一人でもいたかどうかがとても重要だとSteele

（1997b）はいいます。筆者の長年の臨床経験でも同

様に感じます。誰かが自分を助けてくれたという体

験を一度でもしていると、治療への反応性が大幅に

違います。

５　親グループ支援を併用することの意味

Steeleは、子どもを虐待する親は他者を信頼する

こと、自分もケアをうけてよいと思えるようになる

こと、人に気遣われることによって人を気遣うこと

を学ぶことが必要であるとします。これらの課題は、

個別支援にくわえて親グループを併用することで大

幅に前進しやすくなります。その効果は、親への援

助や親の回復に寄与するにとどまりません。さまざ

まな支援を利用してもよいと親が思えるようになる

ことで、育児負担や生活ストレスの軽減が実現して

虐待のリスクが減るだけでなく、育児支援の援助の

手が子どもに届きます。「虐待的でない大人からの情

緒的サポートを子ども時代にうけとることができた

体験」を子どもは手にします。子どもは、親以外の

大人を信頼する能力を獲得することで、さらに他の

大人からのサポートをうけとる機会が広がります。

子どもにとって、世の中はより信頼に価するものに

なり、人生は守るに価するものになっていきます。

たとえ親の育児が改善しなくとも、子どもの健康被

害を減らし、世代間連鎖を防ぐことはできるのです。

６　「ハイリスク親支援グループ」

筆者は虐待ハイリスクの親の相互援助グループの

実践・普及につとめてきました。「子育てをする母

親のつらさを受けとめる」「孤立無援感に共感する」

「相互受容」などが重視されるこのグループは2004

年頃までに母子保健の場に広がりを形成（上野ら，

2005）しました。「MCG（Mother and Child Group

母と子の関係を考える会：1992年に東京の子どもの

虐待防止センターで始まったグループの固有名）」

「親支援グループ（鷲山，2006）」「PSG（Parent 

Support Group）（中板，2008）」などと呼ばれてき

ましたが、近年、親教育グループを親支援と記載す

るものがみられ、区別を明確にするために「ハイリ

スク親支援グループ」という呼称を2012年より提唱

しています（鷲山ら，2012）。

「虐待ハイリスク」という用語は、軽度の虐待よ

りも正常側の虐待予備群を示す使い方から、その時

点で分離保護されていないすべての重症例を含む用

法まで、重症側の境目が広いようです。「虐待ハイ

リスク妊婦」という用語が出産後直ちに分離保護を

要するかもしれない重症例をも含めて使われてきた

現実に照らせば、後者の用法が母子保健の現場では

実際的であり、「ハイリスク親支援グループ」とい

うときも後者の用法です。

７　「善意」はしばしば有害であり、「熱意」は非常

　　に危険である

「虐待」という問題は援助者側の情緒を動揺させ

ます。その動揺はしばしば耐えがたいため、わが国

では1990年代半ばまで、虐待の存在を援助者集団す

らが「否認」してきたのです。虐待する親の援助者

には、冷静さ、落ち着きが高度に要求されます。

「善意」はしばしば有害であり

「熱意」は非常に危険である

と筆者はこれまで多くの保健師に伝えてきました

（鷲山，2004）。

「母親なのだから一人で子育てができるはずだ」

という母性神話に汚染された援助者の「善意」は虐

待してしまう親をさらに追いつめます。「何とかし

て私が助け出さねば」という「熱意」は、援助者が

一人で事例を抱え込む事態をつくり出しやすく、親

との援助関係を維持することと子どもを守ることと

が矛盾し始めた局面で、二兎を追う者は一兎をも得

ずの破綻が待っています。複数の援助者が正しい知

識を経験とともに共有し適切に連携していくことが

大切です。

近年は、もうひとつ追加しています。

８　「正義」はもっと危険である

スイスの精神科医 Guggenbuhl-Craig, A.は、多
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くの児童福祉ソーシャル・ワーカーを指導するなか

で、虐待事例のソーシャル・ワークに最も端的にあ

らわれる、しかし実は援助関係における援助者側の

普遍的な問題として、援助者側が自分の行う関与を

「（道徳的に）正しい」と思い込むことによって生じ

る、関与される側の痛みや侵襲性への配慮の不足や、

過剰な介入などの問題を詳しく論じました。虐待で

は、“証拠集め”さえも援助者は求められるため、

本質において、援助は「異端審問」と紙一重となり

ます。

「審問官たちは、自身にも、周囲の人々にも心優

しい人たちであった。この指導的キリスト教徒たち

は、魂の救済についての彼らの見解が唯一正しいと

完全に確信していた（Guggenbuhl-Craig, 1978）」（筆

者訳）

審問官たちは、いわゆる徳の高い人たちでした。

彼らは「魂の救済」という「正しい目的」のために

仕事をしていました。

身に覚えのある「虐待してしまう親」は、道徳的

に非難されるべきとすでに感じていて恐れているた

め、ふつうの質問文が、質問する側の意図にかかわ

らず、問われる側にとって「審問」となりえます。

「チャーリーが言うことを聞かないとき叩いたこと

がありますか？」という質問を親の援助者はすべき

でないとSteeleは強調しています。

「親の子どもへの態度についてきくときに、道徳

を説くような、懲罰するような、有罪を立証しよう

とするように見える取り調べのようなききかたはす

べきでない。『チャーリーが言うことを聞かないと

き叩いたことがありますか？』ときくのではなく、

『チャーリーは育てるのが特別大変な子どもでした

か？』ときくべきなのだ（Steele, 1987）」（筆者訳）

「罪状をとがめるような意味合いをまとうどんな

直接的な質問も（any direct question carrying a 

sense of accusation）避けるべきである。『赤ちゃん

が泣くとあなたは怒りますか？』ときくことは、お

そらく親を刺激して否認や言い逃れをさせることに

なる。そうではなく、『赤ちゃんの泣き声があまり

にひどいとき、もう耐えられないと感じることはあ

りますか』ときくほうが、ずっと適切な題材を、怒

りや失望の感情をも含めてもたらしてくれるであろ

う（Steele & Pollock, 1968）」（筆者訳）

ときには親と敵対してでも子どもを保護すること

が求められる児童福祉の介入では、虐待行為につい

ての直接的な質問もせざるを得ません。これと異な

り、親を援助することで虐待を予防するのが母子保

健です。虐待してしまう親が取り調べと感じるよう

な質問を親の援助者はすべきでないとSteeleがくり

かえし強調しています。親グループ支援においても、

このような配慮を忘れないで下さい。

Ⅲ　虐待の社会的背景と母性神話

１　母性神話の呪縛

わが国で戦後の高度成長期以後に、核家族化、地

域共同体の崩壊、母性神話の呪縛によって、子ども

を抱えて母親が孤立する社会状況が生じました。親

への援助にあたっては、この「孤立無援感」に援助

者が深く共感を示すことが大切です。

・ 母親というものは子どもを愛情豊かに養育でき

るはずのものである

・ 母親なのだから子どもがかわいく思えないはず

がない

・ 母親なのだから（一人で）子育てができるはず

である

・ 産んだのだから育てるのが当たり前（育てられ

ないなら何で産んだんだ！）

・ 子育てが大変なのは当たり前、母親なのだから

耐えて頑張りなさい

・ 育てられないなどと甘えたことをいうな、それ

でも母親か！

これらの言葉が飛び交います。しかし、わが国に

は本来は、母親を孤立に追い込まない文化があった

はずです。

大人たちが子どもたちを育てる母性的な文化は、

わが国の特徴であり、幕末から明治初期に日本を訪

れた西洋人を驚嘆させました（イザベラ・バード、

E.S.モース他）。一方で、資産階級では乳母による子

育て文化がありました。大正期には、育児を乳母に

任せず母親が自ら子育てすべきとの意見が婦人雑誌
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等で広まりましたが、それでも大正13年の家庭科教

科書には乳母の選び方が記載されていました（安藤，

1976）。昭和４年に鶴見祐輔の小説「母」が出版さ

れベストセラーとなります。自己犠牲的、献身的な

母としての女性の生き方を美化・礼賛する内容でし

た。銃後の守りと敗戦、戦後復興を経て、高度経済

成長期に母親が子育てのすべてを担うことが当然視

され、「３歳児神話（３歳までは母親が一人で育て

るべき）」によってさらに強化されました。

２　Bowlby理論の誤解

榊原（2001）は、「戦後の世界的な失業者過多の

情勢のなかで、Bowlbyの愛着理論は働く母親を家

庭に復帰させ、他人による保育ではなく母親の手で

子どもを育てるべきである、という社会通念を作り

上げる母体となった」とし、母親が一人で育てるべ

きとBowlby, J. が言っているという誤解が社会の側

の事情で生じた可能性を指摘しています。

Bowlby（1969, 1982）は、子どもたちは一人では

なく複数の人物（more than one figure）にアタッ

チメント行動を向けることができ、子どもの主たる

アタッチメント人物の役割は実母以外の人々によっ

ても果たしうるとし、一人で育てなければならない

とも、母親でなければならないとも述べていません。

正常発達に必要なことは、母親が育てることではな

く、アタッチメント対象となる保育者が数人以下に

固定されていることのようです。

わが国で３歳児神話が成立していったのは高度成

長期であり、戦後の雇用問題とは時期が異なります。

わが国には、母性を神格化しやすい文化的傾向があ

るのかもしれません。

３　母性神話の破壊的作用

「母親なのだから努力するのが当然だ」「３歳前の

子どもを保育園に預けるなど、子どもがかわいそ

うだ」

言っている側は正しいと信じているため反省する

ことがない、ということがこの問題の際だった特徴

です。養育能力が親に不足しているならば、他の大

人の手が子どもにさしのべられることによって、子

どもの安全に発育する権利が守られます。しかし、

わが国では周囲の母性神話圧力が、親族ですら育児

を母親に押しつけます。養育能力の低い母親が危険

な孤立した子育てを余儀なくされます。多くの虐待

死亡事例等をとおして、母親がどのように追い込ま

れていくかわれわれはすでに知っているはずです

（鷲山，2010）。

４　米国のSafe-haven lawとドイツの秘密出産法

米国では、新生児の安全な放棄（safe surrender）

を可能とする法整備（Safe-haven law）が各州で行

われ、ロサンゼルス郡（Los Angeles County）では、

郡内の救急病院と消防署で生後72時間以内の子ども

の安全な放棄を受けつけています。14日以内に申し

出れば返してもらえるという猶予付きです。2002年

に制度化され、新生児のネグレクト死亡が減少した

データが郡のホームページにあります。

わが国の「こうのとりのゆりかご」が、育児放棄

を助長するなどの非難があり熊本の１病院から広が

らないのと対照的です。

ドイツでは、ゆりかごと同様の「ベビークラッペ」

や匿名出産制度（匿名で病院で出産し子どもを放棄

委託して立ち去る）がもともとありましたが、2014

年に秘密出産法（鈴木，2014）が施行され、妊婦の

身元等の情報の匿名性を十分な期間保証し、妊娠中

から出産後に至る専門職の継続的相談や安全な医療

体制を提供できるようになりました。子どもは16歳

になると母についての情報開示を請求できます。実

母が情報の開示により危機にさらされるような事情

があると家庭裁判所が判断した場合は子からの開示

請求が退けられます。出自を知る権利とのバランス

をとって、安全な出産と放棄を保証しています。

わが国では、匿名出産制度がないうえに、ゆりか

ごも広まりません。一方で、養育能力の低い母親の

もとで生じた死亡事例に裁判員裁判で重罰が科され

ます。わが国の人々は子育てを母親に押しつけ、そ

の結果子どもが死んでも押しつけた側の責任は内省

しないという特殊な社会構造に陥っていないでしょ

うか。
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５　初産10代と母性神話

初産10代が顕著なハイリスク因子であることは、さ

まざまな研究で知られています（Lynch＆Roberts, 

1977 : 栄永ら, 1991 : 小林, 2015）。初産10代の母親を

就学か就労させて社会的に成長させていくことが予

後の改善に大切ですが、当人たちはわが国では、“産

んだからには自分で育てなければ”と思い込まされ

ています。初産10代の母子保健の現場は、わが国の

母性神話が予後を悪化させている最前線のひとつ

です。

米国で高校生が妊娠した場合、周囲がどのように

援助するか、米国小児科学会のガイドブック（The 

American Academy of Pediatrics，2003）に書かれ

ています。学校に通い続けるための保育プログラム、

バスによる学校への送迎、サマースクール期間中の

保育、ベビーシッターサービスなどにより、高校中

退を防ぎ、支援サービスを利用させて大学進学を推

奨します。

わが国では、しばしば高校から追いやられ不安定

な人生へ転落します。高校生にすら、産むなら退学

して子どもを育てることを強いる、そのことにわが

国の大人たちの多くが疑問をもちません。

予後を改善するにはまず、自力で育てなくてもよ

い、保育園に預けてもよいと思えるように支援する

ことから始めなければなりません。グループの有効

性が期待できる分野です。

６　親への援助の目標

目標は子どもが虐待されないこと、つまり、「子

どもを虐待しないことができる」ようになることと

世代間連鎖を防ぐことです。「養育できるよい母親」

になることが目標ではないはずです。これをはき違

えてはいけません。「引き取るのやめます」が目標

の事例もあります。「延長保育を利用し続けてよい

と思えるようになる」が目標の事例もあります。で

きないことはできないと認め、できなくてよいのだ

と受容していけるように支援することは、あらゆる

援助の基本であるはずです。「よい母親」になるこ

とを目標にしている援助者は、自身が母性神話に汚

染されているかもしれません。

危険な身体的虐待をしないためにネグレクトして

いる事例がしばしばあります。子どもを蹴り上げた

り殴ったりしないために、必死で子どもを遠ざけて

います。そのことはなかなか言語化されません。親

グループは、言語化できる場を提供します。子ども

を遠ざけたままでいいと保証すること、保証される

ことが大切です。ある母親は、服薬とグループ参加、

保育園入所で身体的虐待がおさまっていましたが、

子どもが小学４年になり学童保育が終了し、塾をい

やがる子どもに耐えられなくなり区の児童福祉に子

どもをあずけたいと言ったところ「育てる義務があ

ります」といわれたことをグループで泣いて語りま

した。子どもを遠ざけてきたので子どもは身体的虐

待をうけていませんが、もう危ないと自分で自分を

通告したのに支援してもらえません。筆者は、SOS

を出せたことを労い、「あずけるのも義務の果たし

かたです」と養育支援の医師意見書を発行しました。

７　虐待する親は、虐待行為を否認するものなのか？

親への援助を行う立場においては、むしろ次のよ

うな認識の方が適切です。「虐待する親は、問題を

自覚している。自分と子どもとの関係が抜き差しな

らない困難に陥っていると自覚している。しかし同

時に、問題を否認せざるを得ない状況に陥っている」

（虐待しているなどと認めたら、どうなるか・・・）

否認せざるを得ない状況をつくっているのは、親自

身よりもむしろ周囲の地域社会の側であり、援助者

も、母性神話に汚染されていたり支援すべき事例に

指導や介入の姿勢で関わっていれば否認や援助拒否

を誘発しています。否認しなくてよい、ありのまま

を認めてよいと思える場をグループは提供します。

グループで他者の話を批判せずに聴くということの

意味のひとつです。

８　「援助を拒否する親」という表現

この表現は「客観的」なようで実はあまり客観的

でありません。援助者の提案する援助を親が受けい

れるか拒否するかは、援助者と親とがどのような援

助関係にあるかによります。その援助関係形成は援

助者側の責任で行われる（Chapman, 1978）もので
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す。しかも、虐待予防の母子保健の援助は、援助対

象は“親”、受益者は“子ども”と異なるため、援

助をうける側にも責任があるという自己責任論は子

どもの人権の観点から容認されません。「援助拒否」

は親の問題ではなく「援助関係の問題」であり、「そ

の援助関係を形成した援助者側の問題」です。

実際に、ある援助者にとって援助を拒否する親が

別の援助者の同時進行の関わりには「援助を拒否し

ない親」であることは、よくあることです。本当に

誰の援助をも拒否する親はめったにいません。「援

助を拒否される援助者」がいるだけでしょう。

９　虐待する親への援助にあたっての大原則

①援助者自身が母性神話に汚染されてないか、十

分に内省すること　②母性神話を押しつけないこと

　③叱責しないこと　④頑張りなさいと励ましては

ならない　⑤孤立無援感に深く共感すること　⑥こ

れまでの努力を十分にねぎらうこと　⑦これ以上頑

張らなくてよいと保証すること　⑧母親をやらなく

ていい時間をつくる、そのための具体策を一緒に考

える、育児負担を軽減もしくは免除されて正当だと

保証する　⑨一人の援助者が抱え込まない（鷲山，

2004）

この９項目すべてが、ハイリスク親支援グループ

を行うにあたってもそのまま重要です。「共感」や「保

証」はグループで他のメンバーから提供されるとき、

プロの援助者の提供よりもはるかに強力です。

Ⅳ　相互援助グループとペアレンツ・アノニマス

（Parents Anonymous）

１　自助グループ（self help group）とサポート・

　　グループ（support group）

治療を目的としたグループ、教育訓練を目的とし

たグループ、人間的成長を目的としたグループなど、

さまざまな種類のグループ（野島，2008）があるな

かで、自助グループ（self help group）とサポート・

グループ（support group）の２つがハイリスクア

プローチの虐待予防で重要な「相互援助グループ」

（高松，2004）です。

自助グループは、共通の問題を抱えた人たちが集

まり、当事者同士の共感や分かち合い、支え合いに

よって生き延びていくことを目的とするグループで

す。アルコホリクス・アノニマス（Alcoholics 

Anonymous ： A. A. ）という、1935年に米国で発

足したアルコール依存からの回復のための自助グ

ループが典型です。「アノニマス（Anonymous）」

は「匿名」を意味します。当事者のみによって運営

されていることが原則です。アルコホリクス・アノ

ニマス（A. A. ）の有効性は目を見張るものがあり、

これに派生して膨大な種類の自助グループが生まれ

ました。しかし、抱えている問題の種類によっては

当事者のみでの運営は困難となります。

アルコホリクス・アノニマス（A. A. ）からの参

加者の脱落は、しばしば本人自身の飲酒死をもたら

します。また、底つき体験（自力ではどうにもなら

なくなったと認める）に至っていない人はそもそも

A. A. になかなかつながりません。このようなA. A. 

の厳しさは、その有効性と表裏一体ですが、しかし

同時にA. A. のモデルを虐待する親のグループに適

用することの限界を示しています。虐待する親の脱

落の結果や、グループにつながらないことの結果を

子どもに負わせるわけにはいきません。したがって、

虐待は専門家の関与が必要な種類の問題です。

グループの開設、運営が専門家の責任で行われ、

グループの場の安全の確保やグループで生じた問題

に最終的に責任をとる役割を専門家が引き受けるこ

とを前提とした相互援助グループを自助グループか

ら区別して、「サポート・グループ」といいます。

２　サポート・グループ（support group）の特徴

専門家がファシリテーターとして参加しているに

もかかわらず、治療も改善も成長も目的とはしてい

ないことがサポート・グループの特徴です。結果的

に症状が軽くなったり、人間的成長も生じますが、

それはあくまで結果であり、それを当初からの目的

とはしない。その目的は「問題と折り合いをつける

こと」、あるいは「生き延びること」です（高松，

2009a）。

グループはメンバーが主役であり、ファシリテー
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ターは黒子的な役割を取ることが多いですが、それ

でも必要な時には主催者として強力なリーダーシッ

プを取る（高松，2009b）ことができます。自助グルー

プと同様の目的、約束事（グループで語られたこと

を外に持ち出さない、他者の話を批判せずに聴く等）

で行われるが最終的な責任は専門家が引き受けると

いう、サポート・グループの構造をつくり、グルー

プを支えることがファシリテーターの役割となり

ます。

虐待してしまう親への母子保健の援助は、「子ど

もを虐待しないことができる」ようになることと世

代間連鎖を断つことが目標です。1990年代後半より

保健機関で行われるようになったMCG型の親グ

ループが、自分が望んでいた「よい母親」にはなれ

ない現実と折り合いをつけていくことが目標ならば

サポート・グループです。

３　ハイリスクアプローチの虐待予防に活用できる

　　グループとは

ハイリスクアプローチの虐待予防に活用できるた

めには、虐待ハイリスクの親に適用があり、重症度

の高い事例により効果的である必要があります。

Thomassonら（1981）は、ハイリスクだが当局の

介入には至っていない親を対象に、子どもの発達に

あわせた育児方法の教育、親たちによる問題の分か

ち合い、地域の援助資源について詳しく知るなどを

目標とした親教育グループを行いました。質問紙に

よる効果測定で有効としつつも、より重症例がド

ロップアウト者に多く、これではハイリスクアプ

ローチの虐待予防にはつかえません。

ポピュレーションアプローチの親教育グループで

あるNobody's Perfect（NP）は「専門的な個別対応

を必要とする危機的状況や深刻な問題を抱える家族

を対象としたプログラムではない（原田，2007）」 

とし、正常群やリスク要因があっても軽症の事例が

対象であることを明確にしています。

わが国に導入されているNobody’s Perfectの翻訳

元は1997年の英語版（Minister of Public Works and 

Government Service Canada，1997）ですが、怒り

のコントロール技法を絵で示しつつ、それでも怒り

がおさまらず子どもを虐待してしまいそうなときにす

べき行動として、「援助を求めましょう ： 友人、家族、

ヘルプライン、・・・、ペアレンツ・アノニマス、・・・」 

と明示しています。ここで登場するペアレンツ・アノ

ニマス（Parents Anonymous）が、北米における、

子どもを虐待してしまう親の相互援助グループです。

その前身は、1970年代初頭の米国で発足した、子ど

もを虐待してしまう母親の自助グループ、マザーズ・

アノニマス（Mothers Anonymous）です。

４　マザーズ・アノニマス（Mothers Anonymous）

　　へのKempeらの提言

マザーズ・アノニマスは、「虐待問題を抱えてい

ることを認め、今日から直ちに虐待行為を止める、

そのための援助を受け入れ、虐待しそうなときに助

けを求めあう。子どもは無防備であり虐待行為の

きっかけが何であれ子どもに責任はなく問題は親の

側にある、その問題はすぐには治らないと認めてマ

ザーズ・アノニマスのプログラムを持続的に受け入

れる。」というガイドラインを掲げ、「子どもを愛せ

なくていい、罵詈雑言をあびせてもいいからとにか

く殴るのを止める」 という初期目標に成果を上げま

した。Kempeら（1972）は、大いに注目し評価し

つつ、以下の５項目を指摘して、専門家の援助をう

けいれるべきであるとしました。

① 　ミーティングはとても重要であり、リーダー

は集団力動とグループ運営技法を学ぶべきであ

る

② 　医療その他の特別なケアを提供するための後

方支援が必要である

③ 　子どもの正常発達についての知識が親たちに

必要である

④ 　 ドロップアウトや、来なくなった人への責任

がある

⑤ 　殴らないだけでなく、健常な養育者のモデル

がグループに存在する必要がある

わが国では、「保健師が関与し、運営に責任をもつ」

が①～⑤のすべてを解決します。米国にはわが国の

ような母子保健システムがありません。「日本では、

保健師がグループをやります」これが、Kempeら
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の指摘への満点の答えとなります。

Kempeらの提起をうけて、マザーズ・アノニマ

スはペアレンツ・アノニマスとして、アルコホリク

ス・アノニマス（A. A. ）のような伝統的なアノニ

マス・グループ（anonymous group）と異なり、専

門家の指導をうけいれ外部の基金を活用する特異な

形態のアノニマス・グループとなっていきました。

わが国では、全国に整備された母子保健を活用する

のが合理的です。

５　ペアレンツ・アノニマス（Parents Anonymous）

　　のグループ運営

ペアレンツ・アノニマスのグループ運営は、当初

は、当事者のchairpersonが司会役を担い専門職の

sponsorが黒子として支えるという、専門職の援助

をうけいれた自助グループ（Beezley et al., 1976; 

Kurtz, 1997）の形態でした。chairpersonという呼

び名はアルコホリクス・アノニマス（A. A. ）など

のアノニマス・グループ一般と共通です。継続オー

プン（必要とする限り参加を続けてよい）の、教会

または公民館の集会室で開催される、参加費無料の、

週１回１～２時間のグループ・ミーティング、メン

バー間の相互援助とsponsorの支援、という構造で

す。その後、子どもの安全に対する責任の観点から

専門職の役割が強化され、当事者のparent group 

leaderと専門職のgroup facilitatorによる共同リー

ダーシップ（shared leadership）の相互援助（相互

支援）グループ（mutual support group）となり、

group facilitatorが通告の責任を負うことが明確に

なりました（Parents Anonymous, 2001）。

わが国で母子保健がグループを行う場合は、母子

保健と児童福祉の要保護児童対策地域協議会のなか

の連携があるので通告の問題は生じません。

「初めて参加する親が子どもに感じていることや、

日々の体験を、ペアレンツ・アノニマスの参加者た

ちは他の誰よりも無条件にうけとめ、すみやかに理

解し、そして分かち合う」

「このグループは行政機関（agency）からは離れ

たところに設置されるが、担当の専門職カウンセ

ラーにつながっており、グループが理解できる範囲

を超えて心理的に病んだ新規参加者によってグルー

プが突如危機に陥ることを防いでくれたり、話し合

われた内容にひどく動転してしまった参加者を直ち

にフォローアップしてくれたりする。」（Kempe & 

Kempe, 1978b）（筆者訳）

このagencyは虐待対応部局のことです。わが国

では児童福祉の虐待対応とは異なる親に横並びの援

助を保健師ができるので、保健機関に設置でよいで

しょう。

『Best Practices for Parents Anonymous Group 

Facilitators』という約100ページの冊子がgroup 

facilitator向けの手引書として全米のペアレンツ・

アノニマス・グループで共有されています（Parents 

Anonymous, 2001）。合理的な期間内に虐待行為を

とめることができなかったメンバーに、自分で自分

を通告（self-reporting）して当局に助けを求めるよ

うにグループは勧め（engourage）、それでも自分

で自分を通告しないときは、アノニマス（匿名の）・

グループの内密（confidentiality）の原則を超えて

group facilitatorが通告する責任を負うとされます。

相互援助グループペアレンツ・アノニマスは、「よ

り重症例に、より有効」であることが示されていま

す。Polinskyら（2010）は、全米からランダムに選

ばれた54のペアレンツ・アノニマス・グループ の

新規参加者（27%が児童福祉当局の関与あり、14％

は命令されての参加）を対象に、子どもへの攻撃性

などの虐待傾向４項目、生活ストレスなどのリスク

因子６項目、援助の利用などの制御因子６項目を指

標に、参加開始時、１か月後、６か月後の調査を比

較し、６か月後により改善（親業の改善ではなく虐

待しないことができる方向への改善）すること、当

初のスコアの悪い "highest risk" 25% が、より大き

く改善することを示し、「特に深刻な問題を抱える

親が、すべてのスケールで有意な改善を示した」「最

も助けが必要な親たちの虐待リスクを減らす、強力

なエビデンスである（Polinsky et al., 2010）」とし

ています。

６．1983年のEganの研究

Egan, K. J.（1983）は虐待親を対象に、怒りのマ
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ネジメントなどのストレスマネジメントと、しつけ

のしかたを教える子どもマネジメントの、２×２の

ランダム化研究を行い、質問紙、親のロールプレイ、

親子フリープレイでの相互作用の直接観察によって

評価しました。

虐待親にストレスマネジメントを教えずに、子ど

もマネジメントだけを教えると、ロールプレイで親

の行動は改善し、子どもはいうことに従うようにな

りますが、子どもの心理状態の悪化が、フリープレ

イでの子どもの肯定的な感情表出の低下という形で

観察されました。親自身の怒りのマネジメント訓練

による子どもの改善を測定するための指標が、結果

として、子どもの心理状態の悪化を測定しました。

意図して子どもの状態を悪化させて測定するような

研究は倫理的に許されないので、この研究は悪化が

測定された貴重なエビデンスです。子どもが笑顔を

見せたり、笑ったり、あるいは肯定的な言語的な感

情表出をしたりが減ってしまいました。

この悪化は、「非現実的な期待」にもとづく命令

に直ちに従い殴られなくなった子どもに生じる心理

的悪化であり、Steele が世代間連鎖の本質としたも

のです。この「非現実的な期待」の存在は、前述の

とおりAzarらによって実証されています。

Azar（1989）は1980年代の米国で虐待親の親訓

練に積極的に取り組みつつ、「虐待親を治療対象と

する場合」にのみ発生する問題について詳細に論じ、

Eganの研究も引用したうえで、適応や安全配慮に

ついてきびしく警告しました。発達的に正常な行動

が否定的に解釈されるので、虐待する親は「なにも

ないところ（where none was present）に不従順を

見出す（Azar, 1989）」ことになります。この「存

在しない不従順」について「いうことに従うように

しつける方法」を親訓練するようなことは、あって

はなりません。

７　1983年のLieberの論文

Eganの論文が掲載された学術誌Journal of 

Clinical Child Psychologyの「子どもへの暴力 ̶ 再

考」（Violence Against Children ̶ Reconsidered）

特集号には、マザーズ・アノニマス創始期からの

sponsorであるLieber, L. L. の論文がEganのとなり

に載っています。

Lieber（1983）は、ペアレンツ・アノニマスが最

も有効なのは身体的虐待と言葉による心理的虐待で

あり、ネグレクトでは他の支援の併用を要するが、

会話ができ、最低限度の標準的知力があり、精神病

であっても急性症状がおさまっていて、グループの

プロセスに参加できる親であれば適応はあるとして

います（性的虐待加害親は適応ではありません）。わ

が国のハイリスク親支援グループの適応も同様です。

８　1983年の米国に学ぶ

米国で70年代後半に、しつけのしかたの親訓練が

安全配慮が十分でない形で虐待親にも行われるよう

になり、Kempeら（1978b）が注意喚起し、Egan（1983）

による子どもの悪化の測定や、その後のAzar らの

議論を経て、安全配慮が向上していく経過を筆者は

論文にまとめました（鷲山，2015）。米国とわが国

との虐待の取り組みの道のりの差は30～35年です。

米国の1983年前後に学び虐待予防における相互援助

グループの意義が再確認されるべきは、今でしょう。

Ⅴ　わが国の 「ハイリスク親支援グループ」

１　ハイリスク親支援グループを母子保健の場で行う

教会の集会室で当事者が司会をするアノニマス・

グループの文化は、北米のプロテスタントの文化で

あり、わが国の日常にはなじみません。一方で、わ

が国の母子保健は、全国の自治体に保健師が配置さ

れ、母子手帳交付、新生児訪問、４か月健診などで

虐待ハイリスク事例を早期発見し援助を始めること

ができるシステムをすでに持っています。わが国で

は、ペアレンツ・アノニマスよりも安全性と専門家

の責任性が強化された構造のハイリスク親支援グ

ループ（ハイリスクアプローチの親支援グループ）

を母子保健の場で行うことができます。

10回１クールなどの「クール制クローズド」のグ

ループには、参加者が回数を意識し参加意欲が高ま

るなどのメリットもあります。しかし、「保健師の

個別支援との連動」で用いるにはペアレンツ・アノ
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ニマスと同様の「継続・オープン」すなわち、

・ 保健師の判断で待たせることなく初回参加できる

・ 個別支援担当者が今が最適と判断したタイミン

グで導入できる

・ 参加期間や回数の制限なし

・ 継続が適切と保健師が判断し本人も参加する意

思がある限り参加できる

という構造が活用性が高いでしょう。数年継続して

いる参加者が「先行く仲間」として相互援助グルー

プで重要な役割を果たしてくれることは、ペアレン

ツ・アノニマスの場合と同様です。

２　先行く仲間（older members）

Hunkaら（1985）は、複数のペアレンツ・アノニ

マス・グループに準メンバーとして参加し、相互援

助グループで「先行く仲間（older members）」が

果たす役割について、参加者に生じる効果とともに

論じています。

「（子どもを虐待してしまうという同じ問題をかか

えた）仲間であると確認し合うことは、グループが

親の社会的孤立を軽減する根本のプロセスである。

ベテランのメンバーは、自己開示と経験の分かち合

いという手段で、仲間であると確認し合うように勇

気づける。他の種類の自助グループと同様に、新メ

ンバーは自分の問題が唯一無二のものではなかった

ことを理解する。そして、新メンバーは今の困難を

先行く仲間の過去の境遇と照らし合わせ、自分の経

過を客観視できるようになる。」（筆者訳、下線は筆者）

さらに、このような役割をとることが先行く仲間

自身のさらなる回復になります。当事者間の相互援

助において、他者を援助するという役回り（role）

を果たすことが援助を提供する側自身の治療になる

ことは「ヘルパー・セラピー原則（Riessman，

1965）」として知られています。

３　ハイリスク親支援グループの構造

90分～120分のセッションを、

①　保育による完全母子分離

②　司会は保健師が行う

③　複数の保健師がグループの輪に入る

という構造で行うことを基本とします。

直後に後述のレヴューミーティング（review 

meeting）を可能な限り十分に、できればセッショ

ンと同じくらい時間をかけて行います。OJTとして

も重要であり、連動する個別支援の展開に反映させ

るためにも重要です。

短時間であってもセッションの前に打ち合わせ

（事前カンファレンス）を行い、新規参加予定者、

および継続参加者で状態像が変動している事例につ

いて、地区担当保健師からグループ担当者への申し

送りをします。これらによって「地区担当保健師に

よる個別支援」と「ハイリスク親支援グループ」が

連動した構造となります。

グループで語られたことを外に持ち出さない、他

者の話を批判せずに聴くなどの、自助グループと同

様のルールをセッションの冒頭で司会が確認してか

ら開始します。「言いっ放し、ききっ放し」という自

助グループによくみられる進行方法は、当事者が司

会を行っても安全を保てるためのものです。これを

とりいれてもよいですが、スタッフ側の力量と余力

しだいで、グループの中で「今、ここ（here and 

now）」でおきていることに関心を向けることでグ

ループ参加者間の相互作用を活用してよいでしょう。

４　Yalomの「療法的因子（therapeutic factors）」

さまざまな目的で行われるグループに種類を問わ

ず共通してみられる、参加者に変化をもたらすメカ

ニズムをYalom, I. D.（1985）は「療法的因子

（therapeutic factors）」とよび、11の因子をあげま

した。それぞれについて、まずはこのように理解し

てハイリスク親支援グループを始めてみるという提

案として、筆者による至極簡略化した解説をつけて

みました。詳しく知りたい方は邦訳のある1995年版

（Yalom，1995）をお読み下さい。

① 　希望をもたらすこと

　（「生き延びている仲間がいた」「私もそうなれる」）

② 　普遍性

　（「私だけではなかった」「みんなもそうなんだ」）

③ 　情報の伝達

　（育児支援の利用や、子どもの正常発達について知る）
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④ 　愛他主義

　（「私も人の役にたてた」 ヘルパー・セラピー原則）

⑤ 　初期家族関係の修正的なくり返し

　（「あの親は変だった」と認める）

⑥ 　ソーシャルスキルの発達

　（助けてくれる人の手をかりることができる）

⑦ 　模倣行動

　（「私もやってみよう」「一時保育もありなんだ」）

⑧ 　対人学習

　（他者を信頼し、助け合うことを学ぶ ）

⑨ 　グループの凝集性

　（「このグループは私をうけいれてくれる居場所だ」）

⑩ 　カタルシス

　（抱え込んでいるものを表現する ）

⑪ 　実存的因子

　（人生は、不公平で、不条理なものだと悟ること）

これらがハイリスク親支援グループでも広範に、

頻繁に、グループ内で相互作用します。

５　ハイリスク親支援グループの有効性

ハイリスク親支援グループの有効性として筆者が

従前から強調してきた以下の３点（鷲山，2004）を

Yalomの療法的因子と対応させると次のようになり

ます。

（１）「対等性」

　　 （Yalomの、「普遍性」「愛他主義」）

（２）「相互受容」

　　 （Yalomの、「普遍性」「模倣行動」「凝集性」）

（３）「自己洞察」

　　 （Yalomの、「カタルシス」「対人学習」）

ただし、Yalomの療法的因子は広範にくり返し作

用し上記の対応にとどまりません。たとえば、「希

望をもたらすこと」は（１）～（３）すべての背景

に作用しています。

（１）「対等性」

援助者と１対１の面接においては、しばしば、虐

待・被虐待関係が援助者との間で再演（転移、逆転

移）され、援助関係が混乱する要因となりえます。

これは、援助関係が親子関係と同様に「本質におい

て不対等」であることと関係しています。「保健師

さんが私の話をきいてくれるのは仕事でお金もらっ

てるからでしょ、でなけりゃ誰も、私の話に共感な

んてしてくれるはずがない！」といわれると、半分

本当なので返答に困ります。これに対して、グルー

プ場面ではメンバー同士は対等です。メンバーは給

料をもらっていないのです。

（２）「相互受容」

当事者間で互いに自分のことを語り批評せずにき

くという関係の中で、グループのメンバーとして「相

互に承認しあう」ことを通して「子育てを安全に行

うことができない私である」ことを相互受容し、「そ

んな自分でも存在していてよい」と自己肯定できる

ようになっていきます。「できないことを無理にや

ろうとしなくてもよい」と思えるようになると、現

実的な解決策を考えることができるようになり

ます。

（３）「自己洞察」

グループの輪の中で話を批評せずに聴きつつ、輪

にむけて自分のことを自分を主語にして自分の問題

として語るとき、「自分が語っていることを、その

場で自分の語ったこととして自分の思いとして聴き

受けとめる」（「語る」と同時に「聴く」）という体

験が生じます。そこから「カタルシス」にとどまら

ない「自己洞察」が生まれます。１対１の面接で自

己洞察させようとしても「否認」を強化してしまう

ような事例も、グループは「洞察」を促進します。

６　「このままの私でやっていく」

ハイリスク親支援グループは「普遍性」「愛他主義」

「凝集性」などの集団力動を積極的に活用したサポー

ト・グループです。自助グループと類似のルールで

行われますが、保健師（あるいは外部スタッフ）が

ファシリテーターとしてグループ運営に責任を負い

ます。

継続的参加が望ましい初回参加者に対して“また

参加しよう”と思えるようにファシリテーターは努

力します。脱落が望ましくない参加者の脱落を防ぐ

ためにもファシリテーターは努力します。それでも

脱落した場合は、地区担当保健師への伝達やフォ

ローアップなどを保健機関として責任をもって行い
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ます。

「よい母親」になる必要も、訓練する必要も、こ

れ以上努力する必要もない、「そのままでいい」と

思えるようになること、「このままの私でやってい

く」ことを非常に重視します。

「思いえがいていたよい母親になることができな

い私」のままでやっていくしかないと認めて、提案

されている援助を拒むのをやめる。結果として「子

どもを虐待しないことができる」ようになり、援助

の手が子どもに届くことで次世代への連鎖を予防し

ます。

７　Yalomの「実存的因子」

ある高学歴の母親は、退職して出産し育児に専念

したものの、しだいに養育困難となりました。育児

支援サービスを利用して、子どもと離れたほうがい

いと自覚するようになりましたが、保育園入所の提

案は拒みます。グループに参加し、当初は子どもが

主語の語りでしたが参加を継続し、過去の虐待行為

を自己開示する先行く仲間の語りの後で、自分も子

どもをたたいていることを認めて泣き崩れ、保育園

入所を受けいれました。

「あの仕事をやめてまでして専念した子育てを、

復職のためならともかく、

子どもを虐待してしまうから保育園入所」

このような不条理を受け入れられるようには人のこ

ころは出来ていません。１対１の面接で「現実だか

ら受け入れさせる」ことなどできません。そんなこ

とをすれば、結果は「二度と来ない」はましな方で

す。自殺リスクが問題となります。グループは事例

によってはまさに生き延びるために必要なのです。

「受けいれられないが、

受けいれられないけれど、

この自分でやっていく」

これが、Yalomの「実存的因子」です。

ありのままの自分の現実、「このままの私」があ

まりにも受けいれがたい姿であるとき、

「このままの私でやっていく」

「折り合いをつけていく」

ことは「実存的因子」に深く関連します。

８　サポート・グループであるということ

サポート・グループであるということは、保健師

にとって馴染みの深いグループであることを意味し

ます。保健機関でしばしば行われている「統合失調

症の患者の家族を対象とするグループ」や「酒害相

談グループ」もサポート・グループに該当します。

保健師はこれらの経験を生かすことができます。

Yalom（1995）によれば、サポート・グループで

あるということは、メンバー同士のグループ外での

交流に寛容であってよい（有害視しなくてよい）こ

とを意味します。そもそも地域保健機関で行うグ

ループで、参加者同士のグループ外での接触を禁じ

ることには無理があります。グループ外での相互援

助は、地区担当保健師に報告され援助者側が把握し

ていれば、むしろしばしば有益です。

９　Bionの基底的想定（basic assumption）との関係

ハイリスク親支援グループの「批判や非難をしな

い」「共感と相互受容を重視する」という構造は、

Bion, W. R.（1961）の集団療法理論の「闘争－逃避

基底的想定（basic assumption of fight-flight）」と

いう機能しない集団に陥りにくい、安全であると感

じやすい構造です。

一方で、「依存基底的想定（basic assumption of 

dependence）」に陥り、「全能のファシリテーター

を参加者が崇拝し心地よく依存する」状況でグルー

プが停滞してしまうことにならないように警戒しな

ければなりません。

10　グループに丸投げせず個別支援と連動させる

グループが適切に虐待予防の効果を発揮するため

には、乳幼児健診などの母子保健活動一般との連携

が欠かせません。虐待ハイリスク事例を適切にグ

ループに誘導してこそ公衆衛生上効果の高い予防活

動となります。「グループに参加したい人」ではな

く「保健師からみてグループに参加させたい人」を

誘導するグループであることが大切です。また、ハ

イリスクアプローチですからグループに丸投げはし

てはいけません。個別支援の延長上にあるグループ

として個別の相談関係も維持されていることが前提
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（中板，2008）であり、個別支援とグループは車の

両輪（徳永，2007）です。

Ⅵ　親グループの活用 ̶ 個別支援との連動

１　個別支援とグループの並行療法

個別支援とグループの並行療法には、同一の患者

に対して同一の担当者が並行して個別支援とグループ

を行うコンバインド・セラピー（combined therapy）と、

同一の患者に対して個別支援とグループの担当者が

異なるコンジョイント・セラピー（conjoint therapy）

があります（Yalom, 1995）。

並行療法には、①個別支援がグループでの経過を

促進する　②グループが個別支援の効果の増大また

は促進をもたらす　③個別支援で起きた深刻な転移

をグループが緩和し現実吟味を促進する　④グルー

プ担当者と個別支援担当者が同僚同士の相談役（ピ

アコンサルタント）として効果的に機能する、など

の有用性があります。

Yalomは、「コンバインド・セラピーは非常に生

産的で強力な治療形態である。」「個人セラピーの患

者にグループセラピーを受けさせたときの効果に

は、感動を押さえきれないものがある。ほとんど例

外なく、治療は加速し充実する。」と述べています。

個別支援の担当者がグループに参加している場合が

「コンバインド」です。個別支援単独と並行療法と

の違いがその場で実感されます。

２　グループ全体を志向するアプローチの視点

また、グループでは一般に、そのセッションでグ

ループ全体の底に流れる雰囲気やテーマに関心を向

ける「グループ全体を志向するアプローチ（group 

as a whole approach）」と、個々のメンバーの問題

に関心を向ける「グループの中の個人を志向するア

プローチ（individual within a group approach）」

の双方を活用していくことが大切（Wong，1985）

ですが、ハイリスク親支援グループが個別支援と並

行療法で行われることや、参加者のかかえる問題の

共通性が高いことを考慮すると、グループ全体を志

向するアプローチの活用は大切な視点となります。

３　多元統合的な支援

個人精神療法と集団精神療法、さらに他の集団精

神療法、家族療法などの複数の処方を組み合わせて

統合的に実施することを、多元統合療法（multi-

modal integrated therapy）といいます（小谷、

1997）。

母子保健の親支援グループは地区担当保健師の個

別支援とコンバインドまたはコンジョイントである

にとどまらず、さらに乳幼児経過観察や心理発達相

談、家族面接などを組み合わせて多元統合的に展開

されています（さらにその上に、他機関とのネット

ワーク連携もしばしば展開されます）。すなわち、

母子保健の親支援グループは、地区担当保健師が展

開する支援のツールのひとつです。

Ⅶ　親グループの効果

 ̶ 事例への効果と、保健師の力量向上（OJT）

１　親業の改善を指標にしない

「サポート・グループ」ですから、親業の改善が

目的ではありません。改善を指標に評価しようとし

ても空振りとなります。語られる虐待の増大すら「否

認していたのが、認めるようになった」という「効

果」です。この効果は米国のペアレンツ・アノニマ

スでは測定されています（米国にはわが国のような

母子保健システムがないので、ペアレンツ・アノニ

マスは単独処方のグループです）。前出のPolinsky

ら（2010）の研究で、「暴力的でないしつけ」のス

コアが参加開始時に比べて１か月後には悪化してい

ます（６か月後には元にもどります）。否認してい

たのが、認めるようになったのです。

２　個別支援とグループの並行療法の効果とは

ハイリスク親支援グループは、単独処方ではなく、

個別支援と同時並行（コンバインドまたはコンジョ

イント）で処方されるものです。ところで、治療の

効果というものはそもそも、要素に分解することは

できません。したがって、個別支援と同時並行で行

われているグループについて「グループ単独の効果」

は測定できません。一方で、「コンバインドまたは
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コンジョイントの支援」であることの効果は観察可

能です。

「スタッフはグループに参加することによって親

への理解が進み、個別支援で限界と感じていた親と

の関係を進展させることにもつながる（上野ら，

2005）」これは、グループを併用することによる保

健師の支援の力量向上であると同時に、グループを

併用したことによる個別支援の進展という効果で

す。

「保健師に電話をかけすぎる親や全然かけない親

がいるが、それが適度に支援を求められるように

なっていた（山田ら，2006）」これは、転移の緩和

という、コンバインドまたはコンジョイントである

ことの効果でしょう。

３　レヴューミーティング（review meeting）

「事後カンファレンス」「アフターミーティング」

などと現場で呼ばれている、セッション終了後にス

タッフ全員で行う「振り返り」のミーティングのこ

とです。集団内の相互作用を重視するグループでは、

レヴューミーティングは効果の評価方法として重要

視されています（落合，2010）。その日のセッショ

ンを振り返り、グループで何が起きたのか、グルー

プ参加者にどんな変化が生じたのかを確認すること

が、グループの有効性の評価であると同時に保健師

にとっての優れた臨床教育（OJT）です。また、グ

ループで得られたことを連動する個別支援の展開に

反映させていくことにもつながります。

４　年間レヴュー

保健機関として年度を振り返る「年間レヴュー」

を行うことも重要です。

（１）グループの虐待防止のための事業としての意

義を振り返り、翌年度につなげます。何を目的に、

どんな対象に、なぜサポート・グループという方法

でおこなうのかなどを言語化し、活字にして翌年度

に申し送っていくことは事業として大切です。

（２）さらに、年間をとおして全ケースについての

グループの長期的効果を確認できます。

５　ハイリスク親支援グループの効果測定

サポート・グループですから親業の改善を指標に

せず、サポート・グループならではの変化を評価し

ます。個別支援との連動が大前提ですからグループ

単独での効果測定にとらわれることは非合理です。

また、「よい母親」に「改善」したかどうかを運営

者が参加者に問うような評価方法は虐待してしまう

親にとってグループの安全を損ないかねず、行うべ

きでありません。グループの有効性の評価は、レ

ヴューミーティングおよび連動し継続する個別支援

の中で事例ごとに確認します。

2012年の日本子ども虐待防止学会で筆者らは、中

度以上の重症度の事例における、母親の行動変容を

直接測定できる実際的な指標として、①母親の医療

への通院開始　②一時保育の利用　③子どもの保育

園入所の実現　を用いてハイリスク親支援グループ

の効果測定を行い、長期予後が改善する方向への母

親の行動変容が生じたことを示しました（鷲山ら，

2012）。

６　OJTとしての親グループ支援

グループは保健師にとって優れたトレーニングの

場でもあります。経験ある保健師と未経験の保健師

が一緒に参加することで、経験や知識、技法をその

場で伝達できます。グループは体験型の臨床技法で

あり、実践し継続することで力量が身につきます。

2015年の日本子ども虐待防止学会で筆者らは、ハ

イリスク親支援グループを実施している複数の自治

体の母子保健と協働で、グループを母子保健が行う

ことの意義を保健師の力量向上に軸足を置いて発表

し（山下ら，2015）、レヴューミーティングが機能

していればグループを初めて経験する若手保健師が

５回から10回書記として参加した後に司会役ができ

ることなどを報告しました。

保健機関が３名体制でグループを行う場合、最も

グループ経験のある保健師がグループの輪に「一員

として参加」する位置に座ります。グループ全体を

見わたし、「共同ファシリテーター」として「司会ファ

シリテーター」をサポートします。司会の手に余る

ことが起きたときには、必要に応じて「不規則発言」
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で司会を助けます（順調なときは一員のままでよ

い）。レヴューミーティングでは指導的な役割をと

ります。この役割を外部ファシリテーターに依頼す

る場合は、集団療法だけでなく母子保健の虐待予防

全体を理解している人でないと個別支援と連動した

グループになりません。新人と経験者の保健師２名

体制の場合は、司会をやってみせてレヴューミー

ティングで解説、を一定期間くりかえしたうえで新

人に司会を委ね、経験者は共同ファシリテーターと

して司会のサポートに回ったほうがOJTとして教育

効果が高いでしょう。なお、保育担当者や地区担当

保健師がレヴューミーティングに（部分的にでも）

なるべく参加できることが大切です。

虐待予防に親グループを併用することで、以下の

①から④がもたらされます。

① 　グループ自体の効果による虐待予防の前進

② 　並行療法の効果により援助が促進され事例へ

の理解が深まる

③ 　レヴューミーティングの効果により個別支援

とグループと双方の効果が促進されるのみなら

ず、保健師の力量向上につながる

④ 　保健師がグループの効果がより見込める事例

をグループにつなぐようになり、その保健機関

の虐待予防の力量全体が向上する

虐待ハイリスクの親のグループでの様子や発言の

意味や、他のメンバーに生じる体験や相互作用を感

じとり、理解し、共感することは、母子保健の日頃

の活動の延長です。ハイリスク親支援グループを活

用する能力とは、保健師が母子保健活動で身につけ

た能力に“グループという方法の用い方”を加える

だけでよいのです。

Ⅷ　おわりに

子どもを虐待しないことができるようになるため

には「折り合い」をつけなければならない課題を内

面にかかえている母親に「継続オープン」の構造の

「サポートグループの技法」を用いたハイリスク親

支援グループを地区担当保健師の「個別支援と連動」

で処方することが、虐待の進行予防に有効です。ハ

イリスク親支援グループの有効性の評価は、レ

ヴューミーティングおよび連動し継続する個別支援

のなかで事例ごとに確認することが大切です。
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はじめに　―「支援の標準化」とは―

東京の清瀬市にある児童養護施設、子供の家の早

川と申します。今日は、「ひとりひとりの主体的な『自

立』を支えるために」というテーマでお話をさせて

いただきます。と、申しますのも、この業界ではし

ばしば子どもたちに「自立」が強いられている観が

あります。子どもたちが自らの意思で、その人生を

歩むために私たちは何ができるのか、一緒に考えて

いけたら幸いです。

はじめに、私の問題意識にあるキーワードがこち

らです。「支援格差」と「自己責任論」。格差につい

ては後程触れますが、日本は極めて「自己責任論」

が色濃い国だと思います。

次に、「『高卒未満』で施設を離れる子ども達」。

家庭で適切に養育されなかったことで施設へ入所し

てくる子どもたちが、新しい環境に適応できないこ

とは当然ながら、ままあります。けれども、義務教

育を終えると途端に自己責任が問われ、高校に進学

できない、あるいは何らかの理由で高校を中退した

子どもは社会に出されるといったことが未だ止まな

い。そうした子どもは、その後に極めて厳しい社会

生活を強いられることになります。

「子どもは施設入所の如何も、どの施設に入るか

も選んでいないのに、施設側が子どもを選別する不

条理」。そして、この業界にある「四つの格差」です。

同じ施設でも、担当する職員等によって生じる「施

設内格差」。制度は同じなのに施設ごとで支援の内

容が異なる「施設間格差」。たとえば東京と他県だと、

制度そのものに隔たりがあるなどの「地域間格差」。

そして、もっとも注視していかなければならないと

考えられるのが、「一般との格差」です。

子どもは実情、まったく施設を選べていないのに、

入る施設によって進路を含めて受けられる支援が全

く違ってしまう。とりわけ、義務教育を終えたハイ

ティーンの子どもたち、15歳から18歳ぐらいまでの

子どもたちに対して、格差が本当に顕著だなという

のを日々感じています。この３年間にどのような支

援を受けられるかというのは、その後60年と続く人

生に甚大な影響を与えます。その上、これを後から

取り戻すのは極めて難しいのが現代日本の実情

です。

例えば、16歳で高校を中退した子どもに対して。

「高校で頑張れなかったなら、（社会に）出て働くし

かないよね」といって、就労自立を迫るのが業界の

主たる慣習です。移る住居も簡単には確保できない

ので、住み込み就労が便利に使われてきました。後

ほどそういう例も紹介します。一方で、同じく16歳

で高校を中退した子どもに対して。どうしても今の

高校には友人関係でなじめず通えない。「だったら、

もう一回チャレンジして次の学校に行こうよ」と

いって高校就学を継続して、さらに大学への進学支

援も受けて卒業した。同じ状況であっても受けられ

る支援がこのように違うと、その後の人生は全く別

物になります。こういったことを、それこそ先ほど

言った自己責任論で我々は片づけてしまっていませ

んでしょうか。仕事の成果が思うように上がらない

のを、子どものせいにして責任を放棄していません

ひとりひとりの主体的な自立を支えるために

子供の家
早　川　悟　司

＊　平成27年度 「公開講座」での講演をまとめたものです。
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でしょうか。

地域間の格差についてですが、私がこういった自

立支援の話をすると、全国規模の研修等でよく言わ

れるのが、「そんな外国の話をされたって困るよ」

といったことです。「東京はいいよね」ということ

をよく言われます。けれども、「東京でやってるん

だったら、うち（の県）でもやろうよ」と考えてい

ただけないでしょうか。「東京とは財政規模が違う」

と言われますけれども、土台の人口規模や施設数も

違います。東京と同じことを地方でしたからといっ

て、支出が同様に嵩むわけではありません。

都独自の制度ができる過程でも、業界関係者から

こういう奨学金制度が必要だ、こういう専門職が必

要だということを発信し続け、行政関係者と共有し

た結果、前進してきたという側面があります。そう

いった過程を経ずして「東京は制度があるから」、「地

方にはないから」といったことで支援の格差を容認、

あるいは看過することに私は賛同できません。実際

に東京でなくても、独自の取組を進めている自治体

も見られます。

そして、もっとも問題にすべきだと考えているの

が一般との格差です。例えば進学率一つとっても、

一般では８割ぐらいの子どもが高校を出た後も上位

校に進学するのに、児童養護施設からは平均で２割

ちょっとしか進学できていない。進学が全てではあ

りませんけれども、そういった一つ一つの格差を解

消、緩和していかなければならないと考えています。

それが「支援の標準化」です。

「標準化」という言葉を私は10数年前からこだわっ

て使っているのですが、ようやく最近業界内で通じ

るというか、抵抗なく受け入れてもらえるように

なってきた感じがします。かつては、「これからは

個別化の時代なのに、標準化なんておかしいよ」と

いうことを言われました。けれども私が言う標準化

とは、子どもの人生を画一化するとか、均一化する

とか、そういうことではありません。我々の仕事の

レベルを標準化しましょうということです。用いる

技術や情報、社会資源を支援者間でしっかりと共有

することで、「アタリ・ハズレ」の「ハズレ」をな

くすということです。子どもの人生は、最後は子ど

もが決めるわけですが、我々は給料をもらって仕事

をしているわけですから、その土台を、責任を持っ

てつくらないといけないということです。

私も施設現場にいますので、一線で子どもと向か

い合っている職員たちから、かつては「園長が言う

ことはもっともかもしれないけど、でも実際、こん

な子をこのまま施設においていて、この子のために

なるんですか？」と言われたこともあります。「夜

は帰って来ない、酒は飲むわ、たばこは吸うわ、や

りたい放題じゃないですか。施設を出て働いて、社

会の厳しさを学んだ方が良いんじゃないですか」と

いう声は、この業界のあちこちで聞かれます。そう

して、18歳未満での退所・社会的「自立」という不

法な対応がしばしば見られます。

もちろん、子どもの「やりたい放題」を決して容

認して良い訳ではありません。社会的に認められて

いないことは、ダメなことはダメと、当然伝える必

要があります。けれども、それを理由に施設から出

して支援を打ち切るのは全く妥当ではないというこ

とです。私たちは、子どもの「行動」と「存在」を

しっかり峻別して関わらなくてはならないと、職員

には常に言っています。好ましくない行動はきちん

と指摘して、代わりの適切な方法を示す。行動を否

定しても、決して存在は否定しないということが極

めて重要だと考えています。

「過去は取り戻せないが、『いま』と『これから』

は変えられる」と書きました。どんな犯罪を起こし

てしまった人も、若くして自らの命を断ってしまっ

た人も、その生い立ちを辿れば必ず、「この時、たっ

た一人でも寄り添ってくれる大人がいたら」という

時期があったと思います。時を遡って過去を変える

ことはできませんが、今、目の前にいる子どもにしっ

かり寄り添うことで、子どもたちの将来のリスクを

軽減することはいくらだってできると思います。貧

困や、虐待、そして養護問題の世代間連鎖を、目の

前の子どもで終わりにするのが、私たちの仕事なの

だと思います。

はじめから暑苦しい話で申しわけありません。こ

の後は話があちこちに行きますが、おつき合いのほ

どよろしくお願いいたします。
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１　ソーシャルワークの基本理解

はじめから根性論みたいな話をした後で、いきな

りソーシャルワークの定義かという感じですけれど

も。基本は、やはり常々共有すべきだと思います。

私自身は20代半ばになってから、急に路線変更で

福祉の大学に行き直しました。そのころ、この後に

取り上げるバイステックとかいろいろな原則や理論

を学んだというか、目にしたわけです。とは言え、

そういったものを見ても正直なところ当時は全然お

もしろくないし、「何を当たり前の分かりきったこ

とを」と思って気にも留めていませんでした。けれ

ども、施設で10年くらい働いて、改めてこれらを見

た時に、如何に今いる実践現場がこうした理論から

かけ離れているか、ということを痛感するわけです。

理論と実践がしっかりと噛み合っているか、常日頃

から確認する習慣が非常に大事だと思います。

今日のタイトルは「自立を支えるために」ですが、

実のところ私は早いうちに「自立支援」と「児童虐

待」という言葉は別の言葉に替えた方がいいと思っ

ています。これもそのうち議論していただければい

いと思いますけれども。

「自立」という言葉の定義が時代によってどんど

ん変遷してきて、支援を受けながらの「自立」とい

う考え方も認識されてきています。私自身も、この

後に触れる「自立支援指導員」だったり、「自立支

援コーディネーター」とういう仕事を、こだわって

やってきました。それで、例えばそうした実践をも

とに論文を書いた時にタイトルを英訳しないといけ

なかったりして、「自立」の訳を考えたことがあり

ます。「self-standing」とか「independent」とか、

どれもしっくりこない。

では、国際的に「自立支援」という言葉はどう使

われているのかと調べ探してみても、見当たりませ

ん。そもそも「自立」という言葉自体が、本来的に

日本特有の自己責任を前提にしていることに気づき

ます。そこから一生懸命解釈を広げてきていますけ

れども、結局は自己責任論からは脱却しきれていな

いのではないでしょうか。

国際的にソーシャルワークの定義１）は、「人々の

エンパワーメントと解放を促進する」ことと言われ

ています。自分で何かをできるようにするのではな

くて、その前のところ。勇気づける、力づける、そ

して様々な社会的不利から解放するということで

す。「生活課題に取り組み、ウェルビーイングを高

める」。要するに、「自立している」・「していない」

という二元論が問題なのではなくて、ウェルビーイ

ングを高める、つまり、より良く生きられるよう

「人々や様々な構造にはたらきかける」のがソーシャ

ルワークの仕事だとされているわけです。どんなに

「自立」の解釈を再検討するよりも、私はこうした

表現や理解の方が妥当だと感じています。

次に、「ソーシャルワークの実践モデル」です。

これも時代に伴って変遷しますが、最も伝統的なの

が「治療モデル」です。これは、今でいう支援者が、

かつては「指導員」などと呼んでいましたが、そち

らが主体になって、クライアントの悪いところ・未

熟なところを見つけて、指導して、治すという考え

方です。クライアントは治療の受け手、つまり客体

です。長く、児童養護施設の現場もこういった治療

モデルに偏重していたと思います。今でもそういう

部分が多々あるのも否めません。

治療モデルは対症療法に過ぎず、課題の根源的な

ところにアプローチできないということで、その限

界が認識されるようになって、次いで出てきたのが

「生活モデル」です。クライアントを生活の主体と

捉えて、環境との交互作用に着目しましょうという

ことです。
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さらに現在、新たなモデルとして私も度々強調し

ているのが「ストレングスモデル」です。弱いとこ

ろを探して治してあげるのではなくて、強いところ

を見つけて、クライアントと共有して、さらに強め

ていきましょうというものです。こうした考え方を実

践現場でスタンダードにしていくべきだと思います。

治療モデルが全面的に良くないかというと、そう

とも限りません。治療や応急処置が必要なときもあ

ります。「必要最小限の治療モデル」と、「可能な最

大限のストレングスモデル」というスタンスが大切

だと考えています。

２　ニーズのアセスメント

「ニーズ」や「アセスメント」という言葉は福祉

業界で多用されていますが、その捉え方がそれこそ

標準化されていないと感じます。これについて、あ

る１人のかつての女児の例を通じて考えたいと思い

ます。

私は20代のころに勤めていた施設で、女子フロア

に配属されていました。当時中３のＡちゃんは、直

接私が担当していたわけではないのですが、日常的

に関わりがありました。12月から１月にかけてので

きごとです。Ａちゃんは、とある高校に既に推薦で

入学が決まっていて、「高校に入っても部活は続け

るよ」ということで意気込んでいました。なのに、

年が明けてフロアの会議で、その子の担当職員が、

「Ａちゃんは進学をやめて、就労自立をすることに

なりました」と突然言い出したのです。

一般にはほとんどいませんが、児童養護施設では

中卒の就労自立が稀にありました。私は、「この前

本人から話を聞いたときは進学に前向きだったの

に、なぜ急に就職なのですか」と問います。対して

担当の先輩職員は、「いや、とにかく本人の自立し

たい、自分でやりたいという意思が固いから、それ

を尊重することにしました」と返ってくる。

私は何のことやら分からなくて、その日の夜だっ

たか、Ａちゃんに直接会いに行って、「いったい、

どうしたの？何でまた、就職？」と聞いたわけです。

そうしたら、「ああ、その話ね。もういいよ」とい

う感じで、「私、もう働くから」と言って、頑とし

て聞かない。その子は本当に勝ち気な子で、もとよ

り言い出したら聞かないのですけれども。

結果的には、施設としても先輩職員が言った「そ

の子の意思を尊重する」という一見正論のようなこ

とを採用して、その子は実際に「就労・自立」をし

ました。飲食店の住み込み就労です。学歴不問の仕

事は、それなりにきついです。店の２階に部屋があっ

て、休憩時間でも、お客さんがいれば呼び出されて、

かなりブラックな状態で働いていたようです。案の

定というか、２～３カ月ももたなかったと思います。

逆に言えば、15歳の子がそのぐらいよく頑張ったの

ですけれども。

その後、Ａちゃんは、もう仕事が耐えられないと

いうことで店を飛び出して、仕事と住居をいっぺん

に失いました。施設に連絡をくれれば対応もできた

のですが、施設が知ったのは何か月も経ってからで

した。それはそれで、施設側の課題が否めないので

すが。

こうなると、後はお決まりのパターンがあります。

判をついたような、性的被害の繰り返しです。新宿

の歌舞伎町とか渋谷とかに行くと、「神待ち」といっ

て、家出をしている女子高生たちが身体と引き換え

に泊めてくれる男の人を待って立っている。おそら

く最近はスマホがあれば、サイト上でのやり取りに

なるので、目にはつき辛くなっていると思います。

そういうのを私は「インフォーマルな性被害」と言っ

ていますが、一方で性風俗業やＡＶのなどの「フォー

マルな性被害」に引き込まれる場合も少なくありま

せん。

Ａちゃんもその後、大人を頼ることなく放浪する

中で、性的被害を繰り返していたことは想像に難く

ありません。自分の意地で施設を飛び出した格好な

ので、元々勝気なＡちゃんは、施設にSOSを出すと

いうことができなかったのは無理もないでしょう。

やがて補導されて少年院に入れられて、少年院か

ら出た後も転々とし、不安定な生活が続いていたよ

うです。その後、19歳で母親になり、幸い何とか別
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の職員が一生懸命かかわって居場所はわかっていま

したけれども、かなり苦労はしていたようです。

Ａちゃんの一件に、私は当初から腑に落ちないと

いうか、強い憤りを覚えていました。もちろん、Ａ

ちゃんに対してではなく、自分のふがいなさも含め

て施設の支援に対してです。「中卒で就労なんて厳

しいよ。せっかく決まったんだから、高校は行こう

よ」と懸命に説得を試みたものの、結果は変わらず、

ただ傍観するしかできなかったのがずっと心残りに

なっています。

何年か経って、現場で経験を積むだけでは頭打ち

のような気がして、私は働きながら大学院へ行きま

した。その時に「ケア・マネジメント」の本を読ん

で見つけたのが、「ニーズのアセスメント」です。

この図は私が作りましたが、ブラッドショー

（Bradshaw）２）さんの理論を表したものです。Ａちゃ

んの一件で腑に落ちなかったことを、整理できたの

がこの考え方です。

ニーズには大きく分けて「当事者のニーズ」と「専

門職のニーズ」があります。この二つの円が重なっ

た時に「合意されたニーズ」が発生します。「当事

者のニーズ」はさらに、「エクスプレスドニーズ（表

明されたニーズ）」と「フェルトニーズ（表明され

ていないが、クライアントが感じているニーズ）」

があります。

Ａちゃんが「こんなとこ出て働くし、高校なんか

行かない」というのが、エクスプレスドニーズです。

先ほどの話では、ここにだけに焦点を当てて対応を

してしまったわけです。その結果、Ａちゃんは大き

なリスクを背負うことになります。この時に、より

注意深く探り、配慮をすべきだったのがフェルト

ニーズです。表明されてはいないけれど、実際のと

ころ何を感じていたのかということです。

よくよく聞いてみると、Ａちゃんは積極的に働き

たかったわけではないのです。ある日曜日の午前、

なかなか起きてこないところを職員に何度も促され

て、昼近くなって食堂に行きました。朝食で用意さ

れていた鯵のひらきは、焼きざましでコチコチでし

た。誰も見ていないと思ったＡちゃんは、鯵をその

まま生ごみ入れのバケツに捨てました。まあ、直ぐ

にバレます。そして、見つけた職員が報告をして、

担当職員の出番です。

「せっかく人が用意した朝食を、手も付けずに捨

てるなんて何を考えているんだ！」といった具合で

しょうか。Ａちゃんによると、担当職員から「もう

義務教育も終わるんだから、そんな勝手なことをし

たいんだったらここを出て働くことだってできるん

だぞ！」と強く言われたそうです。それに対してＡ

ちゃんは、いわば売り言葉に買い言葉ですね。「わ

かったよ。もう、あんたらの世話にはならないよ！」

と、退所して働くことを決めたということです。以

前から、学校や施設のルールに反発感をもっていた

Ａちゃんは、この後自分から退くことはなかったと

いうことです。

この時のＡちゃんのフェルトニーズは、どういう

ものでしょう。恐らく「好きでこんなところで暮ら

してるわけでもないのに、勝手に決めたルールとか

日課とかを押しつけるんじゃねーよ」といったとこ

ろかもしれません。

一方で、職員の側には専門職のニーズがあります。

これにも、大きく二通りがあります。「コンパラティ

ブニーズ」というのは、客観的比較によるニーズで

す。後ほど七五三（現象）の話もしますけれども、

中卒での就労実態がどのようなものか、労働条件や

生涯賃金等も含めて、客観的に不利益やリスクを考

えるということです。

加えて、「ノーマティブニーズ」というのは、専

門的判断に基づくニーズです。専門的判断というの
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は、18歳まで支援を継続するのは法的にも定められ

た我々の責務です。我々は法律を根拠にした行政と

の契約、つまり措置制度によって給料をもらってい

るわけです。ですから、法律を守らないのだったら

給料をもらう資格はありません。法律や理論等の根

拠に基いて専門的判断をする。個人の価値観や、子

どもとの関係性で左右されるものではありません。

実際、Ａちゃんの考えと職員、とりわけ私の考え

は食い違っていたわけです。この、何れか一方にだ

け焦点を当てても支援の効果は期待できません。必

要なのは、Ａちゃんのフェルトニーズを丁寧にくみ

取った上で、専門職のニーズに対する理解を促して

いくことです。

「本当は、もう高校生にもなるというのに、大人

が決めた日課で生活させられるのが嫌だったんだ

ね。だったら、これからは朝ご飯が要らないときは

あらかじめ大人に伝えよう」とか、あるいは、その

後の高校生には実際にしていたことですが、「食事

の要・不要をカレンダーに書き込もう」とか。「い

やいや、朝食は必ず摂るべきでしょ」という人もい

るかもしれませんけれども、何が正解かということ

よりも、日常に折り合いをつけながら本当に大切な

ことを探っていくといったことが、最も大事なのだ

と考えています。

折り合いをつけつつ、大人の考えや将来への見通

しを具体的に、子どもに分かるように、丁寧に伝え

ていく。そうした対話によって紡ぎだされるのが「リ

アルニーズ」、つまり合意されたニーズです。支援

の焦点を当てるのは、正にこの部分です。リアルニー

ズの形成の仕方は様々ですが、このケースのように、

本人の表明したニーズに沿うことが、「最善の利益」

に反するのが明らかな時には、より強くそれを伝え、

専門職のニーズへの理解を促すことが重要です。

「アセスメント」という言葉は、「情報収集」とか

「評価」というように理解されていることがあると

思いますが、ソーシャルワーク領域で最も適当だと

考えられる訳語は「課題分析」です。ニーズのアセ

スメントに必要なのが、ここでお話しした「リアル

ニーズ」を紡ぎだす作業だということです。机上の

検討や会議で一面的に終えられるものではなく、手

間暇がかかります。人ひとりの人生がかかっている

わけですから、しっかり手間暇をかけないといけな

いと思います。

３　入所児童の課題

社会的養護のもとへ保護される子どもの多くに共

通の課題があります。先ず、「低い学力と三重のハ

ンディ」です。施設で暮らす子ども達は、勉強の意

欲がないとか、学力が低いとか、やる気がないとか、

「そんなに勉強しなかったら高校に行けないよ」な

どと言われます。それで、時には子ども自身が努力

を怠ったからとか、遊び呆けていたから、などとい

う評価で、公立高校に合格できなかった子どもや、

入っても中退してしまった子どもが、いわゆる「社

会的自立」を強いられたりしています。

けれども、これも子どものせいというものではな

く、構造的な問題です。第一のハンディとして、施

設入所の前、「家庭等における学習環境の不備」が

あります。入所児童の家庭の大半はひとり親家庭で、

子どもの学習を充分に支えられていない場合がほと

んどです。後にふれる女性の貧困も背景にあって、

子どもは親に宿題を見てもらうどころか、学用品が

揃っていない、朝は登校時間に合わせて起こしても

らえていない、朝食を用意してもらえていない、入

浴や洗濯が不充分で周囲から「臭い」と言われるな

ど、学習以前のところで躓いています。

こうした状況が、子どもの養育に「不適切」と判
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断されて児童相談所に保護をされると、その間は学

校に通えません。法的には一時保護の期間は２か月

を超えないこととなっていますが、その後の行先が

決まらず半年・１年と延びることもあります。保護

所の職員も頑張ってはいると思いますが、公教育を

代替するのは容易ではありません。これが第二のハ

ンディ、「一時保護による学校教育の停止」です。

そして、第三が「施設入所にともなう転校と環境

の激変」です。里親委託も同様です。元の家庭に戻

ることなく施設入所、あるいは里親委託が決まると、

ほぼ漏れなく転校です。普通の転校は一家揃っての

転居によるものですし、時期も大体は年度替わりと

かキリのいい時です。けれども社会的養護の子ども

の転校は随時ですから、年度途中、学期途中の全く

中途半端な時期がほとんどです。一般家庭で転校し

た子どもが、家に帰って母や父に「今度の学校、教

科書も進み方も違っていて、ついていけないんだけ

ど」と助けを求めることはできますが、社会的養護

の子どもは転校と同時に家族も総取替です。

家である施設に戻れば、他の子どもや職員の顔と

名前、施設の日課やルールを覚えないとならない。

里親であれば、その家の決まり事や「家風」を受け

容れるのも容易なことではありません。この辺は私

たちがもっと頑張らないといけないところですけ

ど、なかなかフォローしきれていないのが実情です。

子ども達はたったひとりで誰も知らない施設や里

親家庭に行って、昼の生活も夜の生活も変わるわけ

です。家族も一遍に変わる、学校も一遍に変わる。

一般でも転校を経験された方は少なからずいらっ

しゃるかとは思いますけれども、家族と学校と地域

が全部一遍に変わるという経験をされた方は、多分

社会的養護の経験者の方以外滅多にいないのではな

いかと思います。こんな仕打ちに一回でもあってみ

たら、それこそ生きる気力さえ削がれるのではない

かと思いますが、施設や里親家庭の子どもというの

は、皆こういったことを経験しています。にも拘わ

らず、子ども達は「おれ、バカだから」、「勉強嫌い

だから」と言います。そんな子どもに対して、私た

ちは「勉強しなかったら高校いけないよ。そうした

ら施設を出て働くしかないよ」と言うのではなく、

この三重のハンディについての説明をしっかりとす

るべきだと思います。その上で、「勉強が振るわな

かったのは、あなたのせいじゃない」、「これまでの

状況を考えたら、できなくても当たり前」、「だけれ

ども、これから一緒に頑張れば必ずできることは増

えるよ」と、是非伝えていただきたいと思います。

次に、これはもう言うまでもないですね。「社会

的自立の困難さ」です。冒頭申し上げた通り、法的

には18歳までは保護の対象で、必要に応じて20歳ま

で延長できるとなっています。しかし実際は、義務

教育終了後は高校等に就学していなければ保護の対

象から外されてきました。国も2011年12月28日の通

知３）で、自立生活能力のないまま措置解除するこ

となく、20歳までの措置延長も積極的に活用するよ

うにとのアナウンスをしていますが、まだまだ実情

は改善しきれていません。もしも、この通知を知ら

ないという関係者の方がいらっしゃったら、この機

に確実に確認をしていただきたいと思います。厚労

省のホームページでも見ることができます。

要するに、「学校に行ってなければ、施設を出て

働け」という慣習には、何ら根拠がないということ

です。細かな話ですが、この2011年12月28日の20年

以上前、1988年３月29日に中卒後の措置継続につい

てという通知４）がありました。当時、一般には

100％近い子どもが高校へ進学する中、児童養護施

設の子どもは大半が中卒で施設を出て働いていまし

た。当たり前ですけれども、そうした子ども達がな

かなか社会適応できない。それに対して当時の厚生

省が、「中卒後、就労している子どもを引き続いて

入所させてもいいですよ」という通知を出したんで

す。それは良いとしても、この後が余計でした。「措

置継続の期間は、就職後概ね６か月程度とする」。

その後、日本も批准する国連の子どもの権利条約も

含めて、この「６か月」に法的根拠はないし、「最

低18歳に達するまで」とすべきです。しかし結果的

にこの通知が、以後長きにわたって「高校に行かな

い子は、半年で出ていきなさい」という業界の悪し

き慣習を支える材料になってきたのだと思います。
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ちなみに、2011年通知の前文で1988年の通知は廃

止されています。これを見たときに、私は思わずひ

とりで「よっしゃー！」と拳を握りしめました。当

時も、こんなことを共感できる人は、なかなかいな

かったと思います。いずれにしても現在は国の通知

も含めて、高校に行っていないからといって、18歳

未満の子どもを施設から出す根拠は一切ないという

ことなのです。

続いて、「著しく低い高等教育への進学」。先ほど

も申し上げたように、大学等の進学は一般と大きく

かけ離れています。その要因は、子どもの学力とか

意欲の問題と見られがちですが、全くその限りでは

ありません。経済的要因と、施設職員や施設長の意

識の問題です。同じ東京の施設でも、当たり前のよ

うに毎年高校を卒業した子どもが大学等に進学する

施設と、これまでの歴史で進学者はゼロという施設

があります。こうした格差については、かつて論文５）

にまとめましたけれども、子どもの学力や元々の意

欲が要因ではありません。

そして、「発達に課題のある子ども」です。先天

的な発達障害が養育者の虐待を引き出すこともある

でしょうし、虐待の結果として反応性愛着障害が生

じることもあると言われます。どちらの場合も、子

どもは様々な不適応症状を呈します。結果、年齢が

上がるほど、ここにも自己責任論が用いられて、子

どもは居場所を失います。

４　施設退所後の課題

次いで、「離職率の七・五・三」です。資料は厚

労省のものです６）。「七・五・三」は昔から言われ

ていることなので、ご存知の方も多いと思います。

不思議なことに、結構昔から変わっていません。３

年以内の離職が大卒だと３割、高卒だと５割、中卒

だと７割と言われています。あとは賃金とか労働条

件とかいろいろなことも違いますけれども、単純に

中卒、高卒で施設を出したら、大体３年以内で大半

は辞めているよ、ということです。「だから何よ」

というのは後ほどお話をします。

また話が少し飛びますが、離職の次は若年の結婚

と離婚７）です。男性、夫の方を見ると、近年、離

婚率が上がっていて10代と20代前半の離婚が拮抗し

ています。この年代だと半分が離婚しているという

ことです。

これが女子になると、「あら、まあ」という感じ

ですけれども、10代で結婚した女性の離婚率の伸び

がすごい。これは直近が05年なので、それから10（年）

以上経っているので、どうなっているんでしょうと

いう感じですけれども。10代で結婚すると、雑な言

い方になって恐縮ですけれども、大半は離婚してい

ますということです。

ちなみに、これは男女ともにですけれども、10代

の結婚の８割はいわゆる「でき婚」、妊娠を機に結

婚しています。そうした場合は離婚率がさらに増す

というデータもあります。

余談ですけれども、最近、離婚は３分の１とも言
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われています。結婚しても三組に一組は離婚します

というものです。これは、端的に言えばまやかしで

す。発信者に何らかの作為があるのか、数字を見る

能力が極端に低いのか、どちらかだと推測されます。

いずれにしても、こうしたものを鵜呑みにしないリ

テラシーが一般市民にも求められます。

どういうことかと言うと、１年の間に結婚した

カップル数と離婚したカップル数を比べると３対１

でしたということです。単年で結婚するカップルは

若年人口と共に減っていて、一方でそれとは比較に

ならない経年の既婚カップルのうちで離婚したの

が、新婚と比べると３分の１だということです。そ

もそも比べる母数がまったく異なり、比べる意義す

ら不明です。

例えば社会的養護の数字で、「日本は施設が多い」、

これも嘘です。数字のデータは、見ようによって幾

らでもトリッキーに解釈をいじれます。日本は施設

が多いのではなく、国が保護をしている社会的養護

の子どもが圧倒的に少ないのです。例えば、諸外国

が親族による養育を里親として認定していても、日

本では親族による養育の大半は行政から「無視」さ

れています。

母数が少ないから施設の子どもが多く見えます

が、施設で生活する子どもの割合を人口比でみると

アメリカと同等、ドイツの３分の１です。このあた

りについては著書の『施設で育った子どもの自立支

援』８）で詳述していますので、よろしければご参

照ください。

話を戻すと、結婚している人たちの３分の１が離

婚しているのではなくて、若年の人口が減っていま

すから、新たに結婚するカップルがかなり減ってい

ます。年間で60数万件といったところでしょうか。

でも、既に結婚しているカップルは、その何十倍も

います。その総数の中で離婚する人たちが、新たに

結婚したカップルの数と比べると３分の１に当たる

ということです。

分母がすり替えられているわけで、既婚者全体に

対して、1年間で離婚するカップルは１％に達しま

せん。一部の弁護士事務所も含めて、「３組に１組

が離婚する時代！」等と騒いでいるのは、何かしら

の意図があるのだと思います。要は、数字は使う人

の意図で加工されるから、鵜呑みにするのは止めま

しょう、ということです。

本論からそれてしまいましたが、そんな中でも若

年層の、とりわけ「でき婚」の離婚率の高さは注視

が必要だと思います。

５　女性の貧困

社会的養護のもとにある子どもの家族状況では、

突出して母子家庭が多くなっています。母子家庭は

「離婚」、「未婚」、「死別」によるものがありますが、

現在の日本では離婚によるものが８割です９）。その

内、元の夫から養育費を受け取れているのは僅かに

２割。受け取れていたところで、月の平均総額は

５万円にもなりません。

それでは生活できませんから、８割の母子家庭の

お母さんは働いています。大半は非正規就労で、平

均年収は181万円といわれています。平均値でなく、

最頻値、つまり最も多くの母子家庭は恐らくこれよ

りもずっと低い年収で生活していると考えられます。

こうした「女性の貧困」が、養護問題の根底にあ

ります。施設で暮らす子どもたちが受けたとされる

虐待で、一番多いのがネグレクトです。重複もあり

ますけれども、３分の２はネグレクトです。親が悪

意で子どもを放置しているというよりは、母子家庭

のお母さんがダブルワークやトリプルワークで、夜、

子どもを家に置いて働きに出るとネグレクト事案の

発生となるわけです。

実際にあった例ですが、母子家庭で親が昼間働い

て、夕方、子どもを保育園に迎えに行って、ご飯を

食べさせて寝かしつけて。昼間の収入だけじゃやっ

ていけなくて、子どもが寝た後、夜の仕事に行きま

す。夜中に目を覚ました子どもが泣きながら、「ママ、

どこ～？」と家の周りを探し歩いて、通報され、保

護される。警察による身柄付通告で児童相談所に連

れて行かれて、「ネグレクトですね」となるわけです。

呼び出しを受けた母親に対して、児相の職員は「お
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母さん、これは虐待ですよ」、「昼間の安定した仕事

に就いて、○○ちゃんを引き取りに来てくださいね」

と言う。元の夫も、地域や社会も国も助けてくれず、

たったひとりで人一倍頑張ってきた母親に対する仕

打ちが「虐待の親」というレッテル貼りになるのです。

ならば生活保護があるじゃないかと思われるかも

しれませんが、日本では父子家庭も母子家庭も受給

は１割程度です10）。人口比で1.6％という数値も、

先進諸国では極端に低いものです。

ちなみに、働いてない母子家庭で生活保護を受け

ていると、地域や子どもの人数・就学状況等によっ

て異なるものの、実質的な保護額は先ほどの就労世

帯平均を上回ります。生活保護を受けた方が余程ま

ともな暮らしができるけれども、ほとんどの母親が

一生懸命働いているわけです。「生活保護捕捉率は

２割」と書きましたが、捕捉率とは何かというと、

生活保護を受給できる資格がある、つまり保護基準

を下回る収入で生活している人の中で、実際に保護

を受けている人の割合です。残りの8割は資格があっ

ても保護を受けていません。調査によって数値にバ

ラつきはありますが、ドイツやフランス、イギリス

の捕捉率は９割に上るのに対して、大きな隔たりが

あります。

日本の捕捉率が低い理由は、大きく３つが考えら

れます。１つは行政機関の消極的対応です。窓口で

の水際作戦といって、不当に保護の申請を払いのけ

ている事例もあります。２つ目が「スティグマ」の

問題です。つまり、保護を受けるのを「恥」とする

社会風潮です。この背景にも、日本が自己責任論に

支配されている国だということが窺えます。そして

３つ目は、私有財産の処分を前提とする、厳しい受

給要件があります。通帳に７万円程の残額があった

だけでも、「保護を受ける前に貯金を使え」となる

わけです。そんなわけで、保護の利用率が国際的に

も極端に少なくなっているのだと考えられます。

これに拍車をかけているのが、マスコミの報道で

す。しばしば取りざたされる「不正受給」ですが、

件数ベースでは保護件数の２％、金額では0.4％に

満たないと言われています。人口比で1.6％の、更

に２％と言ったら、0.0003％。ほぼ０です。国レベ

ルで見れば、日本では生活保護の不正受給はほとん

どないことになります。なのになぜ、針小棒大にマ

スコミがこれをあげつらうのか。なぜ、不正受給者

の何百倍もいる、「捕捉されない貧困者」を徹底し

て無視するのか、不思議でなりません。

少し前の、芸能人の親が生活保護を受けていたと

いう問題。あれも、他人がとやかく言うようなこと

ではありません。子どもが裕福だからと言って、親

が生活保護を受けてはいけないという法的根拠はな

いし、まして親子といえども、その関係は様々じゃ

ないですか。

血縁があっても、実質的な家族関係がないこと

だってあります。あの親子がどうかは知りませんが、

少なくとも、あかの他人が「なぜ、親を養わない？」

と目くじらを立てるのは大きなお世話で、なんら妥

当性がないわけです。

日本は、政府も社会も、貧乏人の相手は極力しま

せんという国です。めったに生活保護を受けられな

い、社会的養護も一緒ですけれども、そうすると極

端に数が少なくなるので、ますます受けるのは恥だ

という心理が働きます。生活保護を受けるのは恥、

社会的養護のもとで暮らすのは恥、子どもを施設に

預けるのは恥。こうした恥の感覚、スティグマが働

きますので、困難な状況の人ほど何も頼れなくなる

という悪循環が続くのです。

養育費がもらえない、生活保護も受けられない、

働いても大半は非正規の就労でワーキングプア。で

は、児童扶養手当があるではないかといっても、こ

れがまたひどい。極めて厳しい所得制限があって、

満額もらえるのは生活保護基準以下の本当に貧しい

家庭です。200数十万円とかという収入で母子家庭

だったら相当なワーキングプアですけれども、その

ぐらい収入があったら１円ももらえません。もらえ

たとしても、子どもが３人いても月５万円。基準額

が４万2000円で、２人目の子どもができると5000円

増額されます11）。３人目だと3000円、４人目以降も

１人当たり3000円。だから、３人目以降の子どもは

「１日100円で暮らしてね」という、そういう制度で
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す。１日100円で何が買えるんでしょうか。水だけ

飲んで、あとはその辺の草でも食べてなさい、とい

うことでしょうか。本当に、この表を見るだけで憤

りが収まりません。

これについては、いろいろな関係団体の方々が頑

張って、今年から「30数年ぶりに増額」、「倍増」と

いってニュースになりました。30数年間放っておい

た方もすごいなと思いますが。

その中身は、倍増といっても１人目の基準額や所

得制限は変わっていません。２人目の子どもが月に

5000円から、来年度は１万円になります。３人目以

降が3000円から6000円になります。だから、「１日

100円で暮らせ」が「１日200円使ってもいいよ」に

変わりました。それで、政府や一部の業界関係者は

「児童扶養手当の大幅増額を達成！」と言っている

わけです。頑張っていただいた方々を労いたいと思

う一方で、虚しさや憤りは何ら変わりません。

日本はとりわけ、貧困にある人、離婚した女性に

対しては自己責任が問われ、別れた男はお咎めなし

です。児童相談所や児童福祉施設でも、母親は本当

によく指導とかをされています。「お母さん、もっ

と頑張ってね。ちゃんと昼間の定職につかないと」

とか、「お母さん、次は子どもをたたかないように。

口で言わないとだめだよ」と、いろいろ指導されて

います。子どもからも、母親は「なんで、一緒に暮

らしてくれないの？」なんて、恨まれたりとかもし

ています。父親の存在は、端から忘れられています。

無罪放免です。姿を見たこともないという子どもも、

たくさんいます。男性はどうなっていてもお咎めな

し、女性は子どもを産んだ日には、そこを十字架の

ように背負っていって、あなたの責任で産んだんだ

から、あなたの責任で育てなさい、ということ課し

ている社会です。

子どもが受けた虐待では、ネグレクトが一番多い

と先ほど言いましたが、ネグレクトというのは母親

の問題行動ではなくて、われわれの社会が「母子家

庭に対してネグレクトをしている」ことの現れなの

だと考えています。

６　主体的な「生き方」の選択

私たちは「自立支援」と言いながら、形ばかりの

一時的な対処をしていませんか、ということも考え

ていく必要があると思います。とりわけ、障害枠就

労や高卒・中退での就労だと「あなた、仕事を選ん

でいる場合じゃないよ。食べていかないといけない

でしょう」ということで、「もう、これしか他には

ないんだから」という消極的な選択を強いている。

それが「自立支援」と言えるのでしょうか、という

ことを問いたいと思います。

誰もが主体的に職業選択や社会参加ができるとい

うことを、子ども達が小さいうちから我々は目指さ

ないといけない。はじめに、「高卒未満で施設を離

れる子ども達」ということに触れましたが、私が以

前に勤めていた施設では中卒や高校中退で退所する

子が長らくいませんでした。Ａちゃんや、同世代の

何人かの子どもとの関わりで、本当に私も懲りてい

ましたから、「（高卒未満で）意地でも出すものか」

というのがありました。もちろん、今でも変わりま

せんが。

先代が体調を崩して急遽就任した当時の施設長

も、「縁があって出会った子どもを、最後まで責任

をもって見ていく」と明言し、私も強くこれに賛同

していましたので、例え高校を中退した子でも次を

探りました。「高校は皆卒業する」ことを基本に、

時には通信制やサポート校も含めて転校先を確保し

ました。

これには施設内でも、賛否がありました。中退の

子どもが出るたびに、子どもの自己責任を問う職員

との間で、喧々諤々の議論になりました。でも、先

ほど述べたように、高校中退は施設退所の理由には

なりません。入所支援を継続するか否かの議論など

法的にも不要で、そんな時間があったら我々はその

後をどう支えるかを専ら議論すべきです。

結果的に、前任施設では10年以上前から、一度は

中退した子も含めて高校を卒業して大学や専門学校

へ進むのが当たり前になりました。その過程での議

論では、「甘やかし過ぎだ」とか、「税金の無駄遣い
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だ」という意見も根強くありました。ですが、中退

を機に、中途半端に子どもを社会に出すことが、子

どもにとっても、社会にとっても有益でしょうか。

せっかく社会的養護に結びついたのなら、この後の

社会の一翼を担う子どもを育てようと皆で願えない

ものでしょうか。正直なところ、よく言われる「納

税者を育てる」という感覚を私は持ち合わせてはい

なくて、単に「ひとりひとりが自分らしく生きる」

ということしか求めていないのですけれども、（納

税者を育てるというのも）それはそれで必要な考え

方なのかもしれません。この年代の子どもをしっか

り支援することで、将来の社会保障費を抑制できる

という考え方もあります。

大学等の進学支援となると、それはそれで反論が

ありました。「高校も中退した子に大学なんか行か

せてどうする。どうせ続かないに決まっている」と

いうことも幾度となく言われました。「奨学金を捨

てるようなものだ」と。こういうことを言われると、

俄然私も奮い立ってしまうのですが、一方で「確か

に心配だな」と思うこともありました。

実際、中には希に大学等を中退してしまった子も

います。後ほど触れますが、それでも私は、「進学

が無駄だった」とは思っていません。一方で、大半

の子はバイトのかけ持ちなどをして、歯を食いし

ばって卒業していました。

何でそんなに子ども達は頑張れるのか不思議に思

い、退所者のＢ君に聞いてみたことがあります。２

歳から施設にいたＢくんは、「俺が生まれて初めて

自分で選んだんだから、そう簡単に放り出せるわけ

ねぇじゃん」と答えました。

Ｂ君は母親の精神疾患を機に施設に入所したので

すが、それを自分のせいだと思い込んでいました。

父親を亡くし、自分のせいで母親は病み、兄達まで

家を離れて暮らすことになった。不必要に自分を責

めたこともあったようです。

高校進学時には、「この成績で入れるのは、ここ

かあそこぐらい。どこも受からなかったら、施設に

はいられないよ」と言われる。児童養護施設から高

校へ進学する子の多くが、こうして「消極的選択」

を強いられています。Ｂ君も例外ではありませんで

した。

そして、高校二年生の時、自立支援を担当12）し

ていた私が進路の話を持ちかけると、彼は「声優に

なるために専門学校に行く」というわけです。具体

的にどの学校、というところまで考えていたようだ

けれども、担当職員も私も「いや、それで食べてい

くのは厳しいでしょ」、「もうちょっと現実的な路線

は考えられないのかい」と、いろいろ資料を見せた

りして再考を促しました。だけれども、Ｂ君は頑と

して退かない。

さまざまにリスクも伝えた上で、最後はＢ君の意

向を尊重して芸能系の専門学校への進学を支援しま

した。それにしても学費が高い。学生支援機構の借

金はできるだけ避けたいので、その分バイトに追わ

れる。学費の支払いや、生活時間と資金のシミュレー

トを一緒にしたのですが、どう見ても厳しい。正直

なところ私も、「これは、もたないかも」と思いま

した。ですが、結果はダブルバイトを貫いて彼は卒

業しました。そのことに対する問いへの、彼の答え

が先ほど述べたものです。

つまり、専門学校への進学は彼にとって生まれて

初めての「主体的選択」だったのです。それまで、

施設に来たのも、高校に進学したのも、進学する高

校を選んだのも、彼にとっては「強いられた選択」

でしかありませんでした。高校卒業を迎える時に初

めて、進路を主体的に考え、職員の賛同がなかなか

得られない中でも自分の選択を貫いた。それが、彼

にとっては私の想像を上回って大きなことだったよ

うです。

卒業後の彼は、予想通りというかアルバイト主体

の生活です。他の職員からは、「奨学金を集めて進

学させて、結局フリーターじゃないか。そんなこと

だったら、やっぱり高校卒業時に就職させるべき

だったんじゃないの」という意見もありました。で

も、ことがそんなに単純じゃないことも、彼に教わっ

た気がします。専門学校を卒業して何年か後に、彼

の進学に反対していた職員も含めて、私たちは彼の

舞台を見に行きました。小さな劇場のミュージカル
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でした。

高校時代は聞くに堪えなかった彼の歌声は、別も

のでした。役柄は悪役グループの一員で、舌を出し

て剣を振り回す。格好の良いものではありません。

それでも、明らかに素人ではない歌、踊り。厳しい

アルバイト生活の中でも、彼は自分で決めた道で成

長していたのがはっきり分かりました。舞台のス

トーリーはコメディ調でしたが、私を含めて職員た

ちは思わず涙を浮かべていました。彼の進んできた

道に異を唱える人は、もういません。その数年後、

彼は演劇とは関係のない仕事を自ら選んで就職しま

した。

Ｂ君に限らず、児童養護施設から大学等に進学し

た子は、明らかに生きる姿勢が変わったと感じてい

ます。逆に高卒未満で施設を出されると、男子だと

昔はヤクザ・チンピラ・犯罪者、今だと犯罪に巻き

込まれるかネットカフェ難民と呼ばれるホームレ

ス。女子に関しては今も昔も性被害の連続。先が見

えない、展望が描けない、自分の存在すら認められ

ない中で、実に刹那的・受動的に生きているように

見えます。不安定な環境の中で漂うように、本当に

その日その日を暮らしている。そういう退所者に寄

り添い、主体的意識を取り戻せるように支えること

も試みますが、力及ばず上手くいかないことも多い

のが実際のところです。

これは明らかに退所者個人の問題でなく、業界の

構造的な問題です。にも拘わらず、送り出した当の

施設職員は、「やっぱり、あの子は懲りないね」と

なるわけです。私から見れば、懲りないのは自らの

義務を果たさず、それを子どものせいにし続ける業

界関係者です。

一方で、施設から高校を卒業して大学等に進学し

た出身者達は、その後の生活意識が変わると感じて

います。仮に、大学等を中退したとしても同様です。

これは明確なデータも作っていませんし現場感覚で

はありますが、本当にはっきり感じます。私が関わっ

た中で、大学等に進学した後、犯罪者・ホームレス・

性風俗業への従事といった状況にある退所者を見た

ことがありません。Ｂ君の言っていた「生まれて初

めての主体的選択」が、私の予想を大きく超えて退

所者達を支えているのだと、今は確信しています。

７　継続・再開可能なキャリアの形成

養護問題、虐待問題の再生産を抑止するといった

観点からも、先ほどお話しした女性の貧困を考える

必要があります。我々の業界も含めて、本当は産休、

育休や復帰後の子育てと就業の両立を保障していか

なければならない。女性が働き続けられる職場、あ

るいは男性が女性に劣らず家事・育児に関われるた

めの職場というのを実現していかなくてはならない

と思います。でも現実は、なかなかそういったこと

が進んでいません。

女性が出産・育児を機にキャリアがストップした

後も、さらにそれを再開・持続ができるということ

の必要も強く感じます。結婚したら生計を立てるの

は夫に任せ、女性は家事・育児に専念ということの

リスクも先ほどお話しした通りです。そこそこの大

学を出て、就職して、結婚して。元が正社員だった

としても、一旦離職した後に離婚して、もう一回働

こうと思ってもなかなか正社員にとはなりません。

私個人としては、出産や育児を立派なキャリアと

みなして、優遇してくれる職場がもっともっと増え

るべきだと思いますが、現状が変わるのに時間もか

かるでしょう。教師でも、看護師や保育士でも、社

会福祉士でも、やや発想が貧困かもしれませんが、

いわゆる「手に職」といったことをより意識した支

援も、女子に対してはとりわけ重要だと思います。

あわせて、障害枠就労の課題もあります。とりわ

け東京では今、児童養護施設からの高校卒業後の進

学率がかなり伸びていますけれども、一方で取り残

されているのが特別支援校の子どもたちです。「障

害（者）手帳がある子はいいよね。レールに乗っけ

ればいいんだから」という話を聞くことありますが、

レールに乗っかっているのもそう長いものではあり

ません。手帳をとって、障害枠で就職が決まりまし

た。東京だと通勤寮に入る場合も多いのですが、あ

るいグループホームに入って、レールに乗ったので
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我々は安心ということです。けれども、実際はレー

ルになんかいつまでも乗っていません。２年、３年

後にはかなりの率で脱線しています。

何故でしょうか。現在、障害枠就労は障害の種別

（身体障害、精神障害、知的障害）を問われていま

せんので、企業側は好きに選びます。50人に１人は

雇用しないといけないことになっていますが、率を

埋めればいいだけです。結果、知的障害ある人を雇

うところは、やりがいを持続的に感じるのが難しい

単純な仕事が多かったりします。就労形態も特に法

的縛りはありませんので、大体は非常勤で、最低賃

金に近い時給で、何年経っても昇給すらないといっ

たことを多く目にしてきました。

そういったなかで、やはり仕事へのモチベーショ

ンを長い期間維持するのは容易ではありません。で

すから、障害のある人だからといって障害枠就労に

乗っけて安心ではなくて、障害のある人であっても、

冒頭に言ったストレングスモデル、その人の強みは

何なのか、その人が喜びを見出せる仕事は何なのか、

というところを考える必要があると思います。

８　自立支援の標準化に向けて

一番ベースにあるのが、これは我々の姿勢という

ところですけれども、適切な児童の状況理解です。

子どもたちの自己責任ではなくて、そのようなこと

を云々する前に、先ほどの「三重のハンディ」等も

含めて、どれほど過酷な状況の中で子どもたちが生

きてきたのかということを、常々振り返る必要があ

ります。

とはいっても実際に子どもは、しなくて良い、実

に余計なことを次々にやってくれたりもします。い

ろいろな問題行動が起きて、我々の危機というのは、

子どもがかわいいと思えなくなるときです。何か悪

いことをしたからといって、謝ってくれるならまだ

許せるかもしれないけど、昨日も１週間近く行方不

明になっていた男の子が帰ってきて、職員に悪態を

ついていたみたいです。１週間も帰ってこなくて心

配させて、心配して職員が待っていたのに、その職

員に向かって悪態ついて風呂入って寝てしまう。そ

こだけ見たらかわいくないわけです。そうなると職

員は、「本当にもうこいつ、いいかげんにしろよ。

こんな勝手なやつは出ていって働いてもらったほう

がいいんじゃないか」という審判的態度になってく

るわけです。だから、罠はここにあるわけです。子

ども達がかわいくないことをすると、本当に審判的

になってしまう。「そんなこと言うんだったら、勝

手にしろ」と思ってしまう時こそ、我々が越えなけ

ればならない危機なのです。

そういうとき、職員にいつも言って、私も実際そ

うしていますけれども、まずとにかく児童票をもう

一回読み返します。思春期以降で、本当にかわいく

ないことをやるし、もう罵詈雑言というか、すごい

悪態をついてくる、といったときに、そのまま子ど

もと向かい合うと、「このやろう」となってしまい

ます。一旦子どもと離れて、児童票を読みかえした

り、あるいはアルバムを見たりとか、その子がどの

ように人生を歩んできたのかということを、想像力

をはたらかせて振り返ってみる。あるいは、その子

の生まれ育った土地を歩いてみる。あるいは、もう

ちょっと状況のいいときに、子どもに生まれ育った

町を案内してもらう。これらは全て、私自身が心が

けてやっていたことです。

こういうことをすると、本当に心持ちが変わりま

す。「目先のことばかりに目を覆われていた自分が

間違っていた」、「１週間行方不明になろうが、酒を

飲もうが、たばこを吸おうが、あなたはここまで生

きてきただけでも本当に立派だよ。ここから先は一

緒にやっていこう」と。しっかり想像力を働かせれ

ば、そうなると思います。逆に、そうなれないとき

は、我々は危機的状況にあるわけなので、重要な判

断をすべきではありません。

我々は我々の責任においてセルフマネジメントを

して、適切に子どもを理解して、非審判的な態度に

なれて、そして初めて支援の標準化ができるという

ことです。時々「このやろう」と思うのは仕方がな

いのですけれども、子どもの進路を考えないといけ

ない、決めなきゃいけないという局面で審判的な態
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度になっていたり、子どもの状況が理解できていな

かったら、先ずは立ちどまってセルフマネジメント

です。その上で、子どもの望ましくない行動はしっ

かりと指摘をして、代わりに取るべき方法を具体的

に示したり、一緒に考えるということが重要になり

ます。

次は、「バイステックの７原則」13）です。私は学

生のときにこれを見て、「何を当たり前のことを」

と思いましたが、働いて10年ぐらいたったときに、

このうち施設の中で普通に守られていたのは「秘密

の保持」ぐらいです。これを守らないと就業規則違

反になりますので。でも、そのほかのことはほぼ逆

をいっているなというのが、児童養護の現場だった

のではないかと思います。

「働く意味」というのは、先ほど障害枠就労の話

もしましたけれども、これはハローワークからの借

用です。働くときに、児童養護施設の就労支援は「経

済性」ばかり言っていませんかということです。「そ

うはいっても、自分で食べていかないと」、「仕事な

んか選んでいる場合じゃないよ」となると、七五三

の七とか五になってしまうわけです。

ここにいらっしゃる皆さんは恐らく、食べること

だけ考えてこの仕事をしている人は一人もいないの

ではないかと思います。大半の方が、むしろ「社会

性」や「個人性」というところを重視しているので

はないでしょうか。もちろんお給料をもらえるのも

大事だけれども、仕事によって社会的役割を担って、

そして自分が成長できるということをすごく大事に

されている方々がこの中には多いのではないかと思

います。ならば、やはり目の前の子どもたちにも、

ここを重視していくべきだと思います。

「そうはいっても…」という声も聞こえそうです

よね。もちろん課題は多々あります。簡単にはクリ

アできないかもしれません。それでも、この３つの

要素を常に念頭において仕事を考えることが大事だ

し、そうするとやはり教育の意義が、改めて問われ

てくるのだと感じています。

これはよく目にすると思いますけれども、「マズ

ローの欲求５段階」14）です。学術的な賛否はある

ようですが、現在でも多分野で用いられています。

先に述べた「経済性」は、この中の「生理的欲求」

と「安全欲求」のところぐらいまでしか満たせない

わけです。ご飯を食べて、寝る場所を確保して。次

に人間は、ご飯も食べて安全が満たされると「社会

的欲求」ですが、社会で役割をもらう、あるいは受

け入れてもらうということを欲するようになるとい

うことです。「所属と愛の欲求」ともいわれます。

次が「自我欲求」です。「承認欲求」ともいわれ

ますが、社会的役割が与えられたら次にどうしたい

かというと、次は褒められたい、認められたいとい

うことです。その役割を通じて、「○○さん、今日

も頑張ってるね」とか「○○ちゃん、いつもありが

とう」といったように認めてもらえる。そして最後

に「自己実現欲求」、自分で自分を認められるとい

う上り方をしていくとマズローさんはいっていま

す。自己実現は本人に任せるしかないにしても、少

なくとも私たちは、４番目の「承認欲求」までは意

識していく必要があると思います。
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そうした意味合いからも、やはり最初に挙げた「ス

トレングスモデル」の考え方がとても大事なのだと

思います。その子がどういう環境で自分らしくいら

れるのか、人からも自分からも認められるのか。他

者の評価と、自己の評価が噛みあうことも必要です。

むやみやたらに褒めればいいわけではなく、その子

がどういうことで評価されるとエンパワーメントさ

れるのか、そういったアセスメントも踏まえて考え

ていくのが「ストレングスモデル」です。

次は、「多様な後期中等教育」。先ほど障害枠就労

の話もしましたが、知的障害のある方は大学に行け

ないと思っていませんか。障害者手帳を取る、ある

いは特別支援教育を受ける、イコール大学には行け

ません、という説明を子どもにしている職員を目に

したことがあります。ここは、具体的かつ正確、丁

寧に説明をすべきです。確かに、特別支援学校の高

等部は実習を通じて障害枠就労を目指すのが基本に

なっていると思いますが、大学等の高等教育に進む

ことが不可能なわけではありません。　

ここに書いてあるのは全て後期中等教育、つまり

「高校等」です。一般的な全日制に限らず、定時制

や通信制、特別支援学校高等部、高等専修学校も含

めて皆、後期中等教育です。このいずれかを終えれ

ば、高等教育へ行けます。特別支援学校高等部や高

等専修学校だけだと成績証明が出ないので一般受験

は難しいと思いますが、今どき一般受験は私立だと

半分もいません。AOとか、自己推薦とか、一芸とか、

私の世代では全くなじみのなかったような多様な入

試方法があります。

日本は、というか国際的にもそうなのですが、能

力の高い人ほどたくさん長い期間かけて教育するけ

れども、そうでない人は早く社会に出すという風習

があります。これに疑問を抱く人が多くはないよう

に思いますが、そこにそもそも矛盾がありませんか。

個人の成長を無視して効率主義で教育を考えると、

こういうことになるのではないかと思います。

これは社会的養護における保護年齢の矛盾と全く

同じだけれども、ただの差別じゃないか、どこに合

理性があるのか、という話です。物事を理解するの

に時間がかかるのだったら、長い期間かけて教育す

る必要があるのではないでしょうか。「本人が望み

ません」といわれるかもしれませんが、それを理由

に教育を終えるのも短絡的な話です。本人が望まな

いような教育しかこれまでに提供できていなかった

のであれば、それも含めて見直していく必要がある

と思います。

今後は、私自身の課題でもありますけれども、や

はり障害者手帳を持っている子たちのキャリア形成

とか、あるいは高等教育への進学、そういったとこ

ろも追求していかないといけないと思います。

高校を中退した子どもに対しても同様です。全日

制高校だけが高校じゃないので、止むを得ず中退し

てしまっても、どこかへ移って後期中等教育を継続

しましょうということです。どこへ移っても、その

先には大学等へ行く道が続いています。

ただ、進路変更となると履歴書にそれを書くこと

になりますから、将来の就職の際にも印象を悪くす

る可能性はあります。ですから、積極的にお勧めで

きるわけではありませんが、少なくとも中退を理由

に教育を中断するのではなく、こうした途を探るの

はどの子どもに対しても保障すべきだと考えていま

す。なるべくだったら最初にいたところで卒業でき

た方がいいんだよ、ということは子どもにも伝えま

すけれども、ただ、仕方がないときもあると思い

ます。

中学校までは学校に行けないことも「不登校」と

して受け入れられますけれども、高校になると「怠

学」とか、自己責任のような話になってくる。それ

で次の学校、つまりセカンドチャンスが用意されず

に、社会に放り出される。これを、何よりこの業界

から変えていかないとなりません。18歳未満、高校

卒業未満で施設を離れる子どもを直ちになくすべき

です。障害のある子も、高校に馴染めずに中退した

子も、こうした子こそ長期にわたる保護と教育の継

続が必要なのだという認識を、是非この機会に共有

させていただきたいと思います。

金銭面でいうと、措置費のなかに特別育成費の高

校入学支度金というのがあります。都道府県ごとで

判断が異なるかもしれませんけれども、『措置費手

帳（児童保護措置費・保育所運営費手帳）』を見ても、



■ 実践報告 ■

85

支度金は１回しか出しませんとは書いてありませ

ん。実態に応じて、２回以上の支弁は可能です。高

校のやり直しは、制度的にも否定されていないとい

うことです。想定されていないだけかもしれません

が。東京都の場合だと、中退して再度高校へ行きま

すというと、入学時の支度金も最初の進学時同様に

支弁してくれます。

仕事だって、皆さんのなかに一つの仕事を全うし

ている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

私にしても今の仕事はいくつ目なのか、自分でもよ

く分かりません。高校は辛うじて一つで卒業させて

もらいましたが、大学も変わって、職場も変わって。

でも、大事なのは、何かしらのかたちで連続線になっ

ていくことだと思います。

子どもたちの人生を、児童養護施設への入所と退

所を機に、私たちがぶつ切りにすることがあっては

ならないと考えています。

９　大学等の進学保障

大学等進学に向けてということで、皆さんのお手

元の資料には児童養護施設等で使える奨学金一覧を

載せています。ただし、網かけのある部分は全国で

使えるものではありません。東京を含め地域が限ら

れていますけれども、実際に使える・使えないとい

うことに留まらず、どのようなものがあるかをご参

照いただければと思います。

「子供の家」では私が３年近く前に赴任するまで、

大学進学者は一人も出たことがないと聞いていま

す。むしろ高校中退で施設を出て行く子が後を絶た

なかったようです。けれども、去年３月に高校を卒

業した３人は四大２人と短大１人、皆大学に行って

います。今の高校生も大半は大学進学を目指してい

ます。

なぜ急に、そこまで変わるのかというと、先ほど

いったように大人の姿勢の問題が大きいと思いま

す。これは、前段で触れましたが過去の研究15）で

も詳述しています。大人がやるべきことをやってい

れば、子どもは「じゃあ、大学行くわ」となるわけ

です。「子どもたちの意欲が低いから」、「そこまで

の能力はないから」という話を聞くことがしばしば

ありますが、施設長や職員の課題を、子どもの責任

に転嫁しているようにしか聞こえません。

実際、奨学金制度の充実という点で、東京が恵ま

れているのは事実です。けれども現在は全国規模で

奨学金制度も拡充してきているし、「東京みたいに

はできない」とあきらめないで頂きたいです。自治

体への働きかけも欠かせません。

一方で、最近大事だと思っているのは、受け入れ

校へのアウトリーチです。少子化で定員割れしてい

る学校が現在は少なくありません。定員割れの部分

に関しては、学費は全く入りません。そこへ、社会

的養護の出身者を半額の授業料で受け入れてもら

う。win-winではありませんか。

定員割れの大学、専門学校はこれからますます出

ます。こういう学校にただ奨学金を流すだけでなく、

お互いの努力や共生という考え方は今後必須になっ

てくると考えています。

実際に進学を支えるにあたって、子どもは100万

円単位のお金のことなんてイメージできませんか

ら、具体的に資金シミュレート表をつくります。サ

ンプルとして、資料に載せています。シミュレート

表をつくって、それで、「実際、アルバイトは週に

何時間すればいい」とか、「卒業時にこれだけ借金

が残ってしまう。その後何年間、毎月幾らずつ返さ

ないといけないよ」という現実的なことも含めて

しっかり共有する必要があります。

私は子どもたちに借金をさせたくないので、でき

るだけ返さなくていい奨学金を集めるようにしてい

ます。これは朗報ですが、平成27年度の国の補正予

算も資料に載せています。大学等に進学した子の場

合には、修学年数、その地域の相場の家賃（生活保

護基準）プラス生活費５万円を貸与するというもの

です。これは、とても大きいと思います。貸付では

ありますが、卒業後５年間の就労継続で返還が免除

されます。

この就労継続いうのは、正規就労でなくてはなら

ないということはないし、転職もＯＫです。働き続

けていたら返さなくていいけれど、仕事を失ったら

返してね、というのはおかしいなと思いますが、そ
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れはともかくとして、社会的養護からの大学等進学

の門戸は広く開かれつつあります

他方、施設からの大学等進学は、中退率が高いと

言われています。けれども中退を防ぐためには、基

本となる方法があります。大きくいうと、この二つ

です。一つは、「本人の委託に基く奨学金の管理」

です。奨学金でかき集めた100万、200万というお金

を、子どもにそのまま渡してしまう施設が以前にあ

りました。そうすると、かなりの確率で進学後の夏

までに子どもは音信不通、あるいは行方不明になり

ます。学校もやめます。なぜなのかは考えていただ

ければ、説明の必要もないと思います。

奨学金は第一義には学校に納めるお金ですから、

本人に委託書を書いてもらって施設が適切に管理す

る必要があります。子どもにはしっかり説明の上で、

委託書にサインをしてもらっています。基本的に、

前任の施設も含めてこれを拒否する子どもはいませ

んでした。唯一、高校卒業と同時に家庭復帰したケー

スで、母親が「私が管理するので、結構です」と施

設での管理を受け付けないことがありました。結果、

２年目の学費に残すべき奨学金は１年目で取り崩さ

れ、納入が滞りました。

奨学金は卒業まで、シミュレーションに沿って計

画的に管理するのを基本に考えています。定期的に

本人とも確認をします。体を壊してアルバイトがで

きなかった等というときには、シミュレート表の再

策定が必要になるので、その都度本人と共有してい

くことが不可欠です。こうして資金管理を適切に行

うことでも、中退のリスクは軽減できると考えられ

ます。

もう一つは、進学後の継続的な状況把握、学校等

との連携です。高校までは大人から管理されていた

子が大学等へ行って、時間割から日常生活まで自分

で管理していくというのはかなりハードルが高いの

だと思います。最近は大学等も面倒見がよくなって

いて、学生相談室といった窓口を備えている場合が

多いです。そういったところへ子どもが繋がっても

らって、相談室の職員さんと施設職員も繋がってお

いて、何か変わりがあったら連絡くださいねという、

そういった学校との連携は欠かせないと思います。

進学する以上に、その後の卒業までを支える方が大

変だなという実感もあります。

そうした進学後の支援で重要なのが、措置延長に

よる入所継続です。先ほど、措置延長の通知も紹介

しましたが、なかなか充分に活用はされていません。

とりわけ、東京等の都市部は施設が本当に足りてい

ないので、なかなか厳しい状況ではあります。児童

相談所も「措置延長の必要は分かりますが、とにか

く枠が足りないので」と判をついたように繰り返し

ます。それはそれで分からなくはないのですが、一

方で子どもにとって昼間の生活と夜の生活が同時に

変わる負担は計り知れません。先ほど述べた、子ど

もが施設へ入所する時の負担を再び強いることにな

るわけです。

私は、１年とはいわず、半年、せめて３か月でも

いいから進学後の措置延長を認めてほしいと児童相

談所に掛け合っています。近年は、それさえも跳ね

除けられたことはありません。どこの施設も、年度

替わりの４月以降は多少なりとも定員に空きがあり

ます。その間に、大学等進学者の新生活を支え、一

定軌道に乗ったところで近隣のアパートや自立援助

ホームへ移る。そうしたステップを踏む意義は、実

に大きいと感じています。

子供の家で今年度四大に進学した２人も、措置延

長で残していただきました。１人は３か月を経て、

近隣アパートで生活しています。もう一人は、何と

か20歳まで残してもらえる見込みです。当の大学生

を継続支援するだけでなく、他の入所児への影響も

大きいと思います。施設によっては、これをマイナ

スに見ることがあるようですが、私はとても前向き

に捉えています。

年少の時から、身近に大学生がいる。時にはサー

クルのコンパとかで羽目を外して職員から小言をい

われても、何か楽しそう。そして、施設を出て社会

人になった後も時々帰ってきては、子どもや職員と

近況を伝え合ったり、思い出話に花を咲かせる。そ

ういったことがとても重要だと思っています。

　子供の家に限らず今までの児童養護施設は、高

校生になるとガラの悪い友達の一緒になって悪さを

して、いつの間にか施設からいなくなる。そんなモ
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デルをたくさん見せられてきたと思います。ガラが

悪くても、勉強が振るわなくても、教育を含めた支

援を継続することは、当の子どもだけでなく、他の

年少児に大きなプラスの影響を与えるし、そうした

ことが貧困や養護問題の世代間連鎖を解消するため

に欠かせないのだと確信しています。

10　退所後の相談援助（アフターケア）

2004年の児童福祉法改正以来、施設退所後の相談

援助、いわゆる「アフターケア」も児童養護施設の

基本的な役割とされています16）。けれども、その実

態は施設間、職員間等で極めて隔たりが大きいもの

となっています。法律に明記されたものの、全くもっ

て制度レベルでシステム化されていません。

その必要性への認識は共有されていても、実際の

取組は職員個人の意識や力量、本務外の余力に委ね

られてきました。制度に基づく実践とは程遠いもの

です。という訳で、前任施設時代から、独自に「退

所後援助実施要項」というものを作っています。

アフターケアは、中身の定義以前に先ず可視化が

必要です。職員個々人が人知れず頑張る。それはそ

れで大切だったかもしれませんが、不公平だし危う

い上、点検や振り返りができません。暫定的であっ

ても、つまり「とりあえず」でも良いので、施設の

方針を明文化し、対象を名簿や援助計画書の作成に

よって見えるようにしていくことが必要です。

どう援助するか以前に、第一義は「誰も行方不明

にしない」ことだと考えています。日ごろから多様

な支援者や社会資源との繋がりを確保し、いざと

なったときにこれらを活用する。施設が独力で退所

者を永劫にケアしていくのではありません。備えは

しつつ、必要が生じたときにその限りにおいて、必

要な資源へ繋ぐ等の援助を行う。そうでない時には

対等な関係か、あるいは退所者に施設が助けてもら

うことだってあると思います。

よく、「アフターケアの対象は何年までですか？」

と聞かれることがありますが、年数で区切れるもの

ではないと考えています。「最低○年は密に連絡を

取る」といった目安は必要かもしれませんが、年数

ではなく、必要に応じて実施すべきでしょう。その

ためにも「繋がり続ける」ことが必要です。これに

は東京の自立支援コーディネーターが作成している

「アフターケア実施状況一覧」の作成が有効です。

過去10年間の退所者の基本データと生活状況、支援

内容を記録しているものです。義務は過去10年でも、

一覧を保存していれば、やがては何十年と遡って退

所者や関わっていた職員の存在と当時の状況を振り

返ることができます。

こうした仕組みの整備によって、もっぱら個人的

な繋がりや想いに委ねられていたアフターケアを、

標準化された施設の取組に発展させることが可能に

なります。

おわりに

まとめに入ります。大きく４点です。

先ず、「子どもの自己責任を問うのでなく、支援向

上・環境改善」。自立支援の最大の肝がこういうこと

だと考えています。結果が上手くいかないのを、子

どものせいにしたらおしまいです。そうではなくて、

私たちの成長課題として常に捉えることができたな

らば、支援の向上は着実に進んでいくと思います。

一方で、子どもの生活環境のみならず、職員にとっ

ての働く環境も常に点検する必要があります。子ど

もの行動上の問題等を、特定の職員が背負い込まさ

れていないか。事故が起きた時に、仕組みを見直す

ことなく、当事者ばかり責められることがないか。

職員が安心して力をつけ、発揮できる環境も不可欠

です。

次に、「最低、18歳・高校卒業までの支援継続」。

繰り返しになりますが、18歳未満で支援を打ち切る

のには、何ら合理性も妥当性もありません。まずは

これだけでも、すぐにでも業界内の常識にしたいも

のです。そのためにも、皆様方がそれぞれの現場で

発信と実践をリードしていただくことを願います。

そして、「退所者を『行方不明』にしない」こと。

先ほど申し上げた通りです。最後にはやはり、「職

員が働き続けられる環境が支援向上の土台に」とい

うことを改めて強調したいと思います。
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人目以降の加算額は１人につき3,000円から6,000に引き上げられた。厳しい所得制限は変わらないなど、根本的な改善には
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12）東京都は独自に2002年から「自立支援指導員」の常勤配置を開始、2012年には「自立支援コーディネーター」へと発展した。

当初から筆者は同職を担っていた。

13）フェリックス・P・バイステック『ケースワークの原則』1957年

14）アブラハム・Ｈ・マズロー（1908年～1970年）による「欲求段階説」

15）註５前掲

16）児童福祉法第41条

17）東京都福祉保健局「東京都における児童養護施設等退所者へのアンケート調査報告書」2011年８月30日

東京では2012年から、新たな専門職として自立支

援コーディネーターが配置されました。東京都の独

自調査17）により、施設退所者の生活が非常に不安

定であることが明らかになったのも、制度化の大き

な要因です。

毎年、コーディネーターの研修を担当しながら配

置の意義を再確認する一方、改めて痛感することが

あります。それは、職員が定着しない施設で自立支

援の向上は極めて難しいということです。逆に、コー

ディネーターが力を発揮している施設というのは、

共通して職員が定着しているな、ということをつくづ

く感じています。決して、コーディネーター個人の力

量に委ねることのできる仕事ではないと思います。

例えば、子どもが施設を退所して２～３年して施

設へ戻ったら、大半は顔も名前も知らない職員だっ

た。これでは、退所者の足はどんどん遠のきます。

長い目で、子どもたちを見守り続けるためには、職

員が長く働き続ける必要があります。

そのために大きな指標となるのは、とりわけ女性

が結婚・出産・育児を経ても勤務を再開・継続でき

る職場になっているかということだと考えていま

す。前の職場では概ね達成されていましたが、現職

場ではまだこれからのチャレンジ課題です。

今回のテーマは、「ひとりひとりの主体的な『自立』

を支えるために」とさせていただきましたが、当然

にして容易に達成できるものではありません。「こ

れだけやったらＯＫ」などというゴールがあるわけ

ではありません。今回はお役目をいただいたので、

私なりの視点でお話しさせていただきましたが、私

も、子供の家も、まだまだ道半ばです。同じように

日々子ども達と向かい合っている皆様と支え合い、

学び合いながら、成長を続けたいと願っています。

（終了）
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皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあずかり

ましたアフターケア相談所「ゆずりは」で、児童養

護施設などを退所した方々の支援をさせていただい

ております高橋亜美と申します。今日はどうぞよろ

しくお願いします。

このような壇上に立たせていただいております

が、私以上にご経験がある職員の方々を前にして、

ここで何か皆さんにお教えするとかご指導すると

か、そういう立場では全く来ておりません。

私は、東京都清瀬市の社会福祉法人「子供の家」

が運営する自立援助ホーム「あすなろ荘」で９年間

支援スタッフとして子どもたちと生活をしてきま

した。

自立援助ホームでの経験を経て、同法人のもとゆ

ずりはを開所してもらいました、ゆずりはは、この

春に開所して６年目を迎えます。

今日お話できるのは、若干10年そこそこの経験し

かない私の話というよりは、施設や里親家庭を巣

立った方々、子どもの時代に本当につらい子ども期

を乗り越えた施設出身ではないけれど、社会的養護

を必要としていた方々、そういった方々の伝えてく

ださる思いや声をここでお届けすることだと思って

います。

なので、この時間はぜひ皆さんと一緒に、今日の

講演のテーマでもある「なにもかもが独り」（なに

もかもが独り―施設で育った子どもたちのそれか

ら―）子どもの虹（情報研修センター）さんが考え

てくださったテーマなんですが、「なにもかも独り」

という状況でこの社会を生きていかなければならな

い退所者の方たちに思いをはせ、施設職員として、

子どもたちの支援に携わる者として、そして社会の

一員として私たちが子どもに何ができるかを皆さん

と一緒に考え、共有できる時間にしたいなと思って

おります。

話も拙い部分とかお聞き苦しい点が多々あると思

うんですが、どうかリラックスして私も話したいと

思いますので、皆さんも心穏やかにして聞いてもら

えたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

初めに、このアフターケア専門のゆずりは社会福

祉法人開所してもらったんですが、時々私の名前だ

けが何か先行してしまい、高橋が自分で何かNPO

を立ち上げてとか、任意の団体をつくって退所者の

方の支援の団体としてゆずりはをつくったというふ

うに、そんな伝わり方がしているときもあるんです

が、ゆずりははあくまで私の所属する社会福祉法人

子供の家が設立してくれた運営母体となっている施

設です。

ゆずりはの設立に至るまでのお話をさせてくださ

い。私はもともと自立援助ホームでずっと子どもた

ちと、皆さんと同様、一つ屋根の下で衣食住をとも

にしながら生活の中で、傷ついた子どもたちの体と

心のケアをし、自立援助ホームなので就労の支援も

する支援をしてきました。

私はあすなろ荘で、自分の勤める自立援助ホーム

は全国で日本一の自立援助ホームだという自負を

持って日々の支援に携わっていました。ちなみに、

今、自立援助ホームは全国で100カ所ぐらいありま

すね。

あすなろ荘では、生活の中で支援していくという

ことや、自立援助ホームだからといって中卒や高校

退所後に抱える困難とアフターケアの現状

子供の家アフターケア相談所ゆずりは
高　橋　亜　美

＊　平成27年度 「公開講座」での講演をまとめたものです。
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中退でいいわけがないということで高卒認定の資格

を取るための支援だとか、且つての自立援助ホーム

ではなかった支援もどんどん取り入れながら、かつ

生活を一緒にしていくことを通しての丁寧なケアと

いうところにすごく力を入れてやっていたつもりで

した。

子どもたちの在籍期間は、自立援助ホームなので

１年から長くても３年程度で、社会に巣立っていく

のですが、あすなろ荘を退所していった子どもたち

が、退所後みんな安定して順風満帆に社会生活が送

れているかというと、全くそうではない現状を支援

の中で突きつけられていきました。

あすなろ荘の退所者の中で、自殺して亡くなった

子もいます。今現在、刑務所に服役している子もい

ます。望まない形で性産業で働くことになった子も

います。ホームレス状態になって、私が大みそかの

勤務のときに、今日だけは屋根のあるところで寝た

いんだと言ってぼろぼろの格好であすなろ荘を訪ね

てきた子もいました。

私たちがインケアやリービングケアと言われると

ころで必死になってやってきた支援、退所後困らな

いようにさまざまなソーシャルスキルをと、そんな

思いでやっていたことの結果が……。もちろん全て

の子がみんな刑務所に入ってたりとか、自殺してし

まったとかではないですけど、逆に幸せに安定して

やっている子を探そうとすると、あれっと思うよう

な現状を突きつけられていったのが、あすなろ荘で

働き始めて３年４年ぐらいたったぐらいからでしょ

うか。ホームをでたあと順風満帆に安定して生活出

来ている子はほとんどいないという現状を目の当た

りにしました。

「自立援助ホームに在籍中しているだけの支援が

支援ではない」それは当たり前のことなのですが、

自覚として私の中には育ってなかったんですね。ア

フターケアという言葉にもぴんときていませんでし

たし、児童福祉法の41条の中には、施設で育った子

が退所後、困ったときはその出身施設でその子の支

援を担うというような内容が、サポートしていくと

いうような内容が書いてあるのですが、果たしてそ

の法律に対して私たちがどこまで自覚的にやれてい

たかというと、退所後困らないようにとか、間違い

を起こさないようにとか、失敗しないようにとか、

こちら側の押しつけだけの支援でいっぱいになって

いたことに気付かされました。

退所した後こんなに困っている、さらにこんなに

ひどい状況になっているよというのを突きつけられ

ました。どこかの誰かの話ではなく、自分が一緒に

暮らしていた子たちが、困難な状況に陥っていると

いうことがアフターケアというものを考え直す、見

直す一番初めのきっかけになりました。

その頃、2008年に入るか入らないかぐらいのとき

で、派遣切りで貧困問題がすごくクローズアップさ

れ社会問題になった時期でもあったんですね。

私たちも活動拠点は東京なので、東京だとホーム

レスの支援団体の方とか、DVを受けたり性被害を

受けたりしている女性支援の団体だとか、そういっ

た社会的養護以外の団体の方々ともつながる機会を

多くいただいていきました。そんななかで、例えば

ホームレスの支援団体の方が、若年ホームレスの中

で施設出身の子って意外に多いんですよと。これは

ビッグイシュー基金という――ホームレスの方がま

ちで雑誌を売って、それをホームレスの方の賃金に

できるという形で運営しているのですが、そのビッ

グイシューを運営しているビッグイシュー基金で

やった調査の中でも、50人の若年ホームレスに対し

ての聞き取りの中で、50人中６人が養護施設出身者

だったという調査が残っています。

あと、DVを受けたり、性被害を受けた方が入る

婦人保護施設という女性の施設が全国にあるのです

が、東京都の婦人保護施設への入所者の中の約６割

が児童養護施設の出身者の方だというデータが出て

いたりだとか、様々な団体の方から施設を出た方々

の非常に困難な状況を指摘されることも増えていき

ました。

そしてさらには2011年に、東京都福祉保健局が過

去10年間の児童養護施設、自立援助ホーム、里親家

庭の退所者の状況調査を初めてやってくれました。

私が一番この調査で衝撃を受けたのは、東京都の

養護施設、その当時から過去10年間の退所者の人数

というのは3920人、約4000人いるんですね。その
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4000人中、今、各養護施設、各自立援助ホームがこ

の子と連絡がとれるよ、この子がどこに住んでいる

かわかるよというふうに把握している数字というの

は1778人だったのです。

パーセンテージにすると45％程度なんですが、退

所して10年の間に、半分以上の子どもはもうどこに

住んでいるのかもわからないというデータでもある

んです。そういった状況が数字として現れたことは

とてもショックでした。

自分たちが生活を共にしてきた子どもたちが、施

設を巣立ったあとに過酷な状況に追い込まれてい

る。そして、追い打ちをかけるようにいろんな他団

体の方から、施設退所者の子がホームレスになって

いる、施設退所者の子が風俗で働いている、施設退

所者の子が望まない妊娠をしている、施設退所者の

子が望まない形で男性と暮らしてそこで暴力を振る

われている、そういった声をたくさん耳にしていく

ことで、インケア、リービングケアに力を入れるこ

とはもちろん大事だけれど、退所した後にも、安心

して助けを求められる場所をつくりたい、そういう

思いがアフターケアを専門にやりたいと思ったきっ

かけでした。まずは、あすなろ荘の退所者支援にと

にかく力を入れていくということを３年ぐらいやら

せてもらいました。

そのあすなろ荘でやったアフターケアというの

は、「とにかく困ったら、困りそうになったら相談

してくださいね」ということの種まきをしていくと

いう、ただそれだのことなのですが、困ったときに

みんなが一番頼っていいのは私たちだからねとか、

もっと言葉をかえると、「私たちに相談してくださ

いね、頼ってくださいね、お願いします」、そんな

ふうに頭を下げるじゃないけれど、その思いを伝え

ていくということを徹底してあすなろ荘の支援の中

でやってきました。

子どもたちは相談することをみんな遠慮していま

す。退所後、ホームを出た後にまで、妊娠したとか、

暴力受けてるとか、借金があるとか、家賃払えない

とか、そんなこと恥ずかしくて言えないよ、迷惑か

けられないよ、そういうふうに言う子が多くいまし

た。先ほど冒頭に話した、大みそかの日に半袖のＴ

シャツとジーパンをはいてあすなろ荘に来た子に、

「何でもっと早くに来てくれなかったの」というふ

うに聞いたときに、「迷惑かけられないし恥ずかし

いよ」というふうに言ってくれました。

私たちは、「困ったときに相談することが迷惑か

けるし、恥ずかしい」というふうに思わせてしまう

支援をしていたことを自覚しました。よく退所者の

子が、退所した後にみずからが連絡とってくる多く

の場合は、困ったときではなくて、結婚したよとか、

お給料こんなにもらったよとか、こんなふうに仕事

うまくいっているとか、そういった何か手土産を

持ってみたいな感じで、自分がいいときにしか施設

に顔を出せないみたいな風土がまだまだあるかと思

います。

私たちが働きかけていかなければならないのは、

もちろんそういううれしいニュースや話ももちろん

聞きたいけれど、困ったときにこそ、まずここに私

たちを頼ってほしいし、頼ってもいいんだと思って

もらえる支援を展開していくことがすごく大事だと

思いました。

あすなろ荘でのアフターケアも試行錯誤ではあっ

たんですが、とにかく相談に来てくれたときに、「本

当に相談してくれてありがとう」ということと、相

談に来てくれた子を歓待するとかもてなすとか、そ

ういう姿を在籍している子たちの前でも見せること

を意識的にやりました。

先ほどの早川さんのお話で、大学に通っている子

どものロールモデルを見せるという話がありました

が、私もロールモデルがあるってすごく大事だと

思っていいます。施設の職員が「相談来てね、来て

ね」ということをしつこく言っても、なかなか子ど

もたちはぴんとこないんで、実際にぼろぼろの状態

になった子がホームに来たときに、私たちがどんな

対応でどんな言葉がけをして、どんなふうに接して

いくかというのを在籍している子たちが見ている

と、「ああ、じゃあ俺もあんなふうに困っちゃった

らここに来ていいんだ。職員嫌な顔どころか、嬉し

そうだな。。。」みたいに少しずつ刷り込まれていく

んですね。

実際にアフターケアしている姿を見せる、施設ま
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で来られない子でも電話で退所者の子の相談を聞い

てるときなんかは、私、わざと在籍している子に

ちょっと聞こえるような声でその話を聞くじゃない

ですけど、「えっ、妊娠しちゃったんだ」みたいな

感じで、何か妊娠の相談来てるみたいなふうに、そ

れを一生懸命というか、全然嫌そうな感じじゃなく

て聞いている職員がいて、それでしかも「相談して

くれてありがとう」とか言っちゃってるみたいなと

ころを聞いてもらう。そして、相談をもらった後に

具体的な支援を展開していくことで、あすなろ荘の

アフターケアが非常に充実していったことが、ゆず

りはを始める大きな後押しにもなりました。

あすなろ荘でのアフターケアが充実していくと、

今度はあすなろ荘の退所者の子が自分の友達で困っ

ている施設の退所者の方とか、困っている子同士の

ネットワークとか、結構そういったつながりって私

たちが思っている以上にあって、「あすなろ出身の

子じゃないんだけど相談にのってくれる？」みたい

な相談もどんどん届くようになりました。

その後、どの施設を退所した方でも安心して相談

ができる場所をつくりたいという思いでゆずりはの

設立に至りました。退所者の方たちの、私たちも把

握し切れてない困難な状況があるという実態を知っ

ていったことがすごく原動力になりました。

施設を退所した子どもたちがなぜ困難な状況に

陥ってしまうかというところで、これは皆様も十分

に承知のことだと思うんですが、幾つかまとめま

した。

まず一つに、施設の退所者の方の多くが虐待のト

ラウマを抱えています。厚労省の調査で養護施設の

入所者のいま約６割が虐待のケースで入所してくる

とありますけど、私は自立援助ホームでやっていて

も、今ゆずりはで養護施設、自立援助ホーム、里親

家庭を退所した方々にたくさん相談をいただいてま

すけど、虐待という言葉にしてしまうとちょっと重

いというか、その６割という数字がはじき出される

のかもしれないですけど。施設に入所してくる子で、

安心で安全で温かな家庭環境で育ってきたよという

子がぽんと養護施設や自立援助ホームや里親に入所

してきたいう子には、私は出会ったことがありませ

ん。なので、施設にいる子たちのほとんど全ての子

が、そういった深い子ども期の傷つきを抱えて生き

ていっているというふうに思っています。

そして、その子ども期の深い傷つきというのは、

例えば15歳になったらとか二十になったらとか、10

年たったら、大人になったらその傷つきは消えて、

きれいさっぱり消えてなくなるよというものではな

くて、その子が何歳になっても、抱えて、向き合っ

て生きていかなければならない。そしてそのトラウ

マや傷つきによって、人とうまくコミュニケーショ

ンがとれないであったりとか、精神疾患を煩う、発

達障害に似た症状が出てしまう…そういった理由で

就労にうまく乗れない、続かないとか、社会生活が

安定しない、安心して生活できないという方が多く

いるかと思います。

そして二つ目に、親や家族を退所後も一切頼るこ

とができません。一部には家族再統合という名の下

に、18歳で高校を出て、退所して家に戻るという子

もいると思うんですけど。家庭に戻ってうまく出来

ている子はごくわずかだと認識しています。

今、虐待件数は約９万件。もうすごい数になって

いて、東京都では施設が足りないという状況にも

なっていて、一時保護所も充分でない、そういった

状況でもとにかく子どもを保護しなきゃいけないと

いう一方で、では虐待をしてしまった親への支援と

か、子どもがその後家庭に戻るための親への支援で

あったり教育であったり寄り添いであったり、そう

いったものに適切に時間をかけて、お金をかけてや

られているかというと、どうでしょうか。

私は子どもの命をまず守ることももちろん大事で

すけど、子どもにとって誰が一番大事な重要な求め

たい存在かというと、それは親でありお母さんで

あったりすると思うのですが、その親への支援の行

き届かなさを日々感じています。虐待をした親への

十分な支援が行き届いてない中で、親が回復して子

どもをまたきちんと養育できるような状況にしてい

けるようなシステムがない中で、18歳や二十で施設

を出て親や家族が頼れるようになっているかという

と、そうではないと思います。基本的に一切頼るこ

とができない中で、自分で社会生活を維持していか
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なければなりません。

そして三つ目に、自分で社会生活を維持していか

なければならないということは、彼・彼女らは失敗

することも立ちどまることも許されません。とにか

く自分が働いてこの家の家賃を払い続けないと、自

分が毎月きちんとお金を獲得して水道代、電気代を

払わないと、たちまち生活が破綻してしまう。そん

なぎりぎりの崖っ縁の状態に日々立たされていま

す。それは、どれほどの緊張感が伴い、どれほどの

不安が伴うことであるかということを、私たちは思

いを馳せなければなりません。想像力を働かせるし

かないんですが、そういう中で施設を退所した子た

ちは生活をしています。

そして学歴、資格などがないというところで、一

般家庭の子どもと比べるとというので、低学歴、資

格などがないというところで就労の選択肢が著しく

少ないという状況につながります。施設の退所者と

いう立場であることで、目に見えない幾つものハン

ディを抱えさせられているんですが、一番初めにこ

のハンディを少しでも和らげていくこととして取りか

かれることが就学支援ではないかなと思っています。

親や家族を頼れないからこそ、心に傷を抱えてい

るからこそ、自分が失敗することも立ちどまること

ができないからこそ、安定した就労につくだとか、

さっき言った手に職をつけるだとか、とにかく就労

の選択肢をふやしていくという意味でも、社会的養

護のもと育つ子にこそもっと学費の支援や、就学を

維持するための生活をサポートする支援、資格を取

るための支援が社会的にされなければならないと思

います。施設で育ったから低学歴でいいではなく、

施設で育ったからこそ、学歴や資格を要するよいう

考えを強く持ちたいです。そういうところから自分

たちも意識を変えていかないと、負の連鎖というか、

退所後に困る状況は断ち切れないのではないかなと

思います。

ゆずりはでは、まず一番何をしたかったかという

と、困りごと・問題を抱えた方たちに向けて、安心

して「助けて」の声を上げられる場所をつくりたい。

そして一緒にあなたの抱えさせられた、抱えている

問題を解決していくよ、そういう場所をとにかくつ

くりたいということでした。

ゆずりはを始めて５年たつんですが、始めて３年

目で、東京都からの退所者支援のためのふらっと

ホーム事業運営を委託され750万程度のお金はいた

だけるようにはなっています。まだまだ経営面では

脆弱です。補助金以外に法人からの繰入金・寄附

金・様々な助成金を申請して、とにかくお金をかき

集めながら、なんとか運営しています。

私たちはアフターケアの支援というのは基本的に

税金を投じられてやるべきだと思っていましたし、

今ももちろん思っているんですが。なので東京都や

国に、とにかく私たちの事業に、アフターケアの支

援をするために補助金をつけてくださいということ

でずっとかけ合っています。

補助金がつく以前に言われてきたことがありま

す。それは、ゆずりはでやろうとしている支援は今

ある現状の福祉のサービスで全部賄えるということ

でした。

例えば施設退所者の子でホームレスになったとか

家を失ったという子は、生活保護の申請に行けばい

いじゃないかと言われました。生活保護の申請は各

自治体どこでも申請できます、全国どこでも申請で

きると言われました。仕事に困っているんだったら

ハローワークに行けばいいじゃないかと言われまし

た。あとはDVであったり、性被害を受けて苦しん

でいる女性には女性相談の窓口も各自治体にありま

すし、女性支援のシェルターなどもあるから、そこ

で相談すればいい。あと、借金であったり、法的な

介入が、弁護士のサポートが必要な支援に関しては、

法テラスを利用すればいいじゃないかということも

言われました。

「すべての支援はすでにある」と言われたんです

けど、「支援があると言っても機能してない、その

支援が本当に支援をしている人たちに届いていない

から、私たちは退所者の支援の中で自殺した子や、

いま刑務所に服役している子や、望まない形で性産

業に従事する子や、そういう方たちから相談をも

らっているんだ」「私たちゆずりはで支援のすべて

を担うではなくて、私たちが困っている方の窓口に
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なって、この子には生活保護が必要であれば一緒に

その生活保護の申請に行くであったり、女性のシェ

ルターに入ったり、婦人保護施設に入ったりするこ

とが必要であれば、その手続を一緒にやっていくこ

とをするんだ」と訴えてきました。

また、困っていることを代弁したり、言葉添えし

たり、説明したりすることも適切な支援を受けるた

めには必要となります。、そのサポートがないと、

本当に助けを必要としている人にとっては、行政の

窓口の支援はとても遠い支援であります。また、果

たして自分はそれを使うに値するのかだろうか、自

分の困っている状況が危機的状況にあるのかもわか

らない（危機的状況のなか生き抜いて来た方たちは、

危機的感度が低い場合が多いです）という方は少な

くないです。

大変な中で生きてきたからこそ、私たちから見れ

ば、もうそれは全然「助けて」と言っていい状況な

んだよと言っても、いや、まだまだ頑張れるみたい

な感じで頑張り過ぎちゃって、破綻してから、絶望

的な状況になって、やっと相談に来る方も少なくな

いのです。早い段階で声を上げてもらい、適切な支

援につなげていくということを私たちが担うべき役

割である、その役割を果たしていくにはもちろんお

金も必要だと訴えています。

誰もが安心して「助けて」と言える場所をつくる

ことの必要性と、各施設で退所者の子が自分の施設

に安心して、「僕、困ってるんだ、こういう状況な

んだ、家賃払えてないんだ」とか、「このままだと

やばいから日払いのガールズバーとかでもバイトし

ちゃおうかな」とか、そういう第一声を自分の育っ

てきた施設に子どもたちが上げられるようになると

いいのではないかなと思います。

その「助けて」の声を言いやすくすることで、言

える場所ができることでの効果があります。

一つ目には１人では解決できない問題を一緒に解

決すること。

二つ目には、まだまだ潜在化している退所者の方

の困難な状況を可視化する。さっきの東京都の調査

でも、退所してから半分の子がもうどこに住んでい

るかもわからないといったような状況なので、困っ

ているか困っていないかもわからないような状況。

そういった中で、きちんとその困難な状況を見える

ようにしていくことが必要です。声を上げてもらう

ことで、「手弁当のアフターケアの時代は終わりま

した。手弁当、各職員個人の頑張りでは適切にアフ

ターケアすることができません」ということをもっ

と社会に打ち出していかなければならないと思って

います。

東京のアフターケア環境は比較的恵まれていると

思います。東京都の児童養護施設には自立支援コー

ディネーターというリービング、アフターケアを専

門に担う職員が配置されたり、東京都の自立援助

ホームでは、ジョブトレーナーという形で同じくそ

ういった就労支援という名のもとのアフターケア専

門の職員が配置されたりだとか、それでまたゆずり

はがあったり、もう一つ都内に「日向ぼっこ」とい

う、これは当事者の方がやっている団体なんですが、

退所者の子が集える場所があったり、ブリッジ

フォースマイルの退所者の子の就労支援があったり

だとか。

東京は比較的それでも恵まれていると思うんです

が、東京がじゃあそれでベストかというとそうでは

ないと思いますし、地方のそれぞれ皆さんが住んで

いるところのアフターケアの現状はどうなんでしょ

うか。まだまだ各職員が何とかつながっている退所

者の子から相談をもらって、施設として支援すると

いうよりは職員が休みを使ってとか、自分のお金を

使って何とかサポートしていくという形のアフター

ケアしかできない、それで何とかやっているという

施設も実際にはまだ少なくないと思います。

三つ目として、健全な社会人として生きていくこ

とに繋がる。困ったときに適切なケアが受けられる

ことで、退所した方たちが、健全な社会人として社

会で生きていくことができ、それは、社会に還元し

ていけることでもあります。そういうことも含めて

退所者の子がまず声を上げていける場所であった

り、施設のアフターケアの取り組みというものも考

えていってもらえたらなと思います。
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「アフターケア支援の課題」と書いたんですが、

これはまた読んでください。皆さんのレジュメにも

あると思うので。アフターケアだけをやっているん

じゃないんですよね。退所後の困っている子たちの

声を通じて、例えばインケアのあり方をもう少し考

え直すとか、困らないためには、今一緒に生活して

いく中でのどういった支援が大事かとか、アフター

ケアを通じて、そこにもまた返ってくることかなと

いうふうに思います。

三つ目の「多様なアフターケアの機関の連携と支

援の充実」と書いたんですけど、アフターケア機関

の連携（というのは）、アフターケア機関じゃなく

てもいいと思います。いろんな人やいろんな団体と

の連携が退所した後にどんどん必要になると思い

ます。

ゆずりはは５人のスタッフでやっているんですけ

ども、スタッフだけでの支援では問題は解決しませ

ん。私たちはゆずりはに相談者の方が来たら、すぐ

相談できる弁護士さんや司法書士さんがいます。あ

と、精神科や産婦人科だったらここだという病院が

あります。

更には、不動産、家、アパートを借りるに当たっ

て連帯保証人の問題で困るだとか、そういった場合

には、そんなこともひっくるめて契約にこぎつけて

くれる不動産屋の方がいたりとか、いろんな業種の

方や専門家の方とか、地域の支えてくださる皆さん

の支援のもとで私たちは何とか支援ができているの

で、自分たちだけで全て支援が完結できると思って

いませんし、むしろ私たちがいろんな方の力をかり

てつながっていくことが、困っている子の問題解決

のためには不可欠です。そういったところでいろん

な方面にアンテナを張っていくということも、支援

の中で大事かなというふうに思っています。

こんな相談来ますよというので事例を幾つか挙げ

ました。私の資料の25ページに昨年度のゆずりはの

相談件数等記載しています。どんな支援内容なのか

も具体的に記載しています。またこれも見ておいて

ください。

21歳の養護施設出身の子で。この事例は風俗で働

いていた子が、もう風俗の仕事やめたいんだという

ふうに職場に言ったら、やめるためには30万即金で

払えと店の人に言われて、どうしたらいいですかと

いう相談があって、私たちは弁護士の方の助言をい

ただきました。その風俗店に内容証明を送って、あ

なたたちのやっていることは脅迫行為ですみたいな

感じで、内容証明に記載する内容を弁護士の方に全

部文章を教えてもらって、それを送った後、嫌がら

せや脅迫は一切なくなったというケースです。

このケースは、導入部は風俗の仕事をやめたいの

にお金をおどされてどうしようという相談だったん

ですが、それで終わりではなくて、この方が風俗を

やめた後にその後住居もなくなる。（風俗のこの店

の寮に入っていたので）、問題解決に伴って住居の

支援と就労の支援も必要となります。この方は看護

学校に行きたいという子だったので、あわせて就学

の支援も継続してやっていきました。

アフターケアの支援って、入り口は例えばおどさ

れたとか、借金がとか、首になったとかなんですけ

ど、「目の前の問題が解決したらおしまい」ではな

いと思うんですね。そこに複合的に困っていること

が支援していくと見えてきて、ここのお店をやめる

ということはじゃあ家が必要で、そのアパートを借

りるためにはどうするのか、そのお金はどうするの

か、保証人はどうするのかとか、いろんな問題が付

随してくるので、それも見越しての支援をしていく

ことが大事かなと思います。

たまに、やっぱり施設を出た子でお金に困ってで

あったり、お金に困って性産業につくであったり、

お金を即金でもらえたり、住居完備であったり、保

証人要らないとか、よく言われているのが、下手な

女性の福祉よりも、こういった性産業のほうがよほ

どいい福祉的な対応をしてくれるというふうに言わ

れてしまうのも一理あるかなと思うんですが。

そういうお金のために望まない形で性産業につい

ている子もいれば、いろんな虐待の被害からとか、

自分の自己肯定感の低い女の子なんかは、こういっ

た仕事につくことで初めて人に大切にされたとか、

自分の生きる場所を、自分が必要とされる場所をこ

の仕事で見つけたんだというふうに話してくれる子
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もいるので、私たちが気をつけなきゃいけないのは、

風俗はだめとか性産業はだめとか、そういった私た

ちの勝手な価値観を押しつけないということは大事

にしていきたいかなと思います。本当に法に触れる

ような仕事はもちろんダメですが、その子が自分が

生きていくために選んで必死にやっている仕事を自

分たちの色眼鏡で見て、その仕事はよくないよみた

いな感じでアドバイスしたり…気をつけたいです。

ゆずりはには施設の職員の方からも結構相談をい

ただくんですが、施設の職員の方からの相談で、自

分の施設を退所した子が風俗で働いているんだけ

ど、どれだけやめなさいと言ってもやめないから、

ゆずりはさんでちょっと説得してやめさせてもらえ

ませんかみたいな相談がたまに、１年に何回かは必

ず来るんですね。私たちはその相談を受けたときに、

「風俗がだめというんだったら、仕事をやめた後に

その子が次の仕事につくまでの例えばアパート代と

か生活費だとか、風俗なんてダメだという施設が、

その職員が、諸々の費用を担うことができるんです

か」ということをまず聞きます。

その子が生きるためにやっていることを、それを

本当にやめてほしいと思うんだったら、「私がお金

出すから辞めてくほしい」というくらいの腹のくく

りがあるのかないのか、それがあって言ってるのか

どうか、しつこく聞きます。残念ながら、そこまで

の思いで「風俗だめよ」と言っている職員はいませ

んでした。「生活の面倒はみれないけど、やっぱり

風俗なんて心配」と言う職員。

心配の押し売りだと思います。その心配は本当に

相手を思っての心配なのでしょうか。

私たちは「どんどん性産業でやってくれ」ともも

ちろん言いません。ゆずりはでは性産業で働いてい

く子からの相談があった場合には、風俗や性産業で

働くことのリスクだったり、危険性であったりとか、

お店の状況であったりとかをきちんと聞きます。そ

の上であなたが、健全に性産業で働くってちょっと

ぴんとこないかもしれないんですけど、あなたが今

の仕事をやめたいと思ったとき、これは不当だと

思ったときはいつでも相談してねということと、あ

と、「自分にはもうこの仕事しかできない」という

ふうに決めつけている方には、それは違うと思うよ

というふうに伝えます。

で、そこをどういうアプローチをしていくかとい

うと、学ぶことですね。学校に行くことや資格をと

ることを勧めていきます。こんな選択肢がある、こ

んな学校に行ける、そしてその学費はかからないよ、

その学費の支援はこちらでできるよ。ただ単に情報

を提供するじゃなくて、それをやるためにこんな支

援があるということ、私たちはこんな手伝いをする

ということも具体的に伝えていきます。「あなたが

これをやりたいと思ったらまた連絡をしてきて」そ

んなふうに伝えています。

そういった「価値判断」、この仕事はいいとか悪

いとかそういったジャッジを支援者、指導者として

思わずしそうになってしまうんですが、まずその状

況の中で何とか生きている、生活している彼らをね

ぎらい尊重することや、働いていることへの敬意を

はらうこと忘れてはならないと思います。それを踏

まえた上で、気持ちであったり、助言であったりと

いうのを伝えたいです。

次のケース。これは養護施設出身の方で、施設を

出てから放火を繰り返して刑務所に服役していた

ケースです。服役を繰り返しているんですね。服役

して出て、また放火して何かしてとずーっと繰り返

していて、それで刑務所のソーシャルワーカーから

ゆずりはに連絡がありました。こんなふうに困って

いて、この男の子は児童養護施設の出身の子なので、

そちらでは施設を退所した方の支援をしてくださる

と聞いたので、もう服役の繰り返しをさせたくない

から、でもなかなかその子が出所してからの支援と

いうのが、服役後の支援というのがまだまだこの日

本でも十分ではなくて、そこのところを地域のいろ

んな支援センターとかそういうところと連携してほ

しいと。これは何のために出したかというと、この

方は実は東京都内の施設の出身者の方だったんです

ね。しかも２歳３歳からずっとその施設で生活して

いて18歳まで在籍していて、もう10年以上もその施

設にいた子で、しかも27歳なのでそんなに昔の話で

もないしというのがあったので、ゆずりはではなく

て出身の養護施設でその子のサポートというのを
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担ってもらえないかなと思いました。

まず刑務所のソーシャルワーカーを通じて、その

彼が自分の出身施設の方の支援というのが嫌じゃな

ければ、家族や生い立ちの情報や成育歴なども施設

がいちばんよくわかっているので、中心で担ってい

くのは（出身）施設にしたうえ、ゆずりはでサポー

トしていきたいと伝えると、ご本人は快諾してくれ

ました。私たちは早速彼の出身施設にこのケースを

相談しました。

担当の職員は、服役後の支援とか今までやったこ

とはないけれど、何とかこちらでサポートしていき

たいと思っているけれど、一回施設で会議にかけな

きゃいけないということで、彼のアフターケアを施

設でどうするか会議にかけたんですね。そうしたら

施設の回答として、「刑務所に入っていて犯罪を繰

り返してという子の支援というのはできない。今ま

でやったことのないケースでもあるので」と言われ

ました。

多分アフターケアって、何でもどんなことでも初

めてのことってあります。むしろ初めてだらけです。

私たちだって、刑務所から出所して来る子の支援

だって初めてのときを経て今があるのです。やった

ことないからできないと言ったらもう何にもできな

いじゃないかという話で、この子の人生全部を担っ

てくれ、全部を支えてくれというのではなくて、一

緒にいろんな支援機関と連携しながら再犯を繰り返

さないようにできることは何だろうというのを、ま

ず一緒に考えていってほしい、そこから始めていこ

う。というお願いなのですが、それさえも難しいと

いうことでした。

支援していく中で、やっぱり施設では難しいとい

うふうになるんだったらまだわかるんですけど、や

る前から何となくこの情報だけを聞いて、あ、無理

ですみたいなふうに言ってしまうというのはどうな

んんでしょう。その気構えでは正直、アフターケア

は広がってもいかないし、深まってもいかないし、

退所者の子が安心して「助けて」を求める場所とい

うふうにはならないかなと思います。

アフターケアを担うというのは、言われたこと全

て引き受ける、ということではないと思います。で

きること、できないことが出てきたとき、できるこ

とを一緒にやり、もしできないことがあった場合に

は、こういう理由でできないんだ、ごめんねという

ことの説明をする。「できないからできない」より、

理由を説明したうえ「ごめんね」と一言があるだけ

で、相談してよかったかどうかの気持ちはまた変化

します。例えば会うことはできなくても手紙を書く

ことはできるよ、お金は貸せないけど、食料を送る

ことはできるよとか…。できないだらけのなかで、

できることを探すことも大切な支援ではないでしょ

うか。杓子定規でに、ぱっぱっと「できない」みた

いな、「やったことない」みたいなふうに言ってし

まうことって、支援として発展していかないし、支

援者としての力量も備わっていかないですよね。

これは35歳の男性の（ケース）。これはギャンブル

依存症の彼なんですけど、ギャンブル依存でホーム

レスになってという相談なんですが、このケースで

伝えたいのは年齢じゃないということなんですね。

ゆずりはへの相談者というのは、施設出たての19

歳、二十、20代前半の子が多く来るように思われて

いるんですけど、実はそういった20代前半の子もも

ちろん10代の子の相談以上に、20代後半から30代の

方が相談者の主です。もっと言うと、40代50代60代

の方からの相談もあります。アフターケアは何歳ま

でだとか、私は支援をやればやるほど区切れないな

と思うし、その方が困るとき、誰かの支援や助言を

必要とするときって、必ずしも20歳まで、30歳まで

じゃないし、困ったときにまずその相談、困り事を

聞かせてもらって、その上でこちらができることを

提供すればいいかなと思っています。ゆずりはの相

談対象者は年齢で制限していません。

「30歳にもなってホームレスなんかしての？」「い

いかげん自立しなさい」「大人にもなって」とか、

一般的な常識とか視点で見たら、何でこんな年齢に

なってこんなことしてるのとか、実際にそんなふう

に思いそうになってしまう相談があります。

でもそういったときに、退所者の方が背負わされ

ている目には見えない、はかり知れないいろんな重
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圧であったりとか、親や家族を頼れないということ

が、この日本社会で生きていく上ではどれだけのハ

ンディになるかということも思いをはせてほしいな

と思います。

何歳になっても、親や家族が機能していない、頼

れないって本当に大きなリスクなのです。保証人問

題とか、親じゃないとだめだとか、何で親戚の人が

できないんだとか、今、連帯保証人って住居だけじゃ

なくて就職するにも入院するにもついてまわり

ます。

この間も、アパレル関係の店で働く上で連帯保証

人を立ててくれって。それは身内じゃないとだめだ

という話があったんですけど。その子は幸いうちに

相談に来てくれたので私たちが会社とかけ合って、

こういう形で身内が連帯保証人にはなれない、身内

は生きているけれど連絡はとれないような状況なの

で、私たちじゃだめなのかということと、金銭的な

ものが生じたときの対応をどうするかというのを会

社と話して、保証人にはなれたんですけど。

連帯保証人が必要となる場合に、、誰も連帯保証

人になってくれる人いないからいいやと諦めちゃっ

てる方もいると思うんですね。日本社会の仕組みと

いうのは、親や家族が当たり前に健全に機能してい

て当然という仕組みになっているので、一つ一つの

社会的な手続って本当に面倒くさいというか。言葉

は悪いですけど、親がまだ死んじゃってたらいいん

ですよね。親は死んで、いないですというふうだっ

たら、「親代わりのひとを」となるのだけど、親が

生きているのに何で親がなれないのというところか

ら始まって。それは生活保護を受けるのでもそうな

んですけど、それをじゃあ自分で一から十まで全部

説明しろと言われたってできないです。

できないことを無理にさせようとするではなく

て、できないことをできるための一助を私たちが担

うことで、状況は劇的に変化したりもします。一緒

に伝えていくとか、「そこはちょっと、あなたは言

わなくていいから、私たちがかわりに説明します」

だとか、手続をしていく上でも支援をしていく上で

も、そういった伴走者の存在というのはすごく大事

だなと思っています。

ちょっと余談なのですが、私たちがゆずりはで一

番大事にしていることは、この人に、この場所に相

談してよかった。とにかく結果はどうであれじゃな

いけど、まず初めて電話してくる子、初めてメール

してくる子、ファーストコンタクトは電話やメール

がほとんどなのですけど、とにかく一番初めのやり

とりの中で安心してもらえることを心がけている

し、そういう存在でありたいと、そういう場所であ

りたいなと思っています。

それって知識とか経験とかではないと思います。

相談に来てくださる方への思いというのはどんだけ

勉強したから培われるものでもないですし。こんな

大変な中でよくぞ今日まで頑張って生きてきたね、

生きてこられましたね。しかも、こんな非常に相談

しづらいこと、言葉にしづらいことを相談してくだ

さってありがとうございます、ありがとうという思

いで、まずそこから相談を受けることを大事にして

います。

それがないと、行政の窓口（が全部悪いわけじゃ

ないんですけど）と変わりません。さっき言った「支

援機関ありますから」というのと一緒なんですよね。

その困っている人にとってどういう人であるか、ど

ういう場所であるかというのが大事で。ただ単にア

フターケアやってます、コーディネーターいます、

何とか支援職員います、とやっててもだめで、私た

ちが一歩も二歩も前に出て、そちら側に立ってじゃ

ないですけど、自分たちが動いて、自分たちが声を

かけて、発信して、安心してもらう、そこからのス

タートというか相談って大事だなと思います。それ

は日々のアフターケアじゃなくてもインケアのとこ

ろでも、私たちがどうあるかという（ことが）とて

も大事だなと思っています。

相談者に寄り添っていくためには一緒に働くス

タッフ間の連携や、スタッフ同士の信頼関係という

のがまず絶対にないとだめで、ゆずりはも高橋だけ

が１人で突っ走って頑張って何かやってるじゃだめ

なんですよね。ゆずりはに電話したら誰が出ても丁

寧に対応してもらえたとか、話を聞いてもらえたと

か、そうでなければならないし、個人が支援してる

じゃなくて、その施設として、その相談所としてど
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う機能するかということがチームとして、団体とし

て大事かなと思います。

あと、気持ちの共有というのは、やっぱりしんど

いこともたくさんある、私たちの仕事はつらいこと

もいっぱいある仕事ではあると思うので、その共有

を一番ともにいる仲間と共有し合える、分かち合え

るというのは大事かなと思います。相談者の人に対

しても「失礼だな、このやろう」みたいに思うこと、

怒ってしまうことってあるんですけど、それをス

タッフ内では何でも気持ちを言い合えること、吐露

できることを大事にしています。

そこで話していく中で、相談者の方がたどってき

たこの道のりに思いをはせて、もう一度そこへ気持

ちをリセットして向き合っていくことを大事にして

います。でも、それでも「このやろう」と思うとき

は、私は「このやろう」と言ってしまいます。言っ

てしまって、ぶつかり合うときも時にあります。

あと、この仕事に誇りを持つこと大事にしたいで

すよね。たまに、施設での支援の仕事なんて誰にで

もできるよ、誰にでもできる仕事だからなんて言う

施設の職員の方に、出会うときがあります。子ども

のご飯つくって、世話して、掃除して、世話するだ

けだからみたいな感じで。

でも、そういう思いで子どもと接していても子ど

もに失礼だと思うし、何の想像力、アイデアも浮か

ばないし、こんなふうに変えていきたい、こんなふ

うな支援をしていきたいということの高まりが生ま

れていかないかなと思います。自分たちがやってい

ることに私たちがすごく誇りを持てて、大切にでき

るということをすごく大事にしていきたいです。

この仕事は柔軟さと臨機応変さがとても大事だと

思います。四角四面の、これはルールだから、これ

は正しいことだから、この規則どおりにとかやって

いると、もう何か行き詰まるというかあるので、そ

の都度その都度の見方、考え方を変えたりとか、う

まくやっていく、乗り切っていくというか。柔軟さ、

やわらかさを大事にしたいなと思います。

そして私たち自身がやっぱりきちんと休息をとれ

たり、自分たちの仕事に対してのきちんとした対価

が支払われる、評価がしてもらえる、ねぎらわれる、

お給料とかですね、そういうのもすごく大事。仕事

を続けていくために、向上心を持っていくために、

誇りを持つために、お給料のこととか、自分のプラ

イベートを充実していくとかということもすごくつ

ながっていくかなと思います。

最後に、ちょっと皆さんに映像を見てもらうんで

すが、私が今とにかくやっているのは、子どもじゃ

ない人たちの支援です、結局。かつて子どもだった、

苦しい子ども期を乗り越えた方たちの支援をさせて

もらってるんですが、でも、やればやるほど立ち返

るのはやっぱり子ども期なんですよね。

子どものときに、この人が子どものときにもっと

こんないい人たちに出会ってたらとか、温かい環境

があったらとか、もっと早くにそこから保護されて

いたらとかいろいろ思って。あと、それが親や家族

ができなかったらもうそれでいいと思ってて、親や

家族のかわりにはなれないけれど、私たちがその血

のつながりはないけれど、私たちがあなたを大事に

思っているよという毎日のメッセージが伝えられる

仕事ですよね、私たちの仕事って。仕事というか支

援って。

なので、やっぱり子ども期のときにいかに……。

話がちょっと今までと逆になっちゃうんですけど、

だからアフターケアは要らないとかじゃないんです

けど、何かやっぱりインケアのところでどれだけそ

の子が大事にされたかとか尊重されたとか、さっき

話にあった自分で選択できたとか、そういう積み重

ねがその人その人の大人になってからの生きる力に

つながっていくかなと思います。

映像をちょっと見てもらって、最後、これで終わ

りたいと思います。

（映像上映開始）（映像上映開始）

　　「はじめてはいた靴下」。

私は、お父さんとお兄ちゃんの３人暮らしだった。
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お父さんは、トンネルやダムの工事をする仕事で、仕事が入ると１カ月、家に帰ってこない日もあった。

お父さんがいないとき、家のことや私の世話はお兄ちゃんがしてた。

小学校には行っていたよ。

だって、給食が食べられるから……。

お父さんが仕事でいなくなると、家でご飯は食べられなくなるから、給食のために学校へ行ったの。

小学校のときの友達には、会いたくないな。

（だって私、汚くて臭かったから……。）

毎日同じ体操服を着ていて、裸足で靴をはいていたの。

自分では、自分が臭いのってわからないの、不思議だね。

私は小さいときからずっと、お兄ちゃんの使いっぱしりだった。

お兄ちゃんの命令は、絶対だった。

命令をきかないと、お兄ちゃんはいっぱい私を（私をいっぱい？）叩いた。

お兄ちゃんが中学生になると、命令をきいてもきかなくても、お兄ちゃんは私を叩くようになった。

家に遊びに来たお兄ちゃんの友だちも、私を叩いたり蹴ったりして笑っていた。

私を叩いたり蹴ったりして、私が鼻血を出したり、立てなくなったりすると、ほんとうにおかしそうに大声

で笑っていた。

私が５年生の冬のある日、私の家におとながたくさん来て、「これからは安全な場所で生活するよ。お兄ちゃ

んと少し離れて生活するよ」って言われて、突然、施設で暮らすようになった。

はじめて施設に行った日に、施設の人が、私の足の裏を見て、「カサカサだね。ずっと痛かったでしょう」っ

て言いながら、クリームを塗って靴下をそっとはかせてくれた。

生まれてはじめてはいた靴下。

うれしくて、胸がドキドキした。

施設の人に、お兄ちゃんが別の施設に行ったと聞いたけど、お兄ちゃんも靴下はかせてもらっていますか？ 

って聞きたくて、でも、聞けなかった」。

（映像終了）（映像終了）

この「はじめて（はいた）靴下」の話をしてくれ

た亮子ちゃんには、私が大学４年生のときのあすな

ろ荘の実習のときに初めて出会いました。彼女はそ

の当時16歳で、クリーニング屋で朝から晩まで働い

て自立援助ホームで生活していたんですけど。私も

児童票などで実習で、その当時実習指導のスタッフ

から、亮子さんがお父さんのネグレクト、お兄ちゃ

んからのひどい暴力で養護施設に入所したという話

を聞いていました。

私も年も近かったし女の子同士というのもあっ

て、亮子さんともすぐ仲よくなっていろんな話を聞

いていました。・・・お兄ちゃんが殴るともうぼこ

ぼこにするんだとか、毎日臭いって学校では言われ

てたんだとか、いっぱいそういう話をしてくれてた

んですけど。

私、実習の課題で、最後、何かインタビューがあっ

て、施設に保護されて一番うれしかったことは何か

という聞く項目があったんですけど、私はそのその

項目を見たときに、そんなのは一番うれしいという

のは、それはお兄ちゃんにもう殴られないとか、毎

日おなかいっぱいご飯が食べられるとか、お風呂に

入れるとかそういうことだろうと思ってたんですけ

ど、私が亮子さんに「施設に入って一番うれしかっ

たこと何？」というふうに質問したら、「亮子、それ、
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まじ、靴下。靴下しかないし」みたいな感じで言っ

てくれたんですね。

私はその「靴下」と言われて、初めぴんとこなく

て、「え、靴下？」というふうに聞いたら、「いや、

靴下生まれて初めて履いたんだよね」とこの話をし

てくれて。靴下って履かなくても生きていけるじゃ

んとか言われたときに、親はなくとも子は育つとか、

子どもの生きる力とか何かいろいろあるけれど、

やっぱり私たちは親や家族に育ててもらっていろん

なものを育んでもらって生きていて、靴下を履くこ

とも、ご飯食べるときに「いただきます」と言うと

か、歯を磨くとか、冬は長袖を着るとか、自分は当

たり前にしていることって勝手に自分が獲得したこ

とではなくて、それは親じゃなくてもいいんだけど、

日々小さいときからそれを育んでくれる、養育して

くれる人がそばにいて、そうできているという。

私はでもすごくそれが衝撃で、それを根こそぎ奪

われている施設にいる子たちというのはそういうこ

となんだということを絶対に忘れちゃいけないなと

思いました。

彼女にとって涙が出るほどうれしかった靴下を履

けたことということを、彼女が話してくれたことに

自分の心が震えるような思いにならなかったら、私

は自分はもうこの仕事はやるべきではないと思って

いるほど支えにしている彼女の話であり、出会い

です。

すみません、何かまたあっちこっちに行っちゃっ

たんですけど、これからもそれぞれの職場で皆さん

一緒に頑張っていきましょう。今日はどうもありが

とうございました。（拍手）

（終了）
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Ⅰ　はじめに

今日の題目は、「子どもの性問題への対応」とい

うことで、私の勤務する児童養護施設一宮学園での

「性」に関する実践についてお話しさせていただき

ます。この会場には、「性教育」について一緒に活

動しているメンバーや、先駆的に取り組んでいらっ

しゃる施設の方も参加されています。私も２日間、

この研修会で学びを深めたいと思います。よろしく

お願いします。

　

近年、児童福祉施設（児童養護施設・児童自立支

援施設・児童心理治療施設など）では、性的問題行

動（性暴力・性支配・性虐待）が表面化してきてい

ます。この問題は、単に性衝動や性的欲求だけの問

題ではなく、児童間の力関係における性的支配、性

暴力がほとんどです。この問題の根底には、児童福

祉施設内における負の連鎖が考えられ、施設内で被

害を受けた児童がその行為をさらに弱い児童、年下

の児童に繰り返すといった行為です。この問題に対

して、「性教育」の実践だけでは解決できず、「生活」

の視点でどのようにアプローチしていくのかについ

て考える機会にしたいと思います。

Ⅱ　これまでの取り組み

１　過去の実践

一宮学園では、平成12年から性教育に取り組んで

います。内容は、その時々に起きている問題行動を

テーマに設定しました。例えば男女交際が頻回にみ

られるときは、「男女の距離」「つきあうということ」、

喫煙の問題が発生すると「たばこの害」というよう

な内容で実施しました。男女別縦割りで、１グルー

プ19名×８グループで生活しています。各グループ

は毎月１回実践をして、記録を施設長に提出するこ

とになっていました。５名前後の児童と職員が、イ

ンターネットや本から得た情報を読み合わせ、40分

前後の時間を過ごしました。今、振り返ってみると

性教育という名を借りた、職員から一方的に注意を

喚起する、いわばお説教の時間となっていました。

このような実践を７年間行いました。当時の実践記

録が約450回分ファイリングされています。これも

取り組みの軌跡として、一宮学園の一つの財産に

なっています。

　

２　入所児童間性的事件

（１）事件発覚

平成12年から性教育の実践を継続する中、平成19

年に男子児童間の性暴力が発覚しました。加害児童

１名、被害を受けながら年少児に加害行為をした児

童３名、被害児童36名、合わせて40名がかかわる男

子児童間での、「性器をなめる・なめさせる」とい

う事件でした。発覚のきっかけは、産休代替で入職

間もない職員が幼児の添い寝をしていた時のことで

す。お腹が冷えないようにとタオルケットをかけよ

うとしたところ、性器のところに手が触れました。

そのとき幼児が「あっ、俺のちんこ触った。勃起す

るじゃん」と言いました。幼児が「勃起する」とい

う言葉を使ったことに違和感を得た職員が、「その

言葉、どこで知ったの」と投げかけると、年長児か

子どもの性問題への対応

一宮学園
山　口　修　平

＊　平成27年度 「テーマ別研修」での講演をまとめたものです。
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ら「触られる・舐められる」という話が出てきまし

た。そのことがきっかけとなり調査を実施、最終的

に40名がかかわる児童間性暴力が発覚しました。

（２）事件への調査

当時、事件への調査は混乱をきたし、児童間の関

係性に何が起きているのか、加害・被害状況がどの

ようになっているのか、事態そのものが見えてこな

い状況になりました。事実確認のための聴き取り調

査のマニュアルが整備されていないことから、長時

間にわたり誘導的な質問、複数回にわたる実施など、

不適切な聴き取り調査の結果、起きている事実が見

えなくなっていきました。

都・県・児童相談所との連携については、当園の

職員から解決に向けた肯定的な意見が出ることはな

く、起きた事件にただ驚きと無力さ、児童に対する

申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。外部関

係者の解決に向けた提案とその実行に向け、内部か

ら発する解決への力はなく、連携関係が成立せず、

外部が当園に伴奏する形すなわち協働により危機的

状況に介入しました。

（３）事件への対応から再発防止に向けて

事件発覚にともなう調査については、事故対策委

員会を設置して学識経験者・児童相談所（CW・心

理）・CAPスペシャリスト・園職員がメンバーと

なり、加害児・被害児へのケア、保護者への謝罪、

子どもへの説明・謝罪等を実施しました。

事故対策委員会は、後に再発防止に向けた「ケア

検討委員会」と名称を変更しました。そこではサイ

ンズ・オブ・セイフティーの手法を用いて、これま

での調査・対応から事件発生の要因分析や当園の強

みに注目し、多角的な視点による施設運営の再建へ

と、取り組みの方向性にシフトしました。

その一つとして「性教育」の実施が検討され、体

系的なプログラムが示されました。プログラム作成

にあたり、事件の発生要因について検証し、改善を

要する取り組みを具体化させ、そのうえで効果的な

性教育の内容について検討しました。その性教育プ

ログラムについては、後に紹介します。

＊（資料１）は事件発覚から再発防止までの対応をフロー

に示した資料です。事故対策委員会のメンバーが当園の

児童間性的（暴力）事件への対応の中、その混乱や課題

を振り返り作成した資料です。発覚時に混乱することな

（資料１）
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く、調査段階を見据えながら、必要な対応が把握できる

ものになっています。

次に本件について発生要因を検証し、その要因の

解決に向けた現在の取り組みについて紹介します。

Ⅲ　施設内性暴力の発生要因

１　支配・被支配関係

児童間性的事件に関係する児童の相関図を作成し

たところ、主たる加害児童が１名、その加害児童か

らの被害を受け、さらに年下児童への加害行為をし

た児童が３名、そして被害児童が36名となりました。

ピラミッド型に年長児が年少児に、さらにより年少

児へと性暴力の連鎖が見られました。

事実調査の中で、直接性器に触れる加害のほかに、

入浴中の幼児に尿をかける行為や日常的な威圧・暴

力などの問題が明らかになりました。これらの背景

には、力を誇示する行為であることが共通しており、

支配・被支配関係が職員間・児童間に様々な形で表

れ、その一つの行動化として、本件の性的事件が起

きたと考えられます。これらの加害行為をした児童

の背景に、入所前の支配・被支配の対人関係、いわ

ゆる虐待の被害体験が共通してみられ、家庭で受け

た虐待・施設生活での上下関係が集団生活の中で負

のスパイラルとなり、連鎖している関係性がわかり

ました。

また、知的な発達課題を抱えた児童やコミュニ

ケーションが苦手な児童、職員との結びつき（関係）

が希薄な児童が、被害に遭った傾向が見られました。

すなわち加害児童に対して「いや」と言えない、ま

たは職員への相談につながりにくい児童が、加害者

から選択され性暴力を受けたことが見えてきま

した。

２　境界への侵入

加害児童・被害児童に関わらず、施設入所を余儀

なくされた子どもは、身体的虐待による体への侵入、

心理的虐待によるこころへの侵入、性的虐待による

性的な侵入、またネグレクトによる自分を守る保護

膜を作ってもらえなかった、すなわち自他の境界が

曖昧な養育環境にさらされてきたことになります。

さまざまな侵入を受けたこと、保護膜がなく安全が

確保されてこなかった児童に対して治療的な養育を

提供すべく児童養護施設であるならば、この「境界」

の視点で生活のあり方を検証しなければならないと

考えました。

一宮学園では、各グループ男女別年齢縦割り19名

の児童が生活しています。生活している寮を隅々ま

で見渡しても、「一人きりになれる空間」は全くあ

りません。各居室は、２名から５名で使用していま

す。就寝時間になると真っ白のシーツが掛かった布

団で畳が見えなくなります（一面雪景色に変わりま

す）。自分の布団（寝るスペース）さえ視覚的にも

境界が曖昧です。洗面所に行くと、コップに歯ブラ

シが何本も立っていて、共用の歯磨き粉が置いてあ

ります。風呂には共用のシャンプーとリンス。決まっ

た時間になるとそれまで遊んでいたゲーム機を職員

に預けにきます。その大切なゲーム機は大きな袋に

他児童のものと一緒に入れて保管します。同じデザ

インの共用の食器・箸・・・。このように「自分の

物」「自分の場所」の個別化が提供されず、自他の

境界が曖昧な集団養護が展開されていました。

＊現在は、マイコップ・マイお茶碗、自分の歯ブラシ・コッ

プ・歯磨き粉をセットにしています。寝具はお気に入り

のキャラクターのシーツを使用。自分のシャンプーリン

ス・垢すりを籠にセットしています。自分の大切なもの

が保管できるボックスを鍵のかかるところに整備してい

ます。

３　性情報の氾濫

インターネットの普及にともない、情報が容易に

得られること、児童の情報収集を大人が把握するこ

とが困難な状況になっています。容易にインター

ネットを利用できる状況の一つに、Wi-Fi機能があ

げられます。このWi-Fi機能は、パソコンや携帯電

話に留まらず、ゲーム機や音楽再生プレイヤーにも

付帯しているインターネットを受信できる機能で

す。コンビニエンスストア・駅・ショッピングセン

ター・レストラン・自動販売機などから発信が拡大

され、あらゆる場所で容易にインターネットに繋が
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ることができます。従前の携帯電話（ガラケー）は、

あくまでも電話機能がメインであり、付帯機能とし

てメールもアラームもインターネットもできる電話

です。ここ数年の携帯電話（スマホ）は、電話もで

きるモバイル端末です。アプリ（SNS＝ソーシャル

ネットワーキングサービス・ゲーム）の利用により、

人との繋がり・情報の共有・動画編集など電話もで

きるミニパソコンです。すなわち児童に携帯電話を

持たせるということは、電話を持たせることではな

く、ミニパソコンを持たせるという感覚を大人が認

識しなければなりません。

ここで中高生男児に広がっているサイトを紹介し

ます。「XVIDEOS」「XHAMSTER」というアダル

ト動画サイトです。性的興味関心が高まる思春期の

児童が、インターネットで性に関することを検索す

るとアダルトサイトが相互にリンクし合い、この２

つのサイトに繋がる可能性が高いです。

これらにアップされている動画は、乱暴な性行為

場面が画像処理（モザイク）なしに流れています。

動画のアイコンが何万個も並び、各アイコンをク

リックするだけで動画を見ることができます。この

ように、不適切でファンタジーな情報が氾濫してい

るサイトから、間違った知識を得ています。

携帯電話会社にはフィルタリングサービスがあり

ます。このサービスを利用して有害サイトへのアク

セスを遮断したいところですが、その解除方法がイ

ンターネットにアップされています。また端末に

フィルタリングをかけてもWi－Fiでは効力がない

こともあります。いまいちど、児童の所持している

携帯電話のフィルターが、どのような状態であるか

の確認が必要です。また、アダルト動画は小さな

SDカードに保存され、児童間で流通していきます。

いくら施設内で情報の管理をしていても、地域の家

庭から入ってくる情報もあります。すなわちイン

ターネットの対策については日々更新され、児童の

情報を大人が超えることはできないとのことを前提

に対策を考えなければなりません。

そこで、対策として正しい性の知識を提供し、そ

れがフィルターとなって、有害サイトを見ることを

容認せざるを得ないと思います。情報を遮断するこ

とは難しく、児童が得る性情報のフィルターは機械

的でなく、大人が提供する性教育が最も有効である

と考えています。

４　年齢不相応な性的刺激

入所児童の中に、家庭内で性交の場面を目撃して

いる又はその疑いがある児童が約４割います。職員

の見立てであり、疑いを含みますので裏付けがある

数字ではありませんが、その数に驚くところです。

他の施設でも、同様に目撃している児童が少なくあ

りません。そのひとつの要因に、離婚を繰り返して

いる養育者の背景があります。離婚や再婚を否定し

ているのではありませんが、短期間にパートナーと

別れ、また別のパートナーとの付き合いを繰り返す

状況があります。これまでの生い立ちの中で、複数

回の婚姻により養育者の付き合う人が家庭内に出入

りしています。すなわち夫婦の関係性の中で育つと

いうより、養育者とその彼氏彼女との関係性の中で

育つということになります。また手狭な住環境など

の状況とも関連し、養育者の性交を目撃している児

童、多子世帯で年齢の離れた兄姉とその彼女彼氏と

の性交を目撃している児童もいます。このように曖

昧な環境である家庭内で性的場面を目撃することが

あり、児童の発達に大きな影響（情緒の混乱）を与

えることになります。

５　コミュニケーションの課題

当園における性的事件に関係した児童の所属をみ

ると、知的障害を有する児童や特別支援学級・学校

に通う児童の被害率が、普通学級に通う児童と比較

して高い。被害児童への聴き取り調査から、被害を

相談することや被害認知の困難さの課題が明らかに

なりました。相手に「イヤ」を伝えること、被害を

受けたことを大人に語ることが難しい児童が、加害

児から選択されていることがわかりました。「イヤ」

と言えなかった被害児童に責任を転嫁することな

く、日々の職員の関わりを検証する機会にしました。

そのひとつに、児童に暴力的な行為が見られると、

「暴力ではなく、言葉で気持ちを伝えよう」と職員

は対応します。日々、気持ちを言葉で伝えるという
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スキルを働きかけている職員ですが、職員の言葉づ

かいはどうでしょう？感情を表す言葉をいくつ使っ

ているでしょう？

これから白い紙を配ります。「不快な気持ち」を

表す言葉を３分間にできるだけたくさん書いてくだ

さい。次に、「快の気持ち」を表す言葉を３分間に

たくさん書いてくださいというワークをします。結

果、年配の職員は比較的たくさん書けます。若手職

員になるにつれて書いた数が減っていく傾向があり

ます。職員による「言葉の貧困」が進んでいるよう

に感じます。不快な気持ちを「うざい」「関係ない」

「めんどくさい」に集約します。その背景には、寂

しい、不安、悔しい、怖い、イライラする、腹が立

つ…などの気持ちがあると思います。最近では、美

味しいものを食べたときに「やばい」と表現するこ

ともあります。本来は危機的状況にさらされた時の

感情を表す言葉です。「おいしいね」と表現するこ

とです。

児童の中には、これまでの生活で、自分の気持ち

を理解されたり、寄り添ってもらったり、共感され

たり、なぐさめられることがなかった背景を持って

います。また、感情を麻痺させて生き延びてきた児

童もいます。児童福祉施設は、これらの児童の治療

養育の場として、そこで働く職員は最も重要な環境

要素です。その時の感情にしっくりくる言葉を使い、

共感すること、感情を取り戻すことができる重要な

役割があります。生活の中でかける言葉に、いかに

治療的側面があるかということを再認識する必要が

あります。児童のコミュニケーション力を育むこと

に、特効薬はありません。言葉のシャワーを掛け続

けることで芽生えるものであると考えます。

６　「相談する」ということ　～職員との関係性～

事件発覚時、児童相談所による全入所児童対する

聴き取り調査を実施しました。調査項目のひとつに

「困ったとき、だれに相談しますか」との質問があ

りました。全児童の内２割の児童が「誰にも相談で

きない」と回答しました。発生前から「困ったとき

は相談しましょう」と施設ではもちろんのこと、児

童相談所や学校からも伝えていました。しかしこの

２割の児童が誰にも相談できない現状が明らかにな

り、相談することが実行可能になるべく取り組みに

ついて検討しました。

これまでの生活の背景を振り返ると、相談したこ

とによって解決した成功体験が少なく、困った時に

人に相談して解決する方法を体得していません。相

談したけれど信じてもらえなかった、あるいは暴力

を受けたなど失敗体験が多かった児童は、相談する

ことなく、自身で抱え込み、時には困ったことを麻

痺させてなかったことにして、その場をやり過ごし

てきました。日頃から「相談しましょう」という言

葉をキーワードのように多用しますが、これまでの

背景を考えると、とても難しいスキルであることを

改めて考える機会になりました。自分の相談したこ

とがどのように扱われるか、そのシステムがイン

プットされてないところで開示がないこと。また、

相談する言葉を具体的に持っているかということに

ついても検証する必要があります。

そこで、①相談先を明確に②相談する言葉をシン

プルかつ具体的に③相談することを練習する

この３点をポイントに児童に伝える取り組みを始

めました。性に関する事例として、前籍施設で複数

回の性器の触り合いが見られた知的障害を有する小

学生低学年のケースがあります。もちろん、プライ

ベートゾーンについて説明もしていましたし、触ら

れそうになったら、または触られたら職員に相談し

てねと伝えている児童です。しかし、被害を受けて

も相談に至らず、再び被害体験を繰り返す児童です。

この場合は、上記の３つのポイントを押さえて伝え

ます。まずはプライベートゾーンの確認、そして「も

し、このプライベートゾーンを触られたら、私（山口）

に『ねえねえ、プライベートゾーン触られた』と教

えてね」と具体的に相談する言葉と相談先を示し、

このことをロールプレイで練習することが必要で

す。単に、「何か困ったことがあったら、あなたの信

頼している人に相談してね」では相談に繋がりませ

ん。職員の指示が、知識レベルで理解できているか、

また理解できていることが行動レベルで実行可能で

あるかについて、個別にアセスメントが必要です。
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７　「秘密化、潜在化」へのアプローチ

　　　　　　　　　　　　　　～早期発見～

「性」という言葉に、どのようなイメージを持っ

ているでしょう？例えば性器について、「陰部」と

いうことがあります。性毛について「陰毛」という

こともあります。「陰・かげ」という表現を用います。

「あら、恥ずかしい」と言いながら、おむつを替え

ることもあります。もともと「性」は、恥ずかしい、

はしたない、ひみつ…というようなイメージが小さ

いころから植えつけられています。

他の暴力に比べ、性暴力は更に表面化しにくい側

面があります。外傷が見えにくいまたは見えない、

支配的で加害者からの口止めがある、被害児も恥か

しいことと捉え相談しづらい状況になります。その

ため、性の問題は「秘密化」が進み、問題が表出せ

ずに「潜在化」していきます。潜在的に行われる性

暴力は、周囲が被害に気づくことができず、加害・

被害関係が「長期間」にわたり繰り返されます。そ

して繰り返された性暴力は、暴力の内容や受けたダ

メージが重篤化していく側面を持っています。

当園での性的事件も、また私がこれまで関わって

きた児童福祉施設でも同様に、性的事件がいつから

起きていたか、どのように暴力が連鎖して現在の状

況に至ったかについて調査しました。多くの施設で

は、きっかけとなった事件は、１対１の加害・被害

事件が始まりです。暴力の内容は、抱きついてくる、

服の上から性器を触ってくるという内容です。その

状況を職員に相談することができず、また職員が気

づくことができないまま放置されていきます。その

結果、性器を直接触る、舐める行為へと変化し、被

害児童も一人から複数人へと広がります。最終的に

は、性器挿入を伴う性的事件や複数人が関係する児

童間性的事件へと重篤化していきます。

性暴力は、「秘密化」⇒「潜在化」⇒「長期化」

⇒「重篤化」と状況が変化していく性質であること

を前提に、早期発見、早期介入、またそのための表

面化するシステム（職員の暴力への気づきと児童の

相談スキル）に取り組むことが重要です。

８　被害から加害へ　～元被害児の視点～

性被害を受けた児童が、後に性加害児童になると

いうことではありません。そのことは、他の研究で

も否定されています。ここでは、加害児童の背景に

ついてお話します。

施設内で性加害事件を起こした児童は、「加害者」

として注目されます。もちろん加害行為に対する振

り返りや責任が発生することは避けられません。し

かし、加害児童はこれまで社会の中で様々な権利侵

害・侵入を受け、その結果、施設入所を余儀なくさ

れた児童です。被害を受けたときに「被害者」とし

ての手当てを充分に受けていません。加害行為への

アプローチと合わせて、過去の被害体験についても

扱う必要があります。事件が発覚し、加害児童に対

して「あなたがやった行為は犯罪である。相手の気

持ちを考えなさい。」というような言葉がかけられ

ます。しかし、既に悪い行為であることは知ってい

たに違いありません。私が関わった施設内性暴力事

件には、共通した状況が３つあります。①職員の手

薄な時間②施設の死角となる場所③被害を訴えにく

い児童が加害児童から選択されているということで

す。少なくとも悪いことであるということは解って

いると思います。善悪の判断を伝えることに留まら

ず、どのような情動が働き加害行動に結び付いたの

か、行動化が起こるまでのプロセス、加害行為に代

わる代替行為について、支援者と探る必要がありま

す。そして、この介入には元被害児であるという視

点が必要です。

９　性化行動への対応

性化行動が見られる児童は、入所施設での集団生

活の中で様々な影響を与えます。もちろん本人に責

任はありません。周囲が性化行動を理解して、対応

するスキルを身につけなければなりません。

当園では、家庭で性的場面にさらされていた幼児

に性化行動が見られ、その幼児の影響により幼児間

で複数児童が関係する性的言動が広がり、性器を触

り合う遊びが見られました。

また、別のケースでは性化行動のある中学生（女

児）が、同性の児童集団から疎外され、異性集団と
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の結びつきが強くなり、その結果、早期（低年齢）

に性交を経験することになりました。このケースで

は、性化行動による男児とのコミュニケーションの

取り方に、周囲の女児が嫌悪を抱き疎外されました。

集団から疎外された女児は、男児集団と時間を共に

することが多くなり、その場面での性化行動を男児

が誤解して受け止め、女児に性交を迫るといった負

のサイクルにより、望んでいない性交を受けること

になったケースです（再被害化）。

性化行動は、個々のケースへの対応と合わせて、

施設での集団生活において、どのように他児へ影響

をきたすかについて予測が必要です。また性化行動

は、「距離感がない子」ではなく「さまざまな侵入

を受けてきた子」と捉えること、「性的興味関心が

強い子」ではなく「性的場面にさらされてきた子」、

「境界が曖昧な子」ではなく「自分の境界に侵入を

受けてきた子」と捉えることが基本にあります。し

たがって施設職員として「性化行動」をテーマに学

びを深める必要があると考えます。

Ⅳ　施設内性暴力の再発防止と早期発見

再発防止への取り組みについて紹介します。本講

座の資料は、２時間～４時間かけて説明する資料で

す。今回は１時間という限られた時間ですので、重

要な項目のみお話しさせていただきます。

１　相関図の作成

年に３回、各生活グループ（寮）単位で、児童相

関図を作成しています。作成は各職員が個人で作成

して、同じ部署で勤務する職員間で共有します。各

職員によるアセスメントですから、共通している箇

所、異なっている箇所が出てきます。その際、「なぜ、

そのようにアセスメントしたか？」作成の意図を共

有します。ここで作成した相関図は、毎月行われる

ケース会議の基礎資料として個々のケースによる集

団への影響、集団よる個のケースへの影響について

検討します。職員も含めた生活グループの関係性を

可視化することによって、解決に向けた課題へのア

プローチに留まらず、関係性の強みを生かしたアプ

ローチなど、多角的な介入が可能になります。個々

のアセスメントが基本にありますが、児童間のトラ

ブルは相互の関係性が絡み合い起きているため、相

関図から見た介入の糸口を見出すことが、相互関係

の正常化つながると考えます。

２　継続的なケア

先のⅢ８で述べたように、加害児童に対して善悪

の判断を伝えることに留まらず、どのような情動が

働き加害行動に結び付いたのか、行動化が起こるま

でのプロセス、加害行為に代わる代替行為について、

支援者と探る必要があります。このことへの実践の

ひとつとして、「性加害児童治療プログラム」を心

理職とケアワーカーが協働して実施しています。こ

こでは時間の都合で詳しく紹介できませんが、すな

わち反省を促すことだけでは不十分であり、行為に

対する背景を加害児童と共に探ることです。

当園の児童間性的事件に遭った児童は、その後に

摂食や睡眠などの影響もなく、一見被害前の様子と

変わらず生活しています。表面化する言動の変化や

影響は見受けられませんが、心には大きな爪痕を残

しています。

当時の事件から９年経過した現在、当時被害を受

けた児童の一部にその爪痕が見え隠れすることがあ

ります。性教育の時間に表情が硬くなる、落ち着き

がなくなり手遊びが始まるなど、回避行動が表れま

す。後に起こる影響や数年経ってから被害を受けた

ことの意味付け（年齢が上がるにつれて、自分が受

けた被害がどんな行為であったか知る）により、更

に傷つくことがあります。継続的なケアと退所後も

繋がりを継続し、トラウマ症状が出たときに対応で

きる継続的な関係性が必要です。

３　対応マニュアルの作成

＊この講座では、時間の都合により、詳しく説明できません。

聴き取りのマニュアル・対応フローチャートなど、シン

プルで見やすいものをポイントに作成しています。個別

に当園までお問い合わせください。

４　シンプルでわかりやすいルール

当園には次の３つのルールがあります。①海には
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入らないでね②他の人の部屋には入らないでね

③暴力はゼロにしましょう　ここでは③について

の取り組みを紹介します。入園前の見学及び入園時

に、すべての児童に対して次のように伝えます。「す

ぐには解決できませんが暴力を用いた関係はゼロに

しましょう。一宮学園に来たくて来た子どもはいま

せん。ここに来た多くの子どもは暴力に苦労してき

ました。私たちに間違った方法（暴力）を用いた人

と同じ方法を使わないでください。別の方法で相手

に気持ちを伝える方法を一緒に考えましょう」「も

し、暴力を受けたり受けそうになった場合は、こっ

そりでもいいので相談してください」。このことを

繰り返し伝えています。

しかし、先にも述べたように、一方的に言葉で伝

えても、行動のスキルとして身につくとは限りませ

ん。CAPやセカンドステップの導入、性教育実践の

中で、「NO・GO・TELL」＝イヤと言っていいこと、

その場から逃げてもいいこと、そのことを相談して

もいいことをグループワークやロールプレイを用い

て実践しています。「イヤと言いなさい、逃げなさい、

相談しなさい」のように、「～しなさい」と伝える

ことで、それができなかったときに、できないこと

は相談しづらくなります。意見表明や自己決定の権

利があること、自分を守る力があること、このよう

に権利の獲得・回復の視点から「～してもいいんだ

よ」と伝えています。

５　定期的な聞き取り調査

毎年、性に関する聴き取り調査を実施しています。

152名定員の施設ですから、調査には２週間の時間

を要します。職員が２人組になり、個々の児童に決

まった質問をします。質問はシンプルに①（イラス

トを見せ）プライベートゾーンはどこですか②この

プライベートゾーンを他人に触られたことあります

か③他人のプライベートゾーン触ったことあります

か④その他に困ったことはありますか、この４つに

ついて質問します。この調査は、毎年実施すること

に意図があります。年平均23ケースが退園（自立・

家族再統合）となり、およそ同じ数の入所ケースを

受け入れています。２年に１回の聴き取りでは46

ケース、３年に１回では約70ケース（全体の半分）

の児童が聴き取り初めてのケースになります。毎年

実施することで、常に職員は性について関心を持っ

ていることが児童に伝わっています。現在は、聴き

取り調査に要する時間が、調査開始当初に比べ３倍

に時間を要します。性的事件の相談ではなく、性の

相談や普段話せないことがその時間に開示されるよ

うになってきました。勿論、日々の生活中で悩みを

語ることが基本ですが、性の問題は「何か困ったこ

とありますか」という抽象的な質問では開示が難し

く、「性に特化した」質問や枠組みを設定すること

が必要であると考えます。

全児童が「プライベートゾーン」の性教育（紙芝

居使用）を受けています。質問①で、どの児童がプ

ライベートゾーンについて知っているか？を把握す

ることができます、数回伝えていても覚えていない

児童がいます。調査結果をまとめ、質問１が答えら

れなかった児童を把握して、再度個々に伝わるよう

に工夫しています。このことにより、当園入所児童

は「プライベートゾーンを触ていいのは自分だけ」

という共通認識を持っています。

Ⅴ　一宮学園　生（性）教育プログラム

　～「伝わる」実践に向けて～　

１　「性」も含めた「生」教育

「性教育」に「性」ではなく「生」の字を用いて

います。それは、単に「性」を扱うことばかりに終

始せず、性教育の視点を通して生活・生い立ち・他

者と共に生きることの大切さを子どもたちに理解し

てほしいとの願いを込めたからです。

＊以下、当園での「性」に関する取り組みは、「生」と記し

ます。

２　児童の背景へのアプローチ　

　　　　　　　　　～被害者としてのケア～

これまでの生教育実践や生活場面の中で、児童に

対しては、「他者を大切にすること」に関連する言

葉掛けを行ってきました。そして、児童間でトラブ

ルがあった場合、他者を傷つけた児童は注意を受け
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ます。もちろん必要な対応でありますが、加害行為

の背景にある、過去の成育歴からくる要因への介入

がありませんでした。他者に対して、加害行為をさ

せないこと・繰り返さないことのみに注目し、注

意・指摘をしてきました。

施設に入所している児童は、養育上の問題を抱え、

社会から充分な支援が受けられずに要保護児童とな

り、家族から分離され、ここで生活しています。こ

のことは、入所児童に共通した被害（分離）体験で

す。要保護の対象になったこと、被虐待や性暴力等、

不適切な養育を受けてきたにも拘わらず、「被害者

として」のケアは充分になされず、加害に転じた時

「加害者」としての対応のみになってしまっている

ことが課題としてあげられます。過去の養育の中で、

「自分は大切な存在である」というメッセージが伝

えられていない、または実感できていません。「自

分の大切」が他者にもあること、それを侵してはな

らないことをどのように理解してもらい、他者との

関係を築いていくのかについて、生教育の視点に

立った実践プログラムの作成に着手しました。実践

プログラム作成にあたり、個々が大切な存在である

ことや、個々にはプライベート（境界線）があるこ

とについて、シリーズ化した全13回の小学生低学年

実践プログラム（資料２）により、先ず「自分は大

切な存在である」とのことを伝えます。

他者の気持ち・関係性＝二人称・三人称を伝える

前に、先ず「自分の大切な体・時間・場所・物」、

この一人称＝自分をテーマに実践内容を構成しまし

た。すなわち生教育は権利教育・人権教育であると

考えます。これまで十分に権利が保障されてこな

かった、あるいはさまざまな人権侵害を受けてきた

児童に対し、自身の権利の獲得及び再獲得すること

から始めました。

３　実践例

（小学生低学年実践プログラム　第６回・７回）

小学生低学年プライベートシリーズの第６・７回

の実践について紹介します。

第６回テーマ「いいタッチ・わるいタッチ」は、

手作りで作成した紙芝居を使って実践しています。

このテーマは、児童相談所や施設でよく扱われ、岩

崎書店から出版されている絵本「いいタッチ・わる

いタッチ」を読み聴かせる実践が広まっています。

性教育に関する研修会で、この絵本を勧める講師が

多くいます。私も自宅の本棚に置いて、実子に読み

聞かせています。しかし、入所児童に用いるには配

慮が必要と考えます。お父さんやお母さんからの

タッチは良いタッチとして登場します。しかし、親

から虐待を受けてきた児童は、現実との違いに複雑

な思いを抱きます。当園では参考文献として使用し、

紙芝居の作成にあたり父母の表現は用いらずに、「安

心できる人」との表現に変えています。読み聞かせ

た後に、あなたにとって「安心できる人は誰？」と

確認します。その際、意外な人を示すこともあり、

児童の発言から新たなアセスメントに繋がることが

あります。

第７回は、「いいタッチ・わるいタッチ」の復習

のワークになります。模造紙に大きな手の形を描き

ます。児童に付箋を配り、生活の中で見られるタッ

チを書いてもらいます。その付箋をいいタッチは描

いた手の中に、わるいタッチは手の外に貼るワーク

です。紙芝居には登場しないさまざまなタッチが書

かれます。「叩く」や「引っ張る」など大人が予測

するタッチが出てきますが、その他に「カンチョウ、

肩パン、プロレスごっこ」など現実的に児童の中で

起きている状況が付箋に書かれます。確かに大人が

想像するタッチにも困っていますが、児童間の関係

で今困っている出来事が示され、大人がそれを知る

機会になっています。生教育の実践時間は、一方的（資料２）
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に大人が求める行動指導ではなく、児童から生活場

面に関連する語りが出る時間へと発展しています。

小学生低学年プライベートシリーズは、まず一人称

＝自分の大切な体・時間・場所・物についての内容

になっています。

４　高年齢児プログラム（資料３　参照）

性教育はさまざまなテーマがあります。生殖（受

精・性交・妊娠・出産など）、生理（初経閉経月経・

射精夢精・二次性徴など）、処置（月経の手当・避

妊・マスターベーションなど）、社会（性暴力・

DV・マイノリティーなど）、どのテーマも知ってお

く必要がありますが、その中でも最も重要なテーマ

について資料３に示しました。必須テーマとして、

中高生への生教育で実践しています。

（資料３）

これらのテーマについて教材を作成するポイント

をお伝えします。主にインターネットから情報を得

ています。ネット検索は資料３に記している単語を

使用してください。これらの単語は正しい言葉です。

「SEX」と検索するというアダルトサイトが出てき

ますが、「性交」と検索するといくつか正しい情報

が得られます。同じく「陰毛」ではなく「性毛」と

検索します。インターネットから得た正しい情報を、

できるだけ要約してシンプルな表現に編集します。

この編集作業を繰り返し、抽出した言葉にイラスト

をつけるとシンプルで解りやすい教材が完成しま

す。その教材はパソコンを使わずに手書き、そして

色鉛筆で描くことであたたかい雰囲気となります。

このように作成した資料は、児童の目に留まり大切

にファイリングされていきます。その他にたくさん

のワークを用いて、職員と共に語り合う実践となっ

ています。「～したらダメ！」という伝え方が、一

番ダメな性教育と捉えています。「ダメ」が前提に

あると、そのダメな状況になり悩んだときに相談に

繋がりません。「～したらダメ！」ではなく「相談

に繋がる実践」＝「児童との語り」があり、一緒に

リスクを考え、予防的視点を共有する、困ったら相

談することを意図した内容で実践しています。

Ⅵ　組織力で取り組む

　～アセスメントとリスク管理～　

性的事件が発覚すると、どのような児童が・どの

ような局面で・どの時間帯に・どのような場所に事

件のリスクが存在するか、そのリスクが在るのはな

ぜか、どのように対処すれば事件を未然に防止でき

るかについての検証が必要です。このことをその場

にいた職員の注意力や援助技術の問題ではなく、施

設運営のシステムの問題として検証することが重要

です。

個々のケースについて、入所前の診断調査・入所

時の説明（ルールの明確化）・日々の行動観察・ア

セスメント（個別・集団・環境）・ヒヤリハットへ

の対応など、それぞれの場面において様々なリスク

が存在し、そのリスクがチェーンとなって繋がった

時に事件が発生します。発生直前まで繋がった

チェーンはその場にいた職員のみでは切ることがで

きません（不可避点）。発生時に偶然その場にいた

に過ぎません。事件を回避するためには、このチェー

ン（リスク）が結びつくまでの時間の中で、職員集

団の誰もが切るチャンスがありました。それぞれの

場面に対し、具体的なアセスメントや支援が展開で

きていれば事件に至りません。性的事件の防止は、

「性」に特化した対応のみならず、個のアセスメント

とチーム対応で防げることがほとんどです。事件が

起きた部署の職員を責めるのではなく、個々の職員

が「自分に何ができたか」について、創造的に意見

が出すことが必要です。そのことが、施設内で暴力
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防止の文化を創造する第１歩です。（資料４　参照）

（資料４）

Ⅶ　性に関する課題へのアプローチ

　～生活支援と性の学びの提供～　

生教育委員会がプログラム・教材を作成し、グ

ループによる実践を行っている中で、個々の言動か

ら課題が見えてきます。理解している児童・理解で

きていない児童、内容について向き合えず逃避する

など、過去の性被害体験を表す児童、実践に来なく

なる児童など、反応は個々によってさまざまです。

グループでの実践は、シンプルなルールの共有（プ

ライベートゾーンは見ない・触らないなど）、他人

の考えや行動のスキルを知る機会となります。しか

し、その一方で、実践から見えた反応を“個”とし

てフォローできなければ、「一人ひとり大切な存在

である」という実践内容は、生活の中で「大切にさ

れている実感」へと結びつきません。生教育ルーム

にいる時間だけが“個”として扱われ、集団生活の

中で“個”が大切に扱われず埋没している、という

側面があることは否めません。

この現状を打破するためには、生教育で伝えてい

る視点を日常生活に生かすこと、日常生活の中で

個々の性への課題について扱うことが必要です。「一

人ひとり大切な存在」が実感できる仕組み作りの中

で、生教育の視点から生活のあり方を検証すること

が重要です。「自分の大切さ」は、本来は家庭とい

う安定した生活基盤の中で伝えられるもの・伝わる

ものですが、家庭に代わり養育している施設であっ

ても、生活の中で「自己の大切さ」の実感に向け取

り組むことが必要です。

大切さの実感へのアプローチについて２つ挙げま

す。まず一つは「環境整備」です。環境を整えるこ

とは、そこで生活している児童を大切に扱うという

ことです。心地よい環境の提供は、快・不快の感覚

を取り戻すことになります。暴力から感覚を麻痺さ

せ生き延びてきた児童の感覚は、学習会形式の性教

育のアプローチではなく、生活の中で感じる「実感」

の積み重ねにより回復するものです。人との距離

「感」、自己「感」をベースとした自己肯定「感」、

いわゆる「感」は、教育で得るものでなく、感覚へ

の働きかけすなわち日々の生活に中で実感し体得す

るものであると考えます。

もう一つは、小さいことの積み重ね「身体へのケ

ア」です。この研修を終え施設に戻ったら、入所児

童の「爪」を確認してください。そして、爪切りか

らの実践です。さまざまな治療プログラムが他国か

ら導入され、そのプログラムの提供による回復に向

けたアプローチが始まっています。一方で、生活の

中で提供される身体へのケアについては、これまで

の実践を滞りなく、さらに丁寧な対応が求められ、

その実践の基盤があってこそ、治療プログラムが効

果的なものになると考えます。

近年、児童福祉施設において性の問題が頻発し、

対応に迫られ性教育を始めている施設が増えていま

す。それを受けている子どもに大人のメッセージが

どれほど伝わっているのか、という疑問を常に持っ

ています。一宮学園で生教育実践を始めてしばらく

した頃、そんな私の疑問にストレートに応えたのは

子どもたちでした。「そんなのわかっているよ」「そ

れができないから困ってるんだよ」との言葉に返答

することができませんでした。

過去から現在の養育の中で育まれる「自分は大切

な存在である」との実感は、その先の「自分の大切

は他人にもある」ということにつながります。本来

は、安定した生活の基盤（日常ケア・環境整備等）

の中で大切さを実感するものです。しかし、必要に

迫られ始動した実践では、生活という裏付けのない、

いわば実感を伴わない中で、「あなたは大切な存在」
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という言葉のみが性「教育」の枠組みで語られてき

ました。このような生教育実践（資料５　レベル２）

を重ねる中で、必要に応じて日常ケアの工夫・整備

（レベル１）に立ち戻って着手するという反復がな

ければ、実践と実生活に大きな隔たりが生まれると

考えます。（資料５　参照）

（資料５）

これまでの取り組みの中で、性の問題は性教育の

みでは解決されず、生活で展開させるケアとそれを

支える組織運営がベースとなり、はじめて「伝える

性教育」から「伝わる生（性）教育」＝実感へと変

化することを学びました。「生教育」と「生活支援」

両輪による、子ども自身の回復に向けた取り組みを

広めていきたいと考えています。本講座を受講され

た方と力を合わせ取り組みたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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皆さん、こんにちは。今日は非常にいろんな情報

を私もお示しすることになると思います。ただ、

take home messageは単純なものですので、それだ

けでもお持ち帰りいただければと思っております。

私、大阪のりんくう総合医療センターというとこ

ろから参りました。同時に大阪産婦人科医会の安心

母と子の委員会のメンバーですので、そこからでき

た資料でご説明させていただきたいと思います。

これはこの間の新聞そのままなんですけど、やっ

ぱり今から申し上げますように児童虐待、虐待死と

いうことに関連すると、０歳児、０カ月児というの

が圧倒的にやっぱり多うございます。実際に私が取

り上げたお子様も虐待の被害に遭って亡くなってい

ます。

やっぱりどうしても我々として鉄壁のシフトを敷

いてるつもりでも、どうしても漏れというのは出て

きます。何がよくなかったか、どういうふうにすれ

ばよかったのかというのをかなり強烈な反省のもと

に大阪ではシステムづくりをしてまいりましたの

で、皆様にもお持ち帰りいただいていろいろと、ま

たご意見とかあったらお願いしたいと思います。

我々がこの事業に参入したきっかけというのは、

2008年、2009年、周産期（医療）崩壊と言われた初

期の時期ですね、奈良県で未受診の妊婦さんが行き

先がなくて、奈良県がだめで大阪に行って、大阪に

行く途中で救急車が事故って赤ちゃんを失ったとい

う非常に悲惨が事件がありました。その方は実は未

受診の不法滞在の外国人の方だったんですけど、こ

れはあかんやろということになりまして、どれぐら

いの未受診妊婦というのがいるのかというのを実態

把握しようというところから始まっています。児童

虐待とは、この時点で何の関係性も指摘されていな

かったんです。

ところが、未受診妊婦の年齢分布ということを考

えますとちょっとおもしろい傾向がありまして、若

年と35歳前後の二つのピークがあります。フタコブ

ラクダです。もちろん性成熟期、一番よく妊娠され

る部分はピークがあるように見えるんですけど、妊

娠率から考えるとはるかにフタコブラクダです。

これ、どっかで見たことあるよねという話になり、

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等」の報

告を児童虐待の死亡報告の、お母さんの年齢のピー

クと一致してるではないかということになったん

です。

これをさかのぼって調べてみますと、いわゆる未

受診妊婦というのはまた後でも申し上げますが、い

わゆるお産をした後の受診コンプライアンスの異常

がある人たちが、児童虐待とかなり密接な関係があ

るということがわかってまいりまして、それで児童

虐待とリンケージさせていろいろとそのシステムを

見直そうということを始めたというわけです。

結果からいいますと、ちょっとやっぱり大阪とい

う地域の特殊性があるかもしれません、実はこれ悉

皆調査です。大阪にある全ての産婦人科施設ほぼ全

部から回答を得ています。従ってき受診妊婦のほぼ

全数把握しているというふうに考えています。年齢

分布もそうですね。これも、母子手帳の未取得者が

多いということもわかってまいりました。

普通、我々がこの調査をやるまでは、お金がない

から妊婦健診は受けませんというふうにおっしゃる

特定妊婦への支援における
保健・児童福祉司・医療の連携

りんくう総合医療センター
荻　田　和　秀

＊　平成27年度 「保健職員研修」での講演をまとめたものです。
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方が半分ぐらいいるんじゃないのかなと思ってたん

ですけど、わずか28％にすぎません。それ以外は、

例えば若年妊娠で誰にも相談できなかったとか、あ

るいは妊娠の事実を受容困難、こういう方も来られ

ます。

つまり、うまいぐあいにこのあたりを、このあた

りのポピュレーションを支援できれば、少なくとも

赤ちゃんに対するリスクというのは減ってくるのか

な。そうなんです、赤ちゃんに対するリスク。

それもそこに載っている資料なんですけど、実は

事前に福祉関係とコンタクトがあった人ってどれぐ

らいいるんだろうというのを調べてみますと、生活

保護の受給、だからこれ毎月とか定期的に福祉とコ

ンタクトを取っている人です。３割。３分の１ぐら

いは少なくとも地域の福祉とつながりがあるべき人

である。助産券も、半分ぐらいということになり

ます。

つまり、地域とどういうふうなつながりをしてい

かないといけないのかと。結構福祉の人たちは妊娠

の事実を知ってるのではないかという疑問が出てま

いります。

母体の合併症を調べてみますと、まず第一に精神

疾患合併が114人、断トツと言ってもいいぐらい１

位です。この中には境界型人格障害や解離性障害な

ど、精神科の先生によったら精神疾患に入らない疾

患も入ってはいますが、少なくとも何らかの精神的

なトラブルを抱えておられる方が多い。これもやっ

ぱり医学、医療だけではなくて、福祉につなげてい

かないといけない。次に多い妊娠高血圧症候群とか

子宮内胎児発育不全とか妊娠糖尿病、こんなもの妊

娠終わったら治りますから。少なくとも医療介入が

必要なレベルにはならないですから、こんなのは妊

娠が終了すればチャラになります。母体の合併症は

そういう特徴がありました。

でも、これはちょっとまずいぞという調査結果が

見えてきました。赤ちゃん、ここが一番問題だと我々

はまず考えますがNICUに入院になったお子さんが

極めて多い。NICUは新生児集中治療施設ですから、

かなり重篤な合併症を持ってお生まれになった赤

ちゃんが、・・・この期間に1388人いるということ

です。これ、めちゃくちゃ多いです。４人に１人は

NICUに入るという計算になります。

未受診で週数もわからないんで、とりあえず集中

治療施設で診ておこうかという施設もあると聞きま

す。だけど、多くはやはり多分仮死状態で生まれて

くるとか、お母さんの合併症の影響をもろに受けて

生まれてくる方が多いということなんです。

死産というのも結構多いです。周産期死亡率に換

算すると全国統計の４倍から６倍です。これは昭和

40年代の周産期死亡率に合致します。50年前の医療

水準と同じレベルです。病院に行かなかったから当

然の結果とも言えますが。

これでいろいろと問題が見つかってきました。

多くはやっぱり、これは一つのベクトル上にある

んじゃないかということが我々の調査でわかってき

ました。我々がやってる一生懸命医療介入して現場

で努力をしたとしても、次に、つまり地域につなげ

ないと、あるいは点でじゃなくて面で捉えないとだ

めでしょうということが調査開始２～３年後ぐらい

からわかってきました。

いろいろな医療施設と、行政側とがうまいぐあい

に問題のある母子を見守っていかないとだめなん

じゃないかというふうに大阪では考えはじめてい

ます。

厚生労働省からもちょうどこういう通達がありま

したので、妊娠等の悩み相談援助事業というのを始

めましたということです。これはどういうことかと

いうと、連携してやっていきましょうというのを大

阪府と大阪の医師会と産婦人科医会と市町村も巻き

込んでやろうというふうにしています。

大阪産婦人科医会においては、平成24年から本格

的にスタートしています。いろんな相談の窓口が大

阪にはあって、大阪府が運営する「にんしんSOS」

や助産師会の相談事業などいろいろな窓口で対応し

ているやつを、これを有機的につなげていきましょ

うということになっています。

重要なのは、要養育支援者情報提供票という受診

コンプライアンスに問題がある、あるいは受診行動

そのものに問題がある妊婦さんの情報共有のツール

です。
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例えば待合室で上の子連れてきて、上の子がが

ちゃがちゃしてる。パシーンという音が聞こえたと

思うと、子ども声が途絶えた。あれっと思ったら、

子どもがほっぺたに真っ赤っかな手形をつけて診察

室に入ってきた。これは虐待ではないけど体罰です

よね。そういうのを見てると、「ここのおかん、や

ばいな」と現場はスクリーニングすることができ

ます。

これをどうやって形にするかというので、我々は

要養育支援者情報提供票のやりとりというのを考え

ています。このケースのように気がついたら、要養

育支援者情報提供票を作成するようにしています。

うちの病院では、かなりの数作成していますが、そ

れを地域につなげるかどうかはソーシャルワーカー

と検討会を開いて、地域につなげるかどうかという

ことをしてる。保健センターとか福祉センターとい

うところにこれを提出するということをやってい

ます。

例えばDVのある人なんかは、パートナーがくっ

ついてきちゃったりしてるとなかなか言えないです

から、トイレにパンフレットを置いて相談事業の

ホームページの存在を知らせています。さすがに女

子トイレまで入ってくるDV夫はいないと思うので。

大阪産婦人科医会がやっている「大阪にんしん

ホットライン」というホームページ、これは実は大

阪にんしんSOSか助産師会の電話相談とちょっと違

います。これはダイレクトに自分の居住地域に近い

ところの福祉関係の窓口にダイヤルインできるよう

に、福祉関係の窓口のダイヤルインの番号を許可を

得て掲載しています。それから同時に、妊娠相談を

やっている病院の電話番号も載せています。例えば

それは表に出せないですが中期中絶をやっている病

院であったりとかというところになります。ソー

シャルワーカーがいて、中期中絶をやっている病院

のリストでもあるんです。また、これはオープンに

なってますんで、よかったらアクセスしてみてくだ

さい。http://www.osakaobgy.jp/anshin/

とにかく相談に乗ってくれるところから後方支援

施設という、要するに福祉ときちんと連携をとれて

いる病院に送りなさいというふうに大阪産婦人科医

会のほうで言ってます。

ただし専門性とか立場に、ケースにおける問題点

の捉え方に差異が生じているという現実は確かにあ

ります。これは今日のこのシンポジウムのテーマに

なっています。

医療機関の傾向としては、予防的な対応をしたい

というところはあるんですけど、最も重点をおきた

いのは赤ちゃんを助けるという、子どもを助けると

いうところです。それはそうですよね、特に新生児

とか胎児とかは自分でしんどいとかって言えないで

すから。だからお母さんがどんな状態であれ、赤ちゃ

んのことを考えればたらい回しにするわけにはいか

んだろうというのが大阪の考え方にだんだんなって

きています。

ところが我々からしてみると、行政って結構事後

対応が多いんですよね。例えば助産券。夜中、来ま

した。もう生まれました。お金がありません。助産

申請しようかと言うて次の日に連絡をとると、「い

や、事後申請だめです。生まれる前に言うてもらわ

んと困ります」、ガチャン。ええ、ちょっと待って

よとなります。そうなれば病院の未収がふえます。

そうなれば、やっぱり病院としても、「いやあ、

かなわんな。未受診に来てもうたら困りますよ」と

なってしまうんですよね。で、この辺は何とかしな

いといけないなということで、これを大阪府のほう

に働きかけて事後申請でもいい地域も出てきてい

ます。

それから行政の人は実は予定日ということから

ちょっと説明しないといけないような人がいるんで

すよ。「生まれました」「予定日と違うやんか」「い

やいやだから、これはあくまでも予定でありまして」

とか、中絶をしてくださいと言って、中絶不可能な

週数で来たりすることもあるんですよね。そのあた

りを何とかするために行政とかの人たちと勉強会を

開いたりもしています。

妊婦健診ってどんなんですかというのも説明する

ようにしています。超音波検査でわかることわから

ないことや、極未（ごくみ：極小未熟児）ちゃんっ

て1500未満ですよ、超未（ちょうみ：超未熟児）ちゃ

んって1000グラム未満ですよとか、そういうお話を
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きちんとまず知識として言うようにしてます。

それからピルの話とか避妊の話も重要で、福祉担

当者の人に対して勉強会を、セミナーを開催したり

してます。

一方我々としては実は、どこに電話してええのか

わからへんというのが医者側にとても問題としてあ

ります。これは通告した方が良いと思われるけど自

分のカウンターパートどこかわからないドクターが

ほとんどです。とりあえず市役所に電話かける。「い

や、すみません、福祉担当お願いします」「何ですか」、

「こういうちょっと母子の問題がある人がいるんで

すが」「ああそれ、うち違います」、ガチャンという

のが非常に多いんですよね。これでは次につなげよ

うがないので、そこで顔の見える関係を築いておく

というのは極めて重要だと思います。

もう一つはですね、10代の妊娠が児童虐待のハイ

リスクですので、性教育セミナーが重要です。でも

教育委員会やPTAが結構な障壁で、本当は中学生

ぐらい、小学生ぐらいがやりたいんですけど、寝て

る子を起こしたくないと言われてなかなか……。

だから何をやってるかというと、選択的には現場

の先生にまず我々の熱意を聞いてもらおうというこ

とで、学校関係者向けに研修会を開いています。こ

れ結構現場の先生が来て、多分来年度、今年度もキッ

クオフは始まっているんですけど、恐らく学校に出

向いて性教育をするという事業が多分始まってくる

と思います。根っこは押さえようということです

よね。

それと同時に、大阪では見守りが必要な妊婦さん

のスクリーニング項目を策定しています。

特に注意すべきものというのは無保険とか、住所

不定とか、飛び込み出産の既往とか、上の子どもへ

の虐待歴があるとか、DVとかですね、これらに注

意してみていって下さいと大阪産婦人科医会の会員

には通達しました。

あと分娩後、授乳などの育児行動の異常について

もきちんと評価できるよう考えています。

実は恐らく、次、一番問題なのはここの部分なん

じゃないかというのが産褥の早期なんです。今から

その話をします。

分娩直後の乳児の遺棄を除いても０カ月児死亡が

多いのですが、それは１カ月までの間に結構問題起

こっていると考えられています。

例えば大阪の妊産婦の自殺の話をすると、毎年

――これ平成24から26年の３年間なんですけど、妊

産褥婦さんが９人自殺しています。いわゆる性成熟

期にある自殺女性の200人のうちの９人、だから５％

ぐらいです。

これは全国に換算し直すと、全国の同じ年代の自

殺した総数が1932人なんですって。これを4.5％掛

けると87人になるんです。87人という数字は、実は

日本の妊産婦死亡と言われている数字が年間50人前

後で推移しているんですけど、それよりも多いかも

しれない。欧米では実は、自殺も妊産婦死亡にカウ

ントしています。日本の安全神話が一気に崩壊する

かもしれないという、極めて衝撃的なデータです。

じゃあどの時期かという話なんですけど、大阪府

下では小児科の先生が24時間で赤ちゃんの夜中の電

話相談に答えるというシステムがあります。相談内

容の集計では、頭部の打撲や泣きやまないとか育児

相談とか、０から２カ月というのが一番多いんです。

０カ月児の週数と症状というまとめ方で見ると、

赤ちゃんが生まれて２週間で電話してきたという人

が、発熱以外に、頭部打撲や泣きやまない、育児相

談というのが断トツに多いんです。このデータをみ

ると次の目標としては、退院してから１カ月健診ま

での間にしっかりと見守ることのできるシステムを

作ることが最重要ではないかと考えられます。

　

最後に、実際に臨床をしていて見守りが必要だと

思ったときでも自分のカウンターパートナーが誰か

わかんないという大きな問題がある。どこへ電話か

けていいかわからない。だから先ほどの大阪にんし

んSOSの、実はあれは電話帳代わりに使ってます。

この当該地域、居住実績があるこの地域でどこに電

話かけたらいいのか。

もう一つは自治体によって担当部署の呼び方全然

違いますよね。例えば母子福祉課とかだったら良い

んですが、幸せ課とか子育て課とか、いろいろな呼

び方があるんですよ。とにかく母子関係の福祉にこ



■ 実践報告 ■

126

のことを報告したいと電話をかけても、なかなか担

当者に通じないというのがあって、ここも実務面で

大きな問題になっています。

更に、カウンターパートがどこかわかってもそれ

を報告をするかどうかというのですごいハードルが

あります。こんなにカジュアルに報告したら、担当

課がパンクするん違うかという危惧が、やっぱりど

うしてもまだあります。

だから我々としては皆さんの顔が拝見したいんで

す。できれば、例えばいろんなケースで病院とか行

かれることがあったら、産婦人科の医者の顔は見て

帰っていただいたら非常にありがたいかなというふ

うに思っています。

いろいろお話ししましたが今日持って帰っていた

だきたいtake home message、唯一のtake home 

messageはこれです。我々は皆さんの顔を拝見した

い、お話をさせていただきたい。ぜひそれをおうち

に持って帰っていただければと思います。

私からは以上です。（拍手）

（終了）
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つなぐ願い
̶第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーを終えて̶

実行委員長　増　沢　　高
（子どもの虹情報研修センター）

１．第10回メモリアルイベントとなった

　　オレンジリボンたすきリレー

2007年（平成19年）に第１回目の子ども虐待防止

オレンジリボンたすきリレーが行われました。この

年の東京箱根大学駅伝は、先頭を行く東海大学を順

天堂大学が５区で逆転し、山の神今井正人選手が昨

年に続く好走を見せ往路優勝、復路も制して順天堂

大学が総合優勝を果たしました。思えば、オレンジ

リボンたすきリレーの始まりは、この東京箱根大学

駅伝にありました。

前年の2006年は、繰り返しニュースで流れるよう

な大きな児童虐待死亡事件が複数起こった年でもあ

りました。４月には秋田で橋から男児が落とされて

死亡した事件の犯人が、以前にも同様に橋から自分

の長女を落として殺害したとして逮捕された事件、

福島県では３歳の男児が十分な食事を与えられずに

死亡した事件、京都でも３歳の男児が食事を与えら

れずに死亡した事件が起きるなど、児童虐待の事件

報道が相次ぎました。こうした事件を何とか防ぎた

い。そのために、まずは広く社会に児童虐待防止の

啓発を行うことが重要で、それは単に今流にネット

で情報を流すだけではすぐに消えてしまう、そうで

はなく、人から人へ思いを込めて伝える必要がある。

このことと箱根駅伝でたすきを必死でつなぐラン

ナーの姿が重なったのです。さらに、児童虐待に対

応するためには、支援者協働、機関協働が必須です。

それは単なる連携システムがあってもだめで、思い

のつながった支援者ネットワークができてこそ力を

発揮するのです。このことにも駅伝のイメージが重

なりました。つながりあうこと、つないでいくこと。

それは、今度は子どもたちを明るい未来へとつない

でいくことにも通じていきます。こうした思いを

ベースに、職種や立場を問わず児童虐待防止に賛同

されたランナーによるこのたすきリレーが、この年

から始まったのです。

この10年を改めて振り返ってみるといろいろな事

件や出来事がありました。2007年は社会保険庁の年

金記録のずさんな管理が明らかとなり、国民の怒り

は政権交代を引き起こしました。新しい政権に期待

を抱いた人は多かったと思います。2009年は、米国

で初の黒人であるバラク・オバマ第44代アメリカ合

衆国大統領が誕生した年でした。新しい時代の到来

を感じました。2010年には、チリの鉱山の落盤事故

で閉じ込められ作業員33人が奇跡の生還を果たし世

界が感動しました。私も感動しました。閉塞感のあ

る社会的状況で、それでも希望を見出そうとしてい

たように思います。そこに大きな災害が日本を襲い

ました。

2011年、あの未曾有の大地震、東日本大震災が発

生したのです。地震が招いた津波災害、続く原発事

故に絶望的な気持ちに陥りました。関東では計画停

電や流通の制限、放射能への不安などによって、暗

い気分はしばらく続きました。しかし被災地のあの

過酷な状況に立ち向かっている東北の人々の姿、世

界中から駆けつけた救援隊の方々や支援に集まった

ボランティアの方々の姿をみて、大きな勇気と希望

をいただきました。災害後のしばらく、私たち実行

委員会の委員の中には、この年のたすきリレーの開

催を見送る意見もありました。しかし東北の人々の

力強い歩みがこの年の実施を後押ししてくれたのは

確かです。この年のたすきリレーでは、鎌倉の大仏
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（1495年の明応地震で津波のため大仏殿が倒壊）を

スタートとする鎌倉三浦横須賀コースが誕生し、震

災の復興祈念も兼ねて開催する方向に舵を切りまし

た。２年後の2013年、東北の野球チームである楽天

がパリーグで初優勝、続いて日本一となりましたが、

東北の人々の力強さを重ねて見る思いがしました。

田中投手の１シーズン24連勝は驚異的でした。

さて、この10年間、残念ながら、虐待で子どもが

死亡する事件の報道は繰り返されています。大きく

報道された事件の一部だけを取り上げても、2008年

には高知県で小学校５年の男児が継父の暴行によっ

て死亡した事件、2009年には、大阪市西淀川区で小

学校４年生の女児がベランダで放置され死亡し遺棄

された事件、2010年には東京都江戸川区で小学校１

年生の男児が両親から暴行を受け死亡した事件、同

年には大阪市西区で３歳と１歳の姉弟がマンション

の一室に置き去りにされて餓死した事件、2013年居

所を転々と替えて居所不明となっていた母子の長女

が、横浜市でそのときの同居人によって殺害された

事件、2014年には神奈川県厚木市で所在の分からな

くなっていた、生きていれば中学生になっていたは

ずの男児がアパートで遺体で見つかり、調べてみれ

ば５歳のときに虐待によって死亡し、そのまま放置

され続けていた事件など枚挙の暇がありません。

児童虐待の防止の根底にあるのは子どもの権利擁

護です。子どもの権利を奪う行為は児童虐待だけで

はありません。子どもへの不当な行為は様々です。

世界を見渡せば戦争や飢餓で命を失う多数の子ども

達がいます。戦争やテロで犠牲になる子どもの報道

には強い怒りと悲しみがわいてきます。こうした状

況の中、イスラム過激派に銃撃されてもひるまず、

女性の教育権を主張し続けた少女マララさんが2014

年のノーベル平和賞を受賞しました。子どもの人権

擁護の向上を願う私たちは、その姿勢を学ばなくて

はいけないと思いました。日本の子どもを取り巻く

状況は課題が山積しています。子どもの貧困、いじ

め、自殺、所在不明の子ども、児童ポルノなど、大

人はきちんと向き合わなくてはいけません。

他にも様々なできごとがあった10年間でした。オ

リンピックも３回ありました。その中で東京開催も

決まりました。過去の出来事を改めて振り返れば、

10年のときの長さを思います。しかし実感はという

と、あっという間でした。たすきリレーを始めたと

き、10回目のことなど全く想像ができませんでした。

毎年毎年その年のことだけを考えて必死で行ってき

た10年間です。しかし振り返ってみると、必死にこ

つこつ積み上げてきたことで、大きく育ってきたこ

とは間違いありません。

２．オレンジリボンたすきリレー全国ネットワーク

この10年間で、オレンジリボンたすきリレーを開

催する地域が増えたことは喜ばしいことでした。滋

賀県、岐阜県は早々に立ち上がり、オレンジリボン

の発祥の地でもある栃木県小山市でも2009年から開

催されるようになりました。その後、山口県、高知

県、鳥取県西部、名古屋市、長野県、茨城県、静岡

県、徳島県、福島県でも行われています。これまで

もそれぞれの開催地の実行委員会とは連携をとっ

て、実施に向けて協力し合ってきました。そこで10

周年を機に、全ての実行委員会に声をかけ、賛同を

得て、全国ネットワークとして連携組織を立ち上げ

ました。表１が今年各地で実施されるたすきリレー

一覧です。全国組織となったことで、今までは、私

たち東京・神奈川開催のオレンジリボンたすきリ

レーのみ厚生労働省の後援をいただいていたのです

が、全てのたすきリレーに対して後援がいただける

ようになりました。またオレンジリボンたすきリ

レーの全国ネットワークのホームページも開設し、

各地で実施されるたすきリレーの告知や実施当日の

様子などを掲載することとしました（http://

orange-tasuki.net/lineup/）。その様子などを写真や

映像で発信する予定です。またホームページ上で、

全国の著名人、名所、名物の写真等によるネット上

たすきリレーを実施したいと考えています。
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３．祈りのFriendshipキルト・

　　オレンジのたすき・鎌倉大仏への奉納の儀

東北の大震災が発生した2011年、その年のたすき

リレーは、復興祈念も兼ねて開催する方向に舵を

切ったことを先に述べました。そのひとつとして鎌

倉の大仏（高徳院）からの鎌倉コースが誕生したこ

と、もうひとつが「祈りのFriendshipキルト・オレ

ンジのたすき」製作プロジェクトが始動したのです。

これは一片10センチ四方のキルトにメッセージを書

いていただき、それを数多くつないで大仏サイズの

たすきを製作し、大仏（高徳院）に奉納するという

ものです。

キルト製作には、勝山さんをはじめとする製作委

員会のメンバーがこつこつとキルトを製作し、それ

らをつないでまずは一枚（1700mm×900mm）のキ

ルトにします。同様に10枚ほど製作して、最後にこ

のキルトを横につないで大仏にかけられるほどのキ

ルトのたすきを作り上げるのです。こつこつと作業

を続け、５年かけて昨年完成に至りました。そして

2016年度10周年の記念イベントとして、11月13日（日）

に「祈りのFriendshipキルト・オレンジのたすき・

鎌倉大仏への奉納の儀」が執り行われたのです。こ

の日の高徳院は、平成７年度から開催されている「か

まくら国際交流フェスティバル」が盛大に開催され

ましたが、そのオープニングセレモニーの中に、こ

の奉納の儀を盛り込んでいただきました。そこでつ

なげれば17メートルになるキルト10枚のオレンジの

たすきがお披露目となりました。大仏様の前で、佐

藤孝住職、松尾崇鎌倉市長、フェスティバル実行委

員長の栗村淑香さんはじめフェスティバル参加者の

方々、会場に来られた方々と共に、キルトを掲げて

記念撮影を行いました。撮影後には、額装したキル

トの一枚を奉納し、大仏様が鎮座する外廊（大仏様

に向かって左側）に展示させていただきました。当

日の模様は神奈川テレビでも放映されました。高徳

院に参詣の折にはぜひご覧になってください。キル

トには皆さんのメッセージが書き込まれています。

東日本大震災からの私たちの夢が実現いたしまし

た。そこには高徳院の佐藤住職はじめとする高徳院

関係者の皆様のご理解があってはじめてできたこと

なのです。改めて深く深く感謝いたします。

４．川崎コースの新設

たすきリレーのコースは、東京都渋谷からの都心

コース、神奈川県二ノ宮町心泉学園からの湘南コー

ス、鎌倉市高徳院および三浦市からの鎌倉・三浦・

横須賀コースの３つで、ゴール地点の横浜市の山下

公園を目指す設定で行ってきました。川崎市は東京

表１　全国で開催されるオレンジリボンたすきリレー一覧

実施地域 名称 実施日

① 東京・神奈川 第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー 10月30日（日）

② 滋賀県 びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー 10月15日（日）16日（月）

③ 岐阜県 岐阜オレンジリボンたすきリレー 11月13日（日）

④ 山口県 オレンジリボンたすきリレーin下関 11月20日（日）

⑤ 名古屋市 子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーinNAGOYA 10月23日（日）

⑥ 長野県 ながの子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー 11月３日（水）

⑦ 静岡県 静岡県オレンジリボンたすきリレー 11月12日（土）

⑧ 鳥取県西部 鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー 11月12日（土）

⑨ 茨城県 子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレー 11月４日（金）

⑩ 高知県 高知オレンジリボンキャンペーン2016 12月４日（日）

⑪ 栃木県 おやまうまれのオレンジリボン・たすきリレー 11月12日（土）

⑫ 徳島県 オレンジリボンたすきリレーin徳島 11月20日（日）

⑬ 福島県 ふくしまオレンジリボンたすきリレー 12月11日（日）
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渋谷からの都心コースに含まれていますが、これま

でのコースでは、東京都の大田区を超えてわずか３

キロほどですぐに横浜市に入ってしまうというもの

でした。できれば市内にもっと長くコースを設定し

たいとの思いがあり、10回目の節目を迎えるにあた

り、新たに川崎コースを設けようとの機運が高まり

ました。そして今年２月、川崎市社会福祉協議会施

設部会児童・母子福祉施設協議会にて、準備委員会

が立ち上げられ、３回の準備委員会を経て、４月に

「川崎コース実行委員会」が設置され、ついに新た

な川崎コースが誕生したのです。川崎市の北西方向

に位置する麻生区白山に平成26年に新設された児童

養護施設白山愛児園から川崎駅方面を経由してユー

スキン製薬株式会社で都心コースと合流する全６区

のコースです（資料１参照）。

開催日当日、川崎コースにとっては第１回目のた

すきリレーとなります。スタート地点である白山愛

児園では、オレンジリボンをかたどったバルーン

アートで飾られた地域交流スペースで、オープニン

グセレモニーが行われました。川崎コース実行委員

長・霜倉（白山愛児園）が開会宣言をしたのち、麻

生区役所保健福祉センター所長・若尾勇様、白山ま

ちづくり協議会会長・太田大二様から来賓のご挨拶

をいただきました。最後にランナーを代表して、村

岡薫ランナー役員長（川崎こども心理ケアセンター

かなで）からのスタート宣言を合図に、12名のラン

ナーが、予定通り出発しました。

初めての川崎コースでしたが、各区とも予定の時

間内で走行することができ、また、川崎コース参加

ランナー全員がたすきを繋ぎ、奇跡的にも都心コー

スのランナーとユースキン製薬（株）手前の信号で

合流し、一緒に都心コース６区のランナーにたすき

を繋ぎました。完走した都心・川崎コース参加ラン

ナー全員にユースキン製薬（株）・野渡和義代表取

締役社長より完走賞が授与されました。

コースの中継点である川崎市社会福祉協議会中継

所近くのJR武蔵中原駅周辺、５区走行ルート上のJR

鹿島田駅周辺、都心コースとの合流地点であるユー

スキン製薬（株）周辺の３ヶ所では、啓発グッズを

一般市民に配布しながらの啓発活動を活発に行いま

した。また川崎コースでは、子ども虐待防止と合わ

せて、里親推進の啓発キャンペーンも行いました。

５．進化する各コース

従来のコースでは、今年もランナーたちが元気に

走行、たすきをつなぎました。新たな取り組みやで

きごとがいくつもありました。湘南コースの第１区

では、昨年から大磯警察署の白バイの先導でスター

トしました。昨年は二ノ宮駅前まででしたが、今年

は第２区の大磯警察の管轄区の最終地点まで先導し

てくださいました。安全面でもとても安心であると

同時に、正月の箱根駅伝のランナーになった気分で、

ランナーたちはとても感激しました。

都心コースのスタート地点である渋谷の忠犬ハチ

公像前広場では、前日からハロウィンで仮装した若

者たちが大勢集まっており、その若者たちが、たす

きリレーのスタートを歓迎してくれました。例年、

私たちのたすきリレーはハロウィンイベントと重

なっており、年々ハロウィンが盛り上がる中で、た

すきリレーがそこに埋もれてしまう危機感を感じて

いましたが、その懸念は一蹴され、むしろその方々

が応援してくれるという嬉しい結果でした。

鎌倉・三浦・横須賀コースのスタートは毎年厳粛

です。大仏前で松尾崇鎌倉市長のご挨拶があって、

大仏に祈りをささげてからのスタートです。身も心

も清められてのスタートとなります。鎌倉市の子ど

も達の健全育成を支える様々な活動をされている

NPO鎌倉寺子屋代表の上江洲様もランナーに加

わっていただきました。こうした子どものための活

動をされている様々な団体とのコラボレーションが

でき、支援の輪が広がっていくことは私たちの願い

です。参加していただいたことはありがたく、とて

も嬉しく思います。

参加するランナーは、数年前から500名を超える

大規模なものとなっています。今年も延べ616名の

ランナーが参加されました。また当初は、児童福祉

施設や児童相談所の関係者が多かったのですが、学

校の先生、警察署の方、保育士、一般企業の方など

幅広い領域からランナーが集まるようになっていま
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す。特定の領域に留まることなく、様々な領域の方々

が参加され、児童虐待防止に関心を持っていただく

ことで、啓発の輪が広がっていくように思います。

参加されたランナーの皆さんに感謝、感謝です。

６．充実のイベント会場

今年もゴール地点である山下公園では、午前11時

から子ども虐待防止啓発のためのイベントが開催さ

れました。敷地内のブース展示は今年も充実したも

のでした。ブースは大きく３つの内容に分かれます。

児童虐待の状況や対応状況や対応する機関の紹介な

どの情報発信のブース、工作、ゲームなど親子が楽

しく遊べるブース、そして焼きそばや綿あめなどの食

べ物のブースです。全部で18の団体が参加しました。

ステージ上では、音楽、パントマイム、ダンス、ヒー

ローショーなどの多彩なプログラムで進行しました。

恒例となったプーカさんのライブ、栗ちゃんと仲間た

ちのパントマイム、そしてイチゴパフェの親子コン

サートが行われました。親子コンサートでは横浜市立

相武山小学校のダンスチームが今年も参加、パフォー

マンスで皆を楽しませてくれました。「ねりま育メン

パパプロジェクト」によるネリマックスのヒーロー

ショーは玄人顔負けの演出で最高の盛り上がりでし

た。年々ハイレベルになっているのに驚きました。会

場内では、横浜市のゆるきゃら「キャッピー」やパン

トマイマーが、愛嬌いっぱいで歩き回り、少し肌寒かっ

た会場の雰囲気を温かくしてくれました。この日は、

曇り空で、気温も上がらない１日でしたが、たくさん

の人たちが会場に集まってくれました。用意した啓発

チラシやグッズはほとんどなくなる盛況振りでした。

７．感動のゴール

ステージ上でイチゴパフェの演奏と相武山小学校

の子ども達のキッズダンスのコラボ演奏が終わるこ

ろ、湘南コースがやや遅れたものの、予定時間の10

分過ぎには山下公園の西口に到着しました。100名

ほどのランナーが笑顔で集まっています。100名の

ランナーは山下公園の東側にある石のステージまで

の最後のランとなります。公園内の海側の道と内陸

側の道（約700メートル）の二手に分かれて、まる

でウイニングランのように笑顔で声援に応えながら

ゆっくりとゴールに向かいます。石のステージ前で

は、20メートルほどに張られたオレンジ色のゴール

テープがランナーを待ちます。

３時50分、一斉にゴール！

たくさんの人たちに見守られ、声援を受けながら

の感動のゴールです。記念すべき10回目のゴールと

思うと、胸を熱くするものがありました。これまでの

過去のゴールシーンが頭に浮かんできます。しかし、

ランナーはもちろん、会場にいるすべての人が満面

の笑顔であることは10回目まで全く変わりません。

この笑顔が来年につなげるエネルギーになるのです。

ゴールセレモニーでは、各コースの代表ランナー

に川﨑二三彦会長から完走賞が渡されました。この

後開催が予定されている岐阜県、名古屋市、静岡県、

栃木県小山市、そして鳥取県西部地区の代表の方に

私たちのたすきが手渡されました。ゴールセレモ

ニーでのたすきの引渡しも、毎年繰り返されるおな

じみの光景となりました。その度に、子ども虐待防

止と子どもの明るい未来を願う思いは、たすきを通

して確実に広がっていることを実感します。

謝辞　

まず、たすきを身につけて走っていただいたランナーの皆様に感謝申し上げます。

次の方々には財政面での支援をしていただきました（敬称略）。

（公財）資生堂社会福祉事業財団、（公財）楽天 未来のつばさ 、（一社）東京キワニスクラブ、（財）神奈川新聞厚生文化

事業団、神奈川県生命保険協会、ユースキン製薬（株）、サッポロホールディングス（株）、ポッカサッポロフード＆ビバレッ

ジ（株） 、カードショップカリントウ、（司）星野合同事務所、湘南信用金庫、かながわ信用金庫、神奈川県保険医協会、（株）

ガリバー、クロバー（株）、（公社）神奈川県宅地建物取引業協会横浜南部支部 、（株）髙森、湘南ヤクルト販売（株）、（株）
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加藤美蜂園本舗、用賀おたふく、用賀カイト、上野毛伊仙、（有）東京仁藤商店、港南区主任児童委員連絡会、真生会社会

福祉研究所、鎌倉YMCA他、心より感謝申し上げます。また、子どもの虹情報研修センターで行われる研修期間中に募金

をお願いしたところ多くの方々が協力をしてくださいました。ありがとうございました。

次にあげさせていただく後援の機関、団体の方々からは、大きなご支援をいただきました（敬称略）。

厚生労働省、東京都、神奈川県、神奈川県警察、横浜市、川崎市、大田区、品川区、渋谷区、鎌倉市、逗子市、茅ヶ崎市、

平塚市、藤沢市、三浦市、横須賀市、大磯町、二宮町、葉山町、栃木県小山市、全国児童相談所長会、神奈川県教育委員会、

東京都社会福祉協議会児童部会、神奈川県社会福祉協議会、神奈川県児童福祉施設協議会、神奈川県母子生活支援施設協

議会、神奈川県保険医協会、川崎市社会福祉協議会、（株）資生堂、（一社）東京キワニスクラブ、鎌倉高徳院、渋谷忠犬

ハチ公銅像維持会、（財）神奈川新聞厚生文化事業団、（一社）横浜ファミリーホーム連絡協議会、川崎市あゆみの会 、他、

大変ありがとうございました。

スタートや中継所等の設定にご協力をいただきました（敬称略）。

東京都児童相談センター、品川児童相談所、東京都社会福祉協議会児童部会、大田区立大森スポーツセンター、大田区子

ども家庭支援センター、大田区民生委員児童委員協議会、品川区民生委員児童委員協議会、渋谷区子ども家庭支援センター、

渋谷区観光協会、渋谷忠犬ハチ公銅像維持会、渋谷ピアネット、東京タワー、泉岳寺、神奈川県立こども医療センター、（協

組）伊勢佐木町商店街、イセザキ・モール１・２St.、鶴見区役所、横浜市中央児童相談所、磯子センター、金沢区・磯子区・

戸塚区・港南区民生委員児童委員協議会、横浜市港南中央地域ケアプラザ、永野連合町内会、西横浜国際総合病院、セブ

ン-イレブン横浜浦島町店、セブン-イレブン横浜片吹店、川崎市社会福祉協議会、川崎市こども家庭センター、川崎市あゆ

みの会、ユースキン製薬（株） 、白山愛児園、川崎愛児園、新日本学園、しゃんぐりらベビーホーム、鎌倉高徳院、鶴岡八

幡宮、鎌倉児童ホーム、鎌倉力車（株）、鎌倉YMCA、彩樹園、幸保愛児園、森戸大明神、葉山町商工会、ホテルマホロバ

マインズ三浦、久里浜商店会（協組）、team黒船、サンビーチ追浜、横須賀市児童相談所、しらかば子どもの家、しらかば

ベビーホーム、春光学園、三浦しらとり園、神奈川県立茅ヶ崎高等学校、エリザベスサンダースホーム、心泉学園、平塚

馬入ふれあい公園、（株）湘南ベルマーレ、遊行寺、他皆様に心から感謝申し上げます。

キャンペーン会場でブース設置やステージ上でのパフォーマンスなど会場を盛り上げていただきました（敬称略）。

神奈川県、横浜市こども青少年局、子どもの虹情報研修センター、横浜市民生委員児童委員協議会、横浜市主任児童委員

連絡会、（公財）資生堂社会福祉事業財団、全国児童家庭支援センター協議会、ユースキン製薬（株）、クロバー（株）、カ

ンガルーOYAMA、おおいそ学園、（一社）こどもみらい横浜 （里親会）、（特非）CROP.-MINORI、（特非）子どもセンター

てんぽ、（株）セブン‐イレブン・ジャパン、神奈川県母子生活支援施設協議会、勝山泰江さんとその仲間たち、高田馬場・

ジェットロボット、（特非）国境なき楽団、島田薫さん、永井みさ江さん、イチゴパフェ、プーカ、栗原さんをはじめとす

るパントマイマーの皆様、坂本博之さん、練馬イクメンパパプロジェクト 、横浜市立相武山小学校、横浜YMCA、（特非）

全国福祉未来ネットワーク、渋谷忠犬ハチ公銅像維持会、鎌倉市役所、横須賀市役所、鎌倉高徳院、鎌倉女子大学、鎌倉

女子大学短期大学部、横浜保育福祉専門学校

終わりに、本年、オレンジリボンたすきリレー10周年記念として、「鎌倉大仏（高徳院）祈りのFriendshipキルト・オレ

ンジのたすき」奉納を執り行いました。このキルト・オレンジのたすきを５年もの間制作いただいた、勝山泰江さんを中

心にご協力いただきました有志の皆様、ありがとうございました。また、この奉納の儀を行うにあたって、かまくら国際

交流フェスティバル実行委員会の皆様に快諾戴いての事の興しでした。お礼申し上げます。

そして、鎌倉大仏奉納の折、「キルト・オレンジのたすき」額装の製作にご尽力いただきました世田谷区山崎板金・山崎

周三様に心より感謝申し上げます。

皆々様、どうもありがとうございました。



鎌鎌倉・三浦・横須賀コース
鎌倉高徳院（鎌倉大仏）

湘南コーース
心泉学園園

川崎コース
川崎市社協

都心コース
渋谷駅ハチ公前広場

資料１． 全コース図

第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2016

特別三浦コース（三浦市）
マホロバマインズ
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資料２． ランナーの職種と人数

みんなで
万歳！！

みんなで
ゴール！

鎌倉・三浦・横須賀コース湘南コース都心・川崎コース

職種 都心 川崎 湘南 鎌三横 合計
児童福祉施設 40 44 71 64 219
児童相談所 53 23 13 1 90

里親・ファミリーホーム 0 0 10 0 10
児童家庭支援センター 4 1 0 0 5

福祉一般 8 4 6 3 21
教育 0 0 26 24 50
行政 17 4 11 56 88
医療 0 0 1 1 2
企業 3 1 7 26 37
学生 18 0 9 0 27
その他 13 1 42 11 67
合計 156 78 196 186 616

　※複数区を走行したランナーはそれぞれ１名としてカウントしました

総ランナー数
616名！
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資料３． 各区のたすきリレーの行程と人数

（１）都心・川崎コース（全ランナー数　234人）
行　　　　程 スタート地点 時　間 ゴール地点 人　数
１区（５km） 渋谷駅ハチ公前広場 9：20 東京タワー 26人
２区（３km） 東京タワー 10：20 泉岳寺 29人
３区（2.5km） 泉岳寺 10：50 品川児童相談所 27人
４区（4.3km） 品川児童相談所 11：15 大田区立大森スポーツセンター 17人
５区（7.2km） 大田区立大森スポーツセンター 11：55 ユースキン製薬（株） 18人
６区（３km） ユースキン製薬（株） 13：00 鶴見区役所 17人
７区（4.8km） 鶴見区役所 13：30 セブンイレブン横浜浦島町店 17人
８区（６km） セブンイレブン横浜浦島町店 14：15 山下公園　15：20着 22人

　川崎コース
行　　　　程 スタート地点 時　間 ゴール地点 人　数
K.1区（7.5km） 白山愛児園 8：40 川崎愛児園 12人
K.2区（6.5km） 川崎愛児園 9：50 川崎市社協 11人
K.3区（２km） 川崎市社協 10：50 新日本学園 12人
K.4区（3.4km） 新日本学園 11：15 川崎市こども家庭センター 14人
K.5区（１km） 川崎市こども家庭センター 11：50 しゃんぐりらベビーホーム 12人
K.6区（５km） しゃんぐりらベビーホーム 12：10 ユースキン製薬（株） 17人

（2）湘南コース（全ランナー数　196人）
行　　　　程 スタート地点 時　間 ゴール地点 人　数
１区（5.7km） 心泉学園 9：00 エリザベスサンダースホーム 52人
２区（6.5km） エリザベスサンダースホーム 9：45 平塚馬入ふれあい公園 17人
３区（6.3km） 平塚馬入ふれあい公園 10：30 茅ヶ崎高校 28人
４区（7.1km） 茅ヶ崎高校 11：20 遊行寺 22人
５区（５km） 遊行寺 12：15 西横浜国際総合病院 20人
６区（13km） 西横浜国際総合病院 12：55 横浜市港南中央地域ケアプラザ 23人
７区（８km） 横浜市港南中央地域ケアプラザ 14：20 山下公園　15：20着 34人

（3）鎌倉・三浦・横須賀コース（全ランナー数　186人）
行　　　　程 スタート地点 時　間 ゴール地点 人　数
１区（3.6km） 高徳院（鎌倉大仏） 8：20 鶴岡八幡宮 27人
２区（６km） 鶴岡八幡宮 8：50 逗子市第一運動公園 17人
３区（５km） 逗子市第一運動公園 9：35 森戸神社 18人
４区（11.3km） 森戸神社 10：15 横須賀中央駅前広場 16人
５区（7.2km） 横須賀中央駅前広場 11：45 サンビーチ追浜 12人
６区（4.2km） サンビーチ追浜 12：40 セブンイレブン横浜片吹店 5人
７区（7.5km） セブンイレブン横浜片吹店 13：15 磯子地区センター前 7人
８区（4.1km） 磯子地区センター前 14：15 横浜市中央児童相談所 26人
９区（3.8km） 横浜市中央児童相談所 14：50 山下公園　15：20着 34人

　三浦コース
行　　　　程 スタート地点 時　間 ゴール地点 人　数
M.1区（8.5km） マホロバマインズ三浦 9：30 京急久里浜駅前商店街 14人
M.2区（7.5km） 京急久里浜駅前商店街 10：45 横須賀中央駅前広場 10人
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資料４． 山下公園でのブース・イベント
☆イベントのタイムスケジュール

ユースキン製薬（株）NPO CROP.-MINORI母子生活支援施設協議会横浜市子ども青少年局・
主任児童委員連絡会

横浜市立相武山小学校の皆さん

ネリマックス全国児童家庭支援センター協議会（公財）資生堂社会福祉事業財団神奈川県

横浜市キャッピー横浜市民生委員児童委員協議会プーカさんイチゴパフェさん

祈りのFriendshipキルト

（株）加藤美蜂園本舗より
頂いた協賛品に
オレンジリボンをつけて
来場者に配布しました！

時　間 内　　容

11：00 オープニング！

12：00 プーカ　ライブ

プレゼントコーナー

13：00 ネリマックス　ショー

プレゼントコーナー

14：00 栗ちゃんと仲間たちのパフォーマンス

14：50 イチゴパフェ　ライブ
キッズダンス（横浜市相武山小学校）

15：30 ゴールセレモニー！！！
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☆ブースの内容と主催者

クロバー（株） 日本折紙協会（株）セブンイレブンジャパン
神奈川県保険医協会

みさえさんの絵本実行委員会本部NPO子どもセンターてんぽ

団体名 内容

神奈川県 子ども虐待防止神奈川キャンペーン

神奈川県保険医協会 子ども虐待予防の取組紹介

NPO 
カンガルーOYAMA オレンジリボンをあなたの胸に！

NPO 
CROP.-MINORI

懐かしの子どもの遊び
ドルフィンセラピーの紹介

ユースキン製薬（株） ハンドケア講習

（株）セブン‐イレブン・
ジャパン 絵本の読み聞かせ

絵本作家永井みさえ 絵本の読み聞かせ

「祈りのFriendship
キルト」制作委員会

祈りの Friendship-Quilt
～震災復興サポートプロジェクト～

NPO
子どもセンター てんぽ

天まで届けメッセージ
オレンジリボンアドバルーン

団体名 内容

神奈川県母子生活支援
施設協議会

社会的養護施設の啓発
柿をハロウィンデコしよう！

こどもみらい横浜
（横浜里親会） くじびき・フェイスペイント

横浜市こども青少年局
STOP児童虐待よこはま
キャンペーン 
～キャッピーと遊ぼう～

横浜市民生委員児童委
員協議会
横浜市主任児童委員連
絡会

みんなで工作しよう

宅建協会横浜南部支部 焼きそばをどうぞ

クロバー（株） 親子の遊び場
手作り体験コーナー！

日本折紙協会 折紙で遊ぼう

（公財）資生堂社会福
祉事業財団
全国児童家庭支援セン
ター協議会

子どもの未来のために
オレンジリボン啓発グッズ配布

オレンジリボンたすき
リレー実行委員会

本部
オレンジリボンたすきリレー
子ども虐待の現状と対応
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資料５． 全国に広がるオレンジリボンたすきリレー：今年の開催地域

資料６． 祈りのFriendshipキルト・オレンジのたすき・鎌倉大仏への奉納の儀
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平成27年度専門研修の実績と評価

 １　平成27年度虐待対応研修における取り組みの概要　

子どもの虹情報研修センター（以下「センター」という）は、平成14年度より児童虐待対応等に関わる支援

者の専門研修事業を行っています。平成27年度は、計25本の研修を実施しました。新たに工夫した点や今後の

課題などを以下にまとめました。

（１）Webトレーニングの開設について

児童相談所や市区町村の経験の浅い職員に対して、子どもと家族の支援を行う上での基本的かつ重要な技能

を身につけられるよう、センターのホームページを活用し、短時間（１ワーク15分から20分）でトレーニング

を行えるWebトレーニングを立ち上げました。市区町村の現場を中心にアセスメント力の向上を求める声が大

きい現状を踏まえ、まずは「要保護児童ケースのための包括的アセスメント･トレーニング」を開設しました。

アセスメントの過程を分割し、①情報の把握のワーク（11ワーク）、②ケースの理解と解釈のためのワーク（３

ワーク）、③方針設定のためのワーク（４ワーク）の全18ワークで構成されています。自分が関わるケースや

模擬事例などを頭におき、解説を読みながらワークシートに記載していくことを基本とするワークで、これを

繰り返すことでアセスメントに必要な視点を身につけていくことを目的としています。第２弾として「カンファ

レンスのあり方・トレーニング」も公開しました。

（２）「地域虐待対応研修企画者養成研修」について

市区町村の虐待対応力向上のために、各都道府県及び市区町村が市区町村職員の人材育成に力を入れていく

ことが必要との観点から、この研修に力を入れてきました。研修の目的は研修後、各地域に戻って研修を企画・

実施してもらうことですが、研修の実施状況がなかなか伸びていかない状況です。平成26年度参加者（64名）

への１年後アンケートに回答した27名（回答率42.2％）のうち、研修終了後、自分の地域で研修を企画・実施

した人は18名（全参加者のうち28.1％）でした。市区町村への研修は、主に児童相談所が担っているようですが、

虐待対応に追われ、研修の企画や実施に手がまわらない状況が推察されます。

なお、（１）で示したWebトレーニング教材は、研修会の演習教材としても活用できるため、「地域虐待対応

研修企画者養成研修」の中で、これらの教材を用いることで、研修の企画、実施につなげられればと考えてい

ます。

（３）市区町村職員向けの研修について

在宅支援を行う上で市区町村の役割は非常に重要となっています。センターが実施した市区町村向けの研修

は、「地域虐待対応研修企画者養成研修」「地域虐待対応合同研修（山梨県および佐賀県）」、「市区町村虐待対

応指導者研修」および「児童虐待対応母子保健職員指導者研修」です。市区町村の調整機関職員の育成はなか

なか進んでいない状況があります。市区町村職員が求める研修テーマは、「家族支援・家族再統合」「ケースの

アセスメント」「ケースカンファレンスのあり方」「リスクアセスメント」「発達障害と児童虐待」などとなっ

ています。
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（４）一時保護所職員対象の研修について

一時保護所職員対象の研修を求める声は以前から強くありました。国立武蔵野学院では「児童相談所一時保

護所指導者研修」（定員30名、２泊３日）が年２回開催されています。センターでも平成23年度から「児童相

談所中堅職員合同研修」の対象を一時保護所職員にも拡大したのですが、当初は一時保護所職員の参加が少な

かったため、平成25年度から「児童福祉司・児童心理司・一時保護所職員等合同研修」と研修名を変更し、そ

れ以降、一時保護所職員の定員枠30名が充足されるようになりました。一時保護ケース（含む社会的養護ケー

ス）を中心におき、３職種合同で講義、演習、事例検討を行いました。

（５）児童福祉施設職員対象の研修について

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設（情短）、児童福祉施設合同研修については、これまで「アセス

メント」「家族支援」「チームアプローチ」に加え、「人生の連続性の補償」等のテーマに力を入れてきました。

平成27年度はこれらに加え「人材育成」をテーマにした講義やグループ討議を取り入れました。これは、人材

育成の体系化の検討が進み、乳児院や児童養護施設でその指針が示されたことを踏まえてのものです。

（６）「テーマ別研修」について

平成27年度の「テーマ別研修」（２回開催）は、「児童虐待と性の問題」および「家族への支援－死亡事例か

ら学ぶ」をテーマとしました。前者は、性的被害を受けた子どもへの支援と施設等で問題となっている不適切

な子どもの性行動への対応を柱として講義や実践報告を行いました。244名の参加がありましたが、会場およ

び宿泊施設のキャパシティーを超えており、参加者に負担を強いるものとなってしまいました。後者は、セン

ターが毎年取り上げている「家族支援」について、死亡事例から見える家族の課題を取り上げました。175名

の参加でした。事例検討やグループ討議、交流会を行わず、講義だけの研修としても165名が限界と考えます。

両研修ともに多分野からの参加があり、どの分野においても共通して関心が高いテーマだったと思われます。

（７）「横浜市モデル研修」の実施について

センターでは都道府県政令市が行う研修を充実させるために、横浜市との協力のもと、平成26年度から３年

計画で、市区町村職員向けの研修教材開発等を目的とした「横浜市モデル研修（児童虐待対応専門研修）」を

実施しています。横浜市の全18区で児童虐待に対応する職員（92名）を対象に、平成27年度は延べ４日にわた

り５プログラムを行いました。その中で、Webトレーニング「要保護児童ケースのための包括的アセスメント

･トレーニング」の教材となるシートを用いて研修を行い、参加者の取り組み状況や評価等をもとにシートの

修正を行い、さらに他の市区町村職員対象の研修でも用いて修正を繰り返し、教材を作成しました。
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 ２　利用状況　

（１）研修参加者数

平成27年度は25本の研修を実施した結果、参加者総数は1,868人で、前年度（1,814人）と比較して54人の増

加でした。テーマ別研修で定員（140人）を上回って受け入れたことが、合計参加者数を押し上げています。

表1　平成27年度研修別参加状況

番号 研　　　修　　　名 H27　（人） H26　（人）

1 児童相談所長研修＜前期＞ （67） （74）

2 児童相談所長研修＜後期＞ 66 72

3 テーマ別研修「児童虐待と性の問題」 244 149

4 児童相談所・児童心理治療施設（情短）・医療機関等医師専門研修 24 28

5 地域虐待対応研修企画者養成研修 50 64

6 児童相談所児童福祉司指導者基礎研修　 79 66

7 児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修 68 77

8 地域虐待対応合同研修（開催地：山梨県） 68 81

9 　　　　  〃　　　　   （開催地：佐賀県） 93 101

10 教育機関・児童相談所職員合同研修　 93 84

11 児童虐待対応保健職員指導者研修　 67 89

12 児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修 53 66

13 児童心理治療施設（情短）職員指導者研修　 31 32

14 母子生活支援施設職員指導者研修 59 64

15 児童養護施設職員指導者研修 88 79

16 市区町村虐待対応指導者研修　 75 76

17 児童福祉施設指導者合同研修 83 82

18 児童相談所・児童福祉施設職員合同研修 88 84

19 児童福祉司・児童心理司・一時保護所職員等合同研修 86 90

20 乳児院職員指導者研修 54 60

21 児童福祉施設心理担当職員合同研修 116 111

22 テーマ別研修「家族への支援―死亡事例から学ぶ」 175 161

23 児童福祉関係職員継続研修（Web研修） 8 8

24 児童相談所児童福祉司SVステップアップ研修 8 4

25 横浜市「児童虐待対応専門研修」（第１回～第４回） 92 86

合　　　　　　計 1,868 1,814
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（２）Webトレーニングの利用状況

平成27年９月～平成28年３月までの間に、Webトレーニングのメニューページにアクセスのあった件数は

952件でした。

WebトレーニングのURL：https://member.crc-japan.net/php/html/contents/web/index.php
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 ３　研修の評価－研修後のアンケート結果　

研修終了時に、研修全体の効果について「大変役に立つ」から「役に立たない」までの５段階評価によるア

ンケート調査を実施しました。全研修において「大変役に立つ」「役に立つ」を合計した割合はほぼ90％以上

あり、15の研修で「大変役に立つ」の割合が半数を超えました。この結果は研修直後の主観的な評価ですが、

概ね高い評価を得ているものと考えています。

「大変役に立つ」が６割を超えたのは「児童相談所児童福祉司SVステップアップ研修」「児童養護施設職員

指導者研修」「児童福祉関係職員継続研修（Web研修）」「児童相談所・児童心理治療施設（情短）・医療機関

等医師専門研修」「テーマ別研修－児童虐待と性の問題」の５研修でした。

「大変役に立つ」が４割に満たなかったのは「児童相談所長研修〈前期〉〈後期〉」「児童心理治療施設（情短）

職員指導者研修」の３研修でした。

表２　研修後のアンケート結果
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 ４　希望する研修テーマ　

希望が最も多いのは、どの領域においても「ケースの総合的アセスメント」「家族支援・家族再統合」でした。

次いで、児童福祉施設を中心に「職員のメンタルヘルスケア」でした。例年希望が多い「性的虐待・性問題行

動」は希望が少なく、上位になったのは児童相談所だけでした。また、例年児童福祉施設で希望が多い「職員

チームのあり方」も上位に入りませんでした。

表３　希望する研修テーマ

「職員のメンタルヘルスケア」

「職員のメンタルヘルスケア」

「職員のメンタルヘルスケア」

「職員のメンタルヘルスケア」

「職員のメンタルヘルスケア」

「職員のメンタルヘルスケア」
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研究部研究概要紹介

【児童虐待に関する文献研究】
児童虐待とDV

研究代表者　川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター）

本研究では、「DV家庭の問題」を取り上げ、収集した文献を、おもにはDV被害者の観点、及び加害者の観

点から捉えたものに分けて整理した。また、DVが存在する（存在した）家族における児童虐待死亡事例につ

いても検討した。その結果、わが国においても相当数の文献が著されていることがわかったが、先行研究や先

行論文として諸外国の成果から学びつつ種々の調査等を行い、まとめているものが少なくなかった。そこで、

本報告書では、「DVの目撃」という観点から、アメリカを中心に海外の文献についても収集し、紹介した。

ここでは、本研究で明らかとなった点をいくつか述べておきたい。

第一に、児童虐待死亡事例の検証結果などからうかがわれることとして、児童虐待を扱う現場においては、

DVの理解がまだまだ表層的なものにとどまっており、本質的な理解がなされないままアセスメントがなされ、

若しくはなされていないと思われる事例が見受けられた。

その背景には、単なる理解不足というだけでなく、DV関係を把握することの難しさが感じられた。すなわち、

児童福祉援助機関が、（当事者から訴えもなされていない場合も含めて）DV被害を調査し、確認するのはハー

ドルが高く、周囲からの情報に依存せざるを得ない点が挙げられる。

また、厚生労働省の専門委員会第７次報告は、「『身体的暴力』や『暴言』などの有無によりDVの有無を捉

えようとしており、『支配－被支配』といった関係性の病理という視点に基づく情報収集やアセスメントを行っ

ていなかった」と述べていたが、単なる暴力の有無といったエピソードにとどまらず、生活の広範なありよう

を見て取る必要がある。「関係性の病理」を正しく判断することの困難さもうかがわれた。

第二に、DV家庭にいる子どもへの影響は、身体的にも心理的にも多岐にわたり、母子相互の関係も含めて

複雑かつ深刻な様相を呈していることが、いくつかの研究で明らかにされていた。たとえば（春原，2011）は

「DVに子どもが巻き込まれる構造」として７つのパターンを提示していた。

第三に、DV加害者に対する支援をみると、必ずしも十分検討されているとは言えず、榊原・打越（2015）

は「未だ課題はあるが、暴力の再発防止のために、加害者更生プログラムの受講を義務づける命令の実現を検

討する段階にあろう」と指摘していた。

なお、昨今件数が急上昇している「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」という心理的虐待へ

の取り組みについての研究、検討も、今後の課題ではないかと思われた。

本研究のまとめとして、「今後は、援助の具体的な実践事例を蓄積し、そこから学びつつ、DVそのものにつ

いての研究も睨みながら、DVと児童虐待の関連性や、DV家庭における児童虐待問題への対応についてさらに

検討を加えていくことが望まれる」と指摘した。　

なお、本報告書には、末尾に2013年に刊行された、児童虐待に関する文献一覧を掲載している。
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市区町村における児童家庭相談実践の現状と課題に関する研究
研究代表者　川松　亮（子どもの虹情報研修センター）

2004年に児童福祉法が改正され、市区町村が児童虐待対応の窓口になるとともに、要保護児童対策地域協議

会（以下、要対協）が法定されて、すでに10年以上が経過している。この間に、各市区町村では様々な工夫を

繰り返して、相談体制の構築や要対協運営の活性化を図ってきた。しかし今だに相談体制が整わず、要対協の

効果的運営に至っていない自治体もみられる。本研究は全国で先進的あるいは特徴がある取り組みを実施して

いると思われる自治体を選定し、ヒアリングを行うことで、市区町村の児童家庭相談実践の現状と課題を整理

し、参考になる事例を周知することを目的とした。ヒアリング対象として選定した自治体は、町が２自治体、

人口10万以下の市が２自治体、人口10万から20万以下の自治体が２か所であった。

それぞれの自治体の特徴を見ると、小さい自治体なりの工夫や小さい自治体でもできることが見られた。例

えば、全ての学校・保育園を児童相談担当者が巡回して相談を受けることで、連携関係をスムーズにしながら

要支援事例を掘り起こせている自治体があった。また、庁内の教育・福祉・保健部署の一体化を図ることで、

縦割りを超えた連携を可能とした自治体もあった。一方で、専門職員の複数雇用や異動周期を長くすることな

どで、職員体制を充実できていることも特筆された。　

また、児童相談所との関係では、共通アセスメントによる協議や適宜の連絡体制が確保され、良好な関係が

維持されている自治体が多かった。要対協の運営でも地域別会議を設けて進行管理の密度を高めたり、部会を

設けるなどの工夫がそれぞれの自治体でなされていた。

いずれの自治体においても異なる歴史や背景を持っているが、その特徴を踏まえながら、職員の創意工夫に

より現在の体制が構築されてきたことがわかった。自治体や首長の積極的な姿勢も体制強化に寄与していると

考えられた。

アジアにおける児童虐待への取り組みに関する研究
体罰の防止に向けて（第２報）

研究代表者　柳川　敏彦（和歌山県立医科大学保健看護学部）

虐待に対する取り組みの先進国である欧米諸国の実態や取り組みは、従来からわが国に紹介され、わが国の

対策の一助となっている。一方、アジア地域で子どもの人権擁護の概念が今なお乏しく、家庭、学校等におけ

る体罰の是非についての社会的課題が依然大きく残されている。本課題研究は２年間研究で、アジア各国の児

童虐待の現状を明らかにすること（25年度）、体罰対応の課題を抽出・分析し、アジアにおける今後の虐待対

策に資すること（26年度）を目的とした。

26年度研究では、国際児童虐待防止学会の中で開催された新興国フォーラムでの「体罰の撲滅」ワークショッ

プから、アジア各国（イラク、日本、中国、韓国、タイ）の報告等を収集した。現状は家族/家庭、学校、地域

等、日常の場面で児童への体罰が広く蔓延していることが再確認された。体罰の定義・認識は強者の立場によ

る定義が使用されていること、「児童の権利」が依然として尊重されていないこと、体罰による児童への悪影響

の知識が不十分であることなどが課題として抽出された。「体罰の撲滅」への対応は、あらゆる子どもを対象に、

いかなる場面、いかなる地域においても「児童の権利」を基盤とすることが必須であり、「体罰意識の変容」、「あ

らゆる体罰を禁止する法律」、「前向きな子育て」等のキーワードが採択された。今後は、多職種の関与による

具体的、実践的な社会整備が望まれるとともに、若い世代に対して学校等の教育場面での周知が必要である。
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今後の児童虐待対策のあり方についての研究
研究代表者　津崎　哲郎（花園大学社会福祉学部）

平成12年に児童虐待防止法が制定されて以降、わが国の児童虐待防止対策は様々な変遷をたどってきた。し

かし、現場では今なお試行錯誤が続き、残された課題も多い。こうしたことを踏まえると、わが国の児童虐待

対策の向かう方向はどうあるべきか、中長期的な視野に立った検討を行う時期に至っている。

本研究は、３か年計画として、主に６分野の既存検討資料等を参考にしつつ、現状の課題を整理し、あるべ

き方向のデザインを描くことを目的とした。

平成26年度は、いくつかの領域から課題の抽出を行った。構成は以下のとおりである。

１　実務上の主要な課題点と、その克服のためのいくつかの試案、及びそれらの利点、課題の提示

２　医療・保健領域におけるいくつかの課題点と、その克服の方向性及び実践例、関連資料等の提示

３　一時保護のあり方について、現状と今後の活用をめぐっての提示

４　統計のあり方について、現行の問題点の整理と今後の方向性についての提示

５　児童虐待に係る学校教員研修の実情把握に関わっての提示

６ 　市町村在宅支援体制の課題とその強化に向けての方策提示、並びにアメリカワシントン州における取組

の紹介

母子生活支援施設における母子臨床についての研究
研究代表者　山下　洋（九州大学病院精神科神経科子どものこころの診療部）

母子生活支援施設は他の児童福祉施設とは異なり、子どもとその母親が一緒に入所して生活をしている。そ

こでは、母子関係に様々な問題を抱えた世帯が多くを占めている。そのため、子どもや母親に対する個別的な

支援だけでなく、母子関係を調整するための支援が必要となる。しかし、母子関係の調整に焦点を当てた先行

研究はほとんどないのが現状である。本研究では、母子生活支援施設における母子関係の現状を踏まえ、母子

臨床の可能性やあり方など、母子臨床の展開について整理・検討することを目的とした。

前年度の調査結果に基づき、様々な支援を行っている施設へのヒアリング調査を行い、具体的な支援の状況

や工夫点、課題点等を明らかにすることとした。

ヒアリング調査は以下の５施設で行った。

① 倉明園、② 皐月、③ 東さくら園、④ 永正会母子ホーム、⑤ 野菊荘

その結果、各施設の具体的な工夫点、支援の方法や姿勢、そこに辿り着いた経緯、課題点が明らかにされた。

また、各施設に独自の文化や特色があったが、職員と利用者が対立関係にないことや、施設長等の管理職が各

職員の特性（メリット・デメリット）を踏まえて適切にリーダーシップをとっている等、共通点も見いだせた。

市区町村児童家庭相談における人材育成モデルについての研究
研究代表者　宮島　清（日本社会事業大学専門職大学院）

横浜市の子ども家庭相談事業および要保護児童対策地域協議会事務局に携わる職員の専門性の向上、及び要

保護児童対策地域協議会の専門性の向上を図るため、それぞれを対象とした研修を企画、実施しながら、効果

的な研修教材の開発と人材育成体系の構築を目指し、横浜モデルとして全国に発信することを目的として、平

成26年度から３年計画で行っている。

平成26年度は、アセスメントのための研修教材を開発し、横浜市研修での評価と合わせて報告書をまとめた。
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子どもの虹情報研修センター専門相談室では、児童虐待等の問題に関わっている児童相談所や児童家庭支援

センター、児童福祉施設、市町村の相談窓口等の機関を対象にして、各現場で抱えている事例の処遇・援助に

関する相談や情報の提供等の相談を行っております。

相談は、電話、Eメール、ＦＡＸ、面談などにより、主に当センターの職員が対応しておりますが、法的対

応に関する相談については必要に応じて専門相談員として委嘱している弁護士により相談・助言等を行ってお

ります。

当相談室については、主に当センターにおける研修や、地域に出向いて実施している研修（地域虐待対応等

合同研修、及び児童福祉施設職員地域研修－出前研修）等を通して周知を計って参りましたが、平成15年度の

開室以来、相談の件数も年々増加し、その内容も幅広いものになっております。

 １　平成27年度の相談状況　

（１）相談受理件数

相談受理件数は、平成27年度は623件と昨年度よりも６％の増となっております。これは、開設当初の約

8.2倍の伸率となります。
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図１　年度別受理件数の推移（単位：件）

なお、各月の受理状況は下記のとおりです。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

74 56 58 45 53 58 62 46 46 35 34 56 623

平成27年度の専門相談について
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（２）相談の方法（手段）

電話による相談が全体の72.9％を占め、次

いでＥメールが22.3％となっています。

右図の「面談」は、来所しての相談や、

当センターの研修における参加者からの相

談で、「その他」は、要請のあった地域に出

向いて行う地域研修（出前研修）の会場で

の相談です。

（３）平成27年度分野別・内容別相談状況

全体としては、処遇・援助に関する法律相談205件（32.9％）が最も多く、次いで処遇・援助に関する福

祉相談171件（27.4％）、そして福祉に関する情報提供の相談が96件（15.4％）となっています。

分野別では、福祉が最も多く307件（49.3％）、次いで法律が244件（39.1％）、心理が48件（7.7％）と続い

ています。

内容別では、処遇・援助に関する相談414件（66.8％）が最も多く、次いで研修講師の相談や文献資料の

照会などの情報提供に関する相談131件（21.0％）、そして、制度利用や機関連携のあり方などケース援助

関連以外の相談が78件（12.5％）となっています。

分野別・内容別相談状況　（単位：件）

分野
内容 法　律 保健・医療 心　理 福　祉 その他 計

処遇・援助に関する相談 205 12 25 171 １ 414（66.8％ ）

処遇・援助以外の相談 32 ３ ２ 40 １  78（12.5％）

情報提供に関する相談 ７ ６ 21 96 １ 131（21.0％）

その他の相談 ０ ０ ０ ０ ０   ０（0.0％）

計
244

（39.1%）
21

（3.4%）
48

（7.7%）
307

（49.3%）
３

（0.5%）
623

（100%）

その他０件
（0.0%）面談24件

（3.9%）

手紙２件
（0.3%）

Eメール
139件
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図２　相談の方法
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（４）平成27年度機関等別受理状況

平成27年度における機関等からの相談受理状況は、児童相談所からの相談が68.0％と最も多く、次いで

市町村が11.7％、都道府県・政令市8.2％となっています。

機　関 件数（%） 機　関 件数（%）

国の機関 3（ 0.5） 医療機関 3（ 0.5）

都道府県・政令市 51（ 8.2） 家庭児童相談室 4（ 0.6）

市町村 73（11.7） 社会福祉協議会 1（ 0.2）

児童相談所 424（68.0） 保健所・保険センター 2（ 0.3）

乳 児 院 1（ 0.2） 報道機関 12（ 1.9）

児童養護施設 23（ 3.7） 大学等教育機関 1（ 0.2）

児童自立支援施設 2（ 0.3） 中学校・中学生 3（ 0.5）

情短施設 2（ 0.3） 個人（市民） 3（ 0.5）

母子生活支援施設 10（ 1.6） その他 5（ 0.8）

合　計 623（100）

 ２　平成27年度の相談事例から（抜粋）　

【法的分野】

①　性虐待事例で親権停止を検討している。申立に当たっての留意点について助言が欲しい。
②　一時保護中の児童について、親権者と監護者が異なる場合、権限の違いを確認したい。

【保健・医療分野】

①　自然分娩を希望する特定妊婦への対応について相談したい。
②　機関連携を促すために、医療機関向けの通知を作成している。通知案について意見が欲しい。

【心理分野】

①　機関連携を促すために、医療機関向けの通知を作成している。通知案について意見が欲しい。
②　母子生活支援施設入所中の児童で気になる行動が認められる。ケアの仕方について相談したい。

【福祉分野】

①　子どもと別居中の親から虐待通告があった場合の対応について相談したい。
②　 医療ネグレクト事例での立入調査を予定している。他機関（特に警察）との連携の仕方につい
て相談したい。
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【その他】

①全国の児童相談所の設置数を教えて欲しい。

専門相談室

電　話　045－871－9345（直通）

ＦＡＸ　045－871－8091

Eメール　soudan@crc-japan.net

〒245-0062　横浜市戸塚区汲沢町983番地
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